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Ⅰ 情報公開制度のあらまし 

 

 １ 情報公開制度の意義 

   情報公開制度とは、市が保有している文書等を市民の請求に応じて閲覧に供し、  

又は、写しの交付を行う制度です。 

   この制度の目指すものは、本市の保有する文書等の開示を請求する権利を市民  

の権利として定めることにより、市政運営の公開性の向上を図るとともに、本市

の諸活動を市民に対して説明する責務が全うされ、地方自治の本旨に即した公正

で民主的な市政を実現することです。 

 

 ２ 情報公開制度の概要 

  (1) 実施機関 

    情報公開制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事

委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、

消防長及び議会です。 

 

  (2) 対象となる文書等 

公開請求の対象となる文書等は、次の要件を備えているものです。 

   ア 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィル    

ム、磁気テープその他これらに類するもので、当該実施機関の職員が組織的

に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの 

   イ 現に保有している文書等 

     ただし、議会の文書等については、平成１１年１０月１日以降に作成し、

又は取得したもの 

また、旧富合町関連の文書等については、平成１９年４月１日以降に、旧

城南町関連の文書等については、平成１４年４月１日以降にそれぞれ作成し、

又は取得したもの 

旧植木町関連の文書等については、平成１０年４月１日以降に作成し、又

は取得したもの（一部の電磁的記録については、平成１４年４月１日以降。

また、旧植木町議会の文書等については、平成１９年４月１日以降） 

 

  (3) 請求権者 

平成２４年度より、何人も、実施機関に対して文書等の開示を請求できます。 

 

  (4) 開示請求の方法並びに請求に対する決定及び通知 

開示請求の方法並びに請求に対する決定及び通知については、次のとおりで   

す。 

   ア 文書等の開示の請求をしようとするものは、必要事項を記載した請求書を    
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情報公開窓口へ提出しなければなりません。 

   イ 実施機関は、請求書の提出があった日の翌日から起算して１４日以内に、    

開示請求に係る文書等を開示又は開示しない決定をし、開示請求者に対して    

書面で通知します。 

     ただし、開示請求に係る文書等が著しく大量である場合、第三者情報が含    

まれ、当該第三者に意見聴取の必要がある場合等、やむを得ない理由により、    

１４日以内に決定をすることができない場合は、請求書の提出があった日の    

翌日から起算して４５日を限度として延長することができます。 

     この場合、延長する期限及び理由を文書で請求者に通知します。 

 

  (5) 不開示情報 

    開示請求のあった文書等は原則として開示します。ただし、開示することに   

より、個人又は法人等の正当な利益を害するもの、公共の安全、行政の事務事

業の適正な遂行等に支障を及ぼすもの等、次に掲げる７項目は開示することは

できません。 

   ア 法令秘情報 

     法令等の規定により、開示することができない情報 

   イ 個人に関する情報 

     個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合    

することにより識別され得るもの 

   ウ 法人等に関する情報 

     開示することにより、法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を    

害するおそれがあるもの 

     公にしないとの約束の下に、任意に提供されたもので、当該約束の締結が    

合理的であると認められるもの 

   エ 公共の安全等に関する情報 

     開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防及び捜    

査その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報 

   オ 審議、検討等に関する情報 

     審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な    

意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に    

混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼ

すおそれがあるもの 

   カ 事務事業に関する情報 

     事務事業に関する情報のうち、開示することにより、事務事業の性質上、    

その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

   キ 国等に関する情報 

     国等との協議等に基づく情報であって、開示することにより国等との協力
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関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの 

 

  (6) 存否不回答 

    開示請求に係る文書等の存否について回答することにより、不開示情報を開   

示した場合と同様に保護される利益が害されることとなるときは、その存否を   

明らかにしないで請求を拒否することができます。 

 

  (7) 第三者保護 

実施機関は、開示請求に係る文書等に本市又は開示請求者以外の第三者に関   

する情報が記録されている場合は、第三者の正当な権利利益を保護するため、

開示等の決定をする際に、当該第三者の意見を聞くことができます。     

 

  (8) 費用負担 

文書等の閲覧に係る手数料は無料ですが、文書等の写しの作成及び送付に必   

要な費用は、請求者の負担となります。 

 

  (9) 不服申立て 

請求者は、開示等の決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき   

審査請求をすることができます。 

    実施機関は、審査請求があった場合、学識経験者などの第三者で構成する   

熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行

います。 

  

  (10) 情報提供施策の充実 

実施機関は、市民生活の向上に資するとともに、市民の市政に対する理解を 

   深めるため、市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めなければなり 

   ません。 

 

 ３ 情報公開窓口 

   情報公開制度を円滑に運営し、市民の利用しやすい制度とするため、情報公開 

  の相談や案内、請求の受付、開示の実施等を一元的に行う総合窓口として、市庁 

  舎１階に「情報公開窓口」を設置しています。 

 



4 

 

Ⅱ 情報公開制度の運用状況 

 

１ 開示請求件数及びその処理状況 

   平成１０年度から平成２８年度の開示請求の処理状況は、次のとおりです。 

                       （単位：件） 

年度 

開示

請求

件数 

処理状況 

開示

決定 

部分

開示 

請求拒否決定 

合計 取下げ 却下 
不開示 

存否不

回答 
不存在 その他 小計 

10 21 4 16 1 0 5 5 11 31 0 0 

11 64 14 45 2 0 4 0 6 65 0 0 

12 96 67 18 0 0 17 2 19 104 2 0 

13 486 231 86 0 0 246 0 246 563 8 2 

14 346 185 75 0 0 172 2 174 434 3 1 

15 572 225 150 15 1 214 4 234 609 5 0 

16 489 234 112 11 8 142 0 161 507 11 0 

17 536 189 132 12 0 146 6 164 485 68 2 

18 344 120 105 17 0 122 2 141 366 15 4 

19 504 314 80 8 0 177 2 187 581 6 0 

20 416 262 93 8 0 63 4 75 430 13 1 

21 517 364 102 14 1 70 1 86 552 9 14 

22 633 445 147 18 0 96 12 126 718 15 2 

23 787 629 114 16 0 72 0 88 831 6 0 

24 868 519 227 9 0 152 0 161 907 9 0 

25 974 681 237 18 0 105 1 124 1,042 6 0 

26 1,219 822 345 15 1 78 6 100 1,267 13 0 

27 1,301 800 459 16 2 61 2 81 1,340 13 0 

28 1,043 597 391 9 0 70 1 80 1,068 15 0 

〔備考〕 

(1) １件の開示請求に対し、複数の決定が為される場合があるため、開示請求件

数と処理件数とは、必ずしも一致しない。 

(2) 部分開示決定とは、開示請求に係る文書等の一部について請求拒否の決定を

し、その他の部分について開示の決定をしたものをいう。 

(3) 存否不回答とは、条例第９条の規定により請求拒否の決定をしたものをいう。 

(4) その他とは、条例が適用されない文書等に対する請求等その他の理由により、

請求拒否の決定をしたものをいう。 

(5) 却下とは、文書等開示請求書の記載内容に不備があったため補正を依頼した

が補正に応じなかったもの、又は開示請求権がない者からの請求について、却

下したもの等をいう。 
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２ 実施機関別の処理状況 

   平成２８年度の実施機関別の処理状況は次のとおりです。平成２８年度におけ

る実施機関別請求件数は、市長事務部局が８３４件で最も多く、うち都市建設局

が５７５件、次いで上下水道局が１２９件となっています。 

 

 平成２８年度の実施機関別の開示請求件数及び処理状況     （単位：件） 

実施機関 

開示 

請求 

件数 

処    理    状    況 

開示 

決定 
部分開

示決定 

請求拒否決定 
合計 

取下

げ 

却

下 不開示 
存否不

回答 
不存在 その他 小計 

市 

 

 

長 

政 策 局 11 7 3 2 0 3 0 5 15 1 0 

総 務 局 12 8 2 0 0 3 0 3 13 0 0 

財 政 局 13 5 5 2 0 2 0 4 14 0 0 

市 民 局 23 10 12 0 0 3 0 3 25 0 0 

健康福祉局 104 68 20 1 0 13 0 14 102 8 0 

環 境 局 29 17 10 0 0 2 0 2 29 0 0 

経済観光局 35 25 7 0 0 2 0 2 34 1 0 

農 水 局 22 17 6 0 0 4 0 4 27 1 0 

都市建設局 575 257 309 2 0 12 0 14 580 3 0 

都 市 政 策 

研 究 所 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

中央区役所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

東 区 役 所 2 2 1 0 0 2 0 2 5 0 0 

西 区 役 所 4 3 1 0 0 3 0 3 7 0 0 

南 区 役 所 2 1 0 0 0 2 0 2 3 0 0 

北 区 役 所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

会 計 総 室 2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 

小 計 834 420 377 7 0 52 0 59 856 14 0 

教 育 委 員 会 49 41 3 1 0 7 0 8 52 0 0 

選挙管理委員会 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

人 事 委 員 会 4 3 1 0 0 0 0 0 4 0 0 

監 査 委 員 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

農 業 委 員 会 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

固 定 資 産 評 価 

審 査 委 員 会 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

公
営
企
業

管

理

者 

交 通 局 4 2 1 0 0 1 0 1 4 0 0 

上下水道局 129 121 6 0 0 1 0 1 128 1 0 

病 院 局 6 3 1 0 0 2 0 2 6 0 0 

消防長 消 防 局 10 6 2 1 0 1 0 2 10 0 0 

議 会 4 1 0 0 0 3 1 4 5 0 0 

合 計 1,043 597 391 9 0 70 1 80 1,068 15 0 
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３ 不開示理由の適用状況 

熊本市情報公開条例第７条各号のいずれかに該当し、不開示（部分開示を含む。）

となった事例の理由別内訳は、次のとおりです。 

  ＜不開示理由別内訳＞ 

不開示理由（条例第７条）  
２８年度 

件数（件） 

第１号 法令秘情報 ５ 

第２号 個人に関する情報 ３６７ 

第３号 法人等に関する情報 ９９ 

第４号 公共の安全等に関する情報 ２ 

第５号 審議、検討等に関する情報 ５ 

第６号 事務事業に関する情報 ８ 

第７号 国等に関する情報 ０ 

その他（条例の適用除外など） ０ 

合    計 ４８６ 

 

 

４ 不服申立ての状況 

  平成２８年度の不服申立ての状況は、次のとおりです。 

             （単位：件） 

不服申立て件数 

処理状況 

決定済 裁決済 
審議会で 

審 議 中     

実施機関 

で検討中 
取下げ 

２８年度 

異議申立て  ４  ０ ０ ０ 

審 査 請 求 ７  ０ ７ ０ ０ 

合  計 ７ ４ ０ ７ ０ ０ 

（決定済、裁決済の数字は H27 年度継続審議分も含む。H29.10 月末日現在） 
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Ⅲ 個人情報保護制度のあらまし 

 

 １ 個人情報保護制度の意義 

熊本市では、昭和６１年１月に「熊本市電子計算組織の運営に係る個人情報の

保護に関する条例」を制定し、電子計算組織により処理される個人情報の保護を

図ってきました。しかし、近年における市民のプライバシーに関する認識の高ま

りや高度情報化社会の急速な進展に伴い、「手作業処理される個人情報」や「民

間業者が保有する個人情報」についても、保護措置を講ずることが求められるよ

うになってきました。このため、平成１１年１１月に熊本市個人情報保護制度検

討委員会が設置され、平成１２年１１月の答申を経て、平成１３年９月２１日に

「熊本市個人情報保護条例」を公布、平成１４年４月１日から施行されました。 

この制度は、熊本市や熊本市の民間事業者等における個人情報の取扱いによっ

て侵害されるおそれがある個人の権利利益を、広く保護することを目的とするも

のであり、本市が個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、個

人情報の本人に開示、訂正などを求める権利を保障しているものです。 

 

 ２ 個人情報保護制度の概要 

  (1) 実施機関 

    市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会 

 

  (2) 個人情報を適正に取り扱うルール 

    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（（平成２５年法律第２７号）以下「番号法」といいます。）の施行に伴い、

個人番号を含む特定個人情報に係る取り扱いを保護するため、平成２７年１０

月に熊本市個人情報保護条例を改正しました。 

   ア 収集の制限 

    (ｱ) 個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、必要な範囲内で収集する。 

    (ｲ) 適法かつ公正な手段で収集する。 

    (ｳ) 原則として本人から収集する。 

    (ｴ) 思想､信条等に関する個人情報は、原則として収集しない。 

   イ 利用及び提供の制限 

    (ｱ) 目的外利用の制限 

(ｲ) 外部提供の制限 

   ウ 特定個人情報の利用の制限 

    (ｱ) 特定個人情報を取り扱う事務の範囲を超えた利用の制限 

    (ｲ) 番号法に規定されたもの以外への提供の制限 

   エ 電子計算機結合による提供の制限 
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(ｱ) 通信回線の結合による提供の制限（相手方が随時入手できる状態にする

ものに限定して制限） 

   エ 適正管理 

    (ｱ) 正確、最新の状態を確保 

(ｲ) 漏えい、滅失、改ざん等の防止と責任体制の明確化 

    (ｳ) 不必要なものの廃棄、消去 

(3) 開示や訂正などを求める権利 

 ア 開示請求 

   自己情報の開示請求権の保障 

 イ 訂正請求 

   自己情報の訂正請求権の保障 

 ウ 是正の申出 

個人情報の取扱い（収集、利用及び提供）の違反に対する利用停止請求権

の保障 

※ 利用停止請求（平成１６年４月１日から条例改正・施行） 

    個人情報の取扱い（収集、利用及び提供）の違反に対する利用停止請求

権の保障 

 エ 苦情の処理 

   実施機関の個人情報の取扱いに関する苦情の処理 

 オ 苦情相談の処理 

   事業者の個人情報の取扱いに関する苦情相談の処理 

 

  (4) 請求の方法並びに請求に対する決定及び通知 

請求の方法並びに請求に対する決定及び通知については、次のとおりで   

す。 

   ア 自己に関する個人情報の開示、訂正等の請求をしようとする者は、必要事

項を記載した請求書を情報公開窓口へ提出しなければなりません。 

     個人番号を含む特定個人情報の開示請求については、本人のほか、法定代

理人及び任意代理人による請求ができます。 

   イ 実施機関は、請求書の提出があった日の翌日から起算して、開示請求は 

１４日以内（平成２８年１月１日以降の請求にあっては、熊本市の休日を除

いた１４日以内）に、訂正請求及び利用停止請求は３０日以内に諾否の決定

をし、開示請求者に対して書面で通知します。 

     ただし、やむを得ない理由により、１４日以内（訂正請求及び利用停止請

求は３０日以内）に決定をすることができない場合は、請求書の提出があっ

た日の翌日から起算して４５日（訂正請求及び利用停止請求は６０日）を限

度として延長することができます。 

     この場合、延長する期限及び理由を文書で請求者に通知します。 
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  (5) 罰則 

    国において職員や受託事務従事者等に対して罰則規定を設けられたことに伴

い、本市においても次のような罰則規定を設け、平成１６年４月１日から施行

しています。 

   ア 職員若しくは委託を受けた者又は指定管理者の行う事務に従事している者

（職員・受託者・指定管理者であった者も含む。）が、正当な理由がないの

に、個人の秘密に属する事項が記録された､行政文書に記録された個人情報

を含む情報の集合物であって一定の事務の目的を達成するために特定の行

政文書に記録された個人情報を電子計算機を用いて検索することができる

ように体系的に構成したもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したも

のを含む。）を外部提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の

罰金 

   イ 職員若しくは委託を受けた者又は指定管理者の行う事務に従事している者

（職員・受託者・指定管理者であった者も含む）が、個人情報をその業務に

関して知り得た行政文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不

正な利益を図る目的で外部提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又

は５０万円以下の罰金 

   ウ 職員が職権を濫用して専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘

密に係る個人情報を収集した場合は１年以下の懲役又は５０万円以下の罰

金 

   エ 不正な手段により個人情報の開示請求をした場合５万円以下の過料 

 

  (6) 費用負担 

文書等の閲覧に係る手数料は無料ですが、文書等の写しの作成及び送付に必   

要な費用は、請求者の負担となります。 

 

  (7) 不服申立て 

請求者は、開示等の決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき   

審査請求をすることができます。 

    実施機関は、審査請求があった場合、学識経験者などの第三者で構成する   

熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行

います。 
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Ⅳ 個人情報保護制度の運用状況 

 

１ 開示請求件数及びその処理状況 

   平成１４年度から２８年度の開示請求の処理状況は、次のとおりです。 

                                （単位：件） 

 
開 示 

請 求 

件 数 

処  理  状  況 

開 示 

決 定 

一 部 

開 示 

決 定 

不開示 不存在 
存 否 

不回答 
取下げ 却下 

14 年度 １７ ４ ０ １ １２ ０ １ ０ 

15 年度 ５１ ２０ １０ ０ １８ ０ ３ ０ 

16 年度 ５２ ２８ １０ ０ １７ ０ ０ ０ 

17 年度 ９４ ４０ １４ ２ ３３ ０ ４ ２ 

18 年度 ６６ ３４ １０ １ ２１ ０ ０ １ 

19 年度 ７９ ４５ ９ ０ ２７ ０ ０ ０ 

20 年度 ８６ ４４ ２９ ０ １３ ０ ０ ０ 

21 年度 ７５ ３５ １９ １ ２２ ０ １ ０ 

22 年度 １０５ ４８ ３８ １ ２４ ０ ０ ０ 

23 年度 ８０ ３７ ３２ ０ １３ ０ ０ ０ 

24 年度 ６３ ３３ ２１ ２ １１ ０ ０ ０ 

25 年度 ９３ ３８ ３６ ５ ２７ ０ ０ ０ 

26 年度 ９４ ５２ ３０ ３ １４ １ ２ ０ 

27 年度 １００ ５７ ３１ ２ ２５ ０ ０ ０ 

28 年度 ８５ ４５ ２４ ３ ２２ ０ ０ ０ 

 

〔備考〕 

１ １件の開示請求に対し、複数の決定が為される場合があるため、開示請求

件数と処理件数とは、必ずしも一致しない。 

２ 一部開示決定とは、開示請求に係る文書等の一部について請求拒否の決定

をし、その他の部分について開示の決定をしたものをいう。 

３ 存否不回答とは、条例第１７条の規定により請求拒否の決定をしたものを

いう。 
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２ 実施機関別の処理状況 

  平成２８年度の実施機関別の処理状況は次のとおりです。平成２８年度における

実施機関別請求件数は、市長事務部局が７１件で最も多く、うち市民局が３３件、

次いで健康福祉局が１９件となっています。 

 

 平成２８年度の実施機関別の開示請求件数及び処理状況       （単位：件） 

実施機関 

開 示 

請 求 

件 数 

処    理    状    況 

開 示 

決 定 

一部開 

示決定 
不開示 不存在 

存否不

回答 
合 計 取下げ 却下 

市 

 

 

 

長 

政 策 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

総 務 局 2 2 0 0 0 0 2 0 0 

財 政 局 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

市 民 局 33 19 7 0 10 0 36 0 0 

健 康 福 祉 局 19 10 6 1 6 0 23 0 0 

環 境 局 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

経 済 観 光 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

農 水 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

都 市 建 設 局 4 1 3 0 0 0 4 0 0 

都 市 政 策 

研 究 所 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

中 央 区 役 所 4 3 1 1 1 0 6 0 0 

東 区 役 所 2 1 1 0 0 0 2 0 0 

西 区 役 所 2 2 0 0 0 0 2 0 0 

南 区 役 所 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

北 区 役 所 2 1 0 0 1 0 2 0 0 

会 計 総 室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

小 計 71 40 19 3 18 0 80 0 0 

教 育 委 員 会 3 0 0 0 3 0 3 0 0 

選 挙 管 理 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

人 事 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

監 査 委 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

農 業 委 員 会 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

固 定 資 産 評 価 

審 査 委 員 会 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

公 営 

企 業 

管理者 

交 通 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

上下水道局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

病 院 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

消防長 消 防 局 10 5 5 0 0 0 10 0 0 

議 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 85 45 24 3 22 0 94 0 0 
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３ 不開示理由の適用状況 

熊本市個人情報保護条例第１５条各号のいずれかに該当し、不開示（部分開示

を含む。）となった事例の理由別内訳は、次のとおりです。 

  ＜不開示理由別内訳＞ 

不開示理由（条例第１５条）  
２８年度 

件数（件） 

第１号 法令秘情報 １ 

第２号 評価・診断情報 ３ 

第３号 行政運営情報 ２ 

第４号 公共の安全及び秩序の維持情報 ４ 

第５号 国等協力関係情報 ４ 

第６号 開示請求者以外の個人又は法人等に関する情報 ２３ 

第７号 未成年者情報 ０ 

合    計 ３７ 

 

４ 不服申立ての状況 

  平成２８年度の不服申立ての状況は、次のとおりです。 

             （単位：件） 

不服申立て件数 

処理状況 

決定済 裁決済 
審議会で 

審 議 中     

実施機関 

で検討中 
取下げ 

２８年度 

異議申立て  ０  ０ ０ ０ 

審 査 請 求 ０  ０ ０ ０ ０ 

合  計 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

（決定済、裁決済の数字は H27 年度継続審議分も含む。H29.10 月末日現在） 

 

５ 訂正請求の状況 

  平成２８年度における自己に関する個人情報の訂正請求は、ありません。 

 

６ 利用停止請求の状況 

  平成２８年度における個人情報の取扱いの違反に対する利用停止請求は、ありま

せん。 
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Ⅴ 熊本市情報公開・個人情報保護審議会の運営状況  

 

１ 熊本市情報公開・個人情報保護審議会の概要 

開示請求等に対する不開示等の処分に対して不服がある場合は、行政不服審査

法に基づく審査請求を行うことができます。 

そこで、審査請求が行われたとき、実施機関は、審査請求を認容する場合等を

除き、第三者機関である熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問を行い、そ

の答申を尊重し当該審査請求に係る裁決を行わなければなりません。この審議会

は、次の５人の有識者によって構成されます。  

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会委員名簿  

 （任期：平成２９年４月２７日～平成３１年４月２６日） 

役  職 氏  名 職  名  等 

会  長  高木 絹子  弁護士 

会長職務代理者  大江 正昭  熊本学園大学社会福祉学部教授 

委  員  馬場  啓  弁護士 

委  員  澤田 道夫  熊本県立大学総合管理学部准教授 

委  員  魚住 弘久  熊本大学大学院社会文化科学研究科教授  

（平成２９年４月２７日現在） 
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 ２ 熊本市情報公開・個人情報保護審議会の開催状況 

平成２８年度の情報公開・個人情報保護審議会への諮問は合計８件で、うち、

情報公開制度に基づく諮問が７件、個人情報保護制度に基づく諮問が１件（特定

個人情報に関する０件を含む）でした。 

   平成２８年度の情報公開・個人情報保護審議会の開催は、合計１１回で、開催

状況は、次のとおりです。 

 

 

年  月  日 主 な 審 議 事 項 

平成２８年 ４月１３日 
平成２７年諮問第１号、６号、７号、９号、及び１０

号の審議 

平成２８年 ６月 ８日 
平成２７年諮問第１号、６号、７号、９号、及び１０

号の審議 

平成２８年 ７月１３日 平成２７年諮問第６号、７号及び９号の審議 

平成２８年 ８月１０日 平成２７年諮問第６号、７号及び９号の審議 

平成２８年 ９月１４日 平成２７年諮問第６号、７号及び９号の審議 

平成２８年１０月１２日 平成２７年諮問第６号、７号及び９号の審議 

平成２８年１１月 ９日 
平成２８年諮問第１号、２号、３号、４号、５号、６

号、及び７号の審議 

平成２８年１２月１４日 
平成２８年諮問第１号、２号、３号、４号、５号、６

号、及び７号の審議 

平成２９年 １月１１日 
平成２８年諮問第１号、２号、３号、４号、５号、６

号、及び７号の審議 

平成２９年 ２月 ８日 
平成２８年諮問第１号、２号、３号、４号、及び８号

の審議 

平成２９年 ３月 ８日 平成２８年諮問第２号、３号、４号、及び８号の審議 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔資  料〕 
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行
政

指
導

が
何

回
行

わ
れ

て
い

る
か

が
わ

か
る

資
料

②
2Ｆ

に
あ

る
機

能
訓

練
室

が
理

学
療

法
室

と
療

養
病

床
用

の
機

能
訓

練
室

と
兼

用
さ

れ
て

い
る

か
ど

う
か

が
分

か
る

資
料

③
平

成
２

３
年

頃
に

1Ｆ
に

増
設

さ
れ

た
理

学
療

法
室

の
平

面
図

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

医
療

政
策

課

1



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
4/

4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

-2
70

　
０

１
～

06
協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

）
カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

-2
70

　
０

１
～

06
協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

）
カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
4
/
6

4
/
1
4

8
4/

4

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

Ｓ
49

-0
76

-0
1か

ら
04

ま
で

復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
）

カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

Ｓ
49

-0
76

-0
1か

ら
04

ま
で

復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
）

カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
4
/
6

4
/
6

9
4/

5

一
般

県
道

　
砂

原
四

方
奇

線
（花

園
工

区
）下

硯
川

高
架

橋
橋

面
舗

装
工

事
金

入
設

計
書

　
Ｃ

Ｄ
希

望

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

　
砂

原
四

方
奇

線
（花

園
工

区
）下

硯
川

高
架

橋
橋

面
舗

装
工

事
金

入
設

計
書

開
示

4
/
6

4
/
8

10
4/

5

一
般

県
道

　
砂

原
四

方
奇

線
（花

園
工

区
）和

泉
地

区
道

路
改

良
工

事
そ

の
7

金
入

設
計

書
　

Ｃ
Ｄ

希
望

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

　
砂

原
四

方
奇

線
（花

園
工

区
）和

泉
地

区
道

路
改

良
工

事
そ

の
7

金
入

設
計

書
開

示
4
/
7

4
/
1
3

11
4/

5

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-5
05

　
０

2～
16

全
部

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
）

カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-5
05

　
０

2～
16

全
部

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
）

カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
4
/
7

4
/
8

12
4/

5

平
成

28
年

3/
1～

3/
31

ま
で

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
―

覧
表

【項
目

】
・施

設
名

称
・営

業
所

所
在

地
・営

業
所

電
話

番
号 ・開

設
者

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

28
年

3/
1～

3/
31

ま
で

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
―

覧
表

【項
目

】
・施

設
名

称
・営

業
所

所
在

地
・営

業
所

電
話

番
号 ・開

設
者

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

4
/
7

4
/
1
4

13
4/

5

理
美

容
所

の
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

店
舗

の
情

報
開

示
を

申
請

い
た

し
ま

す
。

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
―

覧
表

を
お

願
い

し
ま

す
。

【項
目

】
・店

舗
名

・住
所

・電
話

番
号

・申
請

者
名

期
間

：２
０

１
６

年
３

月
１

９
日

よ
り

２
０

１
６

年
４

月
５

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
:店

舗
名

・住
所

。
電

話
番

号
。

届
出

者
名

期
間

:2
01

6年
3月

19
日

か
ら

20
16

年
4月

5日
ま

で
開

示
4
/
7

4
/
1
2

2



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

14
4/

6

一
般

県
道

　
砂

原
四

方
奇

線
（花

園
工

区
）和

泉
地

区
道

路
改

良
工

事
そ

の
8

金
入

設
計

書
　

Ｃ
Ｄ

希
望

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

○
 「

金
入

設
計

書
」

・一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

地
区

道
路

改
良

工
事

そ
の

8
開

示
4
/
1
1

4
/
1
3

15
4/

7

一
般

県
道

　
砂

原
四

方
奇

線
（池

上
工

区
）島

崎
地

区
付

替
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

　
Ｃ

Ｄ
希

望

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

○
「金

入
設

計
書

」
・一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
(池

上
工

区
)島

崎
地

区
付

替
道

路
改

良
工

事
開

示
4
/
1
1

4
/
1
3

16
4/

7

簡
易

専
用

水
道

設
置

届
①

○
○

○
○

　
中

央
区

新
町

４
丁

目
○

番
○

号
（平

成
１

８
年

）
②

○
○

○
○

　
中

央
区

本
荘

３
丁

目
○

番
○

号
（平

成
１

８
年

）
③

○
○

○
○

　
中

央
区

水
前

寺
３

丁
目

○
番

○
号

（平
成

１
８

年
）

④
 ○

○
○

○
　

南
区

平
田

2丁
目

○
-○

（平
成

１
９

年
）

⑤
 ○

○
○

○
　

中
央

区
島

崎
1丁

目
○

番
○

号
（平

成
１

0年
）

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

の
物

件
に

係
る

簡
易

専
用

水
道

設
置

届
の

届
出

者
(設

置
者

)、
受

理
日

及
び

受
理

番
号

①
 ○

○
○

○
(中

央
区

新
町

4丁
目

○
‐○

)
②

 ○
○

○
○

(中
央

区
本

荘
3丁

目
○

‐○
)

③
 ○

○
○

○
(中

央
区

水
前

寺
3丁

目
○

-○
)

④
 ○

○
○

○
(南

区
平

田
2丁

目
○

-○
)

⑤
 ○

○
○

○
(中

央
区

島
崎

1丁
目

○
‐○

)
開

示
4
/
1
4

未

17
4/

7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

-2
42

０
１

JP
G

～
03

JP
G

　
３

枚
カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

-2
42

０
１

JP
G

～
03

JP
G

　
３

枚
カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
4
/
1
2

4
/
1
3

18
4/

7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
13

-1
10

０
0１

JP
G

～
00

9J
P
G

　
8枚

カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
13

-1
10

０
0１

JP
G

～
00

9J
P
G

　
8枚

カ
ラ

ー
希

望

開
示

4
/
1
2

4
/
1
3

19
4/

7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

Ｓ
48

-1
42

全
部

カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

Ｓ
48

-1
42

全
部

カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
4
/
1
2

4
/
1
4

20
4/

8

東
部

地
区

舗
装

補
修

工
事

（水
防

等
含

）｛
単

価
契

約
｝

（熊
本

市
東

部
土

木
セ

ン
タ

ー
管

内
）

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

維
持

課

東
部

地
区

舗
装

補
修

工
事

(水
防

等
含

)【
単

価
契

約
】(

金
額

入
)

開
示

4
/
2
6

5
/
1
0

21
4/

11

公
衆

浴
場

の
許

可
施

設
一

覧
(廃

止
施

設
を

除
く

)
公

衆
浴

場
の

許
可

申
請

者
氏

名
　

営
業

施
設

の
名

称
　

営
業

施
設

の
所

在
地

 営
業

の
種

別

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

熊
本

市
内

の
公

衆
浴

場
許

可
施

設
の

下
記

に
関

す
る

一
覧

(廃
止

施
設

を
除

く
)

(1
)営

業
施

設
の

名
称

 (
2)

営
業

施
設

の
所

在
地

(3
)許

可
申

請
者

氏
名

 (
4)

営
業

の
種

別

開
示

4
/
1
3

8
/
9

3



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

22
4/

11

熊
本

市
が

政
令

指
定

都
市

へ
移

行
後

の
舗

装
工

事
(全

工
事

)に
関

し
て

(平
成

24
年

度
、

25
年

度
、

27
年

度
分

)
各

土
木

セ
ン

タ
ー

ご
と

、
ラ

ン
ク

ご
と

、
工

事
個

所
ご

と
の

工
事

成
績

評
定

点
が

わ
か

る
資

料
を

開
示

い
た

だ
き

た
い

。

総
務

局
契

約
管

理
部

技
術

管
理

課

舗
装

工
事

(全
工

事
)に

関
し

て
、

平
成

24
年

度
・

平
成

25
年

度
。

平
成

27
年

度
分

各
土

木
セ

ン
タ

ー
ご

と
、

ラ
ン

ク
ご

と
、

工
事

箇
所

ご
と

の
工

事
成

績
評

定
点

が
わ

か
る

資
料

開
示

4
/
2
6

4
/
2
7

23
4/

11

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-3
37

-0
1、

02
全

部
協

定
書

（あ
る

場
合

の
み

）
白

黒
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
1-

38
7-

01
、

02
・全

部
 ・

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

白
黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
4
/
1
2

4
/
1
4

24
4/

11

「ド
ン

ド
ン

語
ろ

う
in

西
部

・平
成

27
年

8月
21

日
(金

)開
催

」の
質

疑
 に

対
し

て
、

平
成

27
年

11
月

18
日

付
 熊

本
市

 市
民

局
 広

聴
課

か
ら

・回
答

・郵
送

受
領

し
た

。
こ

の
回

答
内

容
は

、
担

当
部

署
か

ら
の

報
告

を
も

っ
て

回
答

い
た

し
ま

す
 と

あ
る

が
担

当
部

署
か

ら
ど

の
様

な
回

答
内

容
と

な
っ

て
い

た
の

か
?

原
文

そ
の

儘
の

報
告

書
等

の
 開

示
請

求
。

市
民

局
市

民
生

活
部

広
聴

課

○
「ド

ン
ド

ン
語

ろ
う

in
西

部
。

平
成

27
年

8月
21

日
(金

)開
催

」の
質

疑
に

対
し

て
、

平
成

27
年

11
月

18
日

付
 熊

本
市

市
民

局
広

聴
課

か
ら

回
答

、
郵

送
受

領
し

た
。

こ
の

回
答

内
容

は
、

担
当

部
署

か
ら

の
報

告
を

も
っ

て
回

答
い

た
し

ま
す

と
あ

る
が

、
担

当
部

署
か

ら
ど

の
よ

う
な

回
答

内
容

と
な

っ
て

い
た

の
か

?
原

文
そ

の
儘

の
報

告
書

等

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
4
/
2
8

5
/
2

25
4/

11

○
「ド

ン
ド

ン
語

ろ
う

in
西

部
・平

成
27

年
8月

21
日

(金
)開

催
」の

質
疑

 に
対

し
て

、
平

成
27

年
11

月
18

日
付

 熊
本

市
 市

民
局

 広
聴

課
か

ら
・回

答
、

郵
送

受
領

し
た

。
　

こ
の

回
答

内
容

の
中

に
、

「上
り

と
下

り
の

ル
ー

ト
を

分
け

た
運

行
の

可
能

性
に

つ
き

ま
し

て
、

今
回

の
バ

ス
事

業
者

に
聞

き
取

り
を

行
な

い
ま

し
た

が
、

『バ
ス

ル
ー

ト
の

変
更

を
行

う
こ

と
は

考
え

て
い

な
い

。
』と

の
回

答
で

ご
ざ

い
ま

し
た

。
と

あ
る

が
、

 以
下

の
 1

) 
2)

 3
)の

 開
示

請
求

。
1)

ど
こ

の
バ

ス
事

業
者

の
誰

に
聞

き
取

り
を

お
こ

な
っ

た
の

か
?(

役
職

名
等

)
2)

何
時

・何
処

で
聞

き
取

り
を

行
な

っ
た

の
か

? 
何

分
・何

十
分

・話
し

合
い

は
行

な
れ

た
の

か
?

3)
聞

き
取

り
の

質
疑

内
容

。
議

事
録

・メ
モ

等
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

有
20

16
/5

/2
6

「ド
ン

ド
ン

語
ろ

う
in

西
部

・平
成

27
年

8月
21

日
(金

)開
催

」の
質

疑
に

対
す

る
回

答
中

、
上

り
と

下
り

の
ル

ー
ト
を

分
け

た
運

行
の

可
能

性
に

つ
い

て
バ

ス
事

業
者

へ
聞

き
取

り
を

行
つ

た
と

あ
る

が
、

そ
の

バ
ス

事
業

者
や

担
当

者
名

、
聞

き
取

り
場

所
。

時
間

、
聞

き
取

り
内

容
、

議
事

録
。

メ
モ

等
に

係
る

開
示

請
求

。
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2号
　

個
人

情
報

5
/
2
3

6
/
3

26
4/

12

都
市

計
画

道
路

　
子

飼
新

大
江

線
道

路
改

築
外

工
事

金
入

設
計

書
　

Ｃ
Ｄ

希
望

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

工
務

課

都
市

計
画

道
路

子
飼

新
大

江
線

道
路

改
築

外
工

事 ・金
入

設
計

書
(C

D
:P

D
F
で

配
付

)
開

示
4
/
2
8

5
/
1
8

27
4/

12

平
成

27
年

3月
に

㈱
○

○
○

○
が

受
注

し
た

業
務

「水
前

寺
・江

津
湖

公
園

の
変

遷
等

調
査

業
務

」
の

成
果

物
の

全
て

経
済

観
光

局
文

化
・ス

ポ
ー

ツ
交

流
部

文
化

振
興

課

委
託

業
務

名
「水

前
寺

・江
津

湖
公

園
に

お
け

る
地

理
的

変
遷

等
調

査
業

務
委

託
」

受
託

者
「㈱

○
○

○
○

 代
表

取
締

役
 ○

○
○

○
」

開
示

4
/
1
3

4
/
2
7

4



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

28
4/

12
大

規
模

行
為

届
出

書
の

様
式

第
3号

(平
成

28
年

1
月

11
日

～
2月

10
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
28

年
1月

11
日

～
平

成
28

年
2月

10
日

届
出

分
) 

(建
築

物
に

限
る

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
4
/
2
6

4
/
2
7

29
4/

12

1.
開

示
請

求
す

る
文

書
等

の
件

名
保

存
樹

木
の

樹
木

等
に

係
る

損
害

賠
償

保
険

2.
知

り
た

い
内

容
①

保
険

証
券

の
コ

ピ
ー

＊
表

と
裏

＊
明

細
が

あ
る

場
合

は
明

細
も

②
証

券
が

な
い

場
合

に
は

次
の

４
項

目
(イ

)名
称

　
（ロ

)契
約

先
（保

険
会

社
）　

（ハ
）契

約
（更

新
）日

　
(ニ

）保
険

料

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

共
生

課

保
存

樹
木

の
樹

木
等

に
係

る
損

害
賠

償
保

険

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

5
/
6

5
/
1
2

30
4/

12

1.
開

示
請

求
す

る
文

書
等

の
件

名
排

水
機

場
（ポ

ン
プ

）運
転

管
理

総
合

補
償

2.
知

り
た

い
内

容
①

保
険

証
券

の
コ

ピ
ー

＊
表

と
裏

＊
明

細
が

あ
る

場
合

は
明

細
も

②
証

券
が

な
い

場
合

に
は

次
の

４
項

目
(イ

)名
称

　
（ロ

)契
約

先
（保

険
会

社
）　

（ハ
）契

約
（更

新
）日

　
(ニ

）保
険

料

農
水

局
農

政
部

農
地

整
備

課

排
水

機
場

(ポ
ン

プ
)運

転
管

理
総

合
補

償
平

成
27

年
5月

28
日

～
平

成
28

年
5月

28
日

ま
で

に
熊

本
市

が
契

約
し

た
上

記
損

害
保

険
契

約
の

契
約

内
容

が
わ

か
る

書
類

の
写

し
。

開
示

4
/
2
8

5
/
1
2

31
4/

12

1.
開

示
請

求
す

る
文

書
等

の
件

名
熊

本
城

三
の

丸
第

一
駐

車
場

・宮
内

自
動

車
管

理
者

賠
償

責
任

保
険

2.
知

り
た

い
内

容
①

保
険

証
券

の
コ

ピ
ー

＊
表

と
裏

＊
明

細
が

あ
る

場
合

は
明

細
も

②
証

券
が

な
い

場
合

に
は

次
の

４
項

目
(イ

)名
称

　
（ロ

)契
約

先
（保

険
会

社
）　

（ハ
）契

約
（更

新
）日

　
(ニ

）保
険

料

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

熊
本

城
総

合
事

務
所

「熊
本

城
三

の
丸

第
一

駐
車

場
。

宮
内

駐
車

場
自

動
車

管
理

者
賠

償
責

任
保

険
」

開
示

4
/
1
2

5
/
1
2

32
4/

12

1.
開

示
請

求
す

る
文

書
等

の
件

名
傷

害
保

険
（普

通
障

害
保

険
）

障
害

総
合

保
険

2.
知

り
た

い
内

容
①

保
険

証
券

の
コ

ピ
ー

＊
表

と
裏

＊
明

細
が

あ
る

場
合

は
明

細
も

②
証

券
が

な
い

場
合

に
は

次
の

４
項

目
(イ

)名
称

　
（ロ

)契
約

先
（保

険
会

社
）　

（ハ
）契

約
（更

新
）日

　
(ニ

）保
険

料

都
市

建
設

局
土

木
部

土
木

管
理

課

土
木

管
理

課
所

管
の

保
険

証
券

の
写

し
傷

害
保

険
(普

通
傷

害
保

険
)

(1
)市

・一
筆

地
(2

)植
木

・一
筆

地
(3

)官
民

境
界

開
示

4
/
1
8

5
/
1
2

5



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

33
4/

12

1.
開

示
請

求
す

る
文

書
等

の
件

名
消

防
艇

「金
峰

」船
舶

保
険

2.
知

り
た

い
内

容
①

保
険

証
券

の
コ

ピ
ー

＊
表

と
裏

＊
明

細
が

あ
る

場
合

は
明

細
も

②
証

券
が

な
い

場
合

に
は

次
の

４
項

目
(イ

)名
称

　
（ロ

)契
約

先
（保

険
会

社
）　

（ハ
）契

約
（更

新
）日

　
(ニ

）保
険

料

消
防

局
総

務
部

総
務

課

1.
開

示
請

求
す

る
文

書
等

の
件

名
消

防
艇

「金
峰

」船
舶

保
険

2.
知

り
た

い
内

容
①

保
険

証
券

の
コ

ピ
ー

＊
表

と
裏

＊
明

細
が

あ
る

場
合

は
明

細
も

②
証

券
が

な
い

場
合

に
は

次
の

４
項

目
(イ

)名
称

　
（ロ

)契
約

先
（保

険
会

社
）　

（ハ
）契

約
（更

新
）日

　
(ニ

）保
険

料

開
示

5
/
1

5
/
1
2

34
4/

12

1.
開

示
請

求
す

る
文

書
等

の
件

名
上

下
水

道
局

労
働

者
災

害
補

償
保

険
2.

知
り

た
い

内
容

①
保

険
証

券
の

コ
ピ

ー
＊

表
と

裏
＊

明
細

が
あ

る
場

合
は

明
細

も
②

証
券

が
な

い
場

合
に

は
次

の
４

項
目

(イ
)名

称
　

（ロ
)契

約
先

（保
険

会
社

）　
（ハ

）契
約

（更
新

）日
　

(ニ
）保

険
料

上
下

水
道

局
総

務
部

総
務

課

1.
開

示
請

求
す

る
文

書
等

の
件

名
上

下
水

道
局

労
働

者
災

害
補

償
保

険
2.

知
り

た
い

内
容

①
保

険
証

券
の

コ
ピ

ー
＊

表
と

裏
＊

明
細

が
あ

る
場

合
は

明
細

も
②

証
券

が
な

い
場

合
に

は
次

の
４

項
目

(イ
)名

称
　

（ロ
)契

約
先

（保
険

会
社

）　
（ハ

）契
約

（更
新

）日
　

(ニ
）保

険
料

不
存

在
4
/
1
4

35
4/

12

1.
開

示
請

求
す

る
文

書
等

の
件

名
賠

償
責

任
保

険
（機

械
式

立
体

駐
車

場
）

2.
知

り
た

い
内

容
①

保
険

証
券

の
コ

ピ
ー

＊
表

と
裏

＊
明

細
が

あ
る

場
合

は
明

細
も

②
証

券
が

な
い

場
合

に
は

次
の

４
項

目
(イ

)名
称

　
（ロ

)契
約

先
（保

険
会

社
）　

（ハ
）契

約
（更

新
）日

　
(ニ

）保
険

料

病
院

局
市

民
病

院
総

務
課

賠
償

責
任

保
険

(機
械

式
立

体
駐

車
場

)

開
示

5
/
6

5
/
1
2

36
4/

12

1.
国

際
交

流
会

館
自

動
火

災
報

知
設

備
改

修
工

事 2.
総

合
屋

内
プ

ー
ル

自
動

火
災

報
知

設
備

改
修

工
事

（余
裕

工
期

あ
り

）
以

上
の

設
計

金
額

工
事

費
区

分
に

関
す

る
資

料

都
市

建
設

局
建

設
住

宅
部

設
備

課

1.
国

際
交

流
会

館
自

動
火

災
報

知
設

備
改

修
工

事 2.
総

合
屋

内
プ

ー
ル

自
動

火
災

報
知

設
備

改
修

工
事

【余
裕

工
期

有
り

】
上

記
2件

の
設

計
金

額
工

事
費

区
分

開
示

4
/
1
3

5
/
1
0

37
4/

12

3.
東

部
環

境
工

場
工

場
棟

ハ
ロ

ン
消

火
設

備
容

器
交

換
工

事
4.

東
部

環
境

工
場

１
号

炉
バ

グ
フ

ィ
ル

タ
ろ

布
交

換
工

事
以

上
の

設
計

金
額

工
事

費
区

分
に

関
す

る
資

料

環
境

局
資

源
循

環
部

東
部

環
境

工
場

東
部

環
境

工
場

工
場

棟
ハ

ロ
ン

消
火

設
備

容
器

交
換

工
事

東
部

環
境

工
場

1号
炉

バ
グ

フ
ィ

ル
タ

ー
ろ

布
交

換
工

事
以

上
の

件
名

の
設

計
金

額
工

事
費

区
分

に
関

す
る

資
料

開
示

4
/
1
9

5
/
1
0

38
4/

12

5.
力

合
地

区
排

水
機

場
主

ポ
ン

プ
設

備
改

修
工

事 以
上

の
設

計
金

額
工

事
費

区
分

に
関

す
る

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

河
川

公
園

整
備

課

力
合

地
区

排
水

機
場

主
ポ

ン
プ

設
備

改
修

工
事

の
設

計
金

額
工

事
費

区
分

に
関

す
る

資
料

の
提

出
開

示
4
/
1
9

5
/
1
0

6



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

39
4/

12

6.
都

市
計

画
事

業
東

部
浄

化
セ

ン
タ

ー
A

系
場

内
ポ

ン
プ

場
機

械
設

備
工

事
（5

00
7工

区
）

以
上

の
設

計
金

額
工

事
費

区
分

に
関

す
る

資
料

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

セ
ン

タ
ー

A
系

場
内

ポ
ン

プ
場

機
械

設
備

工
事

(5
00

7工
区

)
以

上
の

件
名

の
設

計
金

額
工

事
費

区
分

に
関

す
る

資
料

開
示

4
/
2
6

5
/
1
0

40
4/

12

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

Ｓ
45

-0
40

　
01

か
ら

05
ま

で
復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

）
カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

45
-0

40
・ 

01
JP

G
～

05
 J

P
G

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
4
/
1
3

1
/
2
4

41
4/

13

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

年
　

第
05

1号
全

部
協

定
書

（あ
る

場
合

の
み

）
カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
8年

第
05

1号
・全

部
・協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

)
カ

ラ
ー

希
望

開
示

4
/
1
4

未

42
4/

13
管

渠
長

寿
命

化
対

策
（城

東
E
地

区
）

管
渠

更
正

工
事

（第
18

-2
72

06
工

区
）

金
入

設
計

書
　

Ｃ
Ｄ

希
望

上
下

水
道

局
維

持
整

備
部

管
路

維
持

課

管
渠

長
寿

命
化

対
策

(城
東

E
地

区
)管

渠
更

生
工

事
(第

18
-2

72
06

工
区

)の
金

入
設

計
書

開
示

5
/
9

5
/
1
8

43
4/

14

一
般

県
道

　
託

麻
北

部
線

（吉
原

工
区

）護
岸

築
造

工
事

（そ
の

2）
金

入
設

計
書

　
Ｃ

Ｄ
希

望

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

工
務

課

下
記

工
事

の
金

入
設

計
書

一
般

県
道

 託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)護

岸
築

造
工

事
(そ

の
2)

開
示

4
/
2
7

5
/
1
8

44
4/

15

必
由

館
高

等
学

校
扇

田
グ

ラ
ウ

ン
ド

整
備

工
事

金
入

設
計

書
　

Ｃ
Ｄ

希
望

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

必
由

館
高

等
学

校
扇

田
グ

ラ
ウ

ン
ド

整
備

工
事

の
金

額
入

設
計

書
開

示
4
/
1
5

5
/
1
8

45
4/

27

理
美

容
所

の
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

店
舗

の
情

報
開

示
を

申
請

い
た

し
ま

す
。

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
―

覧
表

を
お

願
い

し
ま

す
.

【項
目

】
・店

舗
名

・住
所

・電
話

番
号

・申
請

者
名

期
間

：２
０

１
６

年
4月

6日
よ

り
２

０
１

６
年

４
月

2５
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
:店

舗
名

:住
所

。
電

話
番

号
。

届
出

者
名

期
間

:2
01

6年
4月

6日
か

ら
20

16
年

4月
25

日
ま

で

開
示

5
/
6

5
/
1
1

7



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

熊
本

市
西

区
二

本
木

3丁
目

○
-○

の
空

き
家

所
有

者
に

対
す

る
、

老
朽

家
屋

の
適

正
管

理
義

務
に

関
す

る
書

面
全

部 （個
人

情
報

で
あ

る
氏

名
、

住
所

の
一

部
、

電
話

番
号

に
つ

い
て

は
不

開
示

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
1
2

5
/
1
3

熊
本

市
西

区
二

本
木

3丁
目

○
-○

の
空

き
家

所
有

者
に

対
す

る
、

老
朽

家
屋

の
適

正
管

理
義

務
に

関
す

る
書

面
全

部 （戸
籍

等
に

関
す

る
情

報
に

つ
い

て
は

不
開

示
）

不
開

示
2号

　
個

人
情

報
5
/
1
2

47
5/

2

平
成

28
年

4/
1～

4/
30

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
―

覧
表

。
【取

得
希

望
情

報
】

・施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
タ

ト
の

情
報

が
含

ま
れ

て
い

て
も

問
題

な
し

管
轄

エ
リ

ア
全

て

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

28
年

4月
1日

か
ら

4月
30

日
ま

で
に

新
規

で
確

認
し

た
熊

本
市

内
の

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
; 

施
設

名
称

、
施

設
所

在
地

、
電

話
番

号
、

確
認

年
月

日
開

設
者

名

開
示

5
/
1
0

5
/
1
8

48
5/

9

平
成

２
７

年
６

月
２

日
付

文
部

科
学

省
初

等
中

等
教

育
局

教
育

課
程

課
「平

成
２

７
年

度
高

等
学

校
各

教
科

等
担

当
指

導
主

事
連

絡
協

議
会

（各
学

科
に

共
通

す
る

教
科

等
）か

か
る

協
議

題
及

び
持

参
資

料
の

連
絡

に
つ

い
て

」
の

依
頼

に
基

づ
き

共
通

教
科

「情
報

」に
関

す
る

現
状

調
査

の
回

答
を

決
裁

し
た

文
書

一
式

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部
指

導
課

平
成

27
年

6月
2日

付
文

部
科

学
省

初
等

中
等

教
育

局
教

育
課

程
課

「平
成

27
年

度
高

等
学

校
各

教
科

等
担

当
指

導
主

事
連

絡
協

議
会

【各
学

科
に

共
通

す
る

教
科

等
】に

係
る

協
議

題
及

び
持

参
資

料
の

連
絡

に
つ

い
て

」の
依

頼
に

基
づ

き
共

通
教

科
「情

報
」に

関
す

る
現

状
調

査
の

回
答

を
決

裁
し

た
文

書
一

式

開
示

5
/
1
1

5
/
1
9

49
5/

9

平
成

28
年

1月
1日

か
ら

平
成

28
年

3月
31

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

平
成

28
年

 1
月

 1
日

か
ら

平
成

28
年

 3
月

31
日

ま
で

の
住

居
番

号
付

定
申

請
に

伴
つ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
2
3

5
/
3
1

50
5/

9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

26
7号

全
部

復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
）

カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

26
7号

全
部

復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
）

カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
1
0

5
/
1
2

46
4/

28

熊
本

市
西

区
二

本
木

3丁
目

○
-○

の
空

き
家

所
有

者
に

対
す

る
、

老
朽

家
屋

の
適

正
管

理
義

務
に

関
す

る
書

面
全

部

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

8



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

51
5/

9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-1
19

全
部

カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-1
19

全
部

カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
1
0

5
/
1
2

52
5/

9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
14

年
度

 0
2-

18
7

・全
部

・協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
14

年
度

 0
2-

18
7

・全
部

・協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
1
0

5
/
1
1

平
成

28
年

度
熊

本
市

立
学

校
管

理
職

等
採

用
選

考
試

験
に

係
る

・実
施

要
項

(小
。

中
学

校
用

、
高

等
学

校
用

)
・小

・中
学

校
管

理
職

(校
長

)採
用

選
考

第
一

次
試

験
論

文
課

題
・小

・中
学

校
管

理
職

(教
頭

)採
用

選
考

第
一

次
試

験
問

題
集

(択
―

式
問

題
・説

明
問

題
、

論
述

問
題

)
・高

等
学

校
管

理
職

(教
頭

)採
用

選
考

第
一

次
試

験
問

題
集

(択
一

式
問

題
・説

明
問

題
、

論
述

問
題

)
・小

・中
学

校
、

高
等

学
校

管
理

職
(教

頭
)採

用
選

考
第

二
次

試
験

論
文

課
題

開
示

5
/
1
2

5
/
1
8

平
成

28
年

度
熊

本
市

立
学

校
管

理
職

等
採

用
選

考
試

験
に

係
る

・小
・中

学
校

管
理

職
(校

長
)採

用
選

考
第

一
次

試
験

論
文

課
題

の
解

答
ヽ

・小
・中

学
校

管
理

職
(教

頭
)採

用
選

考
第

一
次

試
験

問
題

集
(択

一
式

問
題

・説
明

問
題

、
論

述
問

題
の

解
答

)
・高

等
学

校
管

理
職

(教
頭

)採
用

選
考

第
一

次
試

験
問

題
集

(択
一

式
問

題
・説

明
問

題
、

論
述

問
題

の
解

答
)

・小
・中

学
校

、
高

等
学

校
管

理
職

(教
頭

)採
用

選
考

第
二

次
試

験
論

文
課

題
の

解
答

不
存

在
5
/
1
2

54
5/

9

平
成

17
年

度
か

ら
平

成
27

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「体

罰
」、

「セ
ク

シ
ャ

ル
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
、

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
等

の
○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
」の

件
数

、
そ

の
内

容
及

び
処

分
に

つ
い

て
※

教
職

員
課

所
管

分

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部
 教

職
員

課

平
成

17
年

度
か

ら
平

成
27

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「体

罰
」、

「セ
ク

シ
ャ

ル
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
、

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
等

の
○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
」の

件
数

、
そ

の
内

容
及

び
処

分
に

つ
い

て

開
示

5
/
2
6

5
/
2
6

55
5/

9

平
成

17
年

度
か

ら
平

成
27

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「体

罰
」、

「セ
ク

シ
ャ

ル
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
、

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
等

の
○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
」の

件
数

、
そ

の
内

容
及

び
処

分
に

つ
い

て
※

教
育

政
策

課
所

管
分

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
教

育
政

策
課

平
成

17
年

度
か

ら
平

成
27

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「体

罰
」、

「セ
ク

シ
ャ

ル
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
、

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
等

の
○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
」の

件
数

、
そ

の
内

容
及

び
処

分
に

つ
い

て

不
存

在
5
/
1
9

5/
9

平
成

28
年

度
熊

本
市

立
学

校
管

理
職

採
用

候
補

者
選

考
試

験
の

要
綱

・問
題

・回
答

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部
 教

職
員

課

53

9



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

56
5/

9

平
成

17
年

度
か

ら
平

成
27

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
、

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
等

の
○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
」の

件
数

、
そ

の
内

容
及

び
処

分
に

つ
い

て

総
務

局
行

政
管

理
部

人
事

課

平
成

17
年

度
か

ら
平

成
27

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「体

罰
」、

「セ
ク

シ
ャ

ル
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
、

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
等

の
○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
」の

件
数

、
そ

の
内

容
及

び
処

分
に

つ
い

て

開
示

5
/
1
8

5
/
2
6

57
5/

9
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

3-
32

6
・全

部
 カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
3-

32
6

・全
部

 カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
1
0

5
/
2
0

58
5/

9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 第

65
号

S
56

.1
2.

17
 、

第
12

6号
S4

0.
10

.5
カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 第

65
号

S
56

.1
2.

17
 、

第
12

6号
S4

0.
10

.5
カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
1
0

5
/
1
6

59
5/

9

■
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
 S

44
-4

58
・全

部
■

道
路

の
判

定
 判

定
番

号
 0

2-
31

7
・全

部
 ・

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
 S

44
-4

58
・全

部
■

道
路

の
判

定
 判

定
番

号
 0

2-
31

7
・全

部
 ・

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
1
2

未

60
5/

11
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
47

-1
33

 昭
和

47
年

度
・全

部
 カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

47
-1

33
 昭

和
47

年
度

・全
部

 カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
1
2

6
/
1
0

61
5/

11
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

1-
30

2、
01

-3
03

・全
部

 カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
1-

30
2、

01
-3

03
・全

部
 カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
1
2

5
/
1
3

62
5/

12
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

9年
　

第
08

6号
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
9年

　
第

08
6号

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
1
5

5
/
1
8

63
5/

16

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
34

-1
29

 昭
和

34
年

、
S3

3-
08

7 
昭

和
34

年
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

14
.0

2-
56

5
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
34

-1
29

 昭
和

34
年

、
S3

3-
08

7 
昭

和
34

年
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

14
.0

2-
56

5
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
1
8

5
/
1
9

64
5/

16
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

1-
23

9　
Ｈ

13
年

度
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
1-

23
9　

Ｈ
13

年
度

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
1
8

5
/
1
9

65
5/

16

特
定

給
食

施
設

一
覧

（平
成

28
年

5月
1日

現
在

の
も

の
)

項
目

、
施

設
名

、
施

設
所

在
地

、
連

絡
先

、
委

託
先

、
食

数
、

業
種

種
別

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

特
定

給
食

施
設

一
覧

（平
成

28
年

5月
1日

現
在

の
も

の
)

項
目

、
施

設
名

、
施

設
所

在
地

、
連

絡
先

、
委

託
先

、
食

数
、

業
種

種
別

開
示

5
/
2
0

未

66
5/

17
Ｈ

27
緑

の
じ

ゅ
う

た
ん

管
理

（熊
本

駅
前

電
停

～
田

崎
橋

電
停

）業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

場
所

：熊
本

市
西

区
春

日
2丁

目
地

内

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

共
生

課

Ｈ
27

緑
の

じ
ゅ

う
た

ん
管

理
（熊

本
駅

前
電

停
～

田
崎

橋
電

停
）業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
場

所
：熊

本
市

西
区

春
日

2丁
目

地
内

開
示

5
/
1
8

5
/
1
9

10



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

67
5/

17
大

規
模

行
為

届
出

書
の

様
式

第
3号

（平
成

28
年

2月
11

日
～

3月
10

日
届

出
分

)建
築

物
に

限
る

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
28

年
2月

11
日

～
3月

10
日

届
出

分
)建

築
物

に
限

る
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
5
/
1
9

5
/
2
0

68
5/

17
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

4-
06

8
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
4-

06
8

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
5
/
2
1

5
/
2
6

69
5/

17

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

-0
93

00
01

ＪＰ
Ｇ

～
00

02
ＪＰ

Ｇ
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

2枚
目

の
み

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

-0
93

00
01

ＪＰ
Ｇ

～
00

02
ＪＰ

Ｇ
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

2枚
目

の
み

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
2
1

5
/
2
6

70
5/

17

住
居

表
示

台
帳

（2
01

6年
5月

17
日

現
在

）
①

熊
本

市
東

区
砂

土
原

3丁
目

4街
区

②
熊

本
市

東
区

砂
土

原
2丁

目
5街

区
③

熊
本

市
東

区
広

木
町

2、
3、

7、
8街

区
④

熊
本

市
北

区
打

越
町

32
街

区

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

住
居

表
示

台
帳

（2
01

6年
5月

17
日

現
在

）
①

熊
本

市
東

区
砂

土
原

3丁
目

4街
区

②
熊

本
市

東
区

砂
土

原
2丁

目
5街

区
③

熊
本

市
東

区
広

木
町

2、
3、

7、
8街

区
④

熊
本

市
北

区
打

越
町

32
街

区

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
2
3

5
/
2
5

71
5/

17
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
49

-0
49

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

・ 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
49

-0
49

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

・ 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
2
1

5
/
2
6

72
5/

18
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

4-
35

3-
01

～
03

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
4-

35
3-

01
～

03
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
2
4

5
/
2
5

73
5/

19

熊
本

市
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
セ

ン
タ

ー
宛

に
、

○
○

○
○

水
道

組
合

（組
合

長
　

○
○

○
○

氏
）又

は
○

○
○

○
氏

か
ら

、
平

成
27

年
3月

19
日

頃
申

請
が

あ
っ

た
、

別
添

地
図

中
の

ピ
ン

ク
で

色
付

け
し

た
箇

所
付

近
に

井
戸

水
水

道
管

を
敷

設
す

る
た

め
の

法
定

外
公

共
物

使
用

許
可

申
請

書
及

び
同

添
付

書
類

、
並

び
に

同
申

請
に

対
す

る
使

用
許

可
証

。

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

総
務

課

熊
本

市
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
セ

ン
タ

ー
宛

に
、

○
○

○
○

水
道

組
合

（組
合

長
　

○
○

○
○

氏
）又

は
○

○
○

○
氏

か
ら

、
平

成
27

年
3月

19
日

頃
申

請
が

あ
っ

た
、

別
添

地
図

中
の

ピ
ン

ク
で

色
付

け
し

た
箇

所
付

近
に

井
戸

水
水

道
管

を
敷

設
す

る
た

め
の

法
定

外
公

共
物

使
用

許
可

申
請

書
及

び
同

添
付

書
類

、
並

び
に

同
申

請
に

対
す

る
使

用
許

可
証

。

開
示

6
/
7

6
/
9

74
5/

19
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

7-
43

5、
02

-3
58

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
7-

43
5、

02
-3

58
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
2
4

5
/
2
6

75
5/

23
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 Ｈ

１
３

年
度

　
01

-2
39

･全
部

 ･
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 Ｈ
１

３
年

度
　

01
-2

39
･全

部
 ･

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
3
1

6
/
6

76
5/

23
ホ

テ
ル

○
○

建
物

の
図

面
求

積
図

、
立

面
図

、
配

置
図

、
平

面
図

、
断

面
図

、
矩

計
図

消
防

局
総

務
部

総
務

課

ホ
テ

ル
○

○
建

物
の

図
面

求
積

図
、

立
面

図
、

配
置

図
、

平
面

図
、

断
面

図
、

矩
計

図
開

示
6
/
2

6
/
6

77
5/

23
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

11
-0

14
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

-0
14

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
3
1

6
/
1
0

11



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

78
5/

23

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

6年
4月

26
日

～
20

16
年

5月
23

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

6年
4月

26
日

か
ら

20
16

年
5月

23
日

ま
で

開
示

5
/
2
6

5
/
3
0

79
5/

24

老
朽

配
水

管
(鉛

管
）切

替
工

事
(1

7工
区

)金
入

り
設

計
書

熊
本

市
西

区
新

土
河

原
1丁

目
、

新
土

河
原

2丁
目

地
内

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

西
部

上
下

水
道

セ
ン

タ
ー

老
朽

配
水

管
(鉛

管
）切

替
工

事
(1

7工
区

)金
入

り
設

計
書

熊
本

市
西

区
新

土
河

原
1丁

目
、

新
土

河
原

2丁
目

地
内

開
示

5
/
2
5

6
/
2

80
5/

24

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
28

年
4月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
：施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
28

年
4月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
：施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

開
示

5
/
3
1

6
/
6

81
5/

25

工
事

名
）一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)

和
泉

地
区

道
路

改
良

工
事

そ
の

４
工

　
期

)平
成

27
年

9月
3日

～
平

成
28

年
4月

15
日 場

　
所

）熊
本

市
北

区
和

泉
町

地
内

受
注

者
）○

○
○

○
㈱

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

地
区

道
路

改
良

工
事

そ
の

４
金

入
設

計
書

開
示

5
/
3
1

6
/
1

82
5/

25
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

10
-1

69
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

-1
69

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
2

6
/
3

83
5/

25
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

05
-2

87
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

-2
87

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

6
/
2

6
/
3

84
5/

25

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-3
77

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

-4
02

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-3
77

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

-4
02

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
6
/
2

6
/
3

85
5/

25
カ

ッ
プ

式
自

動
販

売
機

の
設

置
登

録
一

覧
を

す
べ

て
の

飲
料

メ
ー

カ
ー

の
登

録
を

い
た

だ
き

た
い

。
(４

月
末

時
点

)

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

28
年

4月
30

日
現

在
で

届
出

が
あ

る
カ

ッ
プ

式
自

動
販

売
機

の
一

覧
項

目
：屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

開
示

6
/
3

6
/
6

86
5/

26
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 0

4年
　

第
27

7号
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
4年

　
第

27
7号

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
2

6
/
3

87
5/

26
28

.5
.2

3環
境

政
策

課
と

打
越

町
に

建
築

中
の

有
料

老
人

ホ
ー

ム
の

建
築

主
、

○
○

○
○

と
の

会
話

内
容

が
わ

か
る

書
類

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

政
策

課

28
.5

.2
3環

境
政

策
課

と
打

越
町

に
建

築
中

の
有

料
老

人
ホ

ー
ム

の
建

築
主

、
○

○
○

○
と

の
会

話
内

容
が

わ
か

る
書

類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
5
/
2
6

6
/
1

88
5/

27
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
44

-1
91

-0
1 

～
　

S4
4-

19
1-

05
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
　

白
黒

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

-1
91

-0
1 

～
　

S4
4-

19
1-

05
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
　

白
黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
2

6
/
8

12



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

89
5/

27
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

02
-1

63
-0

1～
02

-1
63

-1
0

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-1
63

-0
1～

02
-1

63
-1

0
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
2

6
/
3

90
5/

27

外
国

人
の

生
活

保
護

の
状

況
（世

帯
数

、
国

籍
、

金
額

、
人

数
な

ど
）昨

年
も

同
様

の
開

示
を

し
て

い
る

の
で

最
新

の
も

の
を

希
望

。
(年

度
を

明
記

し
て

く
だ

さ
い

）

健
康

福
祉

局
福

祉
部

保
護

管
理

援
護

課

外
国

人
の

生
活

保
護

の
状

況
（世

帯
数

、
国

籍
、

金
額

、
人

数
な

ど
）昨

年
も

同
様

の
開

示
を

し
て

い
る

の
で

最
新

の
も

の
を

希
望

。
(年

度
を

明
記

し
て

く
だ

さ
い

）

開
示

6
/
1
3

6
/
1
3

91
5/

27
○

○
○

○
が

熊
本

市
に

対
し

て
提

出
し

て
い

る
要

望
書

（Ｈ
２

７
年

分
)。

市
民

局
人

権
推

進
総

室

○
○

○
○

が
熊

本
市

人
権

推
進

総
室

に
対

し
て

提
出

し
て

い
る

藤
崎

宮
祭

礼
に

つ
い

て
の

要
望

書
の

文
書

開
示

に
つ

い
て

（Ｈ
２

７
年

分
)

開
示

5
/
3
0

6
/
1
3

92
5/

30
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
Ｈ

09
-1

52
-Ｕ

-0
1

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

　
カ

ラ
ー

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

Ｈ
09

-1
52

-Ｕ
-0

1
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
　

カ
ラ

ー

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
4

6
/
1
0

93
5/

30
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
02

-4
39

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

　
カ

ラ
ー

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

02
-4

39
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
　

カ
ラ

ー

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
4

6
/
6

94
5/

30
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
Ｓ

48
-0

21
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
　

カ
ラ

ー

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

Ｓ
48

-0
21

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

　
カ

ラ
ー

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
4

6
/
6

95
5/

31

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。
(平

成
２

８
年

５
月

９
日

付
情

報
公

開
窓

口
受

付
第

５
６

号
に

て
請

求
し

た
内

容
に

つ
い

て
は

除
く

。
）

総
務

局
行

政
管

理
部

人
事

課

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。
(平

成
２

８
年

５
月

９
日

付
情

報
公

開
窓

口
受

付
第

５
６

号
に

て
請

求
し

た
内

容
に

つ
い

て
は

除
く

。
）

不
存

在
6
/
1
7

96
5/

31

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

議
会

事
務

局
総

務
課

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

不
存

在
6
/
7

97
5/

31

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

監
査

事
務

局

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

不
存

在
6
/
1

13



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

98
5/

31

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

人
事

委
員

会
事

務
局

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

6号
　

事
務

事
業

に
関

す
る

情
報

6
/
9

6
/
2
4

99
5/

31

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

選
挙

管
理

委
員

会
事

務
局

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

不
存

在
6
/
2

10
0

5/
31

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

農
業

委
員

会
事

務
局

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

不
存

在
6
/
7

10
1

5/
31

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
教

育
政

策
課

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

不
存

在
6
/
1
4

10
2

5/
31

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部
教

職
員

課

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

不
存

在
6
/
1
7

10
3

5/
31

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

消
防

局
総

務
部

総
務

課

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

開
示

6
/
1
3

6
/
2
4

14



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

10
4

5/
31

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

交
通

局
総

務
課

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

開
示

6
/
1
5

6
/
2
4

10
5

5/
31

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

上
下

水
道

局
総

務
部

総
務

課

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

6号
　

事
務

事
業

に
関

す
る

情
報

6
/
1
5

6
/
2
4

10
6

5/
31

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

病
院

局
熊

本
市

民
病

院 事
務

局
総

務
課

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

6号
　

事
務

事
業

に
関

す
る

情
報

6
/
1
7

6
/
2
4

10
7

5/
31

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

-0
15

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

-0
15

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
7

6
/
9

10
8

5/
31

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

-5
87

･全
部

 ･
協

定
書

 ・
白

黒
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

-5
87

･全
部

 ･
協

定
書

 ・
白

黒
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
7

6
/
8

10
9

5/
31

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
Ｈ

17
-0

5-
58

7
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
Ｈ

17
-0

5-
58

7
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
8

6
/
2
0

11
0

5/
31

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
Ｈ

04
-0

46
-0

1～
11

　
　

　
　

　
　

　
Ｈ

23
-0

22
-0

1～
05

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
Ｈ

04
-0

46
-0

1～
11

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

Ｈ
23

-0
22

-0
1～

05
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
8

1
1
/
1
9

11
1

5/
31

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

-2
96

-0
1～

09
　

　
　

　
　

　
　

1
1-

29
6-

01
～

1
1

･全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

-2
96

-0
1～

09
　

　
　

　
　

　
　

1
1-

29
6-

01
～

1
1

･全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
6
/
8

6
/
9

11
2

6/
1

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

-4
87

･協
定

書
（立

会
証

明
書

の
み

） 
・白

黒

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

-4
87

･協
定

書
（立

会
証

明
書

の
み

） 
・白

黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
9

6
/
1
0

11
3

6/
1

Ｈ
２

８
．

５
．

２
１

に
打

越
町

に
建

設
中

の
老

人
ホ

ー
ム

の
件

で
相

談
し

た
際

に
市

が
対

応
し

た
内

容
が

わ
か

る
書

類
。

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

政
策

課

Ｈ
２

８
．

５
．

２
１

に
打

越
町

に
建

設
中

の
老

人
ホ

ー
ム

の
件

で
相

談
し

た
際

に
市

が
対

応
し

た
内

容
が

わ
か

る
書

類
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
2

6
/
1
5

15



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

11
4

6/
1

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

総
務

局
行

政
管

理
部

総
務

課
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
推

進
室

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

6号
　

事
務

事
業

に
関

す
る

情
報

6
/
2
1

6
/
2
4

11
5

6/
1

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
41

-1
48

-0
1 

～
 0

5
　

　
　

　
　

　
 Ｓ

4
0-

18
1-

01
 ～

 0
5

･全
部

 ･
カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
41

-1
48

-0
1 

～
 0

5
　

　
　

　
　

　
 Ｓ

4
0-

18
1-

01
 ～

 0
5

･全
部

 ･
カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
9

6
/
1
3

11
6

6/
1

平
成

２
６

年
９

月
１

８
日

開
札

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(江
上

工
区

)２
号

ト
ン

ネ
ル

新
設

工
事

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(江
上

工
区

)２
号

ト
ン

ネ
ル

新
設

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

6
/
8

6
/
1
0

11
7

6/
2

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

-3
17

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

-3
17

･全
部

 ･
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
1
3

6
/
1
4

11
8

6/
2

平
成

２
８

年
5/

1～
5/

31
ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

美
容

所
の

一
覧

表
。

・施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

２
８

年
5/

1～
5/

31
ま

で
に

新
規

で
確

認
し

た
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
一

覧
表

。
項

目
：施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

年
月

日
・開

設
者

名

開
示

6
/
9

6
/
2
0

郵
送

11
9

6/
2

平
成

２
８

年
５

月
２

６
日

見
積

入
札

（随
契

)
天

明
漁

港
外

３
箇

所
浚

渫
覆

砂
工

事
の

金
入

設
計

書

農
水

局
農

政
部

水
産

振
興

セ
ン

タ
ー

天
明

漁
港

外
３

箇
所

浚
渫

覆
砂

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

6
/
7

6
/
1
0

12
0

6/
2

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

-3
52

-0
01

～
00

3
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

-3
52

-0
01

～
00

3
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

6
/
1
3

6
/
1
4

12
1

6/
3

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

-0
31

、
 S

48
-0

30
･全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-3
04

･全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

-0
31

、
 S

48
-0

30
･全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-3
04

･全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
7

6
/
1
4

郵
送

16



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

12
2

6/
3

●
九

州
新

幹
線

高
架

橋
・在

来
線

高
架

橋
・新

設
の

為
、

段
山

陸
橋

・北
岡

陸
橋

・田
崎

陸
橋

を
撤

去
し

、
付

替
え

道
路

新
設

、
付

替
え

道
路

撤
去

、
新

踏
切

り
新

設
、

下
り

線
新

設
、

等
の

諸
工

事
が

施
行

さ
れ

た
。

こ
の

事
に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1.

段
山

陸
橋

 →
 1

)撤
去

費
用

 2
)代

替
付

替
え

道
路

新
設

等
費

用
3)

代
替

付
替

え
道

路
新

設
等

の
撤

去
費

用
4)

新
通

行
道

路
新

設
費

用
 5

)段
山

ト
ン

ネ
ル

・閉
鎖

。
再

通
行

等
費

用
 工

事
費

 →
 小

計
¥9

21
,7

32
,4

53
・こ

の
工

事
費

に
か

か
る

 熊
本

市
負

担
金

 の
各

々
金

額
。

2.
田

崎
陸

橋
 →

 1
)撤

去
費

用
 2

)代
替

付
替

え
道

路
・ル

ー
プ

橋
・新

設
等

費
用

3)
 2

)の
撤

去
費

用
4)

新
田

崎
踏

切
新

設
費

用
工

事
費

 →
 小

計
¥1

,3
06

,0
15

,2
19

・こ
の

工
事

費
に

か
か

る
 熊

本
市

負
担

金
 の

各
々

金
額

。
3.

北
岡

陸
橋

 →
 1

)撤
去

費
用

 2
)代

替
付

替
え

道
路

新
設

費
用

工
事

責
 →

 小
計

¥8
4,

 1
19

,7
99

・こ
の

工
事

費
に

か
か

る
 熊

本
市

負
担

金
 の

各
々

金
額

。
4.

在
来

線
下

り
線

 →
 1

)3
次

仮
線

新
設

費
用

 2
)

古
道

踏
切

り
改

良
費

工
事

費
 →

 小
計

¥1
,6

46
,1

42
,0

74
・こ

の
工

事
費

に
か

か
る

 熊
本

市
負

担
金

 の
各

々
金

額
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

有
7/

19

九
州

新
幹

線
高

架
橋

・在
来

線
高

架
橋

・新
設

の
為

、
段

山
陸

橋
・北

岡
陸

橋
・田

崎
陸

橋
を

撤
去

し
、

付
替

え
道

路
新

設
、

付
替

え
道

路
撤

去
、

新
通

行
道

路
新

設
、

等
の

諸
工

事
が

施
工

さ
れ

た
事

に
つ

い
て

の
、

撤
去

費
用

、
代

替
付

替
え

道
路

新
設

等
費

用
、

代
替

付
替

え
道

路
新

設
等

の
撤

去
費

用
、

新
通

行
道

路
新

設
費

用
　

こ
の

工
事

に
か

か
る

熊
本

市
負

担
金

の
金

額
に

つ
い

て
の

開
示

請
求

開
示

7
/
1
5

7
/
2
3

郵
送

17



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5.
段

山
陸

橋
。

田
崎

陸
橋

・は
、

代
替

付
替

え
道

路
新

設
し

て
 新

幹
線

高
架

橋
・在

来
線

・高
架

橋
が

 竣
工

し
た

と
し

て
厳

去
し

て
、

新
し

い
永

久
的

通
行

道
路

が
 新

設
・工

事
中

が
施

行
さ

れ
て

い
る

が
、

北
岡

陸
橋

だ
け

は
、

最
初

の
 付

替
え

道
路

が
 そ

の
儘

放
置

き
れ

た
儘

 で
あ

り
、

九
州

新
幹

線
全

線
開

業
の

一
週

間
前

に
、

祇
園

橋
市

電
通

り
か

ら
古

道
踏

切
り

を
渡

り
右

折
せ

ず
、

新
設

幹
線

道
路

春
日

池
上

線
・に

沿
っ

て
直

進
し

、
新

幹
線

熊
本

駅
前

西
口

広
場

・2
パ

ー
ツ

 路
線

バ
ス

停
留

所
へ

直
進

し
、

路
線

バ
ス

ス
ピ

ー
ド

ア
ッ

プ
の

為
・旧

春
日

寺
前

・五
反

・両
バ

ス
停

・が
剥

奪
さ

れ
た

。
そ

れ
以

前
は

、
北

岡
陸

橋
撤

去
に

伴
う

迂
回

付
替

え
道

路
を

上
り

、
清

水
寺

下
に

到
達

し
、

旧
春

日
寺

前
バ

ス
停

・五
反

バ
ス

停
を

 保
全

維
持

 し
て

、
花

岡
山

中
腹

か
ら

据
野

に
か

け
て

 第
一

種
住

居
地

域
に

居
住

す
る

千
二

百
余

名
の

中
の

公
共

交
通

弱
者

・高
齢

者
・

等
 の

 公
共

交
通

利
用

権
移

動
権

 を
維

持
し

、
住

民
の

福
祉

維
持

が
継

続
さ

れ
て

い
た

。
 し

か
し

、
突

然
路

線
バ

ス
が

 熊
本

市
熊

本
県

事
業

主
。

新
設

幹
線

道
蕗

・春
日

池
上

線
・に

沿
っ

て
直

進
し

、
花

岡
山

中
腹

か
ら

裾
野

の
住

民
は

 今
迄

・五
反

バ
ス

停
ま

で
30

0m
・が

代
替

バ
ス

停
ま

で
更

に
25

0m
追

加
と

な
り

、
 全

長
‐計

55
0m

 と
な

り
、

公
共

交
通

不
便

地
域

に
さ

せ
ら

れ
、

周
辺

住
民

は
困

窮
 し

て
い

る
。

以
前

の
路

線
バ

ス
ル

ー
ト
は

、
朝

夕
通

勤
通

学
者

で
満

席
で

あ
つ

た
。

熊
本

県
熊

本
市

は
、

「公
共

交
通

機
関

を
利

用
し

ま
し

ょ
う

Jと
盛

ん
に

呼
び

か
け

運
動

も
継

続
中

で
あ

る
が

、
熊

本
市

も
こ

の
工

事
に

負
担

金
を

交
付

し
て

お
り

、
熊

本
市

が
政

令

九
州

新
幹

線
高

架
橋

・在
来

線
高

架
橋

・新
設

の
為

、
段

山
陸

橋
・北

岡
陸

橋
・田

崎
陸

橋
を

撤
去

し
、

付
替

え
道

路
新

設
、

付
替

え
道

路
撤

去
、

新
踏

切
り

新
設

、
下

り
線

新
設

、
等

の
諸

工
事

が
施

工
さ

れ
た

事
に

つ
い

て
、

春
日

陸
橋

だ
け

が
元

通
り

の
復

元
が

な
さ

れ
な

い
と

す
る

資
料

・設
計

協
議

議
事

録
・会

議
録

等
の

開
示

請
求

不
存

在
7
/
1
5

18



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

指
定

都
市

移
行

に
よ

り
管

理
移

行
も

行
な

わ
れ

て
お

り
、

北
岡

陸
橋

撤
去

に
伴

う
 こ

の
迂

回
付

替
え

道
路

に
対

す
る

責
務

は
、

熊
本

市
に

帰
属

す
る

筈
で

あ
る

。
何

故
、

段
山

陸
橋

・田
崎

陸
橋

撤
去

に
伴

う
復

元
と

同
様

、
春

日
陸

橋
撤

去
に

伴
う

・元
ど

お
り

の
復

元
・が

な
さ

れ
な

い
の

か
・復

元
工

事
を

不
作

為
・

無
視

す
る

の
か

？
 段

山
陸

橋
・田

崎
陸

橋
・春

日
陸

橋
・の

撤
去

工
事

に
つ

い
て

は
、

事
前

に
・設

計
協

議
が

国
・熊

本
県

・熊
本

市
・(

当
時

)鉄
建

公
団

・J
R
九

州
・で

協
議

さ
れ

て
い

た
筈

で
あ

り
、

春
日

陸
橋

だ
け

が
・元

ど
お

り
の

復
元

・が
な

さ
れ

な
い

と
す

る
根

拠
の

わ
か

る
資

料
・設

計
協

議
議

事
録

・会
議

録
等

・の
開

示
請

求
。

12
3

6/
6

平
成

２
８

年
５

月
１

日
～

平
成

２
８

年
５

月
３

１
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

２
８

年
５

月
１

日
～

平
成

２
８

年
５

月
３

１
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

6
/
1
0

9
/
1
5

12
4

6/
6

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。
※

衛
生

管
理

室
所

管
分

総
務

局
行

政
管

理
部

労
務

厚
生

課

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

不
存

在
6
/
8

12
5

6/
6

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

市
民

局
市

民
生

活
部

男
女

共
同

参
画

課

・平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
「セ

ク
シ

ャ
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト
｣、

「パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣等

の
「○

○
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
｣の

件
数

(実
際

に
処

分
を

下
し

た
も

の
だ

け
で

な
く

、
相

談
を

受
け

た
り

、
指

摘
さ

れ
た

り
し

て
把

握
し

て
い

る
も

の
を

含
む

）、
そ

の
内

容
及

び
処

分
や

対
応

に
つ

い
て

。

不
存

在
6
/
1
3

12
6

6/
6

確
認

年
月

日
　

Ｓ
59

.1
2.

27
確

認
番

号
　

　
18

86
坪

井
２

丁
目

○
-○

の
完

了
検

査
の

日
報

の
写

し

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

確
認

年
月

日
　

Ｓ
59

.1
2.

27
確

認
番

号
　

　
18

86
坪

井
２

丁
目

○
-○

の
完

了
検

査
の

日
報

の
写

し

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
9

6
/
1
0

12
7

6/
7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

37
5号

･全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

37
5号

･全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
1
6

6
/
1
7

12
8

6/
8

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

31
4号

･全
部

 ･
協

定
書

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

31
4号

･全
部

 ･
協

定
書

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
1
6

6
/
2
0

19



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

12
9

6/
8

熊
本

市
中

央
区

九
品

寺
１

丁
目

○
-○

○
○

○
○

　
管

理
責

任
者

変
更

届
平

成
21

年
4月

1日
～

平
成

21
年

4月
11

日
ま

で
の

間
に

受
理

さ
れ

た
届

書

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

医
療

政
策

課

熊
本

市
中

央
区

九
品

寺
１

丁
目

○
-○

○
○

○
○

　
管

理
責

任
者

変
更

届
平

成
21

年
4月

1日
～

平
成

21
年

4月
11

日
ま

で
の

間
に

受
理

さ
れ

た
届

書

不
存

在
6
/
2
3

13
0

6/
9

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
請

求
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
し

ま
す

。
項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
申

請
者

名
期

間
：2

01
6年

5月
24

日
よ

り
20

16
年

6月
9日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
申

請
者

名
期

間
：2

01
6年

5月
24

日
か

ら
20

16
年

6月
9日

ま
で

開
示

6
/
1
4

6
/
2
1

13
1

6/
10

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
昭

和
36

年
5月

12
日

熊
本

県
指

令
第

27
号

･全
部

 ･
協

定
書

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

熊
本

市
保

田
窪

本
町

松
の

上
○

-○
、

○
～

○
、

○
　

　
○

-○
、

○
～

○

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
昭

和
36

年
5月

12
日

熊
本

県
指

令
第

27
号

･全
部

 ･
協

定
書

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
1
6

6
/
2
0

13
2

6/
10

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）2
号

ト
ン

ネ
ル

新
設

工
事

の
当

初
設

計
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
セ

ン
タ

ー
高

規
格

道
路

建
設

推
進

課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）2
号

ト
ン

ネ
ル

新
設

工
事

の
当

初
設

計
の

金
入

設
計

書
開

示
6
/
1
5

6
/
2
0

13
3

6/
10

指
定

管
理

者
公

募
に

当
た

っ
て

「熊
本

市
母

子
・

福
祉

セ
ン

タ
ー

指
定

管
理

者
・社

会
福

祉
法

人
熊

本
市

社
会

福
祉

事
業

団
」が

提
出

し
た

一
切

の
書

類
。

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
子

ど
も

支
援

課

指
定

管
理

者
公

募
に

当
た

っ
て

「熊
本

市
母

子
・

福
祉

セ
ン

タ
ー

指
定

管
理

者
・社

会
福

祉
法

人
熊

本
市

社
会

福
祉

事
業

団
」が

提
出

し
た

一
切

の
書

類
。

（一
切

の
書

類
の

う
ち

、
事

業
計

画
書

・収
支

予
算

書
の

み
が

必
要

で
あ

る
こ

と
を

6/
14

電
話

に
て

確
認

済
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
6
/
2
0

6
/
2
3

13
4

6/
10

指
定

管
理

者
公

募
に

当
た

っ
て

「熊
本

市
男

女
共

同
参

画
セ

ン
タ

ー
は

あ
も

に
い

指
定

管
理

者
・は

あ
も

に
い

管
理

運
営

共
同

企
業

体
」が

提
出

し
た

一
切

の
書

類
。

市
民

局
市

民
生

活
部

男
女

共
同

参
画

課

熊
本

市
男

女
共

同
参

画
セ

ン
タ

ー
は

あ
も

に
い

指
定

管
理

者
公

募
に

係
る

は
あ

も
に

い
管

理
運

営
共

同
企

業
体

が
提

出
し

た
一

切
の

書
類

。
（各

構
成

企
業

の
定

款
、

財
務

書
類

等
添

付
書

類
を

除
く

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
6
/
1
4

6
/
2
3

13
5

6/
10

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

年
第

15
4号

　
平

成
26

年
度

･全
部

 ･
協

定
書

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

年
第

15
4号

　
平

成
26

年
度

･全
部

 ･
協

定
書

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
1
6

6
/
2
0

13
6

6/
10

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
46

-0
08

（Ｓ
46

年
5月

29
日

）
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

年
第

55
号

Ｈ
28

年
7月

28
日

）
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
46

-0
08

（Ｓ
46

年
5月

29
日

）
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

年
第

55
号

Ｈ
28

年
7月

28
日

）
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
1
6

6
/
1
7

13
7

6/
10

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-4
15

号
　

Ｈ
18

.1
1.

7
　

　
　

　
　

　
　

1
2-

34
9号

　
Ｈ

2
5.

3
.2

9
･全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-4
15

号
　

Ｈ
18

.1
1.

7
　

　
　

　
　

　
　

1
2-

34
9号

　
Ｈ

2
5.

3
.2

9
･全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
2
0

6
/
2
0

20



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

13
8

6/
10

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
熊

本
市

指
令

第
9号

昭
和

47
年

1月
7日

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

04
年

第
08

9号
平

成
16

年
3月

2日
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
熊

本
市

指
令

第
9号

昭
和

47
年

1月
7日

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

04
年

第
08

9号
平

成
16

年
3月

2日
･全

部
 ･

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
2
0

6
/
2
0

13
9

6/
10

大
規

模
行

為
の

届
出

書
（様

式
第

3号
）

（平
成

28
年

1月
1日

～
6月

9日
届

出
分

)
建

築
物

に
限

る

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
（様

式
第

3号
）

（平
成

28
年

1月
1日

～
6月

9日
届

出
分

)
建

築
物

に
限

る

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
6
/
1
5

6
/
1
5

14
0

6/
13

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
31

-1
06

- 
03

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
31

-1
06

- 
03

開
示

6
/
2
0

6
/
2
1

14
1

6/
14

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

-4
47

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

-4
47

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
2
3

6
/
2
4

14
2

6/
14

○
○

○
○

熊
本

店
（熊

本
県

熊
本

市
中

央
区

世
安

町
○

）の
宿

泊
施

設
の

旅
館

業
法

許
可

状
況

を
ご

確
認

願
い

ま
す

。

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

取
り

下
げ

14
3

6/
14

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

11
6号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

11
6号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
2
3

6
/
2
4

14
4

6/
14

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
Ｈ

14
-0

3-
00

1　
Ｈ

12
-0

0-
48

9
　

　
　

　
　

　
　

Ｈ
24

-1
2-

13
2　

Ｈ
14

-0
2-

32
4

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
Ｈ

14
-0

3-
00

1　
Ｈ

12
-0

0-
48

9
　

　
　

　
　

　
　

Ｈ
24

-1
2-

13
2　

Ｈ
14

-0
2-

32
4

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
2
3

6
/
2
4

14
5

6/
15

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

年
第

20
0号

　
平

成
26

年
12

月
9

日 ･全
部

 ･
協

定
書

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

年
第

20
0号

　
平

成
26

年
12

月
9

日 ･全
部

 ･
協

定
書

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

6
/
2
3

6
/
2
4

14
6

6/
15

都
市

計
画

道
路

　
上

熊
本

駅
西

口
線

道
路

改
良

工
事

(そ
の

2)
変

更
契

約
日

　
平

成
28

年
5月

31
日

上
記

の
変

更
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

都
市

計
画

道
路

　
上

熊
本

駅
西

口
線

道
路

改
良

工
事

(そ
の

2)
変

更
後

の
金

入
設

計
書

開
示

6
/
1
5

6
/
2
0

14
7

6/
15

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

58
2号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

58
2号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
2
3

6
/
2
4

14
8

6/
15

以
下

に
示

す
小

中
学

校
の

地
質

報
告

書
(残

存
す

る
も

の
）

・帯
山

小
学

校
・西

原
中

学
校

・錦
ｹ

丘
中

学
校

・
長

嶺
小

学
校

・桜
木

小
学

校
・秋

津
小

学
校

・出
水

小
学

校
・出

水
南

中
学

校
・画

図
小

学
校

・田
迎

西
小

学
校

・田
迎

南
小

学
校

・御
幸

小
学

校
・

日
吉

中
学

校
(も

し
く

は
日

吉
東

小
学

校
)・

江
南

中
学

校
（も

し
く

は
向

山
小

学
校

）

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

小
中

学
校

の
地

質
報

告
書

（学
校

名
は

、
別

添
文

書
等

開
示

請
求

書
を

参
考

と
す

る
。

）

開
示

6
/
2
0

6
/
2
1

21



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

14
9

6/
16

「長
嶺

南
6丁

目
１

号
橋

」橋
梁

掛
替

工
事

に
伴

う
、

下
記

の
資

料
１

　
設

計
関

係
資

料
①

地
質

調
査

資
料

　
４

Ｋ
85

0
（右

岸
側

Ｈ
16

、
左

岸
側

Ｈ
15

）②
橋

梁
詳

細
設

計
　

報
告

書
（検

討
書

（液
状

化
判

定
））

２
　

施
工

関
係

書
類

①
工

事
原

図
、

竣
工

図
面

②
工

事
施

工
管

理
書

類
（施

工
写

真
、

使
用

材
料

試
験

結
果

等
）

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

河
川

公
園

整
備

課

１
　

設
計

関
係

資
料

（「
長

嶺
南

6丁
目

１
号

橋
橋

梁
掛

替
工

事
に

伴
う

も
の

）①
地

質
調

査
資

料
　

４
Ｋ

85
0（

右
岸

側
Ｈ

16
、

左
岸

側
Ｈ

15
）②

橋
梁

詳
細

設
計

　
報

告
書

（検
討

書
（液

状
化

判
定

））
２

　
施

工
関

係
書

類
①

工
事

原
図

、
竣

工
図

面
②

工
事

施
工

管
理

書
類

（施
工

写
真

、
使

用
材

料
試

験
結

果
等

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
1

7
/
1
3

15
0

6/
17

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

Ｈ
20

-0
44

･全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

・土
地

利
用

計
画

平
面

図
・造

成
計

画
断

面
図

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

Ｈ
20

-0
44

･全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

・土
地

利
用

計
画

平
面

図
・造

成
計

画
断

面
図

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
2
4

7
/
1

15
1

6/
17

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
熊

本
市

指
令

（管
建

）第
10

2号
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
熊

本
市

指
令

（管
建

）第
10

2号
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
2
4

6
/
3
0

15
2

6/
17

水
質

汚
濁

法
に

基
づ

く
特

定
事

業
場

等
に

係
る

情
報

(1
)水

質
汚

濁
防

止
法

（以
下

「法
」と

い
う

。
）第

2
条

第
2項

に
規

定
さ

れ
る

特
定

施
設

（以
下

「特
定

施
設

」と
い

う
。

）設
置

届
出

並
び

に
熊

本
市

地
下

水
保

全
条

例
（以

下
「条

例
」と

い
う

。
）第

8条
第

1
項

に
規

定
さ

れ
る

化
学

物
質

使
用

管
理

計
画

届
出

の
有

無
（過

去
を

含
む

）
(2

)法
第

2条
第

5項
に

規
定

さ
れ

る
特

定
事

業
場

並
び

に
条

例
第

7条
に

規
定

さ
れ

る
対

象
事

業
所

（以
下

「対
象

事
業

所
」と

い
う

。
）の

名
称

(3
)特

定
事

業
場

あ
る

い
は

対
象

事
業

場
の

所
在

地 (4
)届

出
者

の
氏

名
(5

)特
定

施
設

の
番

号
（法

施
行

令
別

表
第

1の
号

番
号

）及
び

そ
の

名
称

あ
る

い
は

条
例

第
8条

第
1

項
第

5号
に

規
定

さ
れ

る
対

象
施

設
の

種
類

(6
)特

定
施

設
の

設
置

届
出

日
若

し
く

は
使

用
開

始
日

(7
)日

平
均

排
水

量
（㎥

/日
）

(8
)日

最
大

排
水

量
（㎥

/日
）

(9
)有

害
物

質
使

用
特

定
施

設
の

有
無

及
び

使
用

有
害

物
質

の
種

類
(1

0)
条

例
第

7条
第

1項
第

1号
に

規
定

さ
れ

る
対

象
化

学
物

質
の

種
類

(1
1)

排
出

先

環
境

局
環

境
循

環
部

水
保

全
課

水
質

汚
濁

防
止

法
に

基
づ

く
特

定
事

業
場

等
に

係
る

情
報

(1
)水

質
汚

濁
防

止
法

第
2条

第
5項

に
規

定
さ

れ
る

特
定

事
業

場
並

び
に

熊
本

県
地

下
水

保
全

条
例

第
7条

に
規

定
さ

れ
る

対
象

事
業

場
(以

下
「対

象
事

業
場

」と
い

う
。

)の
名

称
(2

)特
定

事
業

場
あ

る
い

は
対

象
事

業
場

の
所

在
地 (3

)届
出

者
の

氏
名

(4
)特

定
施

設
の

番
号

(法
施

行
令

別
表

第
1の

号
番

号
)お

よ
び

そ
の

名
称

(5
)特

定
施

設
の

設
置

届
出

日
若

し
く

は
使

用
開

始
日

(6
)日

平
均

排
水

量
 (

㎥
/日

)
(7

)有
害

物
質

使
用

特
定

施
設

の
有

無
お

よ
び

使
用

有
害

物
質

の
種

類
(8

)熊
本

県
地

下
水

保
全

条
例

第
7条

第
1項

第
1

号
に

規
定

さ
れ

る
対

象
化

学
物

質
の

種
類

(9
)排

出
先

開
示

6
/
3
0

未

22



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

15
3

6/
17

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

-1
04

号
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
11

-1
04

号
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
2
4

6
/
3
0

15
4

6/
20

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
28

年
3月

11
日

～
4月

10
日

届
出

分
)建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
28

年
3月

11
日

～
4月

10
日

届
出

分
)建

築
物

に
限

る
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
6
/
2
4

6
/
2
9

15
5

6/
20

小
岩

瀬
浄

水
場

外
3件

解
体

工
事

の
金

入
設

計
書

（Ｈ
26

.1
0.

23
）

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
運

用
課

小
岩

瀬
浄

水
場

外
3件

解
体

工
事

の
金

入
設

計
書

（Ｈ
26

.1
0.

23
）

開
示

6
/
2
1

7
/
1

15
6

6/
20

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
Ｓ

45
年

　
27

2号
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
Ｓ

45
年

　
27

2号
･全

部
 ･

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

6
/
2
9

7
/
4

15
7

6/
20

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
　

43
4号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
　

43
4号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
2
9

未

15
8

6/
20

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
　

44
1号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
　

44
1号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

6
/
2
9

7
/
1

15
9

6/
20

平
成

27
年

10
月

21
日

開
札

中
央

区
島

崎
1丁

目
○

番
付

近
φ

20
0・

15
0・

75
粍

配
水

管
敷

設
替

他
3件

工
事

の
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

中
央

区
島

崎
1丁

目
○

番
付

近
φ

20
0・

15
0・

75
粍

配
水

管
敷

設
替

他
3件

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

6
/
2
2

6
/
2
9

16
0

6/
20

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
　

33
1号

、
01

年
　

54
7号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
　

33
1号

、
01

年
　

54
7号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
6
/
2
9

7
/
4

16
1

6/
22

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
Ｈ

15
　

03
-5

14
-0

1～
17

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
Ｈ

15
　

03
-5

14
-0

1～
17

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
1

7
/
7

郵
送

16
2

6/
22

平
成

27
年

11
月

11
日

開
札

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
細

工
町

線
改

築
工

事
（そ

の
２

）の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

平
成

27
年

11
月

11
日

開
札

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
細

工
町

線
改

築
工

事
（そ

の
２

）の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

開
示

6
/
2
9

6
/
2
9

16
3

6/
23

平
成

２
７

年
度

公
共

下
水

道
管

渠
内

清
掃

・調
査

等
業

務
委

託
【単

価
契

約
】の

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

維
持

管
理

部
管

路
維

持
課

平
成

２
７

年
度

公
共

下
水

道
管

渠
内

清
掃

・調
査

等
業

務
委

託
【単

価
契

約
】の

金
入

設
計

書
開

示
7
/
6

7
/
1
4

16
4

6/
23

・東
部

地
区

路
面

清
掃

業
務

委
託

・東
部

地
区

道
路

パ
ト
ロ

ー
ル

業
務

委
託

・東
部

地
区

道
路

側
溝

等
清

掃
業

務
委

託
【単

価
契

約
】

上
記

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

・東
部

地
区

路
面

清
掃

業
務

委
託

・東
部

地
区

道
路

パ
ト
ロ

ー
ル

業
務

委
託

・東
部

地
区

道
路

側
溝

等
清

掃
業

務
委

託
【単

価
契

約
】

上
記

の
金

入
設

計
書

開
示

7
/
1
2

7
/
1
4

23



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

16
4-

2
6/

23

・東
部

地
区

水
路

清
掃

等
業

務
委

託
上

記
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
セ

ン
タ

ー
河

川
公

園
整

備
課

・東
部

地
区

水
路

清
掃

等
業

務
委

託
上

記
の

金
入

設
計

書

開
示

7
/
1
2

7
/
1
4

16
5

6/
23

・西
部

地
区

路
面

清
掃

業
務

委
託

・西
部

地
区

道
路

パ
ト
ロ

ー
ル

業
務

委
託

・西
部

地
区

道
路

側
溝

等
清

掃
業

務
委

託
【単

価
契

約
】

上
記

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

・西
部

地
区

路
面

清
掃

業
務

委
託

・西
部

地
区

道
路

パ
ト
ロ

ー
ル

業
務

委
託

・西
部

地
区

道
路

側
溝

等
清

掃
業

務
委

託
【単

価
契

約
】

上
記

の
金

入
設

計
書

開
示

7
/
7

7
/
1
4

16
6

6/
23

・西
部

地
区

水
路

清
掃

等
業

務
委

託
上

記
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
セ

ン
タ

ー
河

川
公

園
整

備
課

・西
部

地
区

水
路

清
掃

等
業

務
委

託
上

記
の

金
入

設
計

書

開
示

6
/
2
7

7
/
1
4

16
7

6/
23

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

6年
6月

10
日

～
20

16
年

6月
23

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
申

請
者

名
期

間
：2

01
6年

6月
10

日
よ

り
20

16
年

6月
23

日

開
示

7
/
1

7
/
6

16
8

6/
23

熊
本

市
全

域
に

お
け

る
、

平
成

２
８

年
１

月
１

日
現

在
に

お
け

る
（又

は
直

近
に

お
け

る
）地

番
現

況
図

の
複

製
物

。
※

電
磁

的
記

録
（デ

ジ
タ

ル
デ

ー
タ

、
sh

ap
eフ

ァ
イ

ル
等

）で
の

提
供

を
優

先
的

に
希

望
し

ま
す

。

財
政

局
税

務
部

課
税

管
理

課

課
税

管
理

課
が

所
管

す
る

熊
本

市
全

域
に

お
け

る
、

平
成

28
年

1月
1日

現
在

に
お

け
る

（又
は

直
近

に
お

け
る

）「
地

番
現

況
図

」の
複

製
物

。
※

電
磁

的
記

録
（デ

ジ
タ

ル
デ

ー
タ

、
sh

ap
eフ

ァ
イ

ル
等

）で
の

提
供

を
優

先
的

に
希

望
。

不
開

示
2号

　
個

人
情

報
7
/
1

16
9

6/
23

別
紙

建
築

計
画

概
要

書
に

係
る

建
物

の
検

査
済

証
が

な
い

理
由

が
わ

か
る

書
類

。
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
建

築
指

導
課

建
築

計
画

概
要

書
に

係
る

建
物

の
検

査
済

証
が

な
い

理
由

が
わ

か
る

書
類

。
不

存
在

7
/
4

17
0

6/
24

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

年
　

33
9号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

年
　

33
9号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
5

7
/
7

17
1

6/
24

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
Ｓ

41
年

　
第

14
8号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
Ｓ

41
年

　
第

14
8号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
5

7
/
7

17
2

6/
24

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
Ｓ

40
年

　
18

1号
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
Ｓ

40
年

　
18

1号
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
5

7
/
7

17
3

6/
27

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-0
99

（Ｄ
5判

定
）

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-0
99

（Ｄ
5判

定
）

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
7
/
7

7
/
8

17
4

6/
27

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-1
23

-0
2

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-1
23

-0
2

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
7

7
/
1
5

24



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

熊
本

市
認

可
保

育
所

（別
紙

）の
平

成
２

６
年

度
決

算
書

の
う

ち
・貸

借
対

照
表

・資
金

収
支

計
算

書
　

　
項

目
ご

と
の

明
細

が
わ

か
る

も
の

（○
○

保
育

園
、

○
○

保
育

園
を

除
く

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
7
/
1
5

7
/
1
4

熊
本

市
認

可
保

育
所

（別
紙

）の
平

成
２

６
年

度
決

算
書

の
う

ち
・貸

借
対

照
表

・資
金

収
支

計
算

書
　

　
項

目
ご

と
の

明
細

が
わ

か
る

も
の

（○
○

保
育

園
、

○
○

保
育

園
分

）

不
存

在
7
/
1
5

17
6

6/
27

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
Ｓ

61
-0

43
、

01
Ｓ

61
-0

43
、

02

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
Ｓ

61
-0

43
、

01
Ｓ

61
-0

43
、

02

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
7

7
/
8

17
7

6/
28

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
昭

和
５

２
年

１
２

月
２

２
日

熊
本

市
指

令
（管

建
）第

91
号

熊
本

市
健

軍
町

字
油

稱
○

-○
.○

.○
.○

･全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
昭

和
５

２
年

１
２

月
２

２
日

熊
本

市
指

令
（管

建
）第

91
号

熊
本

市
健

軍
町

字
油

稱
○

-○
.○

.○
.○

･全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
7

7
/
1
1

17
8

6/
28

熊
本

市
内

の
旅

館
業

営
業

施
設

一
覧

（以
下

が
記

載
さ

れ
た

も
の

）
１

営
業

施
設

の
名

称
２

営
業

施
設

の
所

在
地

３
営

業
許

可
主

体
の

名
称

（会
社

名
）

４
営

業
許

可
主

体
の

代
表

者
名

５
営

業
許

可
主

体
の

住
所

（会
社

住
所

）※
個

人
経

営
の

場
合

は
不

要
６

営
業

許
可

の
日

付
７

客
室

数
８

ホ
テ

ル
・旅

館
・簡

易
宿

所
・下

宿
の

区
別

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

２
８

年
６

月
２

８
日

時
点

で
熊

本
市

内
に

存
在

す
る

旅
館

業
法

許
可

施
設

に
つ

い
て

の
以

下
の

項
目

項
目

：施
設

の
名

称
及

び
所

在
地

、
申

請
者

の
住

所
・名

称
、

申
請

者
が

法
人

の
場

合
は

代
表

者
及

び
所

在
地

、
許

可
日

、
客

室
数

、
営

業
種

別
開

示
7
/
5

7
/
7

17
9

6/
28

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

年
　

26
1号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

年
　

26
1号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
7

7
/
8

18
0

6/
29

中
央

区
の

平
成

２
８

年
度

　
自

治
会

長
名

簿
校

区
・町

内
自

治
会

名
（開

示
し

て
い

た
だ

け
る

範
囲

で
結

構
で

す
。

）

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

活
動

推
進

課

中
央

区
の

平
成

２
８

年
度

　
自

治
会

長
名

簿

開
示

6
/
3
0

7
/
1
9

郵
送

18
1

6/
29

東
区

の
平

成
２

８
年

度
　

自
治

会
長

名
簿

校
区

・町
内

自
治

会
名

（開
示

し
て

い
た

だ
け

る
範

囲
で

結
構

で
す

。
）

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

活
動

推
進

課

東
区

の
平

成
２

８
年

度
　

自
治

会
長

名
簿

開
示

6
/
3
0

7
/
1
9

郵
送

17
5

6/
27

熊
本

市
認

可
保

育
所

（別
紙

）の
平

成
２

６
年

度
決

算
書

の
う

ち
・貸

借
対

照
表

・資
金

収
支

計
算

書
　

　
項

目
ご

と
の

明
細

が
わ

か
る

も
の

健
康

福
祉

局
指

導
監

査
課

25



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

18
2

6/
29

西
区

の
平

成
２

８
年

度
　

自
治

会
長

名
簿

校
区

・町
内

自
治

会
名

（開
示

し
て

い
た

だ
け

る
範

囲
で

結
構

で
す

。
）

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

活
動

推
進

課

西
区

の
平

成
２

８
年

度
　

自
治

会
長

名
簿

開
示

6
/
3
0

7
/
1
9

郵
送

18
3

6/
29

南
区

の
平

成
２

８
年

度
　

自
治

会
長

名
簿

校
区

・町
内

自
治

会
名

（開
示

し
て

い
た

だ
け

る
範

囲
で

結
構

で
す

。
）

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

活
動

推
進

課

南
区

の
平

成
２

８
年

度
　

自
治

会
長

名
簿

開
示

6
/
3
0

7
/
1
9

郵
送

18
4

6/
29

北
区

の
平

成
２

８
年

度
　

自
治

会
長

名
簿

校
区

・町
内

自
治

会
名

（開
示

し
て

い
た

だ
け

る
範

囲
で

結
構

で
す

。
）

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

活
動

推
進

課

北
区

の
平

成
２

８
年

度
　

自
治

会
長

名
簿

開
示

6
/
3
0

7
/
1
9

郵
送

１
　

熊
本

市
公

共
交

通
協

議
会

の
公

募
委

員
の

選
考

に
関

す
る

要
綱

２
　

熊
本

市
公

共
交

通
協

議
会

公
募

委
員

選
考

基
準

３
　

熊
本

市
公

共
交

通
協

議
会

運
営

要
綱

４
　

熊
本

市
公

共
交

通
協

議
会

公
募

委
員

選
考

基
準

審
査

表
５

　
熊

本
市

公
共

交
通

協
議

会
公

募
委

員
選

考
評

価
表

（総
括

表
）

開
示

7
/
1
1

7
/
1
5

９
応

募
原

稿
、

面
接

、
で

の
評

価
配

点
基

準
で

の
最

も
優

れ
て

い
る

５
点

・優
れ

て
い

る
４

点
・普

通
３

点
・等

と
す

る
具

体
的

基
準

等
の

わ
か

る
資

料
一

式 10
応

募
原

稿
の

評
価

配
点

の
規

準
と

な
る

具
体

的
事

例
・凡

例
・満

点
基

準
・模

範
解

答
・等

の
わ

か
る

資
料

一
式

。

不
存

在
7
/
1
1

18
5

6/
29

平
成

２
８

年
度

・熊
本

市
公

共
交

通
協

議
会

・公
募

委
員

選
考

・関
係

の
開

示
請

求
。

１
熊

本
市

公
共

交
通

協
議

会
の

公
募

委
員

の
選

考
に

関
す

る
要

綱
２

熊
本

市
公

共
交

通
協

議
会

公
募

委
員

選
考

基
準 ３

熊
本

市
公

共
交

通
協

議
会

運
営

要
綱

４
応

募
原

稿
の

選
考

評
価

配
点

基
準

規
定

等
の

わ
か

る
資

料
一

式
５

面
接

の
選

考
評

価
配

点
基

準
等

の
わ

か
る

資
料

一
式

６
応

募
者

全
員

の
応

募
原

稿
に

対
す

る
評

価
配

点
の

わ
か

る
資

料
一

式
７

応
募

者
全

員
の

面
接

に
対

す
る

評
価

配
点

の
わ

か
る

資
料

一
式

８
応

募
者

全
員

の
個

人
情

報
を

除
く

応
募

原
稿

９
応

募
原

稿
、

面
接

、
で

の
評

価
配

点
基

準
で

の
最

も
優

れ
て

い
る

５
点

・優
れ

て
い

る
４

点
・普

通
３

点
・等

と
す

る
具

体
的

基
準

等
の

わ
か

る
資

料
一

式 10
応

募
原

稿
の

評
価

配
点

の
規

準
と

な
る

具
体

的
事

例
・凡

例
・満

点
基

準
・模

範
解

答
・等

の
わ

か
る

資
料

一
式

。

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

８
応

募
者

全
員

の
個

人
情

報
を

除
く

応
募

原
稿

不
開

示
2号

　
個

人
情

報
6号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
7
/
1
1

18
6

6/
29

１
長

嶺
校

区
第

2町
内

（長
嶺

団
地

）自
治

会
規

約
、

２
役

員
名

簿
、

３
会

計
帳

票
・証

拠
書

類
、

４
議

事
録

、
５

備
品

台
帳

等
平

成
22

、
23

年
度

分

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

活
動

推
進

課

１
長

嶺
校

区
第

2町
内

（長
嶺

団
地

）自
治

会
規

約
、

２
役

員
名

簿
、

３
会

計
帳

票
・証

拠
書

類
、

４
議

事
録

、
５

備
品

台
帳

等
平

成
22

、
23

年
度

分

不
存

在
7
/
5

・長
嶺

校
区

第
2町

内
（長

嶺
団

地
）自

治
会

規
約

・会
計

帳
票

（予
算

書
・決

算
書

）
・世

帯
数

25
0～

35
0の

市
営

団
地

の
自

治
会

規
約

（1
例

～
2例

）
開

示
7
/
6

7
/
2
0

長
嶺

校
区

第
2町

内
（長

嶺
団

地
）自

治
会

役
員

名
簿

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
7
/
6

7
/
2
0

長
嶺

校
区

第
2町

内
（長

嶺
団

地
）の

議
事

録
、

備
品

台
帳

不
存

在
7
/
6

長
嶺

校
区

第
2町

内
（長

嶺
団

地
）の

平
成

25
～

27
年

度
分

の
老

人
会

収
入

支
出

決
算

書
開

示
7
/
1
2

7
/
2
0

長
嶺

校
区

第
2町

内
（長

嶺
団

地
）の

平
成

24
年

度
分

の
老

人
会

収
入

支
出

決
算

書
不

存
在

7
/
1
2

18
9

6/
29

長
嶺

校
区

第
2町

内
（長

嶺
団

地
）の

平
成

22
、

23
年

度
分

の
老

人
会

収
支

報
告

書
健

康
福

祉
局

福
祉

部
高

齢
介

護
福

祉
課

長
嶺

校
区

第
2町

内
（長

嶺
団

地
）の

平
成

22
、

23
年

度
分

の
老

人
会

収
支

報
告

書
不

存
在

7
/
7

19
0

6/
30

平
成

28
年

1月
1日

か
ら

28
年

4月
30

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

（可
能

で
あ

れ
ば

、
電

磁
的

記
録

の
交

付
を

希
望

）

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

平
成

28
年

1月
1日

か
ら

28
年

4月
30

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

（可
能

で
あ

れ
ば

、
電

磁
的

記
録

の
交

付
を

希
望

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
4

7
/
7

郵
送

19
1

6/
30

次
の

建
築

確
認

に
係

る
内

部
資

料
（調

査
票

、
参

考
平

面
図

）
検

査
済

証
第

47
1号

（Ｓ
63

.9
.1

）
確

認
番

号
第

89
号

確
認

年
月

日
Ｓ

63
.7

.1
1）

場
所

：熊
本

市
花

園
6-

○
.○

建
築

主
：○

○
○

○
完

了
検

査
年

月
日

Ｓ
63

.8
.3

0

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

審
査

室

次
の

建
築

確
認

に
係

る
内

部
資

料
（調

査
票

、
参

考
平

面
図

）
検

査
済

証
第

47
1号

（Ｓ
63

.9
.1

）
確

認
番

号
第

89
号

確
認

年
月

日
Ｓ

63
.7

.1
1）

場
所

：熊
本

市
花

園
6-

○
.○

建
築

主
：○

○
○

○
完

了
検

査
年

月
日

Ｓ
63

.8
.3

0

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
7
/
1
2

7
/
1
2

18
7

6/
29

・１
長

嶺
校

区
第

2町
内

（長
嶺

団
地

）自
治

会
規

約
、

２
役

員
名

簿
、

３
会

計
帳

票
・証

拠
書

類
、

４
議

事
録

、
５

備
品

台
帳

等
平

成
24

年
度

分
・所

帯
数

25
0～

35
0の

市
営

団
地

の
み

で
構

成
さ

れ
た

自
治

会
規

約
を

1例
又

は
2例

東
区

役
所

区
民

部
ま

ち
づ

く
り

推
進

課

18
8

18
5

6/
29

平
成

２
８

年
度

・熊
本

市
公

共
交

通
協

議
会

・公
募

委
員

選
考

・関
係

の
開

示
請

求
。

１
熊

本
市

公
共

交
通

協
議

会
の

公
募

委
員

の
選

考
に

関
す

る
要

綱
２

熊
本

市
公

共
交

通
協

議
会

公
募

委
員

選
考

基
準 ３

熊
本

市
公

共
交

通
協

議
会

運
営

要
綱

４
応

募
原

稿
の

選
考

評
価

配
点

基
準

規
定

等
の

わ
か

る
資

料
一

式
５

面
接

の
選

考
評

価
配

点
基

準
等

の
わ

か
る

資
料

一
式

６
応

募
者

全
員

の
応

募
原

稿
に

対
す

る
評

価
配

点
の

わ
か

る
資

料
一

式
７

応
募

者
全

員
の

面
接

に
対

す
る

評
価

配
点

の
わ

か
る

資
料

一
式

８
応

募
者

全
員

の
個

人
情

報
を

除
く

応
募

原
稿

９
応

募
原

稿
、

面
接

、
で

の
評

価
配

点
基

準
で

の
最

も
優

れ
て

い
る

５
点

・優
れ

て
い

る
４

点
・普

通
３

点
・等

と
す

る
具

体
的

基
準

等
の

わ
か

る
資

料
一

式 10
応

募
原

稿
の

評
価

配
点

の
規

準
と

な
る

具
体

的
事

例
・凡

例
・満

点
基

準
・模

範
解

答
・等

の
わ

か
る

資
料

一
式

。

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

6/
29

長
嶺

校
区

第
2町

内
（長

嶺
団

地
）の

平
成

24
～

27
年

度
分

の
老

人
会

収
支

報
告

書
東

区
役

所
保

健
福

祉
部

福
祉

課

27



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

19
2

6/
30

熊
本

市
が

管
轄

す
る

美
容

所
・理

容
所

一
覧

①
施

設
名

称
②

施
設

所
在

地
③

施
設

電
話

番
号

④
検

査
確

認
日

⑤
代

表
者

氏
名

（法
人

の
場

合
は

法
人

名
も

記
載

）

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

２
８

年
６

月
３

０
日

時
点

で
熊

本
市

内
に

存
在

す
る

美
容

所
及

び
理

容
所

の
下

記
項

目
に

関
す

る
一

覧
項

目
：施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

日
・開

設
者

名
（法

人
の

場
合

は
法

人
名

及
び

代
表

者
名

）

開
示

7
/
7

未

19
3

6/
30

熊
本

市
管

内
で

平
成

27
年

1月
1日

～
平

成
27

年
12

月
31

日
に

新
規

届
、

若
し

く
は

廃
止

届
の

あ
っ

た
歯

科
技

工
所

の
名

簿
一

覧
必

要
項

目
：所

在
地

（郵
便

番
号

含
む

）電
話

番
号

、
開

設
者

、
開

設
年

月
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

医
療

政
策

課

熊
本

市
管

内
で

平
成

27
年

1月
1日

～
平

成
27

年
12

月
31

日
に

新
規

届
、

若
し

く
は

廃
止

届
の

あ
っ

た
歯

科
技

工
所

の
名

簿
一

覧
必

要
項

目
：所

在
地

（郵
便

番
号

含
む

）電
話

番
号

、
開

設
者

、
開

設
年

月
日

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
1
2

8
/
4

19
4

6/
30

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

Ｈ
11

-0
09

00
9-

01
～

00
9-

04
（合

計
4枚

）
カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

Ｈ
11

-0
09

00
9-

01
～

00
9-

04
（合

計
4枚

）
カ

ラ
ー

希
望

開
示

7
/
1
2

7
/
1
4

19
5

6/
30

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

-0
04

-0
01

～
00

5
　

　
　

　
　

　
 0

7-
33

2-
00

1～
01

1
　

　
　

　
　

　
 1

0-
41

7-
00

1～
01

5
･全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

-0
04

-0
01

～
00

5
　

　
　

　
　

　
 0

7-
33

2-
00

1～
01

1
　

　
　

　
　

　
 1

0-
41

7-
00

1～
01

5
･全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
7
/
1
2

7
/
1
4

19
5-

2
7/

1
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

Ｈ
11

第
00

-0
52

-0
1～

08
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
Ｈ

11
第

00
-0

52
-0

1～
08

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

7
/
1
2

7
/
2
9

19
6

7/
4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-1
28

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-1
28

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
1
4

7
/
1
5

19
7

7/
4

平
成

28
年

6/
1～

6/
30

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
一

覧
表

。
・施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

年
月

日
・開

設
者

名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

28
年

6/
1～

6/
30

ま
で

に
新

規
で

確
認

し
た

熊
本

市
内

の
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
一

覧
表

。
項

目
：施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

年
月

日
・開

設
者

名

開
示

7
/
7

7
/
1
9

郵
送

19
8

7/
4

「社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

」の
平

成
27

年
度

現
況

報
告

書
「社

会
福

祉
法

人
○

○
○

○
」合

志
市

に
あ

る
平

成
27

年
度

現
況

報
告

書

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
保

育
幼

稚
園

課

平
成

27
年

度
社

会
福

祉
法

人
現

況
報

告
書

及
び

平
成

２
７

年
度

財
務

諸
表

（社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
7
/
1
4

7
/
2
1

郵
送

19
9

7/
4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
07

0号
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
07

0号
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

7
/
1
7

7
/
1
7

20
0

7/
4

○
○

○
○

の
会

計
に

関
す

る
資

料
平

成
24

年
度

か
ら

平
成

27
年

度
農

水
局

農
政

部
西

農
業

振
興

課

取
り

下
げ

28



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

20
1

7/
4

第
1次

～
３

次
熊

本
市

硝
酸

性
窒

素
削

減
計

画
の

計
画

策
定

時
の

熊
本

市
硝

酸
性

窒
素

対
策

検
討

委
員

会
の

議
事

録

環
境

局
環

境
推

進
部

水
保

全
課

第
1次

～
３

次
熊

本
市

硝
酸

性
窒

素
削

減
計

画
の

計
画

策
定

時
の

硝
酸

性
窒

素
対

策
会

議
及

び
熊

本
市

硝
酸

性
窒

素
対

策
検

討
委

員
会

の
議

事
録

及
び

会
議

資
料

開
示

7
/
2
2

8
/
1
0

郵
送

20
2

7/
4

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

Ｓ
52

-0
94

･全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

Ｓ
52

-0
94

･全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
1
4

7
/
1
4

20
3

7/
4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-0
49

　
Ｈ

14
年

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-0
49

　
Ｈ

14
年

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
1
4

7
/
1
9

20
4

7/
4

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

Ｓ
33

-0
02

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

Ｓ
33

-0
02

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
1
4

8
/
1
0

郵
送

20
5

7/
5

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
Ｈ

24
　

12
-1

30
、

Ｈ
22

　
10

-0
41

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
Ｈ

24
　

12
-1

30
、

Ｈ
22

　
10

-0
41

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
1
4

未

20
6

7/
5

平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
職

員
の

不
祥

事
の

件
数

、
内

容
及

び
処

分
に

つ
い

て
。

※
懲

戒
免

職
や

停
職

減
給

等
の

処
分

が
行

わ
れ

な
か

っ
た

場
合

に
お

い
て

も
、

実
施

機
関

が
直

接
把

握
し

て
い

る
も

の
や

警
察

に
逮

捕
さ

れ
た

り
報

告
を

受
け

た
り

し
た

も
の

を
含

む
。

総
務

局
行

政
管

理
部

人
事

課

平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
職

員
の

不
祥

事
の

件
数

、
内

容
及

び
処

分
に

つ
い

て
。

開
示

7
/
1
5

7
/
2
7

20
7

7/
5

平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
職

員
の

不
祥

事
の

件
数

、
内

容
及

び
処

分
に

つ
い

て
。

※
懲

戒
免

職
や

停
職

減
給

等
の

処
分

が
行

わ
れ

な
か

っ
た

場
合

に
お

い
て

も
、

実
施

機
関

が
直

接
把

握
し

て
い

る
も

の
や

警
察

に
逮

捕
さ

れ
た

り
報

告
を

受
け

た
り

し
た

も
の

を
含

む
。

上
下

水
道

局
総

務
部

総
務

課

平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
職

員
の

不
祥

事
の

件
数

、
内

容
及

び
処

分
に

つ
い

て
。

※
懲

戒
免

職
や

停
職

減
給

等
の

処
分

が
行

わ
れ

な
か

っ
た

場
合

に
お

い
て

も
、

実
施

機
関

が
直

接
把

握
し

て
い

る
も

の
や

警
察

に
逮

捕
さ

れ
た

り
報

告
を

受
け

た
り

し
た

も
の

を
含

む
。

開
示

7
/
2
6

7
/
2
7

20
8

7/
5

平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
職

員
の

不
祥

事
の

件
数

、
内

容
及

び
処

分
に

つ
い

て
。

※
懲

戒
免

職
や

停
職

減
給

等
の

処
分

が
行

わ
れ

な
か

っ
た

場
合

に
お

い
て

も
、

実
施

機
関

が
直

接
把

握
し

て
い

る
も

の
や

警
察

に
逮

捕
さ

れ
た

り
報

告
を

受
け

た
り

し
た

も
の

を
含

む
。

交
通

局
総

務
課

平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
職

員
の

不
祥

事
の

件
数

、
内

容
及

び
処

分
に

つ
い

て
。

※
懲

戒
免

職
や

停
職

減
給

等
の

処
分

が
行

わ
れ

な
か

っ
た

場
合

に
お

い
て

も
、

実
施

機
関

が
直

接
把

握
し

て
い

る
も

の
や

警
察

に
逮

捕
さ

れ
た

り
報

告
を

受
け

た
り

し
た

も
の

を
含

む
。

開
示

7
/
2
0

7
/
2
7

20
9

7/
5

平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
職

員
の

不
祥

事
の

件
数

、
内

容
及

び
処

分
に

つ
い

て
。

※
懲

戒
免

職
や

停
職

減
給

等
の

処
分

が
行

わ
れ

な
か

っ
た

場
合

に
お

い
て

も
、

実
施

機
関

が
直

接
把

握
し

て
い

る
も

の
や

警
察

に
逮

捕
さ

れ
た

り
報

告
を

受
け

た
り

し
た

も
の

を
含

む
。

消
防

局
総

務
部

総
務

課

平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
職

員
の

不
祥

事
の

件
数

、
内

容
及

び
処

分
に

つ
い

て
。

※
懲

戒
免

職
や

停
職

減
給

等
の

処
分

が
行

わ
れ

な
か

っ
た

場
合

に
お

い
て

も
、

実
施

機
関

が
直

接
把

握
し

て
い

る
も

の
や

警
察

に
逮

捕
さ

れ
た

り
報

告
を

受
け

た
り

し
た

も
の

を
含

む
。

開
示

7
/
1
5

7
/
2
7

29



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

21
0

7/
5

平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
職

員
の

不
祥

事
の

件
数

、
内

容
及

び
処

分
に

つ
い

て
。

※
懲

戒
免

職
や

停
職

減
給

等
の

処
分

が
行

わ
れ

な
か

っ
た

場
合

に
お

い
て

も
、

実
施

機
関

が
直

接
把

握
し

て
い

る
も

の
や

警
察

に
逮

捕
さ

れ
た

り
報

告
を

受
け

た
り

し
た

も
の

を
含

む
。

病
院

局
熊

本
市

民
病

院 事
務

局
総

務
課

平
成

１
７

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

に
実

施
機

関
に

お
い

て
把

握
し

て
い

る
職

員
の

不
祥

事
の

件
数

、
内

容
及

び
処

分
に

つ
い

て
。

※
懲

戒
免

職
や

停
職

減
給

等
の

処
分

が
行

わ
れ

な
か

っ
た

場
合

に
お

い
て

も
、

実
施

機
関

が
直

接
把

握
し

て
い

る
も

の
や

警
察

に
逮

捕
さ

れ
た

り
報

告
を

受
け

た
り

し
た

も
の

を
含

む
。

不
存

在
7
/
2
6

21
1

7/
6

・平
成

２
８

年
度

国
民

健
康

保
険

柔
道

整
復

師
療

養
費

支
給

申
請

書
点

検
業

務
委

託
・平

成
２

８
年

度
（国

民
健

康
保

険
）に

お
け

る
診

療
報

酬
明

細
書

点
検

業
務

委
託

①
入

札
説

明
書

②
入

札
・見

積
り

合
せ

参
加

業
者

及
び

各
業

者
の

応
札

金
額

③
仕

様
書

④
契

約
書

及
び

契
約

金
額

健
康
福
祉
局

保
健
衛
生
部

国
保
年
金
課

・平
成

２
８

年
度

国
民

健
康

保
険

に
係

る
診

療
報

酬
明

細
書

等
点

検
・集

計
等

業
務

委
託

（柔
道

整
復

師
療

養
費

含
む

）
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3号
　

法
人

等
情

報
7
/
1
2

8
/
1

郵
送

21
2

7/
6

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

09
-3

61
-0

1、
02

、
03

、
05

、
11

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

09
-3

61
-0

1、
02

、
03

、
05

、
11

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
1
9

未

平
成

28
年

6月
25

日
(土

)・
危

防
発

第
87

号
。

平
成

28
年

6月
24

日
付

・決
定

書
の

謄
本

に
つ

い
て

・
の

書
面

を
、

配
達

証
明

に
て

受
領

し
た

。
こ

の
内

容
も

ふ
ま

え
て

開
示

請
求

す
る

。
1.

今
回

の
「熊

本
地

震
」に

際
し

て
、

春
日

校
区

住
民

に
対

し
て

: 
～

そ
の

後
熊

本
市

防
災

会
議

に
お

い
て

審
議

及
び

承
認

が
な

さ
れ

る
。

～
 と

あ
る

|の
で

、
ど

の
様

な
承

認
が

な
さ

れ
、

指
示

・誘
導

等
が

な
さ

れ
て

、
春

日
小

学
校

体
育

館
等

・森
都

心
プ

ラ
ザ

・へ
の

避
難

指
示

が
な

さ
れ

た
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等
:指

示
書

等
・の

開
示

請
求

。
5.

今
回

の
「熊

本
地

震
」で

の
「避

難
場

所
二

箇
所

指
定

」が
、

熊
本

市
防

災
計

画
及

び
防

災
対

策
基

本
法

に
照

ら
し

て
熊

本
市

防
災

会
議

決
定

は
適

切
で

あ
っ

た
と

す
る

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

6.
春

日
校

区
住

民
の

避
難

場
所

指
定

が
二

箇
所

に
も

拘
ら

ず
、

 ・
春

日
小

学
校

体
育

館
避

難
場

所
・一

箇
所

し
か

機
能

せ
ず

、
諸

法
令

法
例

等
に

則
り

春
日

小
学

校
体

育
館

を
安

全
安

心
の

確
保

の
為

の
熊

本
市

施
行

工
事

等
の

ス
ケ

ジ
ユ

ー
ル

・
工

事
工

程
・等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
７

.熊
本

市
避

難
場

所
指

定
・春

日
小

学
校

体
育

館
裏

山
付

近
か

ら
中

腹
頂

上
に

か
け

て
は

、
熊

本
県

所
有

地
と

な
つ

て
い

る
が

、
熊

本
市

は
、

今
迄

に
こ

の
問

題
・避

難
場

所
指

定
・春

日
小

学
校

体
育

館
裏

山
・危

機
管

理
危

険
防

止
・万

日
山

土
砂

崩
崖

崩
れ

危
険

性
大

予
防

・変
則

避
難

場
所

二
箇

所
解

消
・等

の
為

、
そ

の
解

決
の

為
・何

回
何

時
何

処
で

。
対

策
会

議
等

を
執

行
し

た
か

?の
わ

か
る

資
料

等
・会

議
録

・等
・の

開
示

請
求

8.
熊

本
市

総
合

計
画

・基
本

計
画

・ま
ち

づ
く

り
の

基
本

理
念

・「
行

政
」は

、
積

極
的

に
、

市
民

の
中

に
飛

び
込

ん
で

、
地

域
の

課
題

や
市

民
の

意
見

、
要

望
等

を
的

確
に

把
握

し
、

市
民

と
と

も
に

解
決

を
図

っ
て

い
き

ま
す

。
と

あ
る

。
ま

た
、

基
本

計
画

Ⅳ
ま

ち
づ

く
り

の
重

点
的

取
組

  
 ２

ず
っ

と
住

み
た

い
ま

ち
づ

く
り

(1
)

誰
も

が
移

動
し

や
す

い
都

市
を

つ
く

り
ま

す
。

と
あ

る
。

更
に

、
熊

本
市

憲
法

・熊
本

市
自

治
基

本
条

例
理

念
と

し
て

、
協

働
の

ま
ち

づ
く

り
・等

と
し

て
、

ま
ち

づ
く

り
三

原
則

を
遵

守
・遵

法
す

る
と

も
詠

わ
れ

て
い

る
。

地
域

版
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

は
、

行
政

も
市

民
の

中
に

飛
び

込
ん

で
作

成
す

る
も

の
で

あ
る

が
、

「行
政

」は
、

今
迄

・こ
の

春
日

4丁
目

の
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

作
成

に
当

た
り

、
ど

の
様

な
関

わ
り

を
持

っ
た

か
?い

つ
頃

・誰
々

が
・住

民
等

と
協

同
作

業
を

し
た

か
?分

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

不
存

在
7
/
1
4

21
4

7/
6

平
成

28
年

6月
25

日
(土

)・
危

防
発

第
87

号
。

平
成

28
年

6月
24

日
付

・決
定

書
の

謄
本

に
つ

い
て

・
の

書
面

を
、

配
達

証
明

に
て

受
領

し
た

。
こ

の
内

容
も

ふ
ま

え
て

開
示

請
求

す
る

。
1.

今
回

の
「熊

本
地

震
」に

際
し

て
、

春
日

校
区

住
民

に
対

し
て

: 
～

そ
の

後
熊

本
市

防
災

会
議

に
お

い
て

審
議

及
び

承
認

が
な

さ
れ

る
。

～
 と

あ
る

|の
で

、
ど

の
様

な
承

認
が

な
さ

れ
、

指
示

・誘
導

等
が

な
さ

れ
て

、
春

日
小

学
校

体
育

館
等

・森
都

心
プ

ラ
ザ

・へ
の

避
難

指
示

が
な

さ
れ

た
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等
:指

示
書

等
・の

開
示

請
求

。
5.

今
回

の
「熊

本
地

震
」で

の
「避

難
場

所
二

箇
所

指
定

」が
、

熊
本

市
防

災
計

画
及

び
防

災
対

策
基

本
法

に
照

ら
し

て
熊

本
市

防
災

会
議

決
定

は
適

切
で

あ
っ

た
と

す
る

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

6.
春

日
校

区
住

民
の

避
難

場
所

指
定

が
二

箇
所

に
も

拘
ら

ず
、

 ・
春

日
小

学
校

体
育

館
避

難
場

所
・一

箇
所

し
か

機
能

せ
ず

、
諸

法
令

法
例

等
に

則
り

春
日

小
学

校
体

育
館

を
安

全
安

心
の

確
保

の
為

の
熊

本
市

施
行

工
事

等
の

ス
ケ

ジ
ユ

ー
ル

・
工

事
工

程
・等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
７

.熊
本

市
避

難
場

所
指

定
・春

日
小

学
校

体
育

館
裏

山
付

近
か

ら
中

腹
頂

上
に

か
け

て
は

、
熊

本
県

所
有

地
と

な
つ

て
い

る
が

、
熊

本
市

は
、

今
迄

に
こ

の
問

題
・避

難
場

所
指

定
・春

日
小

学
校

体
育

館
裏

山
・危

機
管

理
危

険
防

止
・万

日
山

土
砂

崩
崖

崩
れ

危
険

性
大

予
防

・変
則

避
難

場
所

二
箇

所
解

消
・等

の
為

、
そ

の
解

決
の

為
・何

回
何

時
何

処
で

。
対

策
会

議
等

を
執

行
し

た
か

?の
わ

か
る

資
料

等
・会

議
録

・等
・の

開
示

請
求

8.
熊

本
市

総
合

計
画

・基
本

計
画

・ま
ち

づ
く

り
の

基
本

理
念

・「
行

政
」は

、
積

極
的

に
、

市
民

の
中

に
飛

び
込

ん
で

、
地

域
の

課
題

や
市

民
の

意
見

、
要

望
等

を
的

確
に

把
握

し
、

市
民

と
と

も
に

解
決

を
図

っ
て

い
き

ま
す

。
と

あ
る

。
ま

た
、

基
本

計
画

Ⅳ
ま

ち
づ

く
り

の
重

点
的

取
組

  
 ２

ず
っ

と
住

み
た

い
ま

ち
づ

く
り

(1
)

誰
も

が
移

動
し

や
す

い
都

市
を

つ
く

り
ま

す
。

と
あ

る
。

更
に

、
熊

本
市

憲
法

・熊
本

市
自

治
基

本
条

例
理

念
と

し
て

、
協

働
の

ま
ち

づ
く

り
・等

と
し

て
、

ま
ち

づ
く

り
三

原
則

を
遵

守
・遵

法
す

る
と

も
詠

わ
れ

て
い

る
。

地
域

版
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

は
、

行
政

も
市

民
の

中
に

飛
び

込
ん

で
作

成
す

る
も

の
で

あ
る

が
、

「行
政

」は
、

今
迄

・こ
の

春
日

4丁
目

の
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

作
成

に
当

た
り

、
ど

の
様

な
関

わ
り

を
持

っ
た

か
?い

つ
頃

・誰
々

が
・住

民
等

と
協

同
作

業
を

し
た

か
?分

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

政
策

局
危

機
管

理
防

災
総

室

30



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

西
区

避
難

所
開

設
状

況
開

示
7
/
2
7

8
/
2

地
域

版
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

作
成

申
請

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2号
　

個
人

情
報

7
/
2
7

8
/
2

4.
～

実
施

機
関

(熊
本

市
)と

森
都

心
プ

ラ
ザ

の
指

定
管

理
者

と
の

間
で

「災
害

等
緊

急
時

に
お

け
る

施
設

利
用

の
協

力
に

関
す

る
覚

書
」に

基
づ

き
、

春
日

校
区

市
民

住
民

等
に

対
し

、
ど

の
様

な
指

示
徹

底
・通

知
書

・等
を

発
効

さ
せ

:春
日

校
区

住
民

市
民

等
に

避
難

指
示

を
徹

底
さ

せ
た

か
?等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

不
存

在
7
/
2
7

21
5

2.
春

日
校

区
・避

難
所

は
春

日
小

学
校

体
育

館
等

・新
都

心
プ

ラ
ザ

・の
二

箇
所

と
し

て
、

広
く

広
報

で
指

示
徹

底
さ

れ
て

い
た

が
、

こ
の

「熊
本

地
震

」で
新

都
心

プ
ラ

ザ
・避

難
所

に
避

難
し

た
市

民
住

民
は

何
人

居
た

か
？

ど
の

場
所

に
避

難
し

た
か

？
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

。
避

難
者

数
に

表
に

つ
い

て
は

、
森

都
心

プ
ラ

ザ
避

難
者

が
0の

も
の

は
不

要
3.

も
し

・そ
の

時
、

避
難

し
た

人
が

居
な

か
っ

た
の

な
ら

ば
、

何
故

い
な

か
っ

た
の

か
？

避
難

場
所

と
し

て
認

め
な

か
っ

た
の

か
？

何
故

な
の

か
？

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
4.

～
実

施
機

関
(熊

本
市

)と
森

都
心

プ
ラ

ザ
の

指
定

管
理

者
と

の
間

で
「災

害
等

緊
急

時
に

お
け

る
施

設
利

用
の

協
力

に
関

す
る

覚
書

」に
基

づ
き

、
春

日
校

区
市

民
住

民
等

に
対

し
、

ど
の

様
な

指
示

徹
底

・通
知

書
・等

を
発

効
さ

せ
:春

日
校

区
住

民
市

民
等

に
避

難
指

示
を

徹
底

さ
せ

た
か

?等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

西
区

役
所

区
民

部
総

務
企

画
課

7/
6

平
成

28
年

6月
25

日
(土

)・
危

防
発

第
87

号
。

平
成

28
年

6月
24

日
付

・決
定

書
の

謄
本

に
つ

い
て

・
の

書
面

を
、

配
達

証
明

に
て

受
領

し
た

。
こ

の
内

容
も

ふ
ま

え
て

開
示

請
求

す
る

。
1.

今
回

の
「熊

本
地

震
」に

際
し

て
、

春
日

校
区

住
民

に
対

し
て

: 
～

そ
の

後
熊

本
市

防
災

会
議

に
お

い
て

審
議

及
び

承
認

が
な

さ
れ

る
。

～
 と

あ
る

|の
で

、
ど

の
様

な
承

認
が

な
さ

れ
、

指
示

・誘
導

等
が

な
さ

れ
て

、
春

日
小

学
校

体
育

館
等

・森
都

心
プ

ラ
ザ

・へ
の

避
難

指
示

が
な

さ
れ

た
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等
:指

示
書

等
・の

開
示

請
求

。
5.

今
回

の
「熊

本
地

震
」で

の
「避

難
場

所
二

箇
所

指
定

」が
、

熊
本

市
防

災
計

画
及

び
防

災
対

策
基

本
法

に
照

ら
し

て
熊

本
市

防
災

会
議

決
定

は
適

切
で

あ
っ

た
と

す
る

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

6.
春

日
校

区
住

民
の

避
難

場
所

指
定

が
二

箇
所

に
も

拘
ら

ず
、

 ・
春

日
小

学
校

体
育

館
避

難
場

所
・一

箇
所

し
か

機
能

せ
ず

、
諸

法
令

法
例

等
に

則
り

春
日

小
学

校
体

育
館

を
安

全
安

心
の

確
保

の
為

の
熊

本
市

施
行

工
事

等
の

ス
ケ

ジ
ユ

ー
ル

・
工

事
工

程
・等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
７

.熊
本

市
避

難
場

所
指

定
・春

日
小

学
校

体
育

館
裏

山
付

近
か

ら
中

腹
頂

上
に

か
け

て
は

、
熊

本
県

所
有

地
と

な
つ

て
い

る
が

、
熊

本
市

は
、

今
迄

に
こ

の
問

題
・避

難
場

所
指

定
・春

日
小

学
校

体
育

館
裏

山
・危

機
管

理
危

険
防

止
・万

日
山

土
砂

崩
崖

崩
れ

危
険

性
大

予
防

・変
則

避
難

場
所

二
箇

所
解

消
・等

の
為

、
そ

の
解

決
の

為
・何

回
何

時
何

処
で

。
対

策
会

議
等

を
執

行
し

た
か

?の
わ

か
る

資
料

等
・会

議
録

・等
・の

開
示

請
求

8.
熊

本
市

総
合

計
画

・基
本

計
画

・ま
ち

づ
く

り
の

基
本

理
念

・「
行

政
」は

、
積

極
的

に
、

市
民

の
中

に
飛

び
込

ん
で

、
地

域
の

課
題

や
市

民
の

意
見

、
要

望
等

を
的

確
に

把
握

し
、

市
民

と
と

も
に

解
決

を
図

っ
て

い
き

ま
す

。
と

あ
る

。
ま

た
、

基
本

計
画

Ⅳ
ま

ち
づ

く
り

の
重

点
的

取
組

  
 ２

ず
っ

と
住

み
た

い
ま

ち
づ

く
り

(1
)

誰
も

が
移

動
し

や
す

い
都

市
を

つ
く

り
ま

す
。

と
あ

る
。

更
に

、
熊

本
市

憲
法

・熊
本

市
自

治
基

本
条

例
理

念
と

し
て

、
協

働
の

ま
ち

づ
く

り
・等

と
し

て
、

ま
ち

づ
く

り
三

原
則

を
遵

守
・遵

法
す

る
と

も
詠

わ
れ

て
い

る
。

地
域

版
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

は
、

行
政

も
市

民
の

中
に

飛
び

込
ん

で
作

成
す

る
も

の
で

あ
る

が
、

「行
政

」は
、

今
迄

・こ
の

春
日

4丁
目

の
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

作
成

に
当

た
り

、
ど

の
様

な
関

わ
り

を
持

っ
た

か
?い

つ
頃

・誰
々

が
・住

民
等

と
協

同
作

業
を

し
た

か
?分

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

不
存

在
7
/
1
4

21
4

7/
6

平
成

28
年

6月
25

日
(土

)・
危

防
発

第
87

号
。

平
成

28
年

6月
24

日
付

・決
定

書
の

謄
本

に
つ

い
て

・
の

書
面

を
、

配
達

証
明

に
て

受
領

し
た

。
こ

の
内

容
も

ふ
ま

え
て

開
示

請
求

す
る

。
1.

今
回

の
「熊

本
地

震
」に

際
し

て
、

春
日

校
区

住
民

に
対

し
て

: 
～

そ
の

後
熊

本
市

防
災

会
議

に
お

い
て

審
議

及
び

承
認

が
な

さ
れ

る
。

～
 と

あ
る

|の
で

、
ど

の
様

な
承

認
が

な
さ

れ
、

指
示

・誘
導

等
が

な
さ

れ
て

、
春

日
小

学
校

体
育

館
等

・森
都

心
プ

ラ
ザ

・へ
の

避
難

指
示

が
な

さ
れ

た
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等
:指

示
書

等
・の

開
示

請
求

。
5.

今
回

の
「熊

本
地

震
」で

の
「避

難
場

所
二

箇
所

指
定

」が
、

熊
本

市
防

災
計

画
及

び
防

災
対

策
基

本
法

に
照

ら
し

て
熊

本
市

防
災

会
議

決
定

は
適

切
で

あ
っ

た
と

す
る

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

6.
春

日
校

区
住

民
の

避
難

場
所

指
定

が
二

箇
所

に
も

拘
ら

ず
、

 ・
春

日
小

学
校

体
育

館
避

難
場

所
・一

箇
所

し
か

機
能

せ
ず

、
諸

法
令

法
例

等
に

則
り

春
日

小
学

校
体

育
館

を
安

全
安

心
の

確
保

の
為

の
熊

本
市

施
行

工
事

等
の

ス
ケ

ジ
ユ

ー
ル

・
工

事
工

程
・等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
７

.熊
本

市
避

難
場

所
指

定
・春

日
小

学
校

体
育

館
裏

山
付

近
か

ら
中

腹
頂

上
に

か
け

て
は

、
熊

本
県

所
有

地
と

な
つ

て
い

る
が

、
熊

本
市

は
、

今
迄

に
こ

の
問

題
・避

難
場

所
指

定
・春

日
小

学
校

体
育

館
裏

山
・危

機
管

理
危

険
防

止
・万

日
山

土
砂

崩
崖

崩
れ

危
険

性
大

予
防

・変
則

避
難

場
所

二
箇

所
解

消
・等

の
為

、
そ

の
解

決
の

為
・何

回
何

時
何

処
で

。
対

策
会

議
等

を
執

行
し

た
か

?の
わ

か
る

資
料

等
・会

議
録

・等
・の

開
示

請
求

8.
熊

本
市

総
合

計
画

・基
本

計
画

・ま
ち

づ
く

り
の

基
本

理
念

・「
行

政
」は

、
積

極
的

に
、

市
民

の
中

に
飛

び
込

ん
で

、
地

域
の

課
題

や
市

民
の

意
見

、
要

望
等

を
的

確
に

把
握

し
、

市
民

と
と

も
に

解
決

を
図

っ
て

い
き

ま
す

。
と

あ
る

。
ま

た
、

基
本

計
画

Ⅳ
ま

ち
づ

く
り

の
重

点
的

取
組

  
 ２

ず
っ

と
住

み
た

い
ま

ち
づ

く
り

(1
)

誰
も

が
移

動
し

や
す

い
都

市
を

つ
く

り
ま

す
。

と
あ

る
。

更
に

、
熊

本
市

憲
法

・熊
本

市
自

治
基

本
条

例
理

念
と

し
て

、
協

働
の

ま
ち

づ
く

り
・等

と
し

て
、

ま
ち

づ
く

り
三

原
則

を
遵

守
・遵

法
す

る
と

も
詠

わ
れ

て
い

る
。

地
域

版
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

は
、

行
政

も
市

民
の

中
に

飛
び

込
ん

で
作

成
す

る
も

の
で

あ
る

が
、

「行
政

」は
、

今
迄

・こ
の

春
日

4丁
目

の
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

作
成

に
当

た
り

、
ど

の
様

な
関

わ
り

を
持

っ
た

か
?い

つ
頃

・誰
々

が
・住

民
等

と
協

同
作

業
を

し
た

か
?分

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

政
策

局
危

機
管

理
防

災
総

室

31



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

21
6

7/
6

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

Ｓ
45

-3
05

-5
2、

Ｓ
44

-5
59

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

Ｓ
45

-3
05

-5
2、

Ｓ
44

-5
59

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
1
9

8
/
8

21
7

7/
7

喫
茶

店
営

業
（自

動
販

売
機

）デ
ー

タ
一

覧
健

康
福

祉
局

保
健

衛
生

部
食

品
保

健
課

平
成

２
８

年
７

月
７

日
ま

で
に

喫
茶

店
営

業
許

可
を

受
け

た
自

動
販

売
機

一
覧

項
目

：屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

申
請

者

開
示

7
/
2
0

7
/
2
5

21
8

7/
8

・廃
院

日
・正

式
所

在
地

・正
式

名
称

・医
療

記
録

の
引

継
ぎ

の
有

無
（病

院
名

）○
○

○
○

（住
所

）熊
本

市
北

区
清

水
亀

井
町

○
-○

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

医
療

政
策

課

取
り

下
げ

21
9

7/
8

平
成

28
年

6月
17

日
随

意
契

約
白

川
流

域
治

水
対

策
河

川
（社

会
資

本
）（

護
岸

そ
の

5）
工

事
に

伴
う

公
共

下
水

道
管

渠
移

設
工

事
（第

18
－

28
31

3工
区

）の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

白
川

流
域

治
水

対
策

河
川

（社
会

資
本

）（
護

岸
そ

の
5）

工
事

に
伴

う
公

共
下

水
道

管
渠

移
設

工
事

（第
18

－
28

31
3工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
1
9

8
/
3

22
0

7/
11

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
請

求
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
し

ま
す

。
項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
申

請
者

名
期

間
：2

01
6年

6月
24

日
よ

り
20

16
年

7月
8日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
申

請
者

名
期

間
：2

01
6年

6月
24

日
よ

り
20

16
年

7月
8日

開
示

7
/
1
4

8
/
2

22
1

7/
11

・平
成

２
８

年
度

（生
活

保
護

）に
お

け
る

診
療

報
酬

明
細

書
点

検
業

務
委

託
①

入
札

説
明

書
②

入
札

・見
積

り
合

せ
参

加
業

者
及

び
各

業
者

の
応

札
金

額
③

仕
様

書
④

契
約

書
及

び
契

約
金

額

健
康

福
祉

局
福

祉
部

保
護

管
理

援
護

課

平
成

２
８

年
度

生
活

保
護

に
お

け
る

診
療

報
酬

明
細

書
点

検
業

務
委

託
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3号
　

法
人

等
情

報
7
/
1
5

8
/
1

郵
送

22
2

7/
11

・平
成

28
年

4月
1日

か
ら

平
成

28
年

6月
30

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

・合
志

１
・2

丁
目

及
び

白
藤

1・
2丁

目
全

域
の

住
居

表
示

台
帳

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

・平
成

28
年

4月
1日

か
ら

平
成

28
年

6月
30

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

・合
志

１
・2

丁
目

及
び

白
藤

1・
2丁

目
全

域
の

住
居

表
示

台
帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
2
6

8
/
4

郵
送

22
3

7/
11

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

15
-3

24
号

、
12

-3
22

号
、

06
-3

05
号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

15
-3

24
号

、
12

-3
22

号
、

06
-3

05
号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
2
0

未

22
4

7/
12

・健
軍

文
化

ホ
ー

ル
の

建
設

時
の

ボ
ー

リ
ン

グ
柱

状
図

（地
質

調
査

図
）

経
済

観
光

局
文

化
・ス

ポ
ー

ツ
交

流
部

市
民

会
館

・健
軍

文
化

ホ
ー

ル
の

建
設

時
の

ボ
ー

リ
ン

グ
柱

状
図

（地
質

調
査

図
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
2
8

7
/
2
8

22
5

7/
13

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-4
5-

01
～

09
･協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-4
5-

01
～

09
･協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
7
/
2
0

7
/
2
2

22
6

7/
13

城
南

町
浄

化
セ

ン
タ

ー
の

ボ
ー

リ
ン

グ
柱

状
図

(平
成

25
年

度
分

)
上

下
水

道
局

維
持

管
理

部
水

再
生

課

城
南

町
浄

化
セ

ン
タ

ー
の

ボ
ー

リ
ン

グ
柱

状
図

(平
成

25
年

度
分

)
開

示
7
/
2
0

8
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

22
7

7/
13

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
S4

3-
41

2、
 S

45
-3

05
-4

6
全

部
 カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
S4

3-
41

2、
 S

45
-3

05
-4

6
全

部
 カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
2
0

7
/
2
5

22
8

7/
13

平
成

28
年

6月
1日

か
ら

平
成

28
年

6月
30

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
一

覧
項

目
: 

施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

28
年

6月
1日

か
ら

平
成

28
年

6月
30

日
ま

で
の

間
に

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
下

記
に

関
す

る
一

覧
項

目
: 

施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

7
/
2
0

未

22
9

7/
14

所
在

地
 熊

本
市

北
区

植
木

町
清

水
字

午
頭

園
○

、
又

○
・国

有
財

産
特

定
図

面

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

総
務

課

所
在

地
 熊

本
市

北
区

植
木

町
清

水
字

午
頭

園
○

、
又

○
・国

有
財

産
特

定
図

面
開

示
7
/
1
4

7
/
1
9

23
0

7/
14

西
区

谷
尾

崎
町

○
-○

番
付

近
φ

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

西
区

谷
尾

崎
町

○
-○

番
付

近
φ

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
金

入
設

計
書

開
示

7
/
1
5

8
/
1

23
1

7/
14

(仮
称

)熊
本

市
隈

庄
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
建

設
機

械
設

備
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

設
備

課

(仮
称

)熊
本

市
隈

庄
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
建

設
機

械
設

備
工

事
金

入
設

計
書

開
示

7
/
1
9

8
/
1

23
2

7/
14

■
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
 昭

和
42

年
2月

6
日

 第
16

号
カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
判

定
 判

定
番

号
 平

成
16

年
9月

13
日

04
年

49
8号

カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
 昭

和
42

年
2月

6
日

 第
16

号
カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
判

定
 判

定
番

号
 平

成
16

年
9月

13
日

04
年

49
8号

カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
2
2

7
/
2
2

23
3

7/
14

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

44
-6

05
 熊

本
県

令
60

5号
・全

部
・復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

)
カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

44
-6

05
 熊

本
県

令
60

5号
・全

部
・復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

)
カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
2
2

7
/
2
2

23
4

7/
14

■
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 D
-6

 9
9-

10
4

・全
部

 ・
協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

)
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
建

築
指

導
課

■
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 D
-6

 9
9-

10
4

・全
部

 ・
協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2号
　

個
人

情
報

7
/
2
2

7
/
2
6

23
5

7/
15

下
水

道
総

合
地

震
対

策
(帯

山
中

学
校

外
2校

)マ
ン

ホ
ー

ル
ト
イ

レ
整

備
工

事
(第

18
‐ 

28
20

1工
区

)
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

下
水

道
総

合
地

震
対

策
(帯

山
中

学
校

外
2校

)マ
ン

ホ
ー

ル
ト
イ

レ
整

備
工

事
(第

18
‐ 

28
20

1工
区

)
の

金
入

設
計

書
開

示
7
/
2
2

7
/
2
6

23
6

7/
15

■
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 平
成

16
年

度
 0

4-
14

7
・全

部
 ・

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 平
成

16
年

度
 0

4-
14

7
・全

部
 ・

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
7
/
2
7

8
/
2

33



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

23
7

7/
15

下
記

工
事

の
電

子
入

札
に

係
る

入
札

公
告

文
・南

区
城

南
町

塚
原

～
舞

原
間

φ
30

0・
10

0粍
導

配
水

管
布

設
工

事
に

伴
う

測
量

設
計

業
務

委
託

・北
区

植
木

町
平

野
○

番
地

付
近

φ
15

0・
10

0・
50

粍
配

水
管

布
設

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託
・都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
1号

幹
線

枝
線

外
設

計
業

務
委

託
(第

27
06

号
)

・都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

22
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
外

現
場

技
術

業
務

委
託

(第
60

1
号

).
・下

水
道

総
合

地
震

対
策

基
礎

調
査

(地
質

調
査

)
業

務
(そ

の
11

)委
託

(第
27

35
号

)
・国

道
57

号
線

(流
通

団
地

入
口

～
近

見
東

)共
同

溝
内

φ
50

0粍
配

水
管

布
設

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託

総
務

局
契

約
監

理
部

工
事

契
約

課

下
記

工
事

の
電

子
入

札
に

係
る

入
札

公
告

文
・南

区
城

南
町

塚
原

～
舞

原
間

φ
30

0・
10

0粍
導

配
水

管
布

設
工

事
に

伴
う

測
量

設
計

業
務

委
託

・北
区

植
木

町
平

野
○

番
地

付
近

φ
15

0・
10

0・
50

粍
配

水
管

布
設

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託
・都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
1号

幹
線

枝
線

外
設

計
業

務
委

託
(第

27
06

号
)

・都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

22
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
外

現
場

技
術

業
務

委
託

(第
60

1
号

).
・下

水
道

総
合

地
震

対
策

基
礎

調
査

(地
質

調
査

)
業

務
(そ

の
11

)委
託

(第
27

35
号

)
・国

道
57

号
線

(流
通

団
地

入
口

～
近

見
東

)共
同

溝
内

φ
50

0粍
配

水
管

布
設

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託

開
示

7
/
2
9

8
/
2

23
8

7/
15

下
記

工
事

の
電

子
入

札
に

係
る

特
記

仕
様

書
及

び
一

般
仕

様
書

・南
区

城
南

町
塚

原
～

舞
原

間
φ

30
0・

10
0粍

導
配

水
管

布
設

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託
・北

区
植

木
町

平
野

○
番

地
付

近
φ

15
0・

10
0・

50
粍

配
水

管
布

設
工

事
に

伴
う

測
量

設
計

業
務

委
託

・国
道

57
号

線
(流

通
団

地
入

口
～

近
見

東
)共

同
溝

内
φ

50
0粍

配
水

管
布

設
工

事
に

伴
う

測
量

設
計

業
務

委
託

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

・南
区

城
南

町
塚

原
～

舞
原

間
φ

30
0・

10
0粍

導
配

水
管

布
設

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託
・北

区
植

木
町

平
野

○
番

地
付

近
φ

15
0・

10
0・

50
粍

配
水

管
布

設
工

事
に

伴
う

測
量

設
計

業
務

委
託

・国
道

57
号

線
(流

通
団

地
入

口
～

近
見

東
)共

同
溝

内
φ

50
0粍

配
水

管
布

設
工

事
に

伴
う

測
量

設
計

業
務

委
託

上
記

3件
の

電
子

入
札

に
係

る
特

記
仕

様
書

及
び

一
般

仕
様

書

開
示

7
/
2
2

8
/
2

23
9

7/
15

下
記

工
事

の
電

子
入

札
に

係
る

特
記

仕
様

書
及

び
一

般
仕

様
書

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1号
幹

線
枝

線
外

設
計

業
務

委
託

(第
27

06
号

)及
び

下
水

道
総

合
地

震
対

策
基

礎
調

査
(地

質
調

査
)業

務
(そ

の
11

)委
託

(第
27

35
号

)の
「特

記
仕

様
書

」及
び

「一
般

仕
様

書
」

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

計
画

調
整

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1号
幹

線
枝

線
外

設
計

業
務

委
託

(第
27

06
号

)及
び

下
水

道
総

合
地

震
対

策
基

礎
調

査
(地

質
調

査
)業

務
(そ

の
11

)委
託

(第
27

35
号

)の
「特

記
仕

様
書

」及
び

「一
般

仕
様

書
」

開
示

7
/
2
2

8
/
2

24
0

7/
15

下
記

工
事

の
電

子
入

札
に

係
る

特
記

仕
様

書
及

び
一

般
仕

様
書

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

22
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
外

現
場

技
術

業
務

委
託

(第
60

1号
)

の
特

記
仕

様
書

及
び

共
通

仕
様

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

22
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
外

現
場

技
術

業
務

委
託

(第
60

1号
)

の
特

記
仕

様
書

及
び

共
通

仕
様

書
開

示
7
/
2
0

8
/
2

24
1

7/
15

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
28

年
4月

11
日

～
平

成
28

年
5月

10
日

届
出

分
)(

建
築

物
に

限
る

)

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(平

成
28

年
4月

11
日

～
平

成
28

年
5月

10
日

届
出

分
)(

建
築

物
に

限
る

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
7
/
2
6

8
/
2

34



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

24
2

7/
15

変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

西
区

河
内

町
野

出
○

番
地

付
近

φ
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
替

他
3件

工
事

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

西
区

河
内

町
野

出
○

番
地

付
近

φ
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
替

他
3件

工
事

上
記

の
変

更
後

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

7
/
2
6

7
/
2
8

24
3

7/
19

(仮
称

)植
木

地
域

農
産

物
の

駅
舗

装
工

事
 金

入
設

計
書

農
水

局
農

政
部

北
農

業
振

興
課

平
成

28
年

7月
14

日
契

約
 北

農
業

振
興

課
(仮

称
)植

木
地

域
農

産
物

の
駅

舗
装

工
事

 金
入

設
計

書
開

示
7
/
2
0

8
/
3

24
4

7/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

15
年

　
03

-1
47

・全
部

カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

15
年

　
03

-1
47

・全
部

カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
1

8
/
2

24
5

7/
19

■
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 0
7-

00
8　

9枚
、

03
-

05
2 

10
枚

・全
部

 ・
協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

)
カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 0
7-

00
8　

9枚
、

03
-

05
2 

10
枚

・全
部

 ・
協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

)
カ

ラ
ー

希
望

開
示

8
/
1

8
/
2

24
6

7/
20

■
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 0
5-

10
0-

01
～

08
・全

部
 ・

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 0
5-

10
0-

01
～

08
・全

部
 ・

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
2

8
/
1
7

24
7

7/
21

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

年
　

29
7号

・全
部

カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

年
　

29
7号

・全
部

カ
ラ

ー
希

望

開
示

8
/
2

8
/
8

24
8

7/
21

●
北

区
植

木
町

山
本

○
番

地
付

近
φ

15
0・

75
・

50
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
上

記
工

事
の

金
入

り
内

訳
書

(工
種

明
細

表
。

科
目

内
訳

表
)

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

●
北

区
植

木
町

山
本

○
番

地
付

近
φ

15
0・

75
・

50
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
上

記
工

事
の

金
入

り
内

訳
書

(工
種

明
細

表
。

科
目

内
訳

表
)

開
示

7
/
2
2

7
/
2
7

24
9

7/
21

■
道

路
の

判
定

指
定

番
号

 2
1/

3/
13

 0
9-

05
3号

 卜
5

・全
部

・協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

 カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

指
定

番
号

 2
1/

3/
13

 0
9-

05
3号

 卜
5

・全
部

・協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

 カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
2

8
/
4

25
0

7/
21

平
成

28
年

7月
6日

開
札

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

 高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

花
園

イ
ン

タ
－

線
付

替
道

路
改

良
工

事 上
記

の
金

入
り

設
計

書
の

明
示

を
お

願
い

し
ま

す

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

平
成

28
年

7月
6日

開
札

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

 高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

花
園

イ
ン

タ
－

線
付

替
道

路
改

良
工

事 上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

7
/
2
5

7
/
2
8

25
1

7/
21

特
定

建
築

物
台

帳
一

覧
l.
特

定
建

築
物

の
名

称
2.

建
築

物
の

所
在

地
3.

建
築

物
の

用
途

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

特
定

建
築

物
台

帳
一

覧
l.
特

定
建

築
物

の
名

称
2.

建
築

物
の

所
在

地
3.

建
築

物
の

用
途

開
示

7
/
2
9

8
/
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

25
2

7/
22

○
「金

入
設

計
書

」
・一

般
県

道
花

園
イ

ン
タ

ー
線

ラ
ン

プ
部

道
路

改
良

工
事

(そ
の

2)

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

○
「金

入
設

計
書

」
・一

般
県

道
花

園
イ

ン
タ

ー
線

ラ
ン

プ
部

道
路

改
良

工
事

(そ
の

2)
開

示
7
/
2
5

7
/
2
8

25
3

7/
22

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
:店

舗
名

・住
所

。
電

話
番

号
。

届
出

者
名

期
間

:2
01

6年
7月

9日
か

ら
20

16
年

7月
22

日
ま

で

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
:店

舗
名

・住
所

。
電

話
番

号
。

届
出

者
名

期
間

:2
01

6年
7月

9日
か

ら
20

16
年

7月
22

日
ま

で

開
示

7
/
2
8

8
/
2

25
4

7/
22

熊
本

地
震

発
生

時
の

通
信

記
録

20
16

年
4/

14
以

降
の

被
災

者
と

の
や

り
と

り
な

ど
(文

書
及

び
音

声
記

録
）

消
防

局
総

務
部

総
務

課

熊
本

地
震

発
生

時
の

通
信

記
録

20
16

年
4/

14
以

降
の

被
災

者
と

の
や

り
と

り
な

ど
(文

書
及

び
音

声
記

録
）

不
開

示
2号

　
個

人
情

報
8
/
8

未

25
5

7/
22

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

政
策

局
復

興
部

復
興

総
務

課

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

開
示

8
/
3

未

25
6

7/
22

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

政
策

局
復

興
部

生
活

再
建

支
援

課

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

・災
害

弔
慰

金
等

の
支

給
の

取
扱

い
に

つ
い

て
(熊

本
県

健
康

福
祉

部
長

)
・災

害
弔

慰
金

等
の

支
給

の
取

扱
い

に
つ

い
て

(内
閣

府
政

策
統

括
官

(防
災

担
当

))

開
示

7
/
2
5

未

25
7

7/
22

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

政
策

局
復

興
部

住
宅

再
建

支
援

課

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

不
存

在
8
/
1
2

25
8

7/
22

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

政
策

局
危

機
管

理
防

災
総

室

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

開
示

7
/
2
9

未

25
9

7/
22

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

総
務

局
行

政
管

理
部

人
事

課

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

開
示

8
/
1

未

26
0

7/
22

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

総
務

局
行

政
管

理
部

労
務

厚
生

課

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

開
示

7
/
2
6

未

26
1

7/
22

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

財
政

局
財

務
部

財
政

課

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

開
示

8
/
8

未

26
2

7/
22

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

財
政

局
税

務
部

課
税

管
理

課

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

開
示

7
/
2
9

未

36



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

26
3

7/
22

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

健
康

福
祉

局
福

祉
部

健
康

福
祉

政
策

課

・ 
平

成
28

年
熊

本
地

震
に

係
る

被
害

認
定

調
査

・
罹

災
証

明
書

交
付

の
迅

速
化

等
に

係
る

通
知

に
つ

い
て

・平
成

28
年

熊
本

地
震

に
お

け
る

被
害

認
定

調
査

・罹
災

証
明

書
交

付
等

に
係

る
留

意
事

項
に

つ
い

て

開
示

8
/
9

未

26
4

7/
22

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

健
康

福
祉

局
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

開
示

8
/
9

未

26
5

7/
22

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
子

ど
も

支
援

課

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

開
示

8
/
2

未

26
6

7/
22

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

熊
本

城
総

合
事

務
所

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
市

の
担

当
部

局
に

対
す

る
国

か
ら

の
通

知
な

ど
の

文
書

一
式

(2
01

6年
度

分
)

不
存

在
8
/
9

26
7

7/
22

|北
区

山
室

1丁
目

○
番

付
近

φ
30

0・
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

3件
工

事
｛総

合
評

価
｝の

金
入

り
設

計
書

(科
目

内
訳

含
む

)

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

北
区

山
室

1丁
目

○
番

付
近

φ
30

0・
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

3件
工

事
上

記
の

当
初

金
入

り
設

計
書

(科
目

内
訳

含
む

）
開

示
7
/
2
7

8
/
3

26
8

7/
25

■
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
　

S4
6-

00
8(

上
高

橋
)

　
　

　
　

　
　

　
H

1
4-

02
0(

戸
島

西
1丁

目
)

・全
部

 カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
　

S4
6-

00
8(

上
高

橋
)

　
　

　
　

　
　

　
H

1
4-

02
0(

戸
島

西
1丁

目
)

・全
部

 カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
4

26
9

7/
25

中
央

区
世

安
町

(泰
平

橋
通

り
)付

近
φ

15
0・

10
0

粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

(科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
含

む
)

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

件
名

:中
央

区
世

安
町

(泰
平

橋
通

り
)付

近
φ

15
0・

10
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

内
容

:上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
(科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

含
む

)

開
示

7
/
2
8

8
/
3

27
0

7/
25

■
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 0
6-

45
9

・0
1J

P
G

～
 0

9 
JP

G
 ・

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

 カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 0
6-

45
9

・0
1J

P
G

～
 0

9 
JP

G
 ・

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

 カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
4

8
/
5

27
1

7/
25

■
 道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 平
成

13
年

度
 0

1-
53

4
・全

部
 ・

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
 道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 平
成

13
年

度
 0

1-
53

4
・全

部
 ・

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
8

未

27
2

7/
25

■
 道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 0
7年

度
32

0号
・全

部
カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
 道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 0
7年

度
32

0号
・全

部
カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
8
/
8

8
/
1
0

27
3

7/
25

■
 道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 平
成

14
年

度
 0

2-
41

2
・全

部
 ・

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
 道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 平
成

14
年

度
 0

2-
41

2
・全

部
 ・

協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
8
/
8

8
/
1
2

37



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

27
4

7/
26

■
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
 S

38
.2

.1
第

8号
・全

部
 ・

復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
)

カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
 S

38
.2

.1
第

8号
・全

部
 ・

復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
)

カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
1
0

8
/
1
8

27
5

7/
26

市
道

東
町

1丁
目

画
図

東
2丁

目
第

1号
線

舗
装

打
換

等
工

事
変

更
設

計
書

(金
入

り
)

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

市
道

東
町

1丁
目

画
図

東
2丁

目
第

1号
線

舗
装

打
換

等
工

事
変

更
設

計
書

(金
入

り
)

開
示

7
/
2
8

8
/
3

27
6

7/
26

・中
央

区
桜

町
○

番
地

付
近

φ
30

0・
15

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
｛総

合
評

価
方

式
｝

・西
区

河
内

町
塩

屋
地

区
φ

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
・南

区
城

南
町

下
宮

地
○

番
地

付
近

φ
10

0・
75

・
50

粍
配

水
管

布
設

工
事

・北
区

植
木

町
平

野
○

番
地

付
近

φ
15

0・
10

0・
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

・北
区

植
木

町
古

閑
古

閑
公

民
館

φ
15

0・
10

0・
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

・中
央

区
世

安
町

(泰
平

橋
通

り
)付

近
φ

15
0・

l0
0

粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
・南

区
城

南
町

島
田

(才
木

公
民

館
)付

近
φ

75
・

50
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
・東

区
尾

ノ
上

2丁
目

(自
衛

隊
通

り
)付

近
φ

80
0

粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
｛総

合
評

価
方

式
｝

・南
区

城
南

町
赤

見
・高

間
(町

民
グ

ラ
ン

ド
付

近
)

φ
 3

0粍
配

水
管

布
設

他
2件

工
事

｛総
合

評
価

方
式

｝
・北

区
山

室
1丁

目
○

番
付

近
φ

30
0・

75
粍

配
水

管
布

設
替

他
3件

工
事

｛総
合

評
価

方
式

｝
・東

区
水

源
2丁

目
泉

ヶ
丘

公
園

付
近

φ
15

0・
10

0・
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

3件
工

事
｛総

合
評

価
方

式
｝

・ 
北

区
植

木
町

石
川

植
木

工
業

団
地

付
近

φ
10

0・
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

｛総
合

評
価

方
式

｝

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

・中
央

区
桜

町
○

番
地

付
近

φ
30

0・
15

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
｛総

合
評

価
方

式
｝

・西
区

河
内

町
塩

屋
地

区
φ

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
・南

区
城

南
町

下
宮

地
○

番
地

付
近

φ
10

0・
75

・
50

粍
配

水
管

布
設

工
事

・北
区

植
木

町
平

野
○

番
地

付
近

φ
15

0・
10

0・
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

・北
区

植
木

町
古

閑
古

閑
公

民
館

φ
15

0・
10

0・
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

・中
央

区
世

安
町

(泰
平

橋
通

り
)付

近
φ

15
0・

l0
0

粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
・南

区
城

南
町

島
田

(才
木

公
民

館
)付

近
φ

75
・

50
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
・東

区
尾

ノ
上

2丁
目

(自
衛

隊
通

り
)付

近
φ

80
0

粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
｛総

合
評

価
方

式
｝

・南
区

城
南

町
赤

見
・高

間
(町

民
グ

ラ
ン

ド
付

近
)

φ
 3

0粍
配

水
管

布
設

他
2件

工
事

｛総
合

評
価

方
式

｝
・北

区
山

室
1丁

目
○

番
付

近
φ

30
0・

75
粍

配
水

管
布

設
替

他
3件

工
事

｛総
合

評
価

方
式

｝
・東

区
水

源
2丁

目
泉

ヶ
丘

公
園

付
近

φ
15

0・
10

0・
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

3件
工

事
｛総

合
評

価
方

式
｝

・ 
北

区
植

木
町

石
川

植
木

工
業

団
地

付
近

φ
10

0・
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

｛総
合

評
価

方
式

｝

開
示

8
/
1

8
/
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

27
6

続
き

・北
区

植
木

町
亀

甲
○

番
地

付
近

φ
15

0・
75

・5
0

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

｛総
合

評
価

方
式

｝
・ 

西
区

上
代

10
丁

目
○

番
付

近
φ

20
0・

10
0・

17
5粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
・北

区
植

木
町

亀
甲

○
-○

番
地

付
近

φ
15

0・
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

・北
区

植
木

町
平

野
○

番
地

付
近

φ
10

0・
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

・北
区

植
木

町
亀

甲
○

番
地

付
近

φ
15

0・
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

・北
区

植
木

町
山

本
○

番
地

付
近

φ
15

0・
75

・5
0

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

・北
区

鶴
羽

田
町

鶴
の

原
温

泉
団

地
西

公
園

付
近

φ
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
替

他
2件

工
事

・南
区

富
合

町
上

杉
(富

合
東

部
浄

水
場

～
富

合
南

部
送

水
場

間
)φ

 1
50

粍
導

水
管

布
設

工
事

・西
区

二
本

木
3丁

目
○

番
付

近
φ

15
0・

10
0・

50
粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

・南
区

出
仲

間
７

丁
目

付
近

φ
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

4件
工

事

・北
区

植
木

町
亀

甲
○

番
地

付
近

φ
15

0・
75

・5
0

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

｛総
合

評
価

方
式

｝
・ 

西
区

上
代

10
丁

目
○

番
付

近
φ

20
0・

10
0・

17
5粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
・北

区
植

木
町

亀
甲

○
-○

番
地

付
近

φ
15

0・
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

・北
区

植
木

町
平

野
○

番
地

付
近

φ
10

0・
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

・北
区

植
木

町
亀

甲
○

番
地

付
近

φ
15

0・
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

・北
区

植
木

町
山

本
○

番
地

付
近

φ
15

0・
75

・5
0

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

・北
区

鶴
羽

田
町

鶴
の

原
温

泉
団

地
西

公
園

付
近

φ
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
替

他
2件

工
事

・南
区

富
合

町
上

杉
(富

合
東

部
浄

水
場

～
富

合
南

部
送

水
場

間
)φ

 1
50

粍
導

水
管

布
設

工
事

・西
区

二
本

木
3丁

目
○

番
付

近
φ

15
0・

10
0・

50
粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

・南
区

出
仲

間
７

丁
目

付
近

φ
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

4件
工

事

27
7

7/
26

南
区

会
富

町
○

番
付

近
φ

10
0・

75
粍

配
水

管
布

設
替

他
3件

工
事

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

南
区

会
富

町
○

番
付

近
φ

10
0・

75
粍

配
水

管
布

設
替

他
3件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
7
/
2
9

8
/
1

27
8

7/
26

高
水

圧
地

区
給

水
切

替
工

事
の

金
額

有
り

設
計

書
上

下
水

道
局

維
持

管
理

部
水

運
用

課

高
水

圧
地

区
給

水
切

替
工

事
の

金
額

有
り

設
計

書
開

示
7
/
2
9

8
/
1

27
9

7/
26

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2年

第
23

3号
・協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

)及
び

図
面

 カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 0
2年

第
23

3号
・協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

)及
び

図
面

 カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
1
0

8
/
1
6

28
0

7/
27

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

52
-1

25
・全

部
カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

52
-1

25
・全

部
カ

ラ
ー

希
望

開
示

8
/
1
0

8
/
1
5

28
1

7/
27

南
区

城
南

町
赤

見
・高

間
(町

民
グ

ラ
ン

ド
付

近
)

φ
 3

00
粍

配
水

管
布

設
他

2件
工

事
の

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

南
区

城
南

町
赤

見
・高

間
(町

民
グ

ラ
ン

ド
付

近
)

φ
 3

00
粍

配
水

管
布

設
他

2件
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
8
/
2

8
/
3

28
2

7/
27

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
1-

21
2号

(H
23

年
度

)
・全

部
・協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

)
 カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 1
1-

21
2号

(H
23

年
度

)
・全

部
・協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

)
 カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
1
0

8
/
1
7

39



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

28
3

7/
28

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

17
年

3月
7日

 0
5年

第
10

3号
　

　
　

　
　

  
平

成
2
6年

10
月

8
日

1
4年

第
1
48

号
・全

部
カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 平
成

17
年

3月
7日

 0
5年

第
10

3号
　

　
　

　
　

  
平

成
2
6年

10
月

8
日

1
4年

第
1
48

号
・全

部
カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
1
5

未

28
4

7/
28

■
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 0
3年

第
33

6号
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

9
9年

第
0
55

号
・全

部
カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

 判
定

番
号

 0
3年

第
33

6号
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

9
9年

第
0
55

号
・全

部
カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
1
5

8
/
1
7

28
5

7/
29

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

34
-0

79
・全

部
・復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

)
 カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
13

年
度

02
-0

81
  

  
  

  
  

  
  

H
2
7年

度
1
5-

40
9

・全
部

・協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

 カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
 S

34
-0

79
・全

部
・復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

)
 カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
13

年
度

02
-0

81
  

  
  

  
  

  
  

H
2
7年

度
1
5-

40
9

・全
部

・協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
)

 カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
1
5

8
/
1
8

28
6

7/
29

■
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
 昭

和
44

年
H

月
11

日
 熊

本
県

指
令

第
46

9号
・全

部
・復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

)
カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
 昭

和
44

年
H

月
11

日
 熊

本
県

指
令

第
46

9号
・全

部
・復

元
協

議
書

(あ
る

場
合

の
み

)
カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
1
5

未

28
7

7/
29

平
成

28
年

7月
29

日
現

在
で

旅
館

業
の

許
可

を
受

け
て

い
る

簡
易

宿
所

に
つ

い
て

の
以

下
の

事
項

項
目

 施
設

名
称

、
施

設
所

在
地

、
電

話
番

号
、

  
  

  
  

許
可

申
請

者
氏

名
、

名
称

、
代

表
者

名
、

　
　

　
 許

可
年

月
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

28
年

7月
29

日
現

在
で

旅
館

業
の

許
可

を
受

け
て

い
る

簡
易

宿
所

に
つ

い
て

の
以

下
の

事
項

項
目

 施
設

名
称

、
施

設
所

在
地

、
電

話
番

号
、

  
  

  
  

許
可

申
請

者
氏

名
、

名
称

、
代

表
者

名
、

　
　

　
 許

可
年

月
日

開
示

8
/
1
5

8
/
2
4

28
8

8/
1

平
成

28
年

7月
1日

か
ら

7月
31

日
ま

で
に

新
規

で
確

認
し

た
熊

本
市

内
の

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
: 

施
設

名
称

、
施

設
所

在
地

、
電

話
番

号
、

　
　

　
　

確
認

年
月

日
、

開
設

者
名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

28
年

7月
1日

か
ら

7月
31

日
ま

で
に

新
規

で
確

認
し

た
熊

本
市

内
の

美
容

所
の

下
記

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
: 

施
設

名
称

、
施

設
所

在
地

、
電

話
番

号
、

　
　

　
　

確
認

年
月

日
、

開
設

者
名

開
示

8
/
4

8
/
1
5

28
9

8/
1

大
和

団
地

汚
水

管
渠

改
修

工
事

第
18

-2
86

03
工

区
)の

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

維
持

管
理

部
管

路
維

持
課

大
和

団
地

汚
水

管
渠

改
修

工
事

第
18

-2
86

03
工

区
)の

金
入

設
計

書
開

示
8
/
2
2

8
/
2
4

29
0

8/
1

中
央

区
水

前
寺

公
園

○
番

付
近

φ
15

0・
10

0・
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
替

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託
上

記
の

特
記

仕
様

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

中
央

区
水

前
寺

公
園

○
番

付
近

φ
15

0・
10

0・
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
替

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託
上

記
の

特
記

仕
様

書

開
示

8
/
1
9

8
/
2
2

40



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

29
1

8/
1

国
道

26
6号

 (
田

井
島

地
区

)電
線

共
同

溝
整

備
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

国
道

26
6号

 (
田

井
島

地
区

)電
線

共
同

溝
整

備
工

事
金

入
設

計
書

開
示

8
/
5

8
/
8

29
2

8/
2

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
28

年
3月

期
の

・現
況

報
告

書
(I
基

本
情

報
、

Ⅱ
事

業
、

Ⅲ
組

織
の

理
事

と
監

事
の

部
分

、
V

そ
の

他
)

・財
産

目
録

・貸
借

対
照

表
・収

支
計

算
書

(収
支

計
算

書
の

う
ち

事
業

活
動

計
算

書
ま

た
は

事
業

活
動

収
支

計
算

書
。

資
金

収
支

計
算

書
は

含
ま

な
い

)
事

業
活

動
計

算
書

の
提

出
が

無
い

場
合

は
、

収
支

計
算

書
・歳

入
歳

出
決

算
状

況
(経

理
規

定
準

則
の

決
算

書
)の

い
ず

れ
か

を
そ

の
代

わ
り

と
す

る
。

　
た

だ
し

、
法

人
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

公
表

し
て

い
る

も
の

を
除

く
。

健
康

福
祉

局
福

祉
部

健
康

福
祉

政
策

課

取
り

下
げ

29
3

8/
2

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
28

年
3月

期
の

・現
況

報
告

書
(I
基

本
情

報
、

Ⅱ
事

業
、

Ⅲ
組

織
の

理
事

と
監

事
の

部
分

、
V

そ
の

他
)

・財
産

目
録

・貸
借

対
照

表
・収

支
計

算
書

(収
支

計
算

書
の

う
ち

事
業

活
動

計
算

書
ま

た
は

事
業

活
動

収
支

計
算

書
。

資
金

収
支

計
算

書
は

含
ま

な
い

)
事

業
活

動
計

算
書

の
提

出
が

無
い

場
合

は
、

収
支

計
算

書
・歳

入
歳

出
決

算
状

況
(経

理
規

定
準

則
の

決
算

書
)の

い
ず

れ
か

を
そ

の
代

わ
り

と
す

る
。

　
た

だ
し

、
法

人
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

公
表

し
て

い
る

も
の

を
除

く
。

健
康

福
祉

局
福

祉
部

保
護

管
理

援
護

課

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
28

年
3月

期
の

現
況

報
告

書
、

財
産

目
録

、
貸

借
対

照
表

、
収

支
計

算
書

開
示

8
/
9

8
/
2
5

41



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

29
4

8/
2

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
28

年
3月

期
の

・現
況

報
告

書
(I
基

本
情

報
、

Ⅱ
事

業
、

Ⅲ
組

織
の

理
事

と
監

事
の

部
分

、
V

そ
の

他
)

・財
産

目
録

・貸
借

対
照

表
・収

支
計

算
書

(収
支

計
算

書
の

う
ち

事
業

活
動

計
算

書
ま

た
は

事
業

活
動

収
支

計
算

書
。

資
金

収
支

計
算

書
は

含
ま

な
い

)
事

業
活

動
計

算
書

の
提

出
が

無
い

場
合

は
、

収
支

計
算

書
・歳

入
歳

出
決

算
状

況
(経

理
規

定
準

則
の

決
算

書
)の

い
ず

れ
か

を
そ

の
代

わ
り

と
す

る
。

　
た

だ
し

、
法

人
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

公
表

し
て

い
る

も
の

を
除

く
。

健
康

福
祉

局
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

取
り

下
げ

29
5

8/
2

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
28

年
3月

期
の

・現
況

報
告

書
(I
基

本
情

報
、

Ⅱ
事

業
、

Ⅲ
組

織
の

理
事

と
監

事
の

部
分

、
V

そ
の

他
)

・財
産

目
録

・貸
借

対
照

表
・収

支
計

算
書

(収
支

計
算

書
の

う
ち

事
業

活
動

計
算

書
ま

た
は

事
業

活
動

収
支

計
算

書
。

資
金

収
支

計
算

書
は

含
ま

な
い

)
事

業
活

動
計

算
書

の
提

出
が

無
い

場
合

は
、

収
支

計
算

書
・歳

入
歳

出
決

算
状

況
(経

理
規

定
準

則
の

決
算

書
)の

い
ず

れ
か

を
そ

の
代

わ
り

と
す

る
。

　
た

だ
し

、
法

人
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

公
表

し
て

い
る

も
の

を
除

く
。

健
康

福
祉

局
障

が
い

者
支

援
部

障
が

い
保

健
福

祉
課

取
り

下
げ

29
6

8/
2

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
28

年
3月

期
の

・現
況

報
告

書
(I
基

本
情

報
、

Ⅱ
事

業
、

Ⅲ
組

織
の

理
事

と
監

事
の

部
分

、
V

そ
の

他
)

・財
産

目
録

・貸
借

対
照

表
・収

支
計

算
書

(収
支

計
算

書
の

う
ち

事
業

活
動

計
算

書
ま

た
は

事
業

活
動

収
支

計
算

書
。

資
金

収
支

計
算

書
は

含
ま

な
い

)
事

業
活

動
計

算
書

の
提

出
が

無
い

場
合

は
、

収
支

計
算

書
・歳

入
歳

出
決

算
状

況
(経

理
規

定
準

則
の

決
算

書
)の

い
ず

れ
か

を
そ

の
代

わ
り

と
す

る
。

　
た

だ
し

、
法

人
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

公
表

し
て

い
る

も
の

を
除

く
。

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
子

ど
も

支
援

課

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
28

年
3月

期
の

現
況

報
告

書
、

財
産

目
録

、
貸

借
対

照
表

、
収

支
計

算
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
2
3

8
/
2
5

42



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

29
7

8/
2

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
28

年
3月

期
の

・現
況

報
告

書
(I
基

本
情

報
、

Ⅱ
事

業
、

Ⅲ
組

織
の

理
事

と
監

事
の

部
分

、
V

そ
の

他
)

・財
産

目
録

・貸
借

対
照

表
・収

支
計

算
書

(収
支

計
算

書
の

う
ち

事
業

活
動

計
算

書
ま

た
は

事
業

活
動

収
支

計
算

書
。

資
金

収
支

計
算

書
は

含
ま

な
い

)
事

業
活

動
計

算
書

の
提

出
が

無
い

場
合

は
、

収
支

計
算

書
・歳

入
歳

出
決

算
状

況
(経

理
規

定
準

則
の

決
算

書
)の

い
ず

れ
か

を
そ

の
代

わ
り

と
す

る
。

　
た

だ
し

、
法

人
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

公
表

し
て

い
る

も
の

を
除

く
。

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
保

育
幼

稚
園

課

取
り

下
げ

29
8

8/
2

■
 道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
12

-1
58

号
・全

部
カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
 道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
12

-1
58

号
・全

部
カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
1
8

8
/
2
5

29
9

8/
3

西
区

河
内

町
塩

屋
地

区
φ

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

西
区

河
内

町
塩

屋
地

区
φ

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
8
/
8

8
/
1
0

30
0

8/
3

○
 「

金
入

設
計

書
」

一
般

県
道

花
園

イ
ン

タ
ー

線
ラ

ン
プ

部
舗

装
工

事
（総

合
評

価
方

式
）

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

○
 「

金
入

設
計

書
」

一
般

県
道

花
園

イ
ン

タ
ー

線
ラ

ン
プ

部
舗

装
工

事
（総

合
評

価
方

式
）

開
示

8
/
3

8
/
4

30
1

8/
3

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
昭

和
38

年
9月

5日
熊

本
県

指
令

建
第

66
号

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
昭

和
38

年
9月

5日
熊

本
県

指
令

建
第

66
号

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

8
/
1
8

8
/
1
9

30
2

8/
3

公
衆

浴
場

業
許

可
申

請
書

に
係

る
営

業
の

種
別

：
そ

の
他

の
公

衆
浴

場
（個

室
付

浴
場

）の
う

ち
、

平
成

28
年

8月
3日

現
在

廃
業

施
設

を
除

く
以

下
の

情
報

１
、

申
請

者
の

住
所

・氏
名

２
、

営
業

施
設

の
所

在
地

３
、

営
業

施
設

の
名

称
４

、
電

話
番

号

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

28
年

8月
3日

現
在

、
熊

本
市

公
衆

浴
場

許
可

施
設

（営
業

種
別

が
「そ

の
他

の
公

衆
浴

場
（個

室
付

浴
場

）」
の

も
の

に
限

る
。

）の
以

下
の

情
報 １

．
申

請
者

の
住

所
及

び
氏

名
　

２
．

営
業

施
設

の
所

在
地

、
名

称
及

び
電

話
番

号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
4

8
/
5

30
3

8/
3

平
成

28
年

7月
6日

開
札

（仮
称

）城
南

ス
マ

ー
ト
イ

ン
タ

ー
チ

ェ
ン

ジ
道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

（仮
称

）城
南

ス
マ

ー
ト
イ

ン
タ

ー
チ

ェ
ン

ジ
道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
8
/
1
0

8
/
1
6

43



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

30
4

8/
3

熊
本

市
健

康
セ

ン
タ

ー
新

町
分

室
外

壁
そ

の
他

改
修

工
事

の
金

入
設

計
書

健
康

福
祉

局
福

祉
部

健
康

福
祉

政
策

課

熊
本

市
健

康
セ

ン
タ

ー
新

町
分

室
外

壁
そ

の
他

改
修

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

8
/
4

8
/
8

30
5

8/
3

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
　

第
54

5号
･全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
　

第
54

5号
･全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
8
/
1
9

8
/
2
2

30
6

8/
3

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
33

-1
52

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
33

-1
52

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
1
9

8
/
2
2

30
7

8/
4

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-1
40

･全
部

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-1
40

･全
部

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
1
9

8
/
2
5

30
8

8/
5

平
成

28
年

度
熊

本
市

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

保
険

の
保

険
証

券
及

び
添

付
明

細
書

の
写

し
市

民
局

市
民

生
活

部
地

域
活

動
推

進
課

平
成

28
年

度
熊

本
市

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

保
険

の
保

険
証

券
及

び
添

付
明

細
書

の
写

し
開

示
8
/
1
7

8
/
2
4

郵
送

30
9

8/
8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
23

-0
22

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
23

-0
22

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
1
9

8
/
2
2

31
0

8/
8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
熊

本
市

指
令

（計
建

）第
66

号
･全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
熊

本
市

指
令

（計
建

）第
66

号
･全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
2
3

8
/
2
4

31
1

8/
8

平
成

28
年

7月
6日

開
札

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（四
方

寄
工

区
）道

路
改

良
工

事
そ

の
2の

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

平
成

28
年

7月
6日

開
札

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（四
方

寄
工

区
）道

路
改

良
工

事
そ

の
2の

金
入

設
計

書
開

示
8
/
1
8

8
/
2
3

31
2

8/
9

平
成

28
年

7月
13

日
開

札
国

道
50

1号
（河

内
工

区
）道

路
改

築
工

事
の

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

国
道

50
1号

（河
内

工
区

）道
路

改
築

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

8
/
1
6

8
/
1
6

31
3

8/
9

健
軍

水
源

地
中

央
監

視
制

御
装

置
更

新
工

事
の

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

健
軍

水
源

地
中

央
監

視
制

御
装

置
更

新
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
8
/
1
7

8
/
2
2

31
4

8/
10

北
区

植
木

町
亀

甲
○

番
地

付
近

φ
15

0・
75

・5
0

粍
配

水
管

敷
設

他
1件

工
事

の
工

事
施

工
明

細
一

覧
表

及
び

特
記

仕
様

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

取
り

下
げ

31
5

8/
10

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

平
成

12
年

9月
8日

  
  

00
年

第
44

7号
平

成
11

年
6月

15
日

　
99

年
第

04
8号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

平
成

12
年

9月
8日

  
  

00
年

第
44

7号
平

成
11

年
6月

15
日

　
99

年
第

04
8号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
8
/
2
3

8
/
2
4

44



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

31
6

8/
10

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
請

求
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
し

ま
す

。
項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
申

請
者

名
期

間
：2

01
6年

7月
23

日
よ

り
20

16
年

8月
10

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

取
り

下
げ

31
7

8/
10

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
28

年
5月

11
日

～
6月

10
日

届
出

分
）※

建
築

物
に

限
る

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
28

年
5月

11
日

～
6月

10
日

届
出

分
）※

建
築

物
に

限
る

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
8
/
1
9

8
/
2
6

31
8

8/
12

平
成

25
年

度
熊

本
市

認
可

外
保

育
施

設
運

営
支

援
事

業
実

施
施

設
選

定
項

目
の

ヒ
ヤ

リ
ン

グ
に

つ
い

て
・評

価
項

目
・評

価
基

準

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
保

育
幼

稚
園

課

1、
認

可
外

保
育

施
設

運
営

支
援

事
業

審
査

方
法

2、
認

可
外

保
育

施
設

運
営

支
援

事
業

ﾋ
ﾔ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞ審

査
（総

括
）表

開
示

8
/
2
2

8
/
2
3

32
0

8/
12

熊
本

地
震

発
生

時
の

出
動

に
関

す
る

報
告

書
（4

/1
6未

明
の

発
生

後
の

救
急

や
火

災
な

ど
の

報
告

書
）

消
防

局
総

務
部

総
務

課

有
10

/1
9

熊
本

地
震

発
生

時
の

出
動

に
関

す
る

報
告

書
（4

/1
6未

明
の

発
生

後
の

救
急

や
火

災
な

ど
の

報
告

書
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
0
/
1
7

未

32
1

8/
15

都
市

計
画

道
路

　
上

熊
本

駅
西

口
線

道
路

改
良

工
事

【J
R
近

接
】

上
記

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

都
市

計
画

道
路

　
上

熊
本

駅
西

口
線

道
路

改
良

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

開
示

8
/
1
7

8
/
2
3

32
2

8/
15

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

-1
01

　
Ｈ

28
、

7、
25

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

-1
01

　
Ｈ

28
、

7、
25

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

8
/
2
5

8
/
2
6

32
3

8/
15

震
災

に
よ

る
倒

壊
家

屋
等

の
解

体
費

標
準

単
価

表
（熊

本
市

版
）

環
境

局
資

源
循

環
部

震
災

廃
棄

物
対

策
課

震
災

に
よ

る
倒

壊
家

屋
等

の
解

体
費

標
準

単
価

表
（熊

本
市

版
）

開
示

8
/
1
9

8
/
2
2

32
4

8/
16

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
13

2号
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
13

2号
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

8
/
2
5

8
/
2
9

32
5

8/
17

■
道

路
位

置
指

定
H

13
-0

40
計

画
平

面
図

の
写

し

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

H
13

-0
40

道
路

位
置

指
定

計
画

平
面

図
の

写
し

開
示

8
/
2
5

8
/
3
1

郵
送

32
6

8/
17

平
成

28
年

7月
6日

開
札

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（四
方

寄
工

区
）舗

装
工

事
の

金
入

設
計

書
平

成
28

年
7月

6日
開

札
一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
（池

上
工

区
）前

川
付

替
護

岸
工

事
の

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

・一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（四
方

寄
工

区
）舗

装
工

事
・一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
（池

上
工

区
）前

川
付

替
護

岸
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書

開
示

8
/
1
8

8
/
2
3

45



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

①
平

成
25

年
9月

6日
付

で
㈱

○
○

○
○

か
ら

送
付

さ
れ

た
設

備
工

事
に

関
す

る
随

意
契

約
理

由
を

記
し

た
書

類
③

平
成

25
年

11
月

12
日

付
で

㈱
○

○
○

○
か

ら
提

出
さ

れ
た

熊
本

市
食

肉
セ

ン
タ

ー
と

畜
機

能
移

転
に

関
す

る
助

成
金

支
給

申
請

書
の

添
付

書
類

の
う

ち
、

施
設

整
備

計
画

書
、

工
事

内
容

書
、

施
設

整
備

予
算

書
④

平
成

26
年

8月
6日

付
で

○
○

○
○

か
ら

提
出

さ
れ

た
熊

本
市

食
肉

セ
ン

タ
ー

と
畜

機
能

移
転

に
関

す
る

助
成

金
の

実
績

報
告

の
添

付
資

料
の

う
ち

、
契

約
書

、
施

設
整

備
決

算
書

、
工

事
写

真
、

支
払

い
の

確
認

が
で

き
る

も
の

①
平

成
25

年
9月

6日
付

で
㈱

○
○

○
○

か
ら

送
付

さ
れ

た
設

備
工

事
に

関
す

る
随

意
契

約
理

由
を

記
し

た
書

類
③

平
成

25
年

11
月

12
日

付
で

㈱
○

○
○

○
か

ら
提

出
さ

れ
た

熊
本

市
食

肉
セ

ン
タ

ー
と

畜
機

能
移

転
に

関
す

る
助

成
金

支
給

申
請

書
の

添
付

書
類

の
う

ち
、

施
設

整
備

計
画

書
、

工
事

内
容

書
、

施
設

整
備

予
算

書
④

平
成

26
年

8月
6日

付
で

○
○

○
○

か
ら

提
出

さ
れ

た
熊

本
市

食
肉

セ
ン

タ
ー

と
畜

機
能

移
転

に
関

す
る

助
成

金
の

実
績

報
告

の
添

付
資

料
の

う
ち

、
契

約
書

、
施

設
整

備
決

算
書

、
工

事
写

真
、

支
払

い
の

確
認

が
で

き
る

も
の

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

9
/
2

9
/
5

②
平

成
25

年
8月

29
日

に
農

水
商

工
局

と
契

約
検

査
総

室
が

会
議

を
行

っ
た

こ
と

を
証

明
す

る
資

料
及

び
会

議
で

使
用

し
た

資
料

②
平

成
25

年
8月

29
日

に
農

水
商

工
局

と
契

約
検

査
総

室
が

会
議

を
行

っ
た

こ
と

を
証

明
す

る
資

料
及

び
会

議
で

使
用

し
た

資
料

不
存

在
9
/
2

－

32
8

8/
18

主
要

地
方

道
熊

本
玉

名
線

（岳
工

区
）道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

主
要

地
方

道
熊

本
玉

名
線

（岳
工

区
）道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
8
/
2
2

8
/
3
0

32
9

8/
18

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
熊

本
県

指
令

（建
）第

12
2号

　
S
34

-1
22

･全
部

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
熊

本
県

指
令

（建
）第

12
2号

　
S
34

-1
22

･全
部

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
2
6

9
/
1

33
0

8/
18

以
下

の
建

築
物

に
関

す
る

、
ビ

ル
衛

生
管

理
法

な
ら

び
に

水
道

法
に

基
づ

く
す

べ
て

の
届

出
書

１
、

熊
本

市
中

央
区

花
畑

町
○

-○
　

○
○

○
○

２
、

熊
本

市
中

央
区

新
市

街
○

-○
　

○
○

○
○

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

以
下

の
建

築
物

に
関

す
る

、
ビ

ル
衛

生
管

理
法

な
ら

び
に

水
道

法
に

基
づ

く
す

べ
て

の
届

出
書

１
、

熊
本

市
中

央
区

花
畑

町
○

-○
　

○
○

○
○

２
、

熊
本

市
中

央
区

新
市

街
○

-○
　

○
○

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
8
/
2
6

9
/
9

33
1

8/
18

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
熊

本
県

指
令

（建
）第

13
7号

熊
本

県
指

令
（建

）第
14

0号
熊

本
県

指
令

（建
）第

86
号

熊
本

県
指

令
（建

）第
13

2号
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
熊

本
県

指
令

（建
）第

13
7号

熊
本

県
指

令
（建

）第
14

0号
熊

本
県

指
令

（建
）第

86
号

熊
本

県
指

令
（建

）第
13

2号
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
3
1

9
/
1

32
7

8/
17

農
水

局
農

政
部

農
業

ブ
ラ

ン
ド

戦
略

課

46



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

33
2

8/
18

20
16

年
5月

20
日

新
設

届
出

○
○

○
○

（A
区

画
）

20
16

年
6月

6日
新

設
届

出
（仮

称
）○

○
○

○
20

16
年

7月
15

日
新

設
届

出
○

○
○

○
20

16
年

7月
21

日
新

設
届

出
（仮

称
）○

○
○

○
の

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

に
係

る
届

出
一

式
の

う
ち

、
基

本
届

出
事

項
に

つ
い

て
記

載
さ

れ
た

概
要

部
分

及
び

添
付

資
料

中
の

周
辺

見
取

図
、

店
舗

の
配

置
図

。
カ

ラ
ー

の
図

面
は

カ
ラ

ー
コ

ピ
ー

を
希

望
。

経
済

観
光

局
産

業
部

商
業

金
融

課

20
16

年
5月

20
日

新
設

届
出

○
○

○
○

（A
区

画
）

20
16

年
6月

6日
新

設
届

出
（仮

称
）○

○
○

○
20

16
年

7月
15

日
新

設
届

出
○

○
○

○
20

16
年

7月
21

日
新

設
届

出
（仮

称
）○

○
○

○
の

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

に
係

る
届

出
一

式
の

う
ち

、
基

本
届

出
事

項
に

つ
い

て
記

載
さ

れ
た

概
要

部
分

及
び

添
付

資
料

中
の

周
辺

見
取

図
、

店
舗

の
配

置
図

。
カ

ラ
ー

の
図

面
は

カ
ラ

ー
コ

ピ
ー

を
希

望
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

9
/
5

9
/
9

郵
送

33
3

8/
19

平
成

28
年

7月
6日

開
札

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
ラ

ン
プ

部
舗

装
工

事
一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
（花

園
工

区
）和

泉
地

区
舗

装
工

事
そ

の
1

平
成

28
年

7月
13

日
開

札
一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
地

区
道

路
改

良
工

事
そ

の
3

上
記

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
ラ

ン
プ

部
舗

装
工

事
一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
（花

園
工

区
）和

泉
地

区
舗

装
工

事
そ

の
1

平
成

28
年

7月
13

日
開

札
一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
地

区
道

路
改

良
工

事
そ

の
3

上
記

の
金

入
設

計
書

開
示

8
/
2
2

8
/
2
3

33
4

8/
19

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
50

-0
71

･全
部

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
50

-0
71

･全
部

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
2
6

8
/
3
0

33
5

8/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

-8
4、

09
-0

64
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

-8
4、

09
-0

64
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
8
/
2
9

未

33
6

8/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-2
78

-0
1、

02
-2

78
-0

3
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-2
78

-0
1、

02
-2

78
-0

3
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

8
/
3
0

9
/
2

33
7

8/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

11
-9

9-
16

8
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

11
-9

9-
16

8
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
8
/
3
0

8
/
3
0

33
8

8/
22

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

管
轄

の
公

園
、

公
衆

ト
イ

レ
清

掃
業

務
委

託
の

金
額

・ト
イ

レ
の

数
H

27
～

H
28

年
度

分

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

河
川

公
園

整
備

課

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

管
轄

の
公

園
、

公
衆

ト
イ

レ
清

掃
業

務
委

託
の

金
額

・ト
イ

レ
の

数
H

27
～

H
28

年
度

分
開

示
9
/
6

9
/
7

33
9

8/
22

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
60

-0
28

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
60

-0
28

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
2

9
/
5

34
0

8/
23

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）下
硯

川
地

区
舗

装
工

事
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
セ

ン
タ

ー
高

規
格

道
路

建
設

推
進

課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）下
硯

川
地

区
舗

装
工

事
の

金
入

設
計

書

開
示

8
/
2
4

8
/
2
5

47



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

34
1

8/
23

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
熊

本
市

指
令

（管
建

）第
22

号
･全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
熊

本
市

指
令

（管
建

）第
22

号
･全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

9
/
5

9
/
6

34
2

8/
23

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）前
川

付
替

護
岸

工
事

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）前
川

付
替

護
岸

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

8
/
2
4

8
/
3
1

郵
送

34
3

8/
23

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
42

-2
35

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
42

-2
35

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
5

9
/
7

34
4

8/
23

平
成

28
年

5月
27

日
随

意
契

約
所

島
排

水
路

緊
急

護
岸

復
旧

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

農
水

局
農

政
部

東
農

業
振

興
課

平
成

28
年

5月
27

日
随

意
契

約
所

島
排

水
路

緊
急

護
岸

復
旧

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

開
示

8
/
2
9

9
/
6

34
5

8/
23

平
成

28
年

7月
20

日
開

札
都

市
計

画
事

業
北

部
汚

水
57

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

20
3工

区
）の

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

平
成

28
年

7月
20

日
開

札
都

市
計

画
事

業
北

部
汚

水
57

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

20
3工

区
）の

金
入

設
計

書

開
示

8
/
2
9

9
/
6

34
6

8/
23

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-2
77

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-2
77

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
5

9
/
8

34
7

8/
24

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

-0
83

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
99

-0
83

･全
部

(0
1～

15
) 

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
6

9
/
7

34
8

8/
24

熊
本

市
消

防
局

所
管

の
地

上
ﾀ
ﾝ

ｸ
貯

蔵
所

の
施

設
一

覧
１

油
種

、
２

施
設

名
、

３
施

設
電

話
番

号
、

４
容

量

消
防

局
総

務
部

総
務

課

熊
本

市
消

防
局

所
管

の
地

上
ﾀ
ﾝ

ｸ
貯

蔵
所

の
施

設
一

覧
１

油
種

、
２

施
設

名
、

３
施

設
電

話
番

号
、

４
容

量
開

示
9
/
1
2

未

34
9

8/
24

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）光
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
工

事
の

設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）光
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
工

事
の

設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

開
示

8
/
2
6

9
/
6

35
0

8/
24

健
軍

水
源

地
中

央
監

視
制

御
装

置
更

新
工

事
の

設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

健
軍

水
源

地
中

央
監

視
制

御
装

置
更

新
工

事
の

設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

開
示

8
/
2
9

9
/
6

35
1

8/
24

都
市

計
画

事
業

　
舞

尾
N

o.
2マ

ン
ホ

ー
ル

ポ
ン

プ
場

外
3箇

所
主

ポ
ン

プ
機

械
設

備
工

事
（6

05
1工

区
）の

設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

　
舞

尾
N

o.
2マ

ン
ホ

ー
ル

ポ
ン

プ
場

外
3箇

所
主

ポ
ン

プ
機

械
設

備
工

事
（6

05
1工

区
）の

設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

開
示

8
/
2
9

9
/
6

48



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

35
2

8/
24

南
部

浄
化

セ
ン

タ
ー

2系
消

化
槽

N
o.

1攪
拌

機
オ

ー
バ

ー
ホ

ー
ル

工
事

の
設

計
金

額
の

工
事

費
区

分

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
再

生
課

南
部

浄
化

セ
ン

タ
ー

南
部

浄
化

セ
ン

タ
ー

2系
消

化
槽

N
o.

1攪
拌

機
オ

ー
バ

ー
ホ

ー
ル

工
事

の
設

計
金

額
の

工
事

費
区

分
開

示
8
/
2
9

9
/
6

35
3

8/
24

・小
島

小
学

校
受

水
槽

改
修

そ
の

他
工

事
・杉

上
小

学
校

給
水

管
改

修
工

事
上

記
の

設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

・小
島

小
学

校
受

水
槽

改
修

そ
の

他
工

事
・杉

上
小

学
校

給
水

管
改

修
工

事
上

記
の

設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

開
示

8
/
3
1

9
/
6

35
4

8/
25

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
56

-0
81

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
56

-0
81

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

9
/
6

未

35
5

8/
25

理
容

所
、

美
容

所
開

設
許

可
書

一
覧

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
28

年
8月

24
日

新
規

（更
新

除
く

）
項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

申
請

者
名

、
電

話
番

号
、

申
請

年
月

日
、

許
可

年
月

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

理
容

所
、

美
容

所
開

設
許

可
書

一
覧

平
成

26
年

4月
1日

～
平

成
28

年
8月

24
日

新
規

（更
新

除
く

）
項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

申
請

者
名

、
電

話
番

号
、

申
請

年
月

日
、

許
可

年
月

日

開
示

8
/
3
0

9
/
7

35
6

8/
25

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

6年
8月

11
日

～
20

16
年

8月
25

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

取
り

下
げ

35
7

8/
25

平
成

28
年

7月
1日

～
平

成
28

年
7月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
：施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

28
年

7月
1日

～
平

成
28

年
7月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
：施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

開
示

8
/
3
0

9
/
1
5

35
8

8/
26

・熊
本

市
の

指
定

木
第

28
1が

指
定

木
と

し
て

市
が

決
定

し
た

こ
と

の
わ

か
る

書
類

・指
定

木
に

対
し

て
住

民
か

ら
寄

せ
ら

れ
た

苦
情

に
対

し
て

木
の

持
主

に
伝

え
た

こ
と

及
び

持
主

の
回

答
の

わ
か

る
書

類

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

共
生

課

・熊
本

市
の

指
定

木
第

28
1が

指
定

木
と

し
て

市
が

決
定

し
た

こ
と

の
わ

か
る

書
類

・指
定

木
に

対
し

て
住

民
か

ら
寄

せ
ら

れ
た

苦
情

に
対

し
て

木
の

持
主

に
伝

え
た

こ
と

及
び

持
主

の
回

答
の

わ
か

る
書

類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
1

9
/
6

35
9

8/
26

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
S
33

-1
05

、
S
40

-1
08

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
15

-0
3-

31
6

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
S
33

-1
05

、
S
40

-1
08

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
15

-0
3-

31
6

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
7

9
/
7

36
0

8/
26

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
55

-1
06

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
55

-1
06

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
1
2

9
/
1
6

36
1

8/
26

北
区

植
木

町
古

閑
○

番
地

付
近

φ
10

0・
50

粍
配

水
管

敷
設

他
1件

工
事

の
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

北
区

植
木

町
古

閑
○

番
地

付
近

φ
10

0・
50

粍
配

水
管

敷
設

他
1件

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
1

9
/
2
9

49



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

36
2

8/
29

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

本
部

　
○

○
○

○
、

○
○

○
○

平
成

27
年

10
月

23
日

以
降

分
の

定
款

の
情

報
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

健
康

福
祉

局
子

ど
も

未
来

部
保

育
幼

稚
園

課

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

の
定

款
（平

成
27

年
10

月
23

日
以

降
）

開
示

9
/
1
2

9
/
1
5

36
3

8/
29

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-1
77

、
12

-1
43

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-1
77

、
12

-1
43

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
1
2

9
/
1
3

36
4

8/
31

楡
木

小
学

校
外

３
校

雨
水

排
水

施
設

清
掃

業
務

委
託

の
金

入
設

計
書

工
期

：2
01

6.
3.

9～
3.

29

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

楡
木

小
学

校
外

３
校

雨
水

排
水

施
設

清
掃

業
務

委
託

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
2

9
/
2

36
5

8/
31

平
成

２
８

年
７

月
27

日
開

札
一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
花

園
北

地
区

外
１

路
線

舗
装

工
事

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

平
成

２
８

年
７

月
27

日
開

札
一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
花

園
北

地
区

外
１

路
線

舗
装

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
2

9
/
6

36
6

8/
31

平
成

２
８

年
７

月
６

日
開

札
一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
（花

園
工

区
）貢

地
区

舗
装

工
事

そ
の

２
の

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）貢
地

区
舗

装
工

事
そ

の
２

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
5

9
/
1
3

36
7

8/
31

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）花
園

高
架

２
号

橋
下

部
工

（P
４

）工
事

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）花
園

高
架

２
号

橋
下

部
工

（P
４

）工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
5

9
/
1
4

郵
送

36
8

9/
1

平
成

28
年

8/
1～

8/
31

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
一

覧
表

。
・施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

年
月

日
・開

設
者

名
(可

能
で

あ
れ

ば
)

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

28
年

8/
1～

8/
31

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
一

覧
表

。
・施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

年
月

日
・開

設
者

名
(可

能
で

あ
れ

ば
)

開
示

9
/
5

9
/
1
4

郵
送

36
9

9/
1

平
成

２
８

年
８

月
３

日
開

札
西

区
池

上
町

（万
日

山
ト
ン

ネ
ル

付
近

）φ
50

0粍
配

水
管

推
進

工
事

の
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

西
区

池
上

町
（万

日
山

ト
ン

ネ
ル

付
近

）φ
50

0粍
配

水
管

推
進

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
6

9
/
1
3

37
0

9/
1

平
成

２
８

年
８

月
１

０
日

開
札

一
般

県
道

並
建

熊
本

線
（薄

場
工

区
）外

１
路

線
舗

装
補

修
工

事
の

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

一
般

県
道

並
建

熊
本

線
（薄

場
工

区
）外

１
路

線
舗

装
補

修
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
9
/
7

9
/
1
3

37
1

9/
2

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-5
14

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

-5
14

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
1
2

9
/
1
6

50



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

37
2

9/
2

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
56

-0
75

･全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
56

-0
75

･全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

9
/
1
2

1
0
/
2
1

37
3

9/
2

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
１

２
年

　
01

-0
68

号
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
１

２
年

　
01

-0
68

号
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
1
2

未

37
4

9/
2

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

第
５

１
号

　
S
51

-0
51

-0
2

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-5
55

-0
3、

05
、

08
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

第
５

１
号

　
S
51

-0
51

-0
2

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-5
55

-0
3、

05
、

08
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
1
5

9
/
1
6

37
5

9/
2

平
成

２
７

年
７

月
２

９
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
６

６
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（５
２

１
５

工
区

）の
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
６

６
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（５
２

１
５

工
区

）の
変

更
後

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
8

9
/
1
3

37
6

9/
5

南
区

城
南

町
吉

野
～

築
地

・上
村

間
φ

50
粍

配
水

管
仮

設
工

事
の

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
計

画
調

整
課

南
区

城
南

町
吉

野
～

築
地

・上
村

間
φ

50
粍

配
水

管
仮

設
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
9
/
6

1
0
/
5

37
7

9/
5

・東
区

画
図

町
大

字
下

無
田

○
-○

番
付

近
φ

13
50

粍
配

水
管

漏
水

修
理

工
事

・西
区

谷
尾

崎
町

○
番

付
近

φ
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

１
件

工
事

（緊
急

的
工

事
）

・西
区

谷
尾

崎
町

○
-○

番
付

近
φ

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

１
件

工
事

・西
区

谷
尾

崎
町

○
番

付
近

φ
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

１
件

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

・東
区

画
図

町
大

字
下

無
田

○
-○

番
付

近
φ

13
50

粍
配

水
管

漏
水

修
理

工
事

・西
区

谷
尾

崎
町

○
番

付
近

φ
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

１
件

工
事

（緊
急

的
工

事
）

・西
区

谷
尾

崎
町

○
-○

番
付

近
φ

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

１
件

工
事

・西
区

谷
尾

崎
町

○
番

付
近

φ
75

粍
配

水
管

布
設

替
他

１
件

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
7

1
0
/
5

51



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

37
8

9/
5

・南
区

城
南

町
坂

野
～

舞
原

間
φ

30
0・

15
0粍

配
水

管
布

設
工

事
（２

工
区

）
・南

区
城

南
町

阿
高

○
番

地
付

近
φ

30
0粍

配
水

管
布

設
工

事
【総

合
評

価
方

式
】

・南
区

城
南

町
坂

野
～

舞
原

間
φ

30
0・

15
0粍

配
水

管
布

設
他

１
件

工
事

（１
工

区
）【

総
合

評
価

方
式

】
・熊

本
城

二
の

丸
広

場
付

近
φ

10
0粍

配
水

管
布

設
替

他
１

件
工

事
・北

区
植

木
町

亀
甲

○
番

地
付

近
φ

10
0・

75
・5

0
粍

配
水

管
布

設
他

１
件

工
事

・北
区

植
木

町
古

閑
○

番
地

付
近

φ
10

0・
50

粍
配

水
管

布
設

他
１

件
工

事
・北

区
植

木
町

山
本

○
番

地
付

近
φ

15
0・

50
粍

配
水

管
布

設
他

１
件

工
事

・北
区

植
木

町
亀

甲
○

番
地

付
近

φ
15

0・
75

・5
0

粍
配

水
管

布
設

他
１

件
工

事
・南

区
城

南
町

下
宮

地
○

番
地

付
近

φ
10

0・
75

粍
配

水
管

布
設

工
事

・南
区

富
合

町
木

原
φ

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

他
１

件
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

・南
区

城
南

町
坂

野
～

舞
原

間
φ

30
0・

15
0粍

配
水

管
布

設
工

事
（２

工
区

）
・南

区
城

南
町

阿
高

○
番

地
付

近
φ

30
0粍

配
水

管
布

設
工

事
【総

合
評

価
方

式
】

・南
区

城
南

町
坂

野
～

舞
原

間
φ

30
0・

15
0粍

配
水

管
布

設
他

１
件

工
事

（１
工

区
）【

総
合

評
価

方
式

】
・熊

本
城

二
の

丸
広

場
付

近
φ

10
0粍

配
水

管
布

設
替

他
１

件
工

事
・北

区
植

木
町

亀
甲

○
番

地
付

近
φ

10
0・

75
・5

0
粍

配
水

管
布

設
他

１
件

工
事

・北
区

植
木

町
古

閑
○

番
地

付
近

φ
10

0・
50

粍
配

水
管

布
設

他
１

件
工

事
・北

区
植

木
町

山
本

○
番

地
付

近
φ

15
0・

50
粍

配
水

管
布

設
他

１
件

工
事

・北
区

植
木

町
亀

甲
○

番
地

付
近

φ
15

0・
75

・5
0

粍
配

水
管

布
設

他
１

件
工

事
・南

区
城

南
町

下
宮

地
○

番
地

付
近

φ
10

0・
75

粍
配

水
管

布
設

工
事

・南
区

富
合

町
木

原
φ

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

他
１

件
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
8

1
0
/
5

37
9

9/
6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-4
08

　
H

16
.7

.2
8決

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-4
08

　
H

16
.7

.2
8決

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
1
6

9
/
2
0

38
0

9/
6

平
成

２
７

年
７

月
６

日
開

札
大

和
団

地
汚

水
管

渠
改

修
工

事
（第

18
-2

86
02

工
区

）の
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

大
和

団
地

汚
水

管
渠

改
修

工
事

（第
18

-2
86

02
工

区
）の

金
入

設
計

書
開

示
9
/
1
5

9
/
2
8

38
1

9/
6

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
46

-0
89

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
46

-0
89

･全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
1
6

9
/
2
0

38
2

9/
7

平
成

２
８

年
８

月
１

日
～

平
成

２
８

年
８

月
３

１
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

２
８

年
８

月
１

日
～

平
成

２
８

年
８

月
３

１
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

9
/
1
2

9
/
1
5

38
3

9/
7

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
１

３
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（６
２

１
３

工
区

）の
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
１

３
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（６
２

１
３

工
区

）の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
1
2

9
/
1
5

38
4

9/
8

平
成

２
８

年
８

月
１

０
日

開
札

一
般

県
道

託
麻

北
部

線
（吉

原
工

区
）舗

装
工

事
の

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

平
成

２
８

年
度

一
般

県
道

託
麻

北
部

線
（吉

原
工

区
）舗

装
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
9
/
9

9
/
1
3

52



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

38
5

9/
8

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

-4
00

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

-4
00

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
2
0

9
/
2
1

38
6

9/
8

・平
成

28
年

7月
1日

か
ら

平
成

28
年

8月
31

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

・平
成

28
年

7月
1日

か
ら

平
成

28
年

8月
31

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
1
6

9
/
2
6

郵
送

38
7

9/
8

熊
本

市
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

等
施

行
規

則
　

事
故

発
生

届
は

何
件

あ
り

ま
し

た
か

。
熊

本
市

東
区

東
野

３
丁

目
平

成
１

２
年

～
１

４
年

　
件

数

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

動
物

愛
護

セ
ン

タ
ー

熊
本

市
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

等
施

行
規

則
　

事
故

発
生

届
は

何
件

あ
り

ま
し

た
か

。
熊

本
市

東
区

東
野

３
丁

目
平

成
１

２
年

～
１

４
年

　
件

数

不
存

在
9
/
9

各
執

行
機

関
宛

に
出

さ
れ

た
、

平
成

２
７

年
開

催
の

総
務

常
任

委
員

会
へ

の
説

明
要

員
の

出
席

要
請

（要
求

）書
不

存
在

各
執

行
機

関
宛

に
出

さ
れ

た
、

平
成

２
７

年
開

催
の

総
務

常
任

委
員

会
へ

の
説

明
員

の
出

席
者

名
簿

そ
の

他

38
9

9/
9

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
請

求
し

ま
す

。
下

記
期

間
内

に
新

規
で

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
理

美
容

店
の

一
覧

表
を

お
願

い
し

ま
す

。
項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
申

請
者

名
期

間
：2

01
6年

8月
26

日
よ

り
20

16
年

9月
9日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

取
り

下
げ

39
0

9/
9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

16
.1

1.
11

　
04

年
第

５
８

２
号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

16
.1

1.
11

　
04

年
第

５
８

２
号

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
2
3

9
/
2
9

39
1

9/
9

熊
本

市
中

央
区

黒
髪

４
丁

目
○

番
平

成
１

２
年

２
月

頃
の

○
○

氏
と

水
道

局
と

の
境

界
確

定
申

請
書

等
一

式
（立

会
い

記
録

一
式

）

上
下

水
道

局
総

務
部

総
務

課

熊
本

市
中

央
区

黒
髪

４
丁

目
○

番
平

成
１

２
年

２
月

頃
の

○
○

氏
と

水
道

局
と

の
境

界
確

定
申

請
書

等
一

式
（立

会
い

記
録

一
式

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
1
6

9
/
2
1

39
2

9/
12

・帯
山

西
小

学
校

受
水

槽
改

修
そ

の
他

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
・（

熊
本

地
震

関
連

）川
上

小
学

校
受

水
槽

改
修

そ
の

他
工

事
・小

島
小

学
校

受
水

槽
改

修
そ

の
他

工
事

・杉
上

小
学

校
給

水
管

改
修

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

・帯
山

西
小

学
校

受
水

槽
改

修
そ

の
他

工
事

【総
合

評
価

方
式

】
・（

熊
本

地
震

関
連

）川
上

小
学

校
受

水
槽

改
修

そ
の

他
工

事
・小

島
小

学
校

受
水

槽
改

修
そ

の
他

工
事

・杉
上

小
学

校
給

水
管

改
修

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
1
5

1
0
/
5

39
3

9/
12

・老
朽

給
水

管
（鉛

管
）切

替
工

事
（２

工
区

）
・老

朽
給

水
管

（鉛
管

）切
替

工
事

（１
工

区
）

上
記

の
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
相

談
課

・老
朽

給
水

管
（鉛

管
）切

替
工

事
（２

工
区

）
・老

朽
給

水
管

（鉛
管

）切
替

工
事

（１
工

区
）

上
記

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
2
1

1
0
/
5

39
4

9/
12

・老
朽

給
水

管
（鉛

管
）切

替
工

事
（１

７
工

区
）

上
記

の
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
相

談
課

西
部

上
下

水
道

セ
ン

タ
ー

・老
朽

給
水

管
（鉛

管
）切

替
工

事
（１

７
工

区
）

上
記

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
1
4

1
0
/
5

9
/
9

38
8

9/
8

各
執

行
機

関
宛

に
出

さ
れ

た
、

平
成

２
７

年
開

催
の

総
務

常
任

委
員

会
へ

の
説

明
要

員
の

出
席

要
請

（要
求

）書
及

び
説

明
員

の
出

席
者

名
簿

議
会

事
務

局
総

務
課

53



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

39
5

9/
12

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

の
届

出
の

内
、

下
記

の
店

舗
の

周
辺

見
取

図
（1

：2
00

0程
度

）及
び

建
物

配
置

図
（1

：5
00

程
度

）を
希

望
い

た
し

ま
す

。
・（

仮
称

）熊
本

市
下

通
○

○
○

○
・○

○
○

○
・（

仮
称

）○
○

○
○

・○
○

○
○

〔A
区

画
〕

経
済

観
光

局
産

業
部

商
業

金
融

課

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

の
届

出
の

内
、

下
記

の
店

舗
の

周
辺

見
取

図
（1

：2
00

0程
度

）及
び

建
物

配
置

図
（1

：5
00

程
度

）
・（

仮
称

）熊
本

市
下

通
○

○
○

○
・○

○
○

○
・（

仮
称

）○
○

○
○

・○
○

○
○

〔A
区

画
〕

開
示

9
/
1
5

1
1
/
1
5

郵
送

39
6

9/
13

小
島

公
園

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課

小
島

公
園

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
2
1

9
/
2
6

39
7

9/
13

市
道

鶴
羽

田
町

改
寄

町
第

1号
線

側
溝

改
良

工
事

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

市
道

鶴
羽

田
町

改
寄

町
第

1号
線

側
溝

改
良

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
2
9

1
0
/
5

39
8

9/
13

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
道

路
改

良
工

事
そ

の
5の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
セ

ン
タ

ー
高

規
格

道
路

建
設

推
進

課

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
道

路
改

良
工

事
そ

の
5の

金
入

設
計

書

開
示

9
/
1
6

1
0
/
5

39
9

9/
13

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

-1
82

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

-1
82

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

9
/
2
3

9
/
2
7

40
0

9/
13

（仮
称

）新
西

部
環

境
工

場
余

熱
利

用
施

設
造

成
工

事
【総

合
評

価
方

式
】の

金
入

設
計

書
環

境
局

資
源

循
環

部
廃

棄
物

計
画

課 環
境

施
設

整
備

室

（仮
称

）新
西

部
環

境
工

場
余

熱
利

用
施

設
造

成
工

事
【総

合
評

価
方

式
】の

金
入

設
計

書

開
示

9
/
1
4

1
0
/
5

40
1

9/
13

松
尾

地
区

パ
イ

ロ
ッ

ト
道

路
外

除
草

業
務

委
託

の
金

入
設

計
書

農
水

局
農

政
部

西
農

業
振

興
課

松
尾

地
区

パ
イ

ロ
ッ

ト
道

路
外

除
草

業
務

委
託

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
2
0

1
0
/
5

40
2

9/
13

・都
市

計
画

道
路

上
熊

本
駅

西
口

線
道

路
改

良
工

事
【J

R
近

接
】

・都
市

計
画

道
路

新
町

戸
坂

線
外

２
線

除
草

作
業

業
務

委
託

（そ
の

1）
上

記
の

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

・都
市

計
画

道
路

上
熊

本
駅

西
口

線
道

路
改

良
工

事
【J

R
近

接
】

・都
市

計
画

道
路

新
町

戸
坂

線
外

２
線

除
草

作
業

業
務

委
託

（そ
の

1）
上

記
の

金
入

設
計

書

開
示

9
/
1
5

1
0
/
5

54



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

40
3

9/
13

・一
般

県
道

託
麻

北
部

線
（吉

原
工

区
）道

路
改

良
工

事
・国

道
26

6号
（田

井
島

地
区

）電
線

共
同

溝
整

備
工

事
【総

合
評

価
方

式
】

・市
道

下
江

津
5丁

目
江

津
3丁

目
第

1号
線

外
1

路
線

道
路

改
良

工
事

・市
道

大
江

2丁
目

新
大

江
３

丁
目

第
1号

線
道

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

・一
般

県
道

託
麻

北
部

線
（吉

原
工

区
）道

路
改

良
工

事
・国

道
26

6号
（田

井
島

地
区

）電
線

共
同

溝
整

備
工

事
【総

合
評

価
方

式
】

・市
道

下
江

津
5丁

目
江

津
3丁

目
第

1号
線

外
1

路
線

道
路

改
良

工
事

・市
道

大
江

2丁
目

新
大

江
３

丁
目

第
1号

線
道

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書

開
示

9
/
1
6

1
0
/
5

40
4

9/
13

健
軍

川
外

除
草

業
務

委
託

（第
1回

）の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

河
川

公
園

整
備

課

健
軍

川
外

除
草

業
務

委
託

（第
1回

）の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
2
6

1
0
/
5

40
5

9/
13

・市
道

楠
野

町
大

鳥
居

町
第

1号
線

側
溝

改
良

工
事 ・一

般
県

道
植

木
山

鹿
線

（内
工

区
）道

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

・市
道

楠
野

町
大

鳥
居

町
第

1号
線

側
溝

改
良

工
事 ・一

般
県

道
植

木
山

鹿
線

（内
工

区
）道

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書

開
示

9
/
2
0

1
0
/
5

40
6

9/
13

・一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）硯
川

地
区

高
架

下
造

成
工

事
【総

合
評

価
方

式
】

・一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）花
園

高
架

2号
橋

下
部

工
A

1橋
台

工
事

・一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）前
川

付
替

護
岸

工
事

・一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）花
園

高
架

2号
橋

下
部

工
（P

4)
工

事
・一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
地

区
道

路
改

良
工

事
そ

の
3【

総
合

評
価

方
式

】
・一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
（四

方
寄

工
区

）道
路

改
良

工
事

そ
の

2【
総

合
評

価
方

式
】

・一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
ラ

ン
プ

部
道

路
改

良
工

事
（そ

の
2）

【総
合

評
価

方
式

】
・一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
付

替
道

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

・一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）硯
川

地
区

高
架

下
造

成
工

事
【総

合
評

価
方

式
】

・一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）花
園

高
架

2号
橋

下
部

工
A

1橋
台

工
事

・一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）前
川

付
替

護
岸

工
事

・一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）花
園

高
架

2号
橋

下
部

工
（P

4)
工

事
・一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
地

区
道

路
改

良
工

事
そ

の
3【

総
合

評
価

方
式

】
・一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
（四

方
寄

工
区

）道
路

改
良

工
事

そ
の

2【
総

合
評

価
方

式
】

・一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
ラ

ン
プ

部
道

路
改

良
工

事
（そ

の
2）

【総
合

評
価

方
式

】
・一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
付

替
道

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書

開
示

9
/
2
6

1
0
/
5

40
7

9/
13

・主
要

地
方

道
熊

本
玉

名
線

（岳
工

区
）道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
・国

道
50

1号
（河

内
工

区
）道

路
改

築
工

事
・（

仮
称

）城
南

ｽ
ﾏ

ｰ
ﾄｲ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾁ
ｪ
ﾝ

ｼ
ﾞ道

路
改

良
工

事
【総

合
評

価
方

式
】

・国
道

50
1号

（飽
田

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

）事
業

用
地

除
草

業
務

委
託

上
記

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

・主
要

地
方

道
熊

本
玉

名
線

（岳
工

区
）道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
・国

道
50

1号
（河

内
工

区
）道

路
改

築
工

事
・（

仮
称

）城
南

ｽ
ﾏ

ｰ
ﾄｲ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾁ
ｪ
ﾝ

ｼ
ﾞ道

路
改

良
工

事
【総

合
評

価
方

式
】

・国
道

50
1号

（飽
田

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

）事
業

用
地

除
草

業
務

委
託

上
記

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
1
5

1
0
/
5

55



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

40
8

9/
13

・緑
川

堤
防

線
外

3路
線

道
路

除
草

業
務

委
託

・城
南

町
東

阿
高

地
区

防
火

水
槽

整
備

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

城
南

地
域

整
備

室

・緑
川

堤
防

線
外

3路
線

道
路

除
草

業
務

委
託

・城
南

町
東

阿
高

地
区

防
火

水
槽

整
備

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
1
6

1
0
/
5

40
9

9/
13

海
底

構
造

物
（攪

拌
ブ

ロ
ッ

ク
）及

び
淡

水
防

止
柵

（支
柱

）設
置

工
事

の
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

計
画

調
整

課

海
底

構
造

物
（攪

拌
ブ

ロ
ッ

ク
）及

び
淡

水
防

止
柵

（支
柱

）設
置

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
1
6

1
0
/
5

41
0

9/
13

・西
区

池
上

町
（万

日
山

ト
ン

ネ
ル

付
近

）φ
50

0
粍

配
水

管
推

進
工

事
・北

部
上

下
水

道
セ

ン
タ

ー
進

入
道

路
拡

幅
及

び
補

償
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

・西
区

池
上

町
（万

日
山

ト
ン

ネ
ル

付
近

）φ
50

0
粍

配
水

管
推

進
工

事
・北

部
上

下
水

道
セ

ン
タ

ー
進

入
道

路
拡

幅
及

び
補

償
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書

開
示

9
/
2
1

1
0
/
5

41
1

9/
13

・都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
１

３
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（６
２

１
３

工
区

）の
金

入
設

計
書

・都
市

計
画

事
業

　
北

部
汚

水
５

７
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（６
２

０
３

工
区

）
・都

市
計

画
事

業
　

北
部

汚
水

７
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（６
３

０
３

工
区

）
上

記
の

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

・都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
１

３
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（６
２

１
３

工
区

）の
金

入
設

計
書

・都
市

計
画

事
業

　
北

部
汚

水
５

７
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（６
２

０
３

工
区

）
・都

市
計

画
事

業
　

北
部

汚
水

７
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（６
３

０
３

工
区

）
上

記
の

金
入

設
計

書

開
示

9
/
2
3

1
0
/
5

41
2

9/
13

・熊
本

都
市

計
画

　
桜

町
地

区
第

1種
市

街
地

再
開

発
事

業
道

路
整

備
工

事
に

伴
う

公
共

下
水

道
管

渠
布

設
替

工
事

（第
18

-2
83

11
工

区
）

・大
和

団
地

汚
水

管
渠

改
修

工
事

（第
18

-2
86

02
工

区
）

・大
和

団
地

汚
水

管
渠

改
修

工
事

（第
18

-2
86

01
工

区
）

・大
和

団
地

汚
水

管
渠

改
修

工
事

（第
18

-2
86

03
工

区
）

・下
水

道
総

合
地

震
対

策
（帯

山
中

学
校

外
２

校
）

マ
ン

ホ
ー

ル
ト
イ

レ
整

備
工

事
（第

18
-2

82
01

工
区

）
・下

水
道

総
合

地
震

対
策

（江
原

中
学

校
外

２
校

）
マ

ン
ホ

ー
ル

ト
イ

レ
整

備
工

事
（第

18
-2

82
02

工
区

）
上

記
の

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

・熊
本

都
市

計
画

　
桜

町
地

区
第

1種
市

街
地

再
開

発
事

業
道

路
整

備
工

事
に

伴
う

公
共

下
水

道
管

渠
布

設
替

工
事

（第
18

-2
83

11
工

区
）

・大
和

団
地

汚
水

管
渠

改
修

工
事

（第
18

-2
86

02
工

区
）

・大
和

団
地

汚
水

管
渠

改
修

工
事

（第
18

-2
86

01
工

区
）

・大
和

団
地

汚
水

管
渠

改
修

工
事

（第
18

-2
86

03
工

区
）

・下
水

道
総

合
地

震
対

策
（帯

山
中

学
校

外
２

校
）

マ
ン

ホ
ー

ル
ト
イ

レ
整

備
工

事
（第

18
-2

82
01

工
区

）
・下

水
道

総
合

地
震

対
策

（江
原

中
学

校
外

２
校

）
マ

ン
ホ

ー
ル

ト
イ

レ
整

備
工

事
（第

18
-2

82
02

工
区

）
上

記
の

金
入

設
計

書

開
示

9
/
1
7

1
0
/
5

41
3

9/
14

平
成

２
７

年
９

月
９

日
開

札
一

般
県

道
託

麻
北

部
線

（吉
原

工
区

）道
路

改
良

工
事

（そ
の

３
）の

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

平
成

２
７

年
９

月
９

日
開

札
一

般
県

道
託

麻
北

部
線

（吉
原

工
区

）道
路

改
良

工
事

（そ
の

３
）の

金
入

設
計

書
開

示
9
/
1
5

9
/
2
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

41
4

9/
14

市
道

楠
野

町
大

鳥
居

町
第

１
号

線
側

溝
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

市
道

楠
野

町
大

鳥
居

町
第

１
号

線
側

溝
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
9
/
2
0

9
/
2
3

41
5

9/
14

①
熊

本
市

役
所

花
畑

町
別

館
②

中
央

公
民

館
③

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

④
事

業
内

高
等

職
業

訓
練

校
本

館
以

上
４

施
設

に
対

し
て

行
わ

れ
た

被
災

建
築

物
の

応
急

危
険

度
判

定
に

つ
い

て
の

開
示

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

営
繕

課

平
成

２
８

年
熊

本
地

震
に

伴
い

実
施

し
た

次
の

市
有

施
設

の
応

急
危

険
度

判
定

調
査

票
①

熊
本

市
役

所
花

畑
町

別
館

②
中

央
公

民
館

③
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
④

事
業

内
高

等
職

業
訓

練
校

本
館

開
示

9
/
2
1

9
/
2
6

41
6

9/
14

古
京

町
別

館
に

対
し

て
行

わ
れ

た
被

災
建

築
物

の
応

急
危

険
度

判
定

に
つ

い
て

の
開

示
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
建

築
指

導
課

古
京

町
別

館
に

対
し

て
行

わ
れ

た
被

災
建

築
物

の
応

急
危

険
度

判
定

に
つ

い
て

の
開

示
開

示
9
/
2
3

9
/
2
6

41
7

9/
14

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

-1
99

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

-1
99

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
2
9

9
/
3
0

41
8

9/
14

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
第

22
6号

･全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
第

22
6号

･全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
2
9

9
/
3
0

・開
催

通
知

伺
（各

委
員

宛
）の

起
案

文
・審

査
資

料
事

前
送

付
伺

（各
委

員
宛

）の
起

案
文

、
送

付
文

・支
給

認
定

伺
（市

長
決

裁
）の

起
案

文
、

認
定

状
況

一
覧

・不
支

給
決

定
通

知
送

付
伺

の
起

案
文

開
示

・開
催

通
知

伺
（各

委
員

宛
）の

開
催

通
知

文
・支

給
認

定
伺

（市
長

決
裁

）の
答

申
書

、
答

申
結

果
一

覧
表

・不
支

給
決

定
通

知
送

付
伺

の
不

支
給

通
知

（個
人

宛
）

・支
給

伺
（支

給
額

の
決

定
伺

）の
起

案
文

、
支

給
一

覧
、

支
給

通
知

（個
人

宛
）、

調
査

票

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報

・開
催

通
知

伺
（各

委
員

宛
）の

委
員

名
簿

、
開

催
場

所
案

内
図

・審
査

資
料

事
前

送
付

伺
（各

委
員

宛
）の

申
立

書
、

震
災

後
か

ら
死

亡
ま

で
の

経
緯

、
死

亡
診

断
書

（死
体

検
案

書
）、

（追
加

）確
認

項
目

一
覧

（及
び

調
査

結
果

）、
前

回
議

事
録

不
開

示

1号
　

法
令

秘
情

報
2号

　
個

人
情

報
5号

　
審

議
、

検
討

等
に

関
す

る
情

報

42
0

9/
15

中
央

区
黒

髪
5丁

目
（龍

神
橋

）φ
60

0粍
配

水
管

布
設

替
工

事
の

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

中
央

区
黒

髪
5丁

目
（龍

神
橋

）φ
60

0粍
配

水
管

布
設

替
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
9
/
2
3

1
0
/
1
3

有
10

/2
8

1
1
/
4

郵
送

1
0
/
2
6

41
9

9/
15

熊
本

地
震

の
・災

害
関

連
死

に
関

す
る

文
書

す
べ

て
・災

害
弔

慰
金

支
給

審
査

に
関

す
る

文
書

す
べ

て

政
策

局
復

興
部

生
活

再
建

支
援

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

42
1

9/
15

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
37

-0
90

、
S
42

-2
35

・全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

12
.0

0-
14

3、
H

16
.0

4-
46

5
　

　
　

　
　

　
  

H
2
0.

0
8-

10
8

・全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
37

-0
90

、
S
42

-2
35

・全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

12
.0

0-
14

3、
H

16
.0

4-
46

5
　

　
　

　
　

　
  

H
2
0.

0
8-

10
8

・全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
2
8

9
/
3
0

42
2

9/
15

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
28

年
6月

11
日

～
7月

10
日

届
出

分
）※

建
築

物
に

限
る

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
28

年
6月

11
日

～
7月

10
日

届
出

分
）※

建
築

物
に

限
る

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
9
/
1
6

9
/
2
1

42
3

9/
15

南
区

城
南

町
坂

野
～

舞
原

間
φ

30
0・

15
0粍

配
水

管
布

設
外

１
件

工
事

（１
工

区
）の

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

南
区

城
南

町
坂

野
～

舞
原

間
φ

30
0・

15
0粍

配
水

管
布

設
外

１
件

工
事

（１
工

区
）の

金
入

設
計

書
開

示
9
/
2
3

9
/
2
6

42
4

9/
15

・平
成

２
９

年
３

月
末

供
用

予
定

　
熊

本
西

環
状

道
路

　
下

硯
川

IC
～

花
園

IC
の

完
成

後
の

道
路

形
状

が
わ

か
る

平
面

図
・平

成
２

９
年

３
月

末
供

用
予

定
　

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
の

完
成

後
の

道
路

形
状

が
わ

か
る

平
面

図

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

・平
成

２
９

年
３

月
末

供
用

予
定

　
熊

本
西

環
状

道
路

　
下

硯
川

IC
～

花
園

IC
の

完
成

後
の

道
路

形
状

が
わ

か
る

平
面

図
・平

成
２

９
年

３
月

末
供

用
予

定
　

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
の

完
成

後
の

道
路

形
状

が
わ

か
る

平
面

図

開
示

9
/
2
8

42
5

9/
15

平
成

２
８

年
度

内
供

用
予

定
　

国
道

５
０

１
号

河
内

工
区

（住
所

：熊
本

市
西

区
河

内
町

河
内

○
付

近
地

図
参

照
）の

完
成

後
の

道
路

形
状

が
わ

か
る

平
面

図

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

平
成

２
８

年
度

内
供

用
予

定
　

国
道

５
０

１
号

河
内

工
区

（住
所

：熊
本

市
西

区
河

内
町

河
内

○
付

近
地

図
参

照
）の

完
成

後
の

道
路

形
状

が
わ

か
る

平
面

図
開

示
9
/
2
0

42
6

9/
16

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
城

頬
当

御
門

周
辺

石
垣

撤
去

工
事

の
金

入
設

計
書

経
済

観
光

局
文

化
・ス

ポ
ー

ツ
交

流
部

熊
本

城
調

査
研

究
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
城

頬
当

御
門

周
辺

石
垣

撤
去

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
2
3

9
/
2
6

42
7

9/
16

熊
本

市
に

お
け

る
食

品
衛

生
法

に
基

づ
く

許
可

業
種

す
べ

て
の

施
設

一
覧

平
成

２
８

年
３

月
１

日
か

ら
平

成
２

８
年

８
月

３
１

日
の

間
に

新
規

で
許

可
を

受
け

た
全

業
種

の
施

設
す

べ
て

（す
で

に
廃

業
し

て
い

る
施

設
は

除
く

）
項

目
：店

名
、

店
住

所
、

店
電

話
番

号
、

申
請

者
名

（申
請

者
が

法
人

の
場

合
は

、
法

人
住

所
、

法
人

電
話

番
号

、
法

人
代

表
者

名
）、

許
可

日
、

許
可

満
了

日
、

業
種

、
業

態

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

２
８

年
３

月
１

日
か

ら
平

成
２

８
年

８
月

３
１

日
の

間
に

、
熊

本
市

に
お

い
て

新
規

で
許

可
を

受
け

た
食

品
衛

生
法

に
基

づ
く

全
業

種
の

全
施

設
一

覧
（す

で
に

廃
業

し
て

い
る

施
設

は
除

く
）

項
目

：店
名

、
店

住
所

、
店

電
話

番
号

、
申

請
者

名
（申

請
者

が
法

人
の

場
合

は
、

法
人

住
所

、
法

人
電

話
番

号
、

法
人

代
表

者
名

）、
許

可
日

、
許

可
満

了
日

、
業

種
、

業
態

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
：平

成
２

８
年

９
月

２
０

日
　

15
：3

0

開
示

9
/
2
3

1
0
/
1
4

郵
送

42
8

9/
16

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
13

-1
27

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
13

-1
27

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

9
/
2
9

未

42
9

9/
16

住
居

表
示

台
帳

の
写

し
出

水
３

丁
目

の
５

番
街

区
市

民
局

市
民

生
活

部
地

域
政

策
課

住
居

表
示

台
帳

の
写

し
出

水
３

丁
目

の
５

番
街

区
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2号
　

個
人

情
報

9
/
1
6

1
0
/
4

1
0
/
5

郵
送

58



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

43
0

9/
16

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
43

-5
21

-0
3、

04
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
43

-5
21

-0
3、

04
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
3

1
0
/
4

43
1

9/
20

熊
本

市
北

区
楡

木
４

丁
目

○
-○

か
ら

楡
木

４
丁

目
○

-○
ま

で
の

土
地

に
お

け
る

、
昭

和
６

１
年

か
ら

現
在

ま
で

の
土

木
工

事
及

び
調

査
な

ど
の

資
料

（市
長

事
務

部
局

に
限

る
）

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

用
地

課

熊
本

市
北

区
楡

木
４

丁
目

○
-○

か
ら

楡
木

４
丁

目
○

-○
ま

で
の

土
地

に
お

け
る

、
昭

和
６

１
年

か
ら

現
在

ま
で

の
土

木
工

事
及

び
調

査
な

ど
の

資
料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
0
/
7

1
0
/
1
9

43
2

9/
20

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）硯
川

地
区

高
架

下
造

成
工

事
工

事
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
セ

ン
タ

ー
高

規
格

道
路

建
設

推
進

課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）硯
川

地
区

高
架

下
造

成
工

事
工

事
の

金
入

設
計

書

開
示

9
/
2
1

9
/
2
7

43
3

9/
20

ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
保

険
に

つ
い

て
の

下
記

文
書

・上
記

制
度

が
わ

か
る

ﾊ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾚ
ｯ
ﾄ、

ﾁ
ﾗ
ｼ

等
・上

記
制

度
の

実
施

要
綱

、
災

害
補

償
規

定
等

・平
成

２
８

年
度

契
約

時
の

仕
様

書
・平

成
２

８
年

度
契

約
時

の
入

札
及

び
見

積
り

合
わ

せ
等

の
結

果
・平

成
２

８
年

度
契

約
の

保
険

証
券

及
び

特
約

・明
細

書
等

（保
険

約
款

不
要

）
・平

成
２

５
～

２
７

年
度

契
約

の
事

故
件

数
及

び
支

払
い

保
険

金
額

（被
害

者
に

支
払

っ
た

保
険

金
額

）

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

活
動

推
進

課

ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
保

険
に

つ
い

て
の

下
記

文
書

・上
記

制
度

が
わ

か
る

ﾊ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾚ
ｯ
ﾄ、

ﾁ
ﾗ
ｼ

等
・上

記
制

度
の

実
施

要
綱

、
災

害
補

償
規

定
等

・平
成

２
８

年
度

契
約

時
の

仕
様

書
・平

成
２

８
年

度
契

約
時

の
入

札
及

び
見

積
り

合
わ

せ
等

の
結

果
・平

成
２

８
年

度
契

約
の

保
険

証
券

及
び

特
約

・明
細

書
等

（保
険

約
款

不
要

）
・平

成
２

５
～

２
７

年
度

契
約

の
事

故
件

数
及

び
支

払
い

保
険

金
額

（被
害

者
に

支
払

っ
た

保
険

金
額

）

開
示

9
/
2
9

1
0
/
1
1

郵
送

43
4

9/
20

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

-0
96

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

-0
96

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
0
/
3

1
0
/
1
4

43
5

9/
21

平
成

２
８

年
８

月
１

０
日

開
札

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
法

成
寺

線
舗

装
工

事
（そ

の
１

）の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

平
成

２
８

年
８

月
１

０
日

開
札

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
法

成
寺

線
舗

装
工

事
（そ

の
１

）の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
2
3

1
0
/
7

43
6

9/
21

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
道

路
改

良
工

事
そ

の
4の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
セ

ン
タ

ー
高

規
格

道
路

建
設

推
進

課

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
道

路
改

良
工

事
そ

の
4の

金
入

設
計

書

開
示

9
/
2
1

9
/
2
1

43
7

9/
21

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-0
06

、
S
46

-0
89

・全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-0
06

、
S
46

-0
89

・全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
3

1
0
/
4

43
8

9/
21

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
の

運
営

事
業

者
か

ら
提

出
さ

れ
た

事
故

報
告

書
（2

01
5年

１
月

１
日

以
降

）

健
康

福
祉

局
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
の

運
営

事
業

者
か

ら
提

出
さ

れ
た

事
故

報
告

書
（2

01
5年

１
月

１
日

以
降

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
3

1
0
/
2
4

郵
送

59



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

43
9

9/
21

・ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
の

運
営

事
業

者
か

ら
提

出
さ

れ
た

自
主

点
検

に
よ

る
最

新
の

定
期

報
告

書
・ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
の

運
営

事
業

者
か

ら
提

出
さ

れ
た

事
業

の
廃

止
届

（２
０

１
１

年
の

制
度

開
始

以
降

）※
廃

止
の

理
由

が
記

載
さ

れ
て

い
る

文
書

が
あ

れ
ば

そ
れ

も
あ

わ
せ

て

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

建
築

政
策

課

・ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
の

運
営

事
業

者
か

ら
提

出
さ

れ
た

最
新

の
定

期
報

告
書

・ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
の

運
営

事
業

者
か

ら
提

出
さ

れ
た

事
業

の
廃

止
届

出
書

及
び

登
録

抹
消

申
請

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
0
/
1
3

1
0
/
2
4

郵
送

44
0

9/
21

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

39
年

10
月

9日
熊

本
県

指
令

（建
）第

10
6号

・全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

39
年

10
月

9日
熊

本
県

指
令

（建
）第

10
6号

・全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
3

1
0
/
5

44
1

9/
21

土
地

区
画

整
理

一
覧

調
書

最
新

の
物

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

都
心

活
性

推
進

課

土
地

区
画

整
理

一
覧

調
書

開
示

9
/
2
7

9
/
3
0

44
2

9/
23

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

-2
12

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

-2
12

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
5

1
0
/
1
3

・開
催

通
知

伺
（各

委
員

宛
）の

起
案

文
・審

査
資

料
事

前
送

付
伺

（各
委

員
宛

）の
起

案
文

、
送

付
文

・支
給

認
定

伺
（市

長
決

裁
）の

起
案

文
、

認
定

状
況

一
覧

・不
支

給
決

定
通

知
送

付
伺

の
起

案
文

開
示

・開
催

通
知

伺
（各

委
員

宛
）の

開
催

通
知

文
・支

給
認

定
伺

（市
長

決
裁

）の
答

申
書

、
答

申
結

果
一

覧
表

・不
支

給
決

定
通

知
送

付
伺

の
不

支
給

通
知

（個
人

宛
）

・支
給

伺
（支

給
額

の
決

定
伺

）の
起

案
文

、
支

給
一

覧
、

支
給

通
知

（個
人

宛
）、

調
査

票

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報

・開
催

通
知

伺
（各

委
員

宛
）の

委
員

名
簿

、
開

催
場

所
案

内
図

・審
査

資
料

事
前

送
付

伺
（各

委
員

宛
）の

申
立

書
、

震
災

後
か

ら
死

亡
ま

で
の

経
緯

、
死

亡
診

断
書

（死
体

検
案

書
）、

（追
加

）確
認

項
目

一
覧

（及
び

調
査

結
果

）、
前

回
議

事
録

不
開

示

1号
　

法
令

秘
情

報
2号

　
個

人
情

報
5号

　
審

議
、

検
討

等
に

関
す

る
情

報

44
4

9/
23

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
43

-4
23

・全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
43

-4
23

・全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
5

1
0
/
2
5

有
11

/7
1
1
/
1

1
1
/
1
0

44
3

9/
23

・熊
本

地
震

の
「災

害
関

連
死

」と
認

め
ら

れ
た

犠
牲

者
に

つ
い

て
の

死
因

と
、

死
亡

に
至

る
経

緯
、

認
定

審
査

期
間

、
住

所
、

氏
名

が
把

握
で

き
る

関
連

書
類

一
式

・熊
本

地
震

の
「災

害
関

連
死

」と
し

て
「災

害
弔

慰
金

」を
申

請
し

た
数

。
そ

の
内

訳
（認

定
し

た
件

数
、

却
下

し
た

件
数

、
審

査
中

の
件

数
、

未
審

査
の

件
数

）

政
策

局
復

興
部

生
活

再
建

支
援

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

熊
本

市
北

区
清

水
亀

井
町

○
-○

に
所

在
し

て
い

た
、

○
○

○
○

の
下

記
記

載
の

廃
止

情
報

の
開

示
請

求
・正

式
名

称
・正

式
所

在
地

・廃
院

日

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
5

1
0
/
1
1

郵
送

熊
本

市
北

区
清

水
亀

井
町

○
-○

に
所

在
し

て
い

た
、

○
○

○
○

の
下

記
記

載
の

廃
止

情
報

の
開

示
請

求
・医

療
記

録
の

引
継

ぎ
の

有
無

不
存

在

44
6

9/
23

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

6年
9月

10
日

よ
り

20
16

年
9月

23
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
確

認
し

た
理

容
所

及
び

美
容

所
の

下
記

項
目

に
関

す
る

一
覧

表
項

目
：店

舗
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
申

請
者

名
期

間
：2

01
6年

9月
10

日
よ

り
20

16
年

9月
23

日

開
示

9
/
2
8

1
0
/
5

44
7

9/
23

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
16

-0
09

・全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
16

-0
09

・全
部

・復
元

協
議

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
5

未

44
8

9/
26

平
成

28
年

5月
1日

か
ら

28
年

8月
31

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

（可
能

で
あ

れ
ば

、
電

磁
的

記
録

の
交

付
を

希
望

）

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

平
成

28
年

5月
1日

か
ら

28
年

8月
31

日
ま

で
の

住
居

表
示

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

（可
能

で
あ

れ
ば

、
電

磁
的

記
録

の
交

付
を

希
望

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
9
/
2
9

1
0
/
1
1

郵
送

44
9

9/
26

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
54

-0
35

-0
1～

04
・白

黒
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
54

-0
35

-0
1～

04
・白

黒
希

望
開

示
1
0
/
5

1
0
/
1
3

45
0

9/
26

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

14
、

02
-2

18
　

H
14

、
02

-4
45

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

14
、

02
-2

18
　

H
14

、
02

-4
45

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
7

1
0
/
1
3

45
1

9/
26

熊
本

市
立

帯
山

中
学

校
の

教
職

員
に

支
給

さ
れ

て
い

る
通

勤
費

、
交

通
費

、
旅

費
、

出
張

費
、

出
張

費
時

の
日

当
代

期
間

は
平

成
２

６
年

度
か

ら
２

８
年

度
最

新
分

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
教

育
政

策
課

熊
本

市
立

帯
山

中
学

校
の

教
職

員
に

支
給

さ
れ

て
い

る
交

通
費

、
旅

費
、

出
張

費
、

出
張

費
時

の
日

当
代

期
間

は
平

成
２

６
年

度
か

ら
２

８
年

度
最

新
分

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
7

1
0
/
2
6

45
2

9/
26

熊
本

市
立

帯
山

中
学

校
の

教
職

員
に

支
給

さ
れ

て
い

る
通

勤
費

、
交

通
費

、
旅

費
、

出
張

費
、

出
張

費
時

の
日

当
代

期
間

は
平

成
２

６
年

度
か

ら
２

８
年

度
最

新
分

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

課
教

職
員

課

熊
本

市
立

帯
山

中
学

校
の

教
職

員
に

支
給

さ
れ

て
い

る
通

勤
費

、
交

通
費

、
旅

費
、

出
張

費
、

出
張

費
時

の
日

当
代

不
存

在
1
0
/
1
7

１
、

熊
本

市
立

帯
山

中
学

校
の

教
職

員
に

支
給

さ
れ

て
い

る
交

通
費

、
旅

費
、

出
張

費
、

出
張

費
時

の
日

当
代

。
平

成
２

６
年

度
か

ら
２

８
年

度
最

新
分

開
示

44
5

9/
23

熊
本

市
北

区
清

水
亀

井
町

○
-○

に
所

在
し

て
い

た
、

○
○

○
○

の
下

記
記

載
の

廃
止

情
報

の
開

示
請

求
・正

式
名

称
、

・正
式

所
在

地
、

・廃
院

日
、

・医
療

記
録

の
引

継
ぎ

の
有

無
健

康
福

祉
局

保
健

衛
生

部
医

療
政

策
課

45
3

9/
26

１
、

熊
本

市
立

帯
山

中
学

校
の

教
職

員
に

支
給

さ
れ

て
い

る
交

通
費

、
旅

費
、

出
張

費
、

出
張

費
時

の
日

当
代

。
２

、
熊

本
市

立
帯

山
中

学
校

の
教

職
員

に
支

給
さ

れ
て

い
る

生
徒

進
学

の
た

め
に

各
高

校
に

行
き

願
書

取
り

や
駐

車
場

費
な

ど
の

交
通

費
、

旅
費

、
出

張
費

、
出

張
費

時
の

日
当

代
。

３
、

期
間

は
平

成
２

６
年

度
か

ら
２

８
年

度
最

新
分

２
に

つ
い

て
は

平
成

２
５

年
度

か
ら

２
８

年
度

最
新

分
教

育
委

員
会

事
務

局
学

校
教

育
課

熊
本

市
立

帯
山

中
学

校

1
0
/
2
6

1
0
/
1
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

２
、

熊
本

市
立

帯
山

中
学

校
の

教
職

員
に

支
給

さ
れ

て
い

る
生

徒
進

学
の

た
め

に
各

高
校

に
行

き
願

書
取

り
や

駐
車

場
費

な
ど

の
交

通
費

、
旅

費
、

出
張

費
、

出
張

費
時

の
日

当
代

。
期

間
は

平
成

２
６

年
度

か
ら

２
７

年
度

分

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報

２
、

熊
本

市
立

帯
山

中
学

校
の

教
職

員
に

支
給

さ
れ

て
い

る
生

徒
進

学
の

た
め

に
各

高
校

に
行

き
願

書
取

り
や

駐
車

場
費

な
ど

の
交

通
費

、
旅

費
、

出
張

費
、

出
張

費
時

の
日

当
代

。
期

間
は

平
成

２
５

年
度

分

不
存

在

45
4

9/
26

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

-3
89

-0
1～

08
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

-3
89

-0
1～

08
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
7

1
0
/
1
1

45
5

9/
26

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
（H

17
.3

.7
）0

5年
第

10
3号

　
　

　
　

　
　

  
（
H

2
6.

1
0.

8
）1

4年
第

1
48

号
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
（H

17
.3

.7
）0

5年
第

10
3号

　
　

　
　

　
　

  
（
H

2
6.

1
0.

8
）1

4年
第

1
48

号
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
7

1
0
/
1
1

45
6

9/
26

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

平
成

21
年

　
H

20
-0

44
・全

部
・復

元
協

議
書

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
25

　
13

年
第

03
2

　
　

　
　

　
　

 平
成

1
8　

0
6年

第
1
42

号
　

　
　

　
　

　
 平

成
1
8　

0
6年

第
3
13

号
・全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

平
成

21
年

　
H

20
-0

44
・全

部
・復

元
協

議
書

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
25

　
13

年
第

03
2

　
　

　
　

　
　

 平
成

1
8　

0
6年

第
1
42

号
　

　
　

　
　

　
 平

成
1
8　

0
6年

第
3
13

号
・全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
7

1
0
/
1
1

45
7

9/
26

・H
26

.8
月

6日
熊

本
市

食
肉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

と
畜

機
能

移
転

に
関

す
る

助
成

金
実

績
報

告
書

の
添

付
書

類
（3

09
,8

00
,0

00
円

）
(1

)助
成

金
支

給
決

定
通

知
書

(3
)竣

工
届

(5
)建

築
確

認
済

書
(7

)支
払

い
が

確
認

で
き

る
も

の
、

○
○

○
○

㈱
、

㈱
○

○
○

○
へ

の
支

払
額

が
わ

か
る

書
類

(8
) 

そ
の

他
市

長
が

必
要

と
認

め
る

書
類

・工
事

完
成

が
H

26
.4

月
30

日
か

ら
5月

21
日

変
更

さ
れ

て
い

る
か

最
終

完
成

日
が

わ
か

る
書

類

農
水

局
農

政
部

農
業

・ﾌ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

戦
略

課

・H
26

.8
月

6日
熊

本
市

食
肉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

と
畜

機
能

移
転

に
関

す
る

助
成

金
実

績
報

告
書

の
添

付
書

類
(1

)助
成

金
支

給
決

定
通

知
書

(3
)竣

工
届

(5
)建

築
確

認
済

書
(7

)支
払

い
が

確
認

で
き

る
も

の
、

○
○

○
○

㈱
、

㈱
○

○
○

○
へ

の
支

払
額

が
わ

か
る

書
類

(8
) 

そ
の

他
市

長
が

必
要

と
認

め
る

書
類

・工
事

完
成

が
H

26
.4

月
30

日
か

ら
5月

21
日

変
更

さ
れ

て
い

る
か

最
終

完
成

日
が

わ
か

る
書

類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
1
4

1
0
/
1
8

45
3

9/
26

１
、

熊
本

市
立

帯
山

中
学

校
の

教
職

員
に

支
給

さ
れ

て
い

る
交

通
費

、
旅

費
、

出
張

費
、

出
張

費
時

の
日

当
代

。
２

、
熊

本
市

立
帯

山
中

学
校

の
教

職
員

に
支

給
さ

れ
て

い
る

生
徒

進
学

の
た

め
に

各
高

校
に

行
き

願
書

取
り

や
駐

車
場

費
な

ど
の

交
通

費
、

旅
費

、
出

張
費

、
出

張
費

時
の

日
当

代
。

３
、

期
間

は
平

成
２

６
年

度
か

ら
２

８
年

度
最

新
分

２
に

つ
い

て
は

平
成

２
５

年
度

か
ら

２
８

年
度

最
新

分
教

育
委

員
会

事
務

局
学

校
教

育
課

熊
本

市
立

帯
山

中
学

校

1
0
/
2
6

1
0
/
1
7

62



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

45
8

9/
26

H
26

.3
.2

6熊
本

市
食

肉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

と
畜

機
能

移
転

に
関

す
る

助
成

金
実

績
報

告
書

の
添

付
書

類
（1

6,
91

8,
00

0円
）

(1
)助

成
金

支
給

決
定

通
知

書
(2

)契
約

書
(3

)竣
工

届
(4

)施
設

整
備

決
算

書
(5

)建
築

確
認

済
書

(6
)工

事
写

真
（着

工
前

・工
事

中
・竣

工
後

）
(7

)支
払

い
が

確
認

で
き

る
も

の
(8

) 
そ

の
他

市
長

が
必

要
と

認
め

る
書

農
水

局
農

政
部

農
業

・ﾌ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

戦
略

課

H
26

.3
.2

6熊
本

市
食

肉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

と
畜

機
能

移
転

に
関

す
る

助
成

金
実

績
報

告
書

の
添

付
書

類
(1

)助
成

金
支

給
決

定
通

知
書

(2
)契

約
書

(3
)竣

工
届

(4
)施

設
整

備
決

算
書

(5
)建

築
確

認
済

書
(6

)工
事

写
真

（着
工

前
・工

事
中

・竣
工

後
）

(7
)支

払
い

が
確

認
で

き
る

も
の

(8
) 

そ
の

他
市

長
が

必
要

と
認

め
る

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
1
4

1
0
/
1
8

45
9

9/
26

H
25

.1
1.

12
熊

本
市

食
肉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

と
畜

機
能

移
転

に
関

す
る

助
成

金
支

給
申

請
書

５
の

添
付

書
類

(1
）施

設
整

備
計

画
書

(5
)工

事
内

訳
書

(6
)仕

様
書

及
び

特
記

仕
様

書
(7

)工
程

表
(8

)平
面

図
、

配
置

図
、

立
面

図
(9

)施
設

整
備

予
算

書
(1

0)
施

設
整

備
決

算
見

込
書

(1
1)

 そ
の

他
市

長
が

必
要

と
認

め
る

書
類

農
水

局
農

政
部

農
業

・ﾌ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

戦
略

課

H
25

.1
1.

12
熊

本
市

食
肉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

と
畜

機
能

移
転

に
関

す
る

助
成

金
支

給
申

請
書

５
の

添
付

書
類

(1
）施

設
整

備
計

画
書

(5
)工

事
内

訳
書

(6
)仕

様
書

及
び

特
記

仕
様

書
(7

)工
程

表
(8

)平
面

図
、

配
置

図
、

立
面

図
(9

)施
設

整
備

予
算

書
(1

0)
施

設
整

備
決

算
見

込
書

(1
1)

 そ
の

他
市

長
が

必
要

と
認

め
る

書
類

開
示

1
0
/
1
4

1
0
/
1
8

46
0

9/
26

20
13

.1
1.

12
起

案
、

20
13

.1
1.

12
決

裁
さ

れ
た

熊
本

市
食

肉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

と
畜

機
能

移
転

に
関

す
る

助
成

金
支

給
決

定
に

つ
い

て
、

決
定

を
行

う
に

当
た

り
提

出
さ

れ
た

書
類

の
全

部
。

（○
○

○
○

か
ら

提
出

さ
れ

た
も

の
）（

熊
本

市
よ

り
○

○
○

○
へ

出
さ

れ
た

文
書

）

農
水

局
農

政
部

農
業

・ﾌ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

戦
略

課

20
13

.1
1.

12
起

案
、

20
13

.1
1.

12
決

裁
さ

れ
た

熊
本

市
食

肉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

と
畜

機
能

移
転

に
関

す
る

助
成

金
支

給
決

定
に

つ
い

て
、

決
定

を
行

う
に

当
た

り
提

出
さ

れ
た

書
類

の
全

部
。

（○
○

○
○

か
ら

提
出

さ
れ

た
も

の
）（

熊
本

市
よ

り
○

○
○

○
へ

出
さ

れ
た

文
書

）

開
示

1
0
/
1
4

1
0
/
1
8

46
1

9/
27

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
20

-0
08

・全
部

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
第

07
-3

44
号

・全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
20

-0
08

・全
部

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
第

07
-3

44
号

・全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
2

1
0
/
1
2

46
2

9/
28

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

22
　

10
-1

13
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

22
　

10
-1

13
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
1
4

1
0
/
1
8

46
3

9/
28

市
道

鶴
羽

田
町

改
寄

町
第

1号
線

側
溝

改
良

工
事

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

市
道

鶴
羽

田
町

改
寄

町
第

1号
線

側
溝

改
良

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
3

1
0
/
7

63



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

46
4

9/
28

熊
本

市
立

帯
山

中
学

校
が

そ
の

帯
山

中
学

校
の

P
T

A
か

ら
の

寄
付

が
あ

れ
ば

、
そ

の
寄

付
に

つ
い

て
当

該
学

校
の

設
置

者
で

あ
る

地
方

公
共

団
体

が
定

め
る

関
係

規
定

等
に

従
い

、
会

計
処

理
上

の
適

正
な

手
続

き
を

受
け

て
い

る
か

。
期

間
は

平
成

22
年

期
末

分
か

ら
平

成
2７

年
期

末
分

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

課
熊

本
市

立
帯

山
中

学
校

熊
本

市
立

帯
山

中
学

校
が

そ
の

帯
山

中
学

校
の

P
T

A
か

ら
の

寄
付

が
あ

れ
ば

、
そ

の
寄

付
に

つ
い

て
当

該
学

校
の

設
置

者
で

あ
る

地
方

公
共

団
体

が
定

め
る

関
係

規
定

等
に

従
い

、
会

計
処

理
上

の
適

正
な

手
続

き
を

受
け

て
い

る
か

。
期

間
は

平
成

22
年

期
末

分
か

ら
平

成
2７

年
期

末
分

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
9

1
0
/
2
6

46
5

9/
29

楡
木

5丁
目

○
-○

付
近

φ
15

0粍
配

水
管

布
設

工
事

の
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

楡
木

5丁
目

○
-○

付
近

φ
15

0粍
配

水
管

布
設

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
6

1
0
/
7

46
6

9/
29

（仮
称

）新
西

部
環

境
工

場
余

熱
利

用
施

設
造

成
工

事
の

金
入

設
計

書
環

境
局

資
源

循
環

部
廃

棄
物

計
画

課 環
境

施
設

整
備

室

（仮
称

）新
西

部
環

境
工

場
余

熱
利

用
施

設
造

成
工

事
の

金
入

設
計

書

開
示

9
/
2
9

1
0
/
7

46
7

9/
29

航
空

写
真

と
地

番
図

の
照

合
地

図
熊

本
市

東
区

健
軍

4丁
目

○
-○

財
政

局
税

務
部

課
税

管
理

課

航
空

写
真

と
地

番
図

の
照

合
地

図
熊

本
市

東
区

健
軍

4丁
目

○
-○

不
開

示
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
2

－

46
8

9/
29

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

車
庫

改
修

工
事

（そ
の

２
）の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

住
宅

部
営

繕
課

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

車
庫

改
修

工
事

（そ
の

２
）の

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
4

1
0
/
5

46
9

9/
29

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

-4
69

・全
部

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

-4
69

・全
部

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
4

1
0
/
1
8

47
0

9/
29

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
12

8号
･全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
12

8号
･全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
1
4

1
0
/
2
5

47
1

9/
30

○
○

○
○

（熊
本

県
熊

本
市

中
央

区
南

熊
本

1丁
目

○
番

○
号

）、
○

○
○

○
（熊

本
県

熊
本

市
中

央
区

南
熊

本
1丁

目
○

番
○

号
）に

係
る

次
の

報
告

書
の

写
し

（最
新

の
も

の
）※

個
人

情
報

及
び

印
影

に
つ

い
て

は
開

示
不

要
①

消
防

用
設

備
等

（特
殊

消
防

用
設

備
等

）
　

点
検

結
果

報
告

書
の

鑑
（別

記
様

式
第

１
）

②
消

防
用

設
備

等
（特

殊
消

防
用

設
備

等
）点

検
結

果
総

括
表

（別
記

様
式

第
２

）（
総

括
表

が
な

い
場

合
は

総
て

）
③

防
火

対
象

物
点

検
結

果
報

告
書

消
防

局
総

務
部

総
務

課

○
○

○
○

（熊
本

県
熊

本
市

中
央

区
南

熊
本

1丁
目

○
番

○
号

）、
○

○
○

○
（熊

本
県

熊
本

市
中

央
区

南
熊

本
1丁

目
○

番
○

号
）に

係
る

次
の

報
告

書
の

写
し

（最
新

の
も

の
）

①
消

防
用

設
備

等
（特

殊
消

防
用

設
備

等
）

　
点

検
結

果
報

告
書

の
鑑

（別
記

様
式

第
１

）
②

消
防

用
設

備
等

（特
殊

消
防

用
設

備
等

）点
検

結
果

総
括

表
（別

記
様

式
第

２
）（

総
括

表
が

な
い

場
合

は
総

て
）

③
防

火
対

象
物

点
検

結
果

報
告

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
7

1
0
/
1
9

郵
送

47
2

9/
30

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

-1
28

・全
部

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

-1
28

・全
部

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
7

1
0
/
1
8

64



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

有
11

/1
4

・開
催

通
知

伺
（各

委
員

宛
）の

起
案

文
・審

査
資

料
事

前
送

付
伺

（各
委

員
宛

）の
起

案
文

、
送

付
文

・支
給

認
定

伺
（市

長
決

裁
）の

起
案

文
、

認
定

状
況

一
覧

開
示

1
1
/
8

1
1
/
8

・開
催

通
知

伺
（各

委
員

宛
）の

開
催

通
知

文
・支

給
認

定
伺

（市
長

決
裁

）の
答

申
書

、
答

申
結

果
一

覧
表

・不
支

給
決

定
通

知
送

付
伺

の
不

支
給

通
知

（個
人

宛
）

・支
給

伺
（支

給
額

の
決

定
伺

）の
起

案
文

、
支

給
一

覧
、

支
給

通
知

（個
人

宛
）、

調
査

票

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報

・開
催

通
知

伺
（各

委
員

宛
）の

委
員

名
簿

、
開

催
場

所
案

内
図

・審
査

資
料

事
前

送
付

伺
（各

委
員

宛
）の

申
立

書
、

震
災

後
か

ら
死

亡
ま

で
の

経
緯

、
死

亡
診

断
書

（死
体

検
案

書
）、

（追
加

）確
認

項
目

一
覧

（及
び

調
査

結
果

）、
前

回
議

事
録

不
開

示

1号
　

法
令

秘
情

報
2号

　
個

人
情

報
5号

　
審

議
、

検
討

等
に

関
す

る
情

報

47
4

9/
30

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

４
７

年
２

月
１

日
熊

本
市

指
令

（建
）第

15
号

・全
部

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

４
７

年
２

月
１

日
熊

本
市

指
令

（建
）第

15
号

・全
部

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
7

1
0
/
1
8

47
5

10
/3

平
成

28
年

9月
1日

～
平

成
28

年
9月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

28
年

9月
1日

～
平

成
28

年
9月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

1
0
/
6

1
0
/
1
3

47
6

10
/3

平
成

28
年

9/
1～

9/
30

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
一

覧
表

。
・施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

年
月

日
・開

設
者

名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

28
年

9/
1～

9/
30

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
一

覧
表

。
・施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

年
月

日
・開

設
者

名

開
示

1
0
/
7

1
0
/
1
7

郵
送

47
7

10
/3

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
75

号
･全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
75

号
･全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
1
8

1
0
/
2
1

47
8

10
/4

一
般

県
道

熊
本

空
港

線
（八

反
田

工
区

）舗
装

打
換

工
事

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

一
般

県
道

熊
本

空
港

線
（八

反
田

工
区

）舗
装

打
換

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
6

1
0
/
7

9/
30

災
害

弔
慰

金
の

申
請

、
審

査
、

認
定

に
関

す
る

一
切

の
資

料

政
策

局
復

興
部

生
活

再
建

支
援

課

47
3

65



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

平
成

26
年

○
月

○
日

午
後

7時
ご

ろ
、

当
時

熊
本

市
立

○
○

中
学

校
3年

の
生

徒
（以

下
「原

告
生

徒
」と

い
う

。
）が

自
殺

未
遂

を
行

っ
た

よ
う

で
あ

る
。

か
か

る
事

態
を

踏
ま

え
、

同
中

学
校

又
は

同
中

学
校

内
に

設
置

さ
れ

た
組

織
（い

じ
め

調
査

委
員

会
等

）は
、

原
告

生
徒

へ
の

い
じ

め
の

有
無

等
に

つ
い

て
事

実
調

査
（以

下
「本

件
調

査
」と

い
う

。
）を

行
っ

た
よ

う
で

あ
る

。
本

件
調

査
に

関
す

る
次

の
(1

)な
い

し
(3

)の
文

書
(1

) 
本

件
調

査
の

結
果

に
つ

い
て

、
同

中
学

校
又

は
同

中
学

校
内

に
設

置
さ

れ
た

組
織

が
ま

と
め

、
熊

本
市

教
育

委
員

会
に

提
出

し
た

報
告

書
(2

) 
本

件
調

査
と

し
て

、
同

中
学

校
又

は
同

中
学

校
内

に
設

置
さ

れ
た

組
織

が
、

同
中

学
校

の
生

徒
に

対
し

て
実

施
し

た
ｱ

ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄの

回
答

用
紙

(3
) 

本
件

調
査

と
し

て
、

同
中

学
校

又
は

同
中

学
校

内
に

設
置

さ
れ

た
組

織
が

行
っ

た
聴

き
取

り
調

査
の

際
に

、
聴

き
取

っ
た

内
容

が
記

載
さ

れ
た

メ
モ

等
の

一
切

の
文

書

不
開

示
6号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

平
成

26
年

○
月

○
日

午
後

7時
ご

ろ
、

当
時

熊
本

市
立

○
○

中
学

校
3年

の
生

徒
（以

下
「原

告
生

徒
」と

い
う

。
）が

自
殺

未
遂

を
行

っ
た

よ
う

で
あ

る
。

か
か

る
事

態
を

踏
ま

え
、

同
中

学
校

又
は

同
中

学
校

内
に

設
置

さ
れ

た
組

織
（い

じ
め

調
査

委
員

会
等

）は
、

原
告

生
徒

へ
の

い
じ

め
の

有
無

等
に

つ
い

て
事

実
調

査
（以

下
「本

件
調

査
」と

い
う

。
）を

行
っ

た
よ

う
で

あ
る

。
本

件
調

査
に

関
す

る
次

の
(1

)
(1

) 
本

件
調

査
の

結
果

に
つ

い
て

、
同

中
学

校
又

は
同

中
学

校
内

に
設

置
さ

れ
た

組
織

が
ま

と
め

、
熊

本
市

教
育

委
員

会
に

提
出

し
た

報
告

書
添

付
書

類
等

一
切

の
文

書

不
存

在

47
9

10
/4

平
成

26
年

○
月

○
日

午
後

7時
ご

ろ
、

当
時

熊
本

市
立

○
○

中
学

校
3年

の
生

徒
（以

下
「原

告
生

徒
」と

い
う

。
）が

自
殺

未
遂

を
行

っ
た

よ
う

で
あ

る
。

か
か

る
事

態
を

踏
ま

え
、

同
中

学
校

又
は

同
中

学
校

内
に

設
置

さ
れ

た
組

織
（い

じ
め

調
査

委
員

会
等

）は
、

原
告

生
徒

へ
の

い
じ

め
の

有
無

等
に

つ
い

て
事

実
調

査
（以

下
「本

件
調

査
」と

い
う

。
）を

行
っ

た
よ

う
で

あ
る

。
本

件
調

査
に

関
す

る
次

の
(1

)な
い

し
(3

)の
文

書
(1

) 
本

件
調

査
の

結
果

に
つ

い
て

、
同

中
学

校
又

は
同

中
学

校
内

に
設

置
さ

れ
た

組
織

が
ま

と
め

、
熊

本
県

教
育

委
員

会
に

提
出

し
た

報
告

書
、

添
付

書
類

等
一

切
の

文
書

。
(2

) 
本

件
調

査
と

し
て

、
同

中
学

校
又

は
同

中
学

校
内

に
設

置
さ

れ
た

組
織

が
、

同
中

学
校

の
生

徒
に

対
し

て
実

施
し

た
ｱ

ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄの

回
答

用
紙

（な
お

、
回

答
者

の
個

人
名

の
記

載
が

あ
る

場
合

、
個

人
が

特
定

さ
れ

な
い

よ
う

適
宜

ﾏ
ｰ

ｷ
ﾝ

ｸ
ﾞし

て
い

た
だ

い
て

も
構

い
ま

せ
ん

。
）

(3
) 

本
件

調
査

と
し

て
、

同
中

学
校

又
は

同
中

学
校

内
に

設
置

さ
れ

た
組

織
が

行
っ

た
聴

き
取

り
調

査
の

際
に

、
聴

き
取

っ
た

内
容

が
記

載
さ

れ
た

メ
モ

等
の

一
切

の
文

書

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部
総

合
支

援
課

1
0
/
2
5

66



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

・機
器

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
・機

器
明

細
書

開
示

・導
入

予
定

機
器

機
能

申
告

書
・新

品
証

明
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

48
1

10
/5

水
質

汚
濁

防
止

法
に

基
づ

い
て

特
定

施
設

等
の

届
出

書
（設

置
届

、
廃

止
届

）平
面

図
等

除
く

北
区

植
木

町
鐙

田
○

○
○

○
○

環
境

局
環

境
推

進
部

水
保

全
課

水
質

汚
濁

防
止

法
に

基
づ

い
て

特
定

施
設

等
の

届
出

書
（設

置
届

、
廃

止
届

）平
面

図
等

除
く

北
区

植
木

町
鐙

田
○

○
○

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
0
/
1
4

1
0
/
2
1

48
2

10
/5

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

21
　

09
-2

06
･全

部
・協

定
書

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

21
　

09
-2

06
･全

部
・協

定
書

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
8

1
0
/
2
1

48
3

10
/6

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（建

）第
89

号
・全

部
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（建

）第
89

号
・全

部
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
2
1

1
0
/
2
4

48
4

10
/6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
23

年
度

11
-1

67
　

　
　

　
　

　
　

平
成

2
6年

度
1
4-

03
7

･全
部

・協
定

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
23

年
度

11
-1

67
　

　
　

　
　

　
　

平
成

2
6年

度
1
4-

03
7

･全
部

・協
定

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
1

1
1
/
2

48
5

10
/6

熊
本

市
北

区
楡

木
4丁

目
○

-○
か

ら
○

-○
ま

で
の

土
地

に
お

け
る

、
昭

和
61

年
か

ら
現

在
ま

で
の

土
木

工
事

及
び

調
査

な
ど

の
資

料
（市

長
事

務
部

局
に

限
る

）

財
政

局
財

務
部

管
財

課

熊
本

市
北

区
楡

木
4丁

目
○

-○
か

ら
○

-○
ま

で
の

土
地

に
お

け
る

、
昭

和
61

年
か

ら
現

在
ま

で
の

土
木

工
事

及
び

調
査

な
ど

の
資

料
（市

長
事

務
部

局
に

限
る

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
0
/
1
9

1
0
/
2
1

48
6

10
/6

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（計

建
）第

12
2号

・全
部

･復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（計

建
）第

12
2号

・全
部

･復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
2
0

1
0
/
2
1

10
/5

情
政

発
第

16
5号

（平
成

27
年

7月
16

日
付

）に
関

す
る

資
料

１
．

導
入

予
定

機
器

機
能

申
告

書
（別

紙
1）

落
札

リ
ー

ス
会

社
か

ら
の

提
出

資
料

の
開

示
。

２
．

上
記

資
料

を
も

と
に

情
報

政
策

課
様

に
て

チ
ェ

ッ
ク

さ
れ

た
資

料
の

開
示

。
納

入
後

に
チ

ェ
ッ

ク
さ

れ
た

仕
様

内
容

と
リ

ー
ス

会
社

か
ら

の
提

出
内

容
と

の
整

合
性

の
確

認
し

た
こ

と
が

わ
か

る
資

料
。

３
．

封
入

封
緘

機
の

製
造

年
月

と
機

種
及

び
機

番
の

開
示

。
４

．
封

入
封

緘
機

ﾒ
ｰ

ﾙ
ｽ
ﾀ
ｰ

C
50

0の
新

品
で

継
続

販
売

中
で

あ
る

こ
と

の
証

明
書

の
開

示
。

メ
ー

カ
ー

よ
り

新
品

の
証

明
書

が
出

て
い

る
と

の
事

を
口

頭
に

て
情

報
政

策
課

様
よ

り
聞

い
て

お
り

ま
す

が
、

現
物

を
確

認
で

き
て

お
り

ま
せ

ん
。

５
．

封
入

封
緘

機
の

経
過

メ
ー

タ
ー

の
開

示
直

近
の

カ
ウ

ン
ト

総
務

局
行

政
管

理
部

情
報

政
策

課
48

0
1
0
/
2
5

1
0
/
2
5

67



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

48
7

10
/7

都
市

計
画

道
路

　
上

熊
本

法
成

寺
線

道
路

改
良

工
事

（そ
の

1）
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

都
市

計
画

道
路

　
上

熊
本

法
成

寺
線

道
路

改
良

工
事

（そ
の

1）
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
1
2

1
0
/
1
7

48
8

10
/7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

-2
28

　
1～

7
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

-2
28

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
2
4

1
0
/
2
4

48
9

10
/7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
35

-0
36

　
S3

5年
度

・全
部

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

28
　

16
-0

93
・全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
35

-0
36

　
S3

5年
度

・全
部

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

28
　

16
-0

93
・全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
4

1
0
/
3
1

49
0

10
/7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
24

年
1月

17
日

　
　

　
　

　
　

　
1
1年

　
第

3
80

号
･全

部
・協

定
書

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
24

年
1月

17
日

　
　

　
　

　
　

　
1
1年

　
第

3
80

号
･全

部
・協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

) 
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
0
/
2
5

1
0
/
2
6

49
1

10
/7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

４
９

年
７

月
５

日
熊

本
市

指
令

（管
建

）第
49

号
・全

部
･復

元
協

議
書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

４
９

年
７

月
５

日
  

  
  

  
  

  
  

 熊
本

市
指

令
（管

建
）
第

4
9号

・全
部

･復
元

協
議

書
(あ

る
場

合
の

み
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
5

未

49
2

10
/1

1
西

区
小

島
下

町
○

番
地

付
近

舗
装

復
旧

工
事

の
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

西
区

小
島

下
町

○
番

地
付

近
舗

装
復

旧
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
1
9

1
0
/
2
8

郵
送

49
3

10
/1

1

一
般

県
道

　
熊

本
空

港
線

（八
反

田
工

区
）舗

装
打

換
工

事
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

一
般

県
道

　
熊

本
空

港
線

（八
反

田
工

区
）舗

装
打

換
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
1
9

1
0
/
2
8

郵
送

49
4

10
/1

1
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

H
9　

第
36

号
･全

部
・協

定
書

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

9　
第

36
号

･全
部

・協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
6

1
0
/
2
8

49
5

10
/1

1
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

H
27

年
　

第
15

－
16

9号
･全

部
・協

定
書

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

27
年

　
第

15
－

16
9号

･全
部

・協
定

書
(あ

る
場

合
の

み
) 

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
2
6

1
0
/
2
8

49
6

10
/1

1

熊
本

市
に

お
け

る
新

設
住

宅
着

工
戸

数
平

成
27

年
10

月
～

28
年

9月
に

お
け

る
、

各
区

別
着

工
件

数
（持

家
、

貸
家

、
給

与
住

宅
、

分
譲

住
宅

の
合

計
及

び
内

訳
）

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

取
り

下
げ

49
7

10
/1

1

加
勢

川
第

6排
水

区
雨

水
調

整
池

災
害

復
旧

工
事

（そ
の

1）
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
震

災
土

木
施

設
対

策
課

加
勢

川
第

6排
水

区
雨

水
調

整
池

災
害

復
旧

工
事

（そ
の

1）
の

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
1
7

1
0
/
2
5

68



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

49
8

10
/1

1

医
療

法
施

行
令

第
4条

の
2第

2項
の

規
定

に
よ

る
「病

院
開

設
届

出
事

項
変

更
届

」に
於

い
て

変
更

理
由

が
管

理
者

の
変

更
に

伴
う

も
の

で
、

下
記

病
院

の
管

理
者

変
更

履
歴

が
明

記
さ

れ
て

い
る

も
の

病
院

名
：○

○
○

○
開

示
範

囲
：管

理
者

名
、

届
出

日
が

平
成

14
年

以
降

の
も

の
と

確
認

で
き

る
も

の
。

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

医
療

政
策

課

○
○

○
○

の
平

成
14

年
12

月
6日

及
び

平
成

21
年

11
月

2日
受

付
「病

院
開

設
届

｣及
び

平
成

28
年

4月
1日

受
付

「病
院

開
設

届
出

事
項

変
更

届
｣

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
1

1
0
/
2
6

49
9

10
/1

2

20
16

年
4月

14
日

の
熊

本
地

震
に

よ
り

、
下

記
の

建
物

が
受

け
た

被
害

状
況

が
わ

か
る

資
料

（当
時

貼
ら

れ
て

い
た

赤
紙

、
黄

紙
等

の
種

別
、

そ
れ

ら
の

張
り

紙
が

意
味

す
る

被
災

の
程

度
が

わ
か

る
資

料
等

）
所

在
地

　
熊

本
市

中
央

区
安

政
町

○
番

○
号

建
物

名
称

　
○

○
○

○
（旧

称
「○

○
○

○
）2

階
全

号

財
政

局
税

務
部

課
税

管
理

課

20
16

年
4月

14
日

の
熊

本
地

震
に

よ
り

、
下

記
の

建
物

が
受

け
た

被
害

状
況

が
わ

か
る

資
料

（当
時

貼
ら

れ
て

い
た

赤
紙

、
黄

紙
等

の
種

別
、

そ
れ

ら
の

張
り

紙
が

意
味

す
る

被
災

の
程

度
が

わ
か

る
資

料
等

）
所

在
地

　
熊

本
市

中
央

区
安

政
町

○
番

○
号

建
物

名
称

　
○

○
○

○
（旧

称
「○

○
○

○
）2

階
全

号

不
存

在
1
0
/
2
4

50
0

10
/1

2

20
16

年
4月

14
日

の
熊

本
地

震
に

よ
り

、
下

記
の

建
物

が
受

け
た

被
害

状
況

が
わ

か
る

資
料

（当
時

貼
ら

れ
て

い
た

赤
紙

、
黄

紙
等

の
種

別
、

そ
れ

ら
の

張
り

紙
が

意
味

す
る

被
災

の
程

度
が

わ
か

る
資

料
等

）
所

在
地

　
熊

本
市

中
央

区
安

政
町

○
番

○
号

建
物

名
称

　
○

○
○

○
（旧

称
「○

○
○

○
）2

階
全

号

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

20
16

年
4月

14
日

の
熊

本
地

震
に

よ
り

、
下

記
の

建
物

が
受

け
た

被
害

状
況

が
わ

か
る

資
料

（当
時

貼
ら

れ
て

い
た

赤
紙

、
黄

紙
等

の
種

別
、

そ
れ

ら
の

張
り

紙
が

意
味

す
る

被
災

の
程

度
が

わ
か

る
資

料
等

）
所

在
地

　
熊

本
市

中
央

区
安

政
町

○
番

○
号

建
物

名
称

　
○

○
○

○
（旧

称
「○

○
○

○
）2

階
全

号

開
示

1
0
/
2
1

1
1
/
4

郵
送

50
1

10
/1

2
北

区
植

木
町

亀
甲

○
番

地
・味

取
○

番
地

付
近

φ
15

0・
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
の

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

北
区

植
木

町
亀

甲
○

番
地

・味
取

○
番

地
付

近
φ

15
0・

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
1
4

1
0
/
1
8

50
2

10
/1

2
管

渠
長

寿
命

化
対

策
（水

前
寺

地
区

外
）管

渠
更

生
工

事
（第

18
-2

82
05

工
区

）の
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

管
渠

長
寿

命
化

対
策

（水
前

寺
地

区
外

）管
渠

更
生

工
事

（第
18

-2
82

05
工

区
）の

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
2
6

1
0
/
2
8

50
3

10
/1

2

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
（取

付
道

路
）道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
セ

ン
タ

ー
高

規
格

道
路

建
設

推
進

課

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
（取

付
道

路
）道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書

開
示

1
0
/
1
4

1
0
/
2
6

50
4

10
/1

3

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）花
園

高
架

2号
線

下
部

工
A

1橋
台

工
事

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）花
園

高
架

2号
線

下
部

工
A

1橋
台

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
1
7

1
0
/
2
1

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

50
5

10
/1

3

1、
熊

本
地

震
に

よ
る

「公
費

解
体

」の
申

請
数

及
び

受
付

件
数

（全
体

の
数

及
び

日
々

の
受

付
件

数
/行

政
区

別
数

）
2、

受
付

件
数

に
占

め
る

「り
災

証
明

」被
害

程
度

の
内

訳
3、

「公
費

解
体

」の
進

捗
状

況
（解

体
完

了
数

・着
手

数
）

4、
「公

費
解

体
」工

事
を

請
け

負
う

業
者

の
選

定
基

準
と

そ
の

数

環
境

局
資

源
循

環
部

震
災

廃
棄

物
対

策
課

1、
熊

本
地

震
に

よ
る

「公
費

解
体

」の
申

請
数

及
び

受
付

件
数

（全
体

の
数

及
び

日
々

の
受

付
件

数
/行

政
区

別
数

）
2、

受
付

件
数

に
占

め
る

「り
災

証
明

」被
害

程
度

の
内

訳
3、

「公
費

解
体

」の
進

捗
状

況
（解

体
完

了
数

・着
手

数
）

4、
「公

費
解

体
」工

事
を

請
け

負
う

業
者

の
選

定
基

準
と

そ
の

数

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
3
1

1
1
/
1

50
6

10
/1

3

江
津

湖
で

の
水

質
検

査
結

果
、

定
期

的
に

検
査

し
て

い
る

の
で

あ
れ

ば
ど

こ
で

（場
所

）い
つ

（時
間

も
）誰

が
検

査
し

、
地

点
の

地
図

で
示

し
て

く
だ

さ
い

。
定

期
検

査
が

お
こ

な
わ

れ
て

お
れ

ば
そ

れ
も

お
示

し
く

だ
さ

い
。

（H
２

８
含

み
過

去
10

年
分

）

環
境

局
環

境
推

進
部

水
保

全
課

江
津

湖
で

の
水

質
検

査
結

果
(平

成
28

年
を

含
む

過
去

10
年

分
）

開
示

1
0
/
2
8

3
/
1
3

50
7

10
/1

3
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

H
26

　
14

-2
46

･全
部

・協
定

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

26
　

14
-2

46
･全

部
・協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

） 
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
2
6

1
0
/
2
7

50
8

10
/1

3

環
境

省
の

水
浴

で
き

な
い

数
字

を
は

る
か

に
こ

え
た

動
物

園
か

ら
の

江
津

湖
へ

の
未

処
理

水
は

50
回

以
上

も
抗

議
を

続
け

た
が

、
30

年
以

上
も

続
け

ら
れ

た
。

最
初

カ
バ

の
ウ

ン
コ

な
ど

を
そ

の
ま

ま
た

れ
流

さ
れ

続
け

、
抗

議
す

る
と

、
朝

5時
頃

流
さ

れ
た

り
夜

中
2時

頃
た

れ
流

さ
れ

た
り

未
処

理
水

の
ま

ま
ｵ

ｰ
ﾊ

ﾞｰ
ﾌ
ﾛ
ｰ

す
る

時
電

気
で

自
動

的
に

く
さ

い
き

た
な

い
は

き
気

が
す

る
緑

黒
い

ﾍ
ﾄﾞ

ﾛ
の

た
ま

っ
た

水
を

そ
の

ま
ま

流
さ

れ
続

け
ま

し
た

そ
の

池
の

水
の

検
査

を
環

境
総

合
研

究
所

で
2年

間
（H

24
～

26
年

度
あ

た
り

だ
と

思
う

）実
施

さ
れ

て
お

り
そ

の
結

果
を

2年
分

出
し

て
下

さ
い

。

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

総
合

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

動
物

園
放

流
水

検
査

結
果

開
示

1
0
/
2
7

3
/
1
3

50
9

10
/1

3

環
境

問
題

で
行

政
指

導
が

お
こ

な
わ

れ
た

内
容

す
べ

て
相

手
方

も
含

指
導

内
容

、
改

善
策

等
特

老
○

○
○

○
予

定
地

へ
の

対
応

は
ど

う
な

っ
て

い
る

の
か

環
境

局
資

源
循

環
部

ご
み

減
量

推
進

課 事
業

ご
み

対
策

室

環
境

問
題

で
行

政
指

導
が

お
こ

な
わ

れ
た

内
容

す
べ

て
相

手
方

も
含

指
導

内
容

、
改

善
策

等
特

老
○

○
○

○
予

定
地

へ
の

対
応

は
ど

う
な

っ
て

い
る

の
か

不
存

在
1
0
/
1
9

3
/
1
3

51
0

10
/1

3

特
老

○
○

○
○

（理
事

長
○

○
○

○
）の

提
出

書
類

一
式

国
の

採
択

に
至

る
経

緯
他

の
申

請
者

、
採

択
な

ら
な

か
っ

た
○

○
○

○
な

ど
の

申
請

書
類

一
式

比
較

点
類

表
な

ど
だ

せ
る

書
類

一
式

土
地

（建
築

予
定

地
）○

○
○

○
の

状
態

に
つ

い
て

も
提

で
き

る
書

類
は

す
べ

て

健
康

福
祉

局
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

施
設

整
備

に
係

る
提

出
書

類
等

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
0
/
2
1

3
/
1
3

70



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

51
1

10
/1

3

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
42

-2
99

・全
部

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-6
68

、
01

-1
66

・全
部

 ・
協

定
書

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
42

-2
99

・全
部

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

-6
68

、
01

-1
66

・全
部

 ・
協

定
書

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
0
/
2
6

1
0
/
2
7

51
2

10
/1

3

道
路

協
定

書
(1

)所
在

地
番

：熊
本

市
西

区
島

崎
6丁

目
○

番
地

(2
)地

目
：宅

地
(現

況
：道

路
)

(3
)地

籍
：1

83
.0

0㎡
(持

分
25

18
分

の
33

0）
(4

)所
有

者
：○

○
○

○

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

道
路

協
定

書
(1

)所
在

地
番

：熊
本

市
西

区
島

崎
6丁

目
○

番
地

(2
)地

目
：宅

地
(現

況
：道

路
)

(3
)地

籍
：1

83
.0

0㎡
(持

分
25

18
分

の
33

0）
(4

)所
有

者
：○

○
○

○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
7

1
0
/
2
8

51
3

10
/1

3
熊

本
市

が
管

理
す

る
県

道
の

一
覧

表
「路

線
番

号
｣「

路
線

名
｣「

路
線

名
の

よ
み

｣が
入

っ
た

資
料

都
市

建
設

局
土

木
部

土
木

管
理

課

熊
本

市
が

管
理

す
る

県
道

の
一

覧
表

「路
線

番
号

｣「
路

線
名

｣「
路

線
名

の
よ

み
｣が

入
っ

た
資

料
開

示
1
0
/
2
0

1
0
/
2
6

郵
送

51
4

10
/1

3
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

05
-1

43
　

平
成

16
年

長
嶺

西
・全

部
 ・

協
定

書
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

-1
43

　
平

成
16

年
長

嶺
西

・全
部

 ・
協

定
書

(あ
る

場
合

の
み

)･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
7

未

51
5

10
/1

3

(1
)下

記
注

文
書

(注
文

書
添

付
)

①
件

名
　

西
部

汚
水

10
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

75
工

区
)配

水
管

設
置

工
一

式
場

所
　

熊
本

市
西

区
松

尾
町

上
松

尾
地

内
②

元
請

負
人

　
熊

本
市

東
区

御
領

6丁
目

○
番

○
号

　
○

○
○

○
㈱

代
表

取
締

役
○

○
○

○
③

下
請

人
　

熊
本

市
北

区
明

徳
町

○
番

地
㈱

○
○

○
○

代
表

取
締

役
○

○
○

○
④

日
付

　
平

成
26

年
4月

1日
(2

)下
記

注
文

請
書

(注
文

請
書

添
付

)
①

件
名

　
西

部
汚

水
10

号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
75

工
区

)配
水

管
設

置
工

一
式

場
所

　
熊

本
市

西
区

松
尾

町
上

松
尾

地
内

②
元

請
負

人
　

熊
本

市
東

区
御

領
6丁

目
○

番
○

号
　

○
㈱

代
表

取
締

役
家

○
○

○
○

③
下

請
人

　
熊

本
市

北
区

明
徳

町
○

番
地

㈱
○

代
表

取
締

役
○

○
○

○
④

日
付

　
平

成
26

年
4月

1日

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
10

号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
75

工
区

)に
係

る
　

○
○

○
○

と
○

○
○

○
と

の
注

文
書

及
び

注
文

請
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
2
8

1
1
/
1

郵
送

51
6

10
/1

7

「公
民

館
総

合
保

障
制

度
｣に

関
す

る
下

記
資

料
1)

平
成

27
、

28
年

度
加

入
証

書
写

し
(表

面
の

み
：主

票
番

号
記

載
面

の
み

）
2)

平
成

27
、

28
年

度
加

入
公

民
館

明
細

書
写

し
(表

面
の

み
：加

入
番

号
記

載
面

の
み

）
3)

平
成

26
、

27
年

度
の

事
故

件
数

及
び

支
払

保
険

金
額

(2
8年

度
分

に
つ

い
て

は
直

近
の

実
績

）

総
務

局
行

政
管

理
部

総
務

課

(1
)市

民
総

合
賠

償
補

償
保

険
「平

成
27

、
28

年
度

加
入

証
書

写
し

」
(2

)平
成

28
年

度
熊

本
市

内
公

民
館

一
覧

(平
成

27
年

度
よ

り
変

更
な

し
)

開
示

1
1
/
7

1
1
/
1
１

郵
送

71



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

51
7

10
/1

7

土
地

区
画

整
理

事
業

に
関

す
る

下
記

資
料

1)
土

地
区

画
整

理
事

業
箇

所
の

一
覧

2)
上

記
事

業
に

係
る

損
害

保
険

証
券

写
し

（賠
償

責
任

保
険

、
傷

害
保

険
な

ど
）

3)
過

去
3年

間
（H

25
～

27
）の

事
故

件
数

及
び

支
払

保
険

金
額

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

都
心

活
性

推
進

課

土
地

区
画

整
理

事
業

に
関

す
る

下
記

資
料

1)
土

地
区

画
整

理
事

業
箇

所
の

一
覧

2)
上

記
事

業
に

係
る

損
害

保
険

証
券

写
し

3)
過

去
3年

間
（H

25
～

27
）の

事
故

件
数

及
び

支
払

保
険

金
額

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
2

1
1
/
1
１

郵
送

51
8

10
/1

7

｢教
育

委
員

会
公

印
使

用
簿

(受
付

簿
)」

に
関

す
る

下
記

書
類

１
)平

成
27

年
度

の
対

象
書

類
の

写
し

（教
育

長
、

教
育

委
員

会
、

教
育

委
員

長
そ

れ
ぞ

れ
を

対
象

と
す

る
)

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
教

育
政

策
課

｢教
育

委
員

会
公

印
使

用
簿

(受
付

簿
)」

に
関

す
る

下
記

書
類

１
)平

成
27

年
度

の
対

象
書

類
の

写
し

（教
育

長
、

教
育

委
員

会
、

教
育

委
員

長
そ

れ
ぞ

れ
を

対
象

と
す

る
)

不
存

在
1
1
/
4

51
9

10
/1

7

休
日

夜
間

急
患

診
療

に
関

す
る

下
記

書
類

1)
休

日
夜

間
急

患
診

療
業

務
委

託
契

約
書

写
し

2)
上

記
公

務
医

療
活

動
中

の
医

師
、

看
護

師
、

補
助

者
等

に
対

す
る

傷
害

保
険

写
し

(直
近

の
も

の
)

病
院

局
熊

本
市

民
病

院 事
務

局
総

務
課

休
日

夜
間

急
患

診
療

に
関

す
る

下
記

書
類

1)
休

日
夜

間
急

患
診

療
業

務
委

託
契

約
書

写
し

2)
上

記
公

務
医

療
活

動
中

の
医

師
、

看
護

師
、

補
助

者
等

に
対

す
る

傷
害

保
険

写
し

(直
近

の
も

の
)

不
存

在
1
0
/
2
5

52
0

10
/1

7

開
設

66
周

年
記

念
熊

本
競

輪
(場

外
分

)動
産

保
険 平

成
28

年
10

月
19

日
よ

り
平

成
28

年
10

月
23

日
上

記
保

険
の

①
保

険
料

②
契

約
保

険
会

社

経
済

観
光

局
産

業
部

競
輪

事
務

所

開
設

66
周

年
記

念
熊

本
競

輪
(場

外
分

)動
産

保
険 コ

ー
ポ

レ
ー

ト
マ

ネ
ー

ガ
ー

ド
保

険
29

9,
25

0円
開

示
1
1
/
2

1
1
/
1
1

52
1

10
/1

7
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

H
16

　
22

7号
･全

部
・協

定
書

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

16
　

22
7号

･全
部

・協
定

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
3
1

1
1
/
1

52
2

10
/1

7
大

規
模

行
為

届
出

書
の

様
式

第
3号

（平
成

28
年

7月
11

日
～

8月
10

日
届

出
分

）※
建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
28

年
7月

11
日

～
8月

10
日

届
出

分
）※

建
築

物
に

限
る

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
0
/
2
0

1
0
/
2
1

52
3

10
/1

7
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

H
27

年
度

　
15

-3
82

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

27
年

度
　

15
-3

82
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
3
1

1
1
/
4

郵
送

52
4

10
/1

8

熊
本

市
東

区
御

領
2丁

目
○

番
地

の
共

同
排

水
設

備
（H

6-
30

）設
置

の
文

書
（前

所
有

者
：○

○
○

○
様

、
御

領
2丁

目
○

番
○

の
土

地
現

所
有

者
：○

○
○

○
様

）

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

計
画

調
整

課

熊
本

市
東

区
御

領
2丁

目
○

番
地

の
共

同
排

水
設

備
（H

6-
30

）設
置

の
文

書
（前

所
有

者
：○

○
○

○
様

、
御

領
2丁

目
○

番
○

の
土

地
現

所
有

者
：○

○
○

様
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
4

1
0
/
2
5

52
5

10
/1

8
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

04
-0

92
　

D
-6

(私
道

)
・協

定
書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-0
92

　
D

-6
(私

道
)

・協
定

書
 (

あ
る

場
合

の
み

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
3
1

1
1
/
1

52
6

10
/1

9
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

00
-5

91
-0

9
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

-5
91

-0
9

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
3
1

1
1
/
1
8

72



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

52
7

10
/1

9

熊
本

市
議

会
が

一
般

質
問

の
傍

聴
者

名
簿

を
お

見
せ

さ
れ

た
議

員
の

お
名

前
を

教
え

て
く

だ
さ

い
。

全
国

ニ
ュ

ー
ス

に
な

っ
て

お
り

ま
し

た
。

個
人

情
報

保
護

法
違

反
と

い
う

事
で

ニ
ュ

ー
ス

に
な

っ
て

い
た

新
聞

記
事

事
務

局
内

部
で

は
議

員
さ

ん
か

ら
の

要
求

記
録

は
の

こ
す

事
に

な
っ

て
い

る
は

ず
で

す
。

議
員

さ
ん

か
ら

の
要

求
記

録
が

な
い

と
す

れ
ば

又
、

そ
の

こ
と

が
問

題
で

す
。

議
会

事
務

局
総

務
課

熊
本

市
議

会
が

一
般

質
問

の
傍

聴
者

名
簿

を
見

せ
た

議
員

の
名

前
が

記
載

さ
れ

た
文

書

不
存

在
1
0
/
2
5

H
26

.1
1月

1日
工

事
着

工
、

完
成

H
27

.1
月

9日
の

㈱
○

○
○

○
施

設
整

備
大

貫
ﾗ
ｲ
ﾝ

増
設

工
事

に
係

る
追

加
工

事
(機

能
向

上
)

③
工

事
内

容
、

④
議

会
･委

員
会

へ
の

説
明

資
料

開
示

1
1
/
9

H
26

.1
1月

1日
工

事
着

工
、

完
成

H
27

.1
月

9日
の

㈱
○

○
○

○
施

設
整

備
大

貫
ﾗ
ｲ
ﾝ

増
設

工
事

に
係

る
追

加
工

事
(機

能
向

上
)

⑤
実

績
報

告
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
9

H
26

.1
1月

1日
工

事
着

工
、

完
成

H
27

.1
月

9日
の

㈱
○

○
○

○
施

設
整

備
大

貫
ﾗ
ｲ
ﾝ

増
設

工
事

に
係

る
追

加
工

事
(機

能
向

上
)

①
建

築
の

契
約

書
(工

事
業

者
と

の
)、

②
工

事
追

加
の

決
定

経
緯

、
業

者
さ

ん
か

ら
の

要
望

、
協

議
の

記
録

、
⑥

随
意

契
約

か
ど

う
か

、
別

の
工

事
と

い
う

こ
と

で
随

意
契

約
理

由
書

(経
済

連
か

ら
の

文
書

)、
検

査
員

が
検

査
し

た
内

容
、

見
積

書
、

設
計

書
、

随
契

協
議

の
記

録
、

契
約

検
査

総
室

の
見

解
記

録

不
存

在
1
1
/
9

3
/
1
3

52
8

10
/1

9

16
,9

18
,0

00
円

助
成

金
H

26
.1

1月
1日

工
事

着
工

、
完

成
H

27
.1

月
9日

の
㈱

○
○

○
○

施
設

整
備

大
貫

ﾗ
ｲ
ﾝ

増
設

工
事

に
係

る
追

加
工

事
(機

能
向

上
)建

築
の

契
約

書
(工

事
業

者
と

の
)、

工
事

追
加

の
決

定
経

緯
業

者
さ

ん
か

ら
の

要
望

、
協

議
の

記
録

、
工

事
内

容
、

議
会

委
員

会
へ

の
説

明
資

料
、

実
績

報
告

書
、

随
意

契
約

か
ど

う
か

、
別

の
工

事
と

い
う

こ
と

で
、

随
意

契
約

理
由

書
、

(経
済

連
)か

ら
の

文
書

、
H

27
.1

月
9日

　
H

26
.1

2月
15

日
検

査
員

が
検

査
し

た
内

容
、

見
積

書
、

随
契

協
議

の
記

録
、

契
約

検
査

室
の

見
解

記
録

、
設

計
書

農
水

局
農

政
部

農
業

･ﾌ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

戦
略

課

73



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

①
熊

本
市

が
○

○
へ

H
25

.1
1月

12
日

決
定

し
た

30
9,

80
0,

00
0円

の
助

成
金

の
施

主
代

行
委

任
契

約
書

、
②

工
事

が
お

く
れ

施
主

代
行

委
任

契
約

変
更

分
も

含
、

③
大

貫
ﾗ
ｲ
ﾝ

増
設

工
事

追
加

分

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
9

3
/
1
3

④
大

貫
ﾗ
ｲ
ﾝ

冷
蔵

設
備

等
実

際
工

事
を

し
た

業
者

に
い

く
ら

支
払

っ
た

か
わ

か
る

書
類

、
⑤

実
際

随
契

工
事

は
い

く
ら

か
か

っ
た

の
か

わ
か

る
契

約
書

類
　

㈱
○

○
○

○
、

㈱
○

○
○

○
、

⑥
随

契
相

手
に

支
払

っ
た

こ
と

が
わ

か
る

資
料

不
存

在
1
1
/
9

①
熊

本
市

が
差

し
上

げ
た

H
25

.1
1月

12
日

助
成

金
30

9,
80

0,
00

0円
(畜

流
へ

）随
契

の
協

議
記

録
、

契
約

検
査

室
の

見
解

の
記

録
の

随
意

契
約

決
定

の
経

緯
、

理
由

書
、

②
随

意
契

約
を

決
定

し
た

人
は

ど
な

た
で

し
ょ

う
か

、
ど

な
た

の
権

限
で

で
き

る
の

で
し

ょ
う

か
、

決
定

権
者

が
わ

か
る

資
料

開
示

1
1
/
9

3
/
1
3

熊
本

市
が

差
し

上
げ

た
、

助
成

金
16

,9
18

,0
00

円
（畜

流
）随

契
の

協
議

記
録

、
契

約
検

査
室

の
見

解
の

記
録

の
随

意
契

約
決

定
の

経
緯

、
理

由
書

、
②

随
意

契
約

を
決

定
し

た
人

は
ど

な
た

で
し

ょ
う

か
、

ど
な

た
の

権
限

で
で

き
る

の
で

し
ょ

う
か

、
決

定
権

者
が

わ
か

る
資

料

不
存

在
1
1
/
9

①
熊

本
市

が
○

○
へ

20
13

.1
1月

13
日

着
工

の
30

9,
80

0,
00

0円
市

助
成

金
工

事
が

20
14

.4
月

1
日

機
能

移
転

日
に

完
成

で
き

な
い

こ
と

を
、

経
済

委
員

会
、

議
会

へ
報

告
し

た
文

書
（な

け
れ

ば
報

告
し

な
か

っ
た

理
由

）
開

示
1
1
/
9

3
/
1
3

農
水

局
農

政
部

農
業

･ﾌ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

戦
略

課

10
/1

9

熊
本

市
が

○
○

へ
20

13
.1

1月
13

日
着

工
の

30
9,

80
0,

00
0円

市
助

成
金

工
事

が
20

14
.4

月
1

日
機

能
移

転
日

に
完

成
で

き
な

い
こ

と
を

、
経

済
委

員
会

、
議

会
へ

報
告

し
た

文
書

、
な

け
れ

ば
報

告
し

な
か

っ
た

理
由

、
こ

の
工

事
が

20
14

、
5月

21
日

ま
で

延
期

さ
れ

た
理

由
(4

月
30

日
完

成
予

定
)

市
長

へ
の

報
告

書
、

協
議

書
.e

tc
.関

係
書

類
、

添
付

書
類

⑧
不

存
在

と
し

て
備

考
に

書
い

て
あ

り
ま

す
が

な
い

の
で

し
ょ

う
か

農
水

局
農

政
部

農
業

･ﾌ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

戦
略

課

53
0

10
/1

9

熊
本

市
が

差
し

上
げ

た
H

25
.1

1月
12

日
助

成
金

30
9,

80
0,

00
0円

(畜
流

へ
）、

助
成

金
16

,9
18

,0
00

円
（畜

流
）

随
契

の
協

議
記

録
、

契
約

検
査

室
の

見
解

の
記

録
の

随
意

契
約

決
定

の
経

緯
、

理
由

書
随

意
契

約
を

決
定

し
た

人
は

ど
な

た
で

し
ょ

う
か

。
組

織
の

中
で

ど
な

た
の

権
限

で
で

き
る

の
で

し
ょ

う
か

？
○

○
○

長
さ

ん
で

し
ょ

う
か

、
○

○
○

長
で

し
ょ

う
か

そ
れ

と
も

○
○

○
長

(局
長

級
)で

決
定

で
き

た
の

で
し

ょ
う

か
、

農
水

商
工

局
の

内
部

の
権

限
、

決
定

権
者

を
お

し
え

て
下

さ
い

。
決

定
権

者
が

わ
か

る
資

料

52
9

10
/1

9

熊
本

市
が

○
○

へ
H

25
.1

1月
12

日
決

定
し

た
30

9,
80

0,
00

0円
の

助
成

金
の

施
主

代
行

委
任

契
約

書
(工

事
が

お
く

れ
施

主
代

行
委

任
契

約
変

更
分

も
含

)
16

,9
18

,0
00

円
助

成
金

施
主

代
行

委
任

契
約

は
7,

53
6,

24
0円

し
か

ご
ざ

い
ま

せ
ん

。
大

貫
ﾗ
ｲ
ﾝ

冷
蔵

設
備

等
実

際
工

事
を

し
た

業
者

に
い

く
ら

支
払

っ
た

か
わ

か
る

書
類

、
実

際
随

契
工

事
は

い
く

ら
か

か
っ

た
の

か
わ

か
る

契
約

書
類

-
随

契
相

手
㈱

○
○

○
○

、
㈱

○
○

○
○

に
支

払
っ

た
こ

と
が

わ
か

る
資

料
。

大
貫

ﾗ
ｲ
ﾝ

増
設

工
事

追
加

分
も

下
さ

い
。

農
水

局
農

政
部

農
業

･ﾌ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

戦
略

課

53
1

74



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

②
工

事
が

20
14

、
5月

21
日

ま
で

延
期

さ
れ

た
理

由
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3号
　

法
人

等
情

報
1
1
/
9

3
/
1
3

③
市

長
へ

の
報

告
書

、
協

議
書

.e
tc

.関
係

書
類

、
添

付
書

類
④

不
存

在
と

し
て

備
考

に
書

い
て

あ
り

ま
す

が
な

い
の

で
し

ょ
う

か

不
存

在
1
1
/
9

53
2

10
/1

9

旧
天

明
新

川
堤

防
補

強
工

事
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
セ

ン
タ

ー
河

川
公

園
整

備
課

旧
天

明
新

川
堤

防
補

強
工

事
の

金
入

設
計

書

開
示

1
0
/
2
1

1
0
/
2
6

53
3

10
/2

0
地

籍
図

帯
山

4丁
目

○
-○

都
市

建
設

局
土

木
部

土
木

管
理

課

地
籍

図
帯

山
4丁

目
○

-○
外

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
0

1
0
/
2
1

53
4

10
/2

0

現
在

計
画

及
び

整
備

中
の

下
記

区
間

の
、

道
路

完
成

後
の

形
状

が
把

握
で

き
る

計
画

平
面

図
。

※
1縮

尺
1/

50
0～

1/
20

00
程

度
、

※
2可

能
で

あ
れ

ば
電

子
デ

ー
タ

一
般

国
道

50
1号

線
　

飽
田

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

国
道

50
1号

　
河

内
工

区
の

道
路

完
成

後
の

形
状

が
把

握
で

き
る

計
画

平
面

図
開

示
1
0
/
2
8

1
2
/
1
6

郵
送

53
5

10
/2

0

現
在

計
画

及
び

整
備

中
の

下
記

区
間

の
、

道
路

完
成

後
の

形
状

が
把

握
で

き
る

計
画

平
面

図
。

※
1縮

尺
1/

50
0～

1/
20

00
程

度
、

※
2可

能
で

あ
れ

ば
電

子
デ

ー
タ

一
般

県
道

34
3号

線
　

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

34
3号

線
　

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
　

(計
画

平
面

図
)

開
示

1
1
/
1

1
2
/
1
6

郵
送

53
6

10
/2

0

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
平

成
20

年
3月

5日
08

年
第

05
1号

昭
和

33
年

6月
24

日
熊

本
県

指
令

建
第

81
号

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

33
年

6月
24

日
熊

本
県

指
令

建
第

81
号

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

平
成

20
年

3月
5日

08
年

第
05

1号
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
1

1
1
/
2

53
7

10
/2

0
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

H
04

年
第

19
号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

04
年

第
19

号
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
2

1
1
/
2

53
8

10
/2

0

秋
津

町
第

15
号

排
水

路
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
震

災
土

木
施

設
対

策
課

秋
津

町
第

15
号

排
水

路
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
3
1

1
1
/
4

53
9

10
/2

1

市
道

春
日

町
第

18
号

線
外

2路
線

舗
装

補
修

工
事

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

市
道

春
日

町
第

18
号

線
外

2路
線

舗
装

補
修

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
1
0

1
1
/
2
1

10
/1

9

熊
本

市
が

○
○

へ
20

13
.1

1月
13

日
着

工
の

30
9,

80
0,

00
0円

市
助

成
金

工
事

が
20

14
.4

月
1

日
機

能
移

転
日

に
完

成
で

き
な

い
こ

と
を

、
経

済
委

員
会

、
議

会
へ

報
告

し
た

文
書

、
な

け
れ

ば
報

告
し

な
か

っ
た

理
由

、
こ

の
工

事
が

20
14

、
5月

21
日

ま
で

延
期

さ
れ

た
理

由
(4

月
30

日
完

成
予

定
)

市
長

へ
の

報
告

書
、

協
議

書
.e

tc
.関

係
書

類
、

添
付

書
類

⑧
不

存
在

と
し

て
備

考
に

書
い

て
あ

り
ま

す
が

な
い

の
で

し
ょ

う
か

農
水

局
農

政
部

農
業

･ﾌ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

戦
略

課
53

1

75



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

54
0

10
/2

1
平

成
28

年
熊

本
地

震
に

伴
い

実
施

し
た

古
京

町
別

館
及

び
中

央
公

民
館

の
被

災
度

区
分

判
定

調
査

票

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

営
繕

課

平
成

28
年

熊
本

地
震

に
伴

い
実

施
し

た
古

京
町

別
館

及
び

中
央

公
民

館
の

被
災

度
区

分
判

定
調

査
票

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
8

1
1
/
1
0

54
1

10
/2

1

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
S4

6-
11

8、
H

06
-0

10
、

S4
4-

60
5

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
S4

6-
11

8、
H

06
-0

10
、

S4
4-

60
5

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
2

1
1
/
1
1

54
2

10
/2

1
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

15
-0

01
･全

部
・協

定
書

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

-0
01

･全
部

・協
定

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
2

1
1
/
1
1

54
3

10
/2

4

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
城

頬
当

御
門

周
辺

石
垣

撤
去

工
事

の
金

入
設

計
書

経
済

観
光

局
文

化
・ス

ポ
ー

ツ
交

流
部

熊
本

城
調

査
研

究
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
城

頬
当

御
門

周
辺

石
垣

撤
去

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
6

未

54
3-

2
10

/2
4

市
道

大
江

2丁
目

新
大

江
3丁

目
第

1号
線

道
路

改
良

工
事

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

市
道

大
江

2丁
目

新
大

江
3丁

目
第

1号
線

道
路

改
良

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
5

1
0
/
3
1

54
4

10
/2

4

・小
島

公
園

災
害

復
旧

工
事

・武
蔵

塚
公

園
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課

・小
島

公
園

災
害

復
旧

工
事

・武
蔵

塚
公

園
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
2
6

未

54
5

10
/2

4

寂
心

緑
地

樟
樹

勢
回

復
工

事
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
セ

ン
タ

ー
河

川
公

園
整

備
課

寂
心

緑
地

樟
樹

勢
回

復
工

事
の

金
入

設
計

書

開
示

1
0
/
2
6

未

54
6

10
/2

4

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
城

内
県

立
美

術
館

南
側

園
路

の
金

入
設

計
書

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

熊
本

城
総

合
事

務
所

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
城

内
県

立
美

術
館

南
側

園
路

の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
6

未

54
7

10
/2

4
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
51

-0
98

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
51

-0
98

･全
部

 ･
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
4

1
1
/
1
0

54
8

10
/2

4
航

空
写

真
熊

本
市

東
区

健
軍

4丁
目

○
-○

財
政

局
税

務
部

課
税

管
理

課

航
空

写
真

熊
本

市
東

区
健

軍
4丁

目
○

-○
開

示
1
0
/
2
5

1
2
/
1

54
9

10
/2

4

平
成

29
年

度
熊

本
市

立
学

校
教

員
採

用
選

考
試

験
第

一
次

選
考

試
験

及
び

第
二

次
選

考
試

験
の

校
種

･教
科

別
の

合
格

者
の

最
低

点

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部
教

職
員

課

平
成

29
年

度
熊

本
市

立
学

校
教

員
採

用
選

考
試

験
　

合
格

者
の

最
低

点
開

示
1
0
/
2
8

1
1
/
1

76



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

55
0

10
/2

4
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

H
23

-1
1-

37
3

･全
部

・協
定

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

23
-1

1-
37

3
･全

部
・協

定
書

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
4

1
1
/
8

55
1

10
/2

5

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

6年
9月

23
日

～
20

16
年

10
月

24
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

6年
9月

23
日

～
20

16
年

10
月

24
日

開
示

1
0
/
3
1

1
1
/
7

55
2

10
/2

5
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

14
-1

32
･全

部
・協

定
書

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

-1
32

･全
部

・協
定

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
9

1
1
/
1
1

55
3

10
/2

5

熊
本

市
が

現
存

す
る

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

の
う

ち
、

「訪
問

介
護

｣｢
訪

問
入

浴
介

護
｣｢

通
所

介
護

｣
｢福

祉
用

具
貸

与
｣「

短
期

入
所

生
活

介
護

｣｢
居

宅
介

護
支

援
｣｢

定
期

巡
回

・随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
｣「

地
域

密
着

型
通

所
介

護
｣「

夜
間

対
応

訪
問

介
護

｣「
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
｣「

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
｣「

看
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
｣の

11
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

に
つ

い
て

、
「ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

種
類

名
」「

事
業

主
体

名
｣｢

事
業

所
名

｣「
郵

便
番

号
｣｢

住
所

｣「
電

話
番

号
」「

F
A

X
番

号
｣「

介
護

保
険

事
業

所
番

号
」が

記
載

さ
れ

た
平

成
28

年
10

月
1日

時
点

で
開

設
済

み
の

事
業

所
一

覧
表

。

健
康

福
祉

局
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

熊
本

市
に

現
存

す
る

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

の
う

ち
、

「訪
問

介
護

｣｢
訪

問
入

浴
介

護
｣｢

通
所

介
護

｣
｢福

祉
用

具
貸

与
｣「

短
期

入
所

生
活

介
護

｣｢
居

宅
介

護
支

援
｣｢

定
期

巡
回

・随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護
｣「

地
域

密
着

型
通

所
介

護
｣「

夜
間

対
応

訪
問

介
護

｣「
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
｣「

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
｣「

看
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
｣の

11
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

に
つ

い
て

、
「ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

種
類

名
」「

事
業

主
体

名
｣｢

事
業

所
名

｣「
郵

便
番

号
｣｢

住
所

｣「
電

話
番

号
」「

F
A

X
番

号
｣「

介
護

保
険

事
業

所
番

号
」が

記
載

さ
れ

た
平

成
28

年
10

月
1日

時
点

で
開

設
済

み
の

事
業

所
一

覧
表

。

開
示

1
1
/
2

1
1
/
9

郵
送

55
4

10
/2

5
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
H

14
-0

57
-0

1、
H

14
-0

57
-0

2
･全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
14

-0
57

-0
1、

H
14

-0
57

-0
2

･全
部

 ･
協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
9

1
1
/
1
0

55
5

10
/2

5
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

H
21

.0
9-

28
6、

H
14

.0
2-

35
2

･全
部

・協
定

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

21
.0

9-
28

6、
H

14
.0

2-
35

2
･全

部
・協

定
書

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
9

1
1
/
9

55
6

10
/2

5
工

作
物

の
確

認
申

請
の

書
類

一
式

H
7.

8.
14

 受
付

番
号

71
68

9
申

請
者

　
○

○
○

○

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

工
作

物
の

確
認

申
請

の
書

類
一

式
H

7.
8.

14
 受

付
番

号
71

68
9

申
請

者
　

○
○

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
9

1
1
/
9

医
療

法
第

25
条

第
1項

の
規

定
に

基
づ

く
立

入
検

査
で

○
○

○
○

の
診

療
録

と
診

療
に

関
す

る
諸

記
録

等
の

立
入

検
査

を
い

つ
誰

が
行

い
、

そ
の

結
果

と
実

施
し

た
年

度
の

立
入

検
査

要
綱

。
(平

成
13

年
度

以
降

)
・立

入
検

査
結

果
は

平
成

15
,1

7,
23

,2
4,

25
及

び
27

年
度

分
の

指
摘

内
容

が
わ

か
る

書
類

・立
入

検
査

要
綱

は
平

成
18

,1
9,

21
,2

2,
24

,2
5及

び
26

年
度

分

開
示

1
1
/
9

1
1
/
1
6

立
入

検
査

要
綱

平
成

13
,1

4,
15

,1
6,

17
,2

0,
23

及
び

27
年

度
不

存
在

1
1
/
9

55
7

10
/2

6

医
療

法
第

25
条

第
1項

の
規

定
に

基
づ

く
立

入
検

査
で

○
○

○
○

の
診

療
録

と
診

療
に

関
す

る
諸

記
録

等
の

立
入

検
査

を
い

つ
誰

が
行

い
、

そ
の

結
果

と
実

施
し

た
年

度
の

立
入

検
査

要
綱

。
(平

成
13

年
度

以
降

)
健

康
福

祉
局

保
健

衛
生

部
医

療
政

策
課

77



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

55
8

10
/2

6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

-4
00

･全
部

・協
定

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

-4
00

･全
部

・協
定

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
9

1
1
/
9

55
9

10
/2

6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
第

59
9号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
第

59
9号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
1

1
2
/
5

56
0

10
/2

6

市
道

　
舞

原
南

北
1号

線
道

路
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

城
南

地
域

整
備

室

市
道

　
舞

原
南

北
1号

線
道

路
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
3
1

1
1
/
7

56
1

10
/2

6

市
道

　
塚

原
第

3号
線

外
乗

入
口

設
置

・耕
地

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

市
道

　
塚

原
第

3号
線

外
乗

入
口

設
置

・耕
地

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
0
/
2
8

1
1
/
2

56
2

10
/2

6

平
成

28
年

度
塚

原
古

墳
公

園
維

持
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

城
南

地
域

整
備

室

平
成

28
年

度
塚

原
古

墳
公

園
維

持
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
1

1
1
/
7

56
3

10
/2

6
平

成
28

年
度

立
田

山
配

水
池

外
11

箇
所

樹
木

剪
定

及
び

害
虫

防
除

並
び

に
斜

面
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
運

用
課

平
成

28
年

度
立

田
山

配
水

池
外

11
箇

所
樹

木
剪

定
及

び
害

虫
防

除
並

び
に

斜
面

除
草

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
4

1
1
/
7

56
4

10
/2

6

平
成

28
年

度
熊

本
城

地
震

に
伴

う
熊

本
城

頬
当

御
門

周
辺

石
垣

撤
去

工
事

の
金

入
り

設
計

書
経

済
観

光
局

文
化

・ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ

交
流

部
熊

本
城

調
査

研
究

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

28
年

度
熊

本
城

地
震

に
伴

う
熊

本
城

頬
当

御
門

周
辺

石
垣

撤
去

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
0
/
2
8

1
1
/
7

56
5

10
/2

6

・平
成

28
年

度
小

島
公

園
災

害
復

旧
工

事
・平

成
28

年
度

秋
津

3丁
目

公
園

災
害

復
旧

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課

・平
成

28
年

度
小

島
公

園
災

害
復

旧
工

事
・平

成
28

年
度

秋
津

3丁
目

公
園

災
害

復
旧

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
2

1
1
/
7

56
6

10
/2

6

平
成

28
年

度
寂

心
緑

地
樟

樹
勢

回
復

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
セ

ン
タ

ー
河

川
公

園
整

備
課

平
成

28
年

度
寂

心
緑

地
樟

樹
勢

回
復

工
事

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
1
/
1

1
1
/
7

56
7

10
/2

8
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
熊

本
市

指
令

第
7号

（S
51

-0
07

）
･全

部
 復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
第

7号
（S

51
-0

07
）

･全
部

 復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
1
1

1
1
/
1
8

78



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

56
8

10
/2

8

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
24

年
度

12
-2

83
号

　
　

　
　

　
　

　
平

成
2
3年

度
1
1－

49
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
24

年
度

12
-2

83
号

　
　

　
　

　
　

　
平

成
2
3年

度
1
1－

49
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
1
/
1
1

1
1
/
2
1

56
9

10
/2

8
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
昭

和
33

年
11

月
14

日
　

17
3号

･全
部

 ･
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

33
年

11
月

14
日

　
17

3号
･全

部
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
1

1
1
/
2
1

57
0

10
/3

1

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

11
6号

、
04

年
第

28
6号

･全
部

・協
定

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

11
6号

、
04

年
第

28
6号

･全
部

・協
定

書
 ･

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
1
/
1
1

1
1
/
1
5

57
1

11
/1

国
道

26
6号

(田
井

島
地

区
)電

線
共

同
溝

整
備

工
事

(そ
の

2)
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

国
道

26
6号

(田
井

島
地

区
)電

線
共

同
溝

整
備

工
事

(そ
の

2)
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
2

1
1
/
4

57
2

11
/1

熊
本

市
ば

い
煙

発
生

施
設

一
覧

（工
場

の
名

称
、

所
在

地
、

施
設

種
別

、
設

置
年

月
日

、
熱

量
の

種
類

、
焼

却
能

力
）

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

政
策

課

熊
本

市
ば

い
煙

発
生

施
設

一
覧

（工
場

の
名

称
、

所
在

地
、

施
設

種
別

、
設

置
年

月
日

、
熱

量
の

種
類

、
焼

却
能

力
）

開
示

1
1
/
2

1
1
/
2
4

郵
送

57
3

11
/1

平
成

28
年

10
/1

～
10

/3
1ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

美
容

所
の

一
覧

表
。

・施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

28
年

10
/1

～
10

/3
1ま

で
に

新
規

で
確

認
し

た
熊

本
市

内
の

美
容

所
の

一
覧

表
。

・施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

開
示

1
1
/
8

1
1
/
1
7

郵
送

57
4

11
/1

加
勢

川
第

6排
水

区
雨

水
調

整
池

災
害

復
旧

工
事

（そ
の

1）
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
震

災
土

木
施

設
対

策
課

加
勢

川
第

6排
水

区
雨

水
調

整
池

災
害

復
旧

工
事

（そ
の

1）
の

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
7

1
1
/
1
6

郵
送

57
5

11
/1

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
50

-0
83

-0
1・

02
･全

部
 ・

白
黒

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
50

-0
83

-0
1・

02
･全

部
 ・

白
黒

開
示

1
1
/
1
1

1
1
/
1
4

57
6

11
/2

納
税

義
務

者
　

熊
本

市
東

区
吉

原
町

○
番

地
○

○
○

○
上

記
納

税
義

務
者

の
固

定
資

産
証

明
書

記
載

に
あ

る
「東

区
吉

原
町

○
番

　
宅

地
　

○
.○

㎡
」が

、
小

規
模

住
宅

用
地

と
し

て
課

税
し

て
あ

る
が

、
そ

の
土

地
上

に
あ

る
建

物
の

詳
細

情
報

の
開

示
請

求

財
政

局
税

務
部

課
税

管
理

課

納
税

義
務

者
　

熊
本

市
東

区
吉

原
町

○
番

地
○

○
○

○
上

記
納

税
義

務
者

の
固

定
資

産
証

明
書

記
載

に
あ

る
「東

区
吉

原
町

○
番

　
宅

地
　

○
.○

㎡
」が

、
小

規
模

住
宅

用
地

と
し

て
課

税
し

て
あ

る
が

、
そ

の
土

地
上

に
あ

る
建

物
の

詳
細

情
報

の
開

示
請

求

不
開

示
1号

　
法

令
秘

情
報

1
1
/
1
8

57
7

11
/2

西
区

上
代

3丁
目

附
近

の
配

置
図

西
区

役
所

区
民

部
ま

ち
づ

く
り

推
進

課

西
区

上
代

3丁
目

附
近

の
配

置
図

開
示

1
1
/
1
8

1
1
/
2
9

57
8

11
/2

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
51

-1
07

･全
部

 ・
カ

ラ
ー

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
51

-1
07

･全
部

 ・
カ

ラ
ー

開
示

1
1
/
1
5

1
1
/
1
6

79



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

57
9

11
/4

熊
本

市
南

区
城

南
町

舞
原

○
-○

○
○

○
○

の
浄

化
槽

の
届

出
の

写
し

（熊
本

県
生

活
環

境
の

保
全

に
関

す
る

条
例

第
31

条
の

規
定

に
基

づ
く

排
水

施
設

使
用

届
出

書
の

第
1面

）

環
境

局
環

境
推

進
部

水
保

全
課

○
○

○
○

（熊
本

市
南

区
城

南
町

舞
原

○
-○

）
の

浄
化

槽
の

届
出

の
写

し
（熊

本
県

生
活

環
境

の
保

全
に

関
す

る
条

例
第

31
条

の
規

定
に

基
づ

く
排

水
施

設
使

用
届

出
書

の
第

1面
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
1
/
8

1
1
/
1
1

郵
送

58
0

11
/4

簡
易

専
用

水
道

施
設

の
名

称
、

所
在

地
、

管
理

者
(ま

た
は

設
置

者
)の

氏
名

及
び

住
所

、
建

築
用

途
、

並
び

に
受

水
槽

容
量

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

簡
易

専
用

水
道

施
設

の
名

称
、

所
在

地
、

管
理

者
(ま

た
は

設
置

者
)の

氏
名

及
び

住
所

、
建

築
用

途
、

並
び

に
受

水
槽

容
量

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
4

1
1
/
2
1

郵
送

58
0-

2
11

/4

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
熊

本
県

指
令

第
16

7号
（S

45
.8

.1
8）

熊
本

県
指

令
第

25
7号

（S
42

.1
0.

23
）

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
熊

本
県

指
令

第
16

7号
（S

45
.8

.1
8）

熊
本

県
指

令
第

25
7号

（S
42

.1
0.

23
）

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
5

1
1
/
1
7

58
1

11
/4

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

-0
70

･全
部

 復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

-0
70

･全
部

 復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
6

1
1
/
2
4

58
2

11
/4

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
02

-0
41

･全
部

 復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
02

-0
41

･全
部

 復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
6

1
1
/
2
4

58
3

11
/4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

11
.0

0-
10

1 
 H

14
.0

2-
47

1
  

  
  

  
  

  
  

 H
2
1.

0
9-

38
4

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

11
.0

0-
10

1 
 H

14
.0

2-
47

1
  

  
  

  
  

  
  

 H
2
1.

0
9-

38
4

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
6

1
1
/
2
4

58
3-

2
11

/4

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

年
第

46
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

年
第

46
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
1
/
1
6

1
1
/
1
8

58
4

11
/7

中
央

区
神

水
2丁

目
附

近
φ

60
0粍

配
水

管
推

進
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

中
央

区
神

水
2丁

目
附

近
φ

60
0粍

配
水

管
推

進
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
2
4

1
1
/
2
8

58
5

11
/8

市
道

戸
島

町
戸

島
西

5丁
目

第
1号

線
(擁

壁
)災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課

市
道

戸
島

町
戸

島
西

5丁
目

第
1号

線
(擁

壁
)災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
1
0

1
1
/
1
1

58
6

11
/8

平
成

28
年

度
(熊

本
地

震
関

連
)下

益
城

城
南

中
学

校
屋

内
運

動
場

水
平

ﾌ
ﾞﾚ

ｰ
ｽ
そ

の
他

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

平
成

28
年

度
(熊

本
地

震
関

連
)下

益
城

城
南

中
学

校
屋

内
運

動
場

水
平

ﾌ
ﾞﾚ

ｰ
ｽ
そ

の
他

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
1
4

1
1
/
1
5

58
7

11
/8

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
02

-0
23

-0
2

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
02

-0
23

-0
2

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
6

1
1
/
1
7

80



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

58
8

11
/8

市
道

楠
8丁

目
清

水
新

地
7丁

目
第

1号
線

外
1路

線
舗

装
打

換
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

市
道

楠
8丁

目
清

水
新

地
7丁

目
第

1号
線

外
1路

線
舗

装
打

換
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
1
1

1
1
/
1
5

58
9

11
/8

平
成

28
年

10
月

1日
～

平
成

28
年

10
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

28
年

10
月

1日
～

平
成

28
年

10
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

確
認

し
た

美
容

所
一

覧
項

目
：施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

1
1
/
1
1

1
1
/
2
1

59
0

11
/9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

-5
86

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

-5
86

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
8

1
1
/
2
5

59
1

11
/9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
28

6号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
28

6号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
1
8

1
1
/
2
2

59
2

11
/9

都
市

計
画

事
業

坪
井

川
第

3排
水

区
雨

水
調

整
地

遮
水

壁
築

造
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
河

川
課

都
市

計
画

事
業

坪
井

川
第

3排
水

区
雨

水
調

整
地

遮
水

壁
築

造
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
1
4

1
1
/
1
6

59
3

11
/9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
48

-1
05

･全
部

 復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
48

-1
05

･全
部

 復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
2

1
2
/
5

59
4

11
/1

0

市
道

塚
原

第
7号

線
道

路
新

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

城
南

地
域

整
備

室

市
道

塚
原

第
7号

線
道

路
新

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
1
1

1
1
/
1
5

59
5

11
/1

0

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-3
90

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-3
90

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
2
4

1
1
/
2
8

59
6

11
/1

0

秋
津

都
市

下
水

路
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課

秋
津

都
市

下
水

路
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
2
2

1
2
/
7

59
7

11
/1

0

第
二

種
動

物
取

扱
業

者
届

出
項

目
・代

表
者

氏
名

若
し

く
は

法
人

名
・事

業
所

(名
称

・
都

道
府

県
・所

在
地

・電
話

番
号

）・
動

物
取

扱
責

任
者

(氏
名

)・
種

別
(販

売
･保

管
な

ど
)・

取
扱

動
物

(種
類

･頭
数

)・
届

出
年

月
日

・届
出

番
号

・繁
殖

(有
・無

)

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

動
物

愛
護

セ
ン

タ
ー

第
二

種
動

物
取

扱
業

者
届

出
項

目
・代

表
者

氏
名

若
し

く
は

法
人

名
・事

業
所

(名
称

・
都

道
府

県
・所

在
地

・電
話

番
号

）・
動

物
取

扱
責

任
者

(氏
名

)・
種

別
(販

売
･保

管
な

ど
)・

取
扱

動
物

(種
類

･頭
数

)・
届

出
年

月
日

・届
出

番
号

・繁
殖

(有
・無

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
7

1
2
/
5

郵
送

81



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

59
8

11
/1

0

現
在

計
画

及
び

整
備

中
の

下
記

区
間

の
、

道
路

完
成

後
の

形
状

が
把

握
で

き
る

計
画

平
面

図
。

一
般

県
道

34
2号

線
熊

本
西

環
状

道
路

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

34
2号

線
熊

本
西

環
状

道
路

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)
道

路
完

成
後

の
形

状
が

把
握

で
き

る
平

面
図

開
示

1
1
/
1
5

1
1
/
2
1

郵
送

59
9

11
/1

1

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

-2
95

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

-2
95

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
4

1
1
/
2
8

60
0

11
/1

1
熊

本
市

内
の

ば
い

煙
発

生
施

設
①

事
業

所
名

②
住

所
③

種
別

④
排

ガ
ス

量
（乾

き
で

も
湿

り
で

も
可

）

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

政
策

課

熊
本

市
内

の
ば

い
煙

発
生

施
設

①
事

業
所

名
②

住
所

③
種

別
④

排
ガ

ス
量

（乾
き

で
も

湿
り

で
も

可
）

開
示

1
1
/
1
1

1
1
/
2
1

郵
送

60
1

11
/1

1

一
般

県
道

並
建

熊
本

線
(薄

場
橋

）橋
架

補
修

工
事

(塗
装

工
事

)の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

一
般

県
道

並
建

熊
本

線
(薄

場
橋

）橋
架

補
修

工
事

(塗
装

工
事

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
1
8

1
1
/
2
2

60
2

11
/1

1

市
道

孫
代

町
無

田
口

町
第

1号
線

舗
装

補
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

市
道

孫
代

町
無

田
口

町
第

1号
線

舗
装

補
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
2
8

1
2
/
5

60
3

11
/1

1

・2
01

6/
9/

15
新

設
届

出
○

○
○

○
〔A

区
画

〕
・2

01
6/

8/
22

変
更

届
出

○
○

○
○

上
記

の
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

法
に

係
る

届
出

一
式

の
う

ち
、

基
本

届
出

事
項

に
つ

い
て

記
載

さ
れ

た
概

要
部

分
及

び
添

付
資

料
中

の
周

辺
見

取
図

、
店

舗
の

配
置

図
。

経
済

観
光

局
産

業
部

商
業

金
融

課

以
下

の
案

件
に

係
る

「大
規

模
小

売
店

舗
届

出
書

(規
則

様
式

第
1）

」、
「周

辺
見

取
図

｣、
「平

面
図

兼
配

置
図

｣
・平

成
28

年
5月

20
日

付
届

出
○

○
○

○
」〔

A
区

画
〕

以
下

の
案

件
に

係
る

「大
規

模
小

売
店

舗
届

出
書

(規
則

様
式

第
8）

」、
「周

辺
見

取
図

｣、
「建

物
配

置
図

(変
更

前
・後

）｣
・平

成
28

年
8月

22
日

付
届

出
「○

○
○

○
」

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
1
8

1
1
/
2
4

郵
送

60
4

11
/1

1
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
38

-0
11

･全
部

 復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
38

-0
11

･全
部

 復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
8

1
1
/
3
0

60
5

11
/1

5

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

6号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（5

30
3工

区
）の

設
計

変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

6号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（5

30
3工

区
）の

設
計

変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
6

1
2
/
6

60
6

11
/1

5

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
26

年
度

14
-1

14
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
26

年
度

14
-1

14
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
2
8

1
2
/
2

60
7

11
/1

6
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
51

-0
69

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
51

-0
69

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
2
8

1
2
/
2

82



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

60
8

11
/1

6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

-3
46

　
、

16
-2

70
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

-3
46

　
、

16
-2

70
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
2
8

1
1
/
3
0

60
9

11
/1

6
大

規
模

行
為

届
出

書
の

様
式

第
3号

（平
成

28
年

8月
11

日
～

9月
10

日
届

出
分

）※
建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
28

年
8月

11
日

～
9月

10
日

届
出

分
）※

建
築

物
に

限
る

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
2
/
2

1
2
/
5

61
0

11
/1

6

20
街

区
宅

地
造

成
そ

の
他

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

20
街

区
宅

地
造

成
そ

の
他

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
1
8

1
1
/
2
4

61
1

11
/1

6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

-4
58

　
、

04
-2

86
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

-4
58

　
、

04
-2

86
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
8

1
1
/
3
0

61
2

11
/1

7

平
成

28
年

度
農

地
等

災
害

復
旧

事
業

熊
本

市
東

区
若

葉
6丁

目
外

地
内

秋
津

町
水

路
外

1路
線

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書

農
水

局
農

政
部

東
農

業
振

興
課

平
成

28
年

度
農

地
等

災
害

復
旧

事
業

熊
本

市
東

区
若

葉
6丁

目
外

地
内

秋
津

町
水

路
外

1路
線

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
1
/
1
7

1
1
/
1
8

61
3

11
/1

7

一
般

県
道

熊
本

空
港

線
(画

図
工

区
)舗

装
補

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

一
般

県
道

熊
本

空
港

線
(画

図
工

区
)舗

装
補

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
2
2

1
1
/
2
5

61
4

11
/1

7

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

地
区

道
路

改
良

工
事

そ
の

7の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
セ

ン
タ

ー
高

規
格

道
路

建
設

推
進

課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

地
区

道
路

改
良

工
事

そ
の

7の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
1
/
2
2

1
1
/
2
4

61
5

11
/1

7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
計

建
第

24
号

(平
成

9
年

10
月

6日
)

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
計

建
第

24
号

(平
成

9
年

10
月

6日
)

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
3
0

1
2
/
2

61
6

11
/1

8
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
平

成
14

年
　

H
14

-0
20

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

平
成

14
年

　
H

14
-0

20
･全

部
 ・

復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
3
0

1
2
/
2

61
7

11
/1

8
城

下
町

の
風

情
を

感
じ

ら
れ

る
町

並
み

づ
く

り
事

業
を

利
用

し
て

修
理

し
た

１
９

棟
の

町
屋

の
工

事
概

要

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

城
下

町
の

風
情

を
感

じ
ら

れ
る

町
並

み
づ

く
り

事
業

を
利

用
し

て
修

理
し

た
１

９
棟

の
町

屋
の

工
事

概
要

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

5号
　

審
議

、
検

討
に

関
す

る
情

報
1
2
/
2

1
2
/
9

郵
送

83



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

61
8

11
/1

8

大
気

汚
染

防
止

法
に

お
け

る
｢ば

い
煙

発
生

施
設

設
置

届
出

」中
の

下
記

情
報

(対
象

地
域

：熊
本

市
全

域
）

・需
要

家
名

・所
在

地
・燃

料
種

・施
設

の
種

類
(可

能
で

あ
れ

ば
「通

常
の

燃
料

使
用

量
｣含

む
）・

設
置

年
月

日
又

は
届

出
年

月
日

・排
出

ガ
ス

量
(湿

り
、

乾
き

共
）

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

政
策

課

大
気

汚
染

防
止

法
に

お
け

る
｢ば

い
煙

発
生

施
設

設
置

届
出

」中
の

下
記

情
報

(対
象

地
域

：熊
本

市
全

域
）

・需
要

家
名

・所
在

地
・燃

料
種

・施
設

の
種

類
(可

能
で

あ
れ

ば
「通

常
の

燃
料

使
用

量
｣含

む
）・

設
置

年
月

日
又

は
届

出
年

月
日

・排
出

ガ
ス

量
(湿

り
、

乾
き

共
）

開
示

1
1
/
1
8

1
2
/
5

郵
送

61
9

11
/1

8

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
13

年
度

01
-1

10
-0

1～
04

、
07

、
01

5、
01

7
･協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
13

年
度

01
-1

10
-0

1～
04

、
07

、
01

5、
01

7
･協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
3
0

1
2
/
1
6

62
0

11
/1

8

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-2
65

号
･協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-2
65

号
･協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
1
/
3
0

1
1
/
3
0

62
1

11
/1

8
西

区
横

手
4丁

目
○

番
附

近
φ

50
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
【緊

急
工

事
】の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
総

務
部

総
務

課

西
区

横
手

4丁
目

○
番

附
近

φ
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

【緊
急

工
事

】の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
1

1
2
/
8

62
2

11
/1

8

・北
区

植
木

町
鞍

掛
国

道
20

8号
線

附
近

φ
75

・
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

・西
区

河
内

町
岳

古
閑

公
民

館
付

近
φ

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
・西

区
花

園
7丁

目
(熊

本
西

環
状

道
路

付
近

)φ
50

粍
配

水
管

布
設

工
事

・北
区

植
木

町
岩

野
国

道
3号

線
付

近
φ

10
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
・南

区
城

南
町

坂
野

～
舞

原
φ

30
0粍

配
水

管
布

設
替

工
事

（３
工

区
）

・北
区

植
木

町
亀

甲
○

番
地

・味
取

○
番

地
付

近
φ

15
0・

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

・中
央

区
黒

髪
5丁

目
(龍

神
橋

)φ
60

0粍
配

水
管

布
設

替
工

事
【総

合
評

価
方

式
】

・北
区

植
木

町
亀

甲
○

番
地

付
近

φ
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

・北
区

植
木

町
鞍

掛
国

道
20

8号
線

附
近

φ
75

・
50

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

・西
区

河
内

町
岳

古
閑

公
民

館
付

近
φ

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
・西

区
花

園
7丁

目
(熊

本
西

環
状

道
路

付
近

)φ
50

粍
配

水
管

布
設

工
事

・北
区

植
木

町
岩

野
国

道
3号

線
付

近
φ

10
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
・南

区
城

南
町

坂
野

～
舞

原
φ

30
0粍

配
水

管
布

設
替

工
事

（３
工

区
）

・北
区

植
木

町
亀

甲
○

番
地

・味
取

○
番

地
付

近
φ

15
0・

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

・中
央

区
黒

髪
5丁

目
(龍

神
橋

)φ
60

0粍
配

水
管

布
設

替
工

事
【総

合
評

価
方

式
】

・北
区

植
木

町
亀

甲
○

番
地

付
近

φ
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事

開
示

1
1
/
2
9

1
2
/
8

62
3

11
/1

8
H

28
.4

.1
6熊

本
市

中
央

区
水

前
寺

1-
○

-○
○

○
○

○
(旧

○
○

○
○

）
上

記
場

所
で

お
こ

っ
た

「火
災

原
因

判
定

書
｣

消
防

局
総

務
部

総
務

課

H
28

.4
.1

6熊
本

市
中

央
区

水
前

寺
1-

○
-○

　
○

○
○

○
(旧

○
○

○
○

）
上

記
場

所
で

お
こ

っ
た

「火
災

原
因

判
定

書
｣

開
示

1
2
/
1

1
2
/
5

62
4

11
/2

1
北

区
植

木
町

鞍
掛

国
道

20
8号

線
付

近
φ

75
・5

0
粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

北
区

植
木

町
鞍

掛
国

道
20

8号
線

付
近

φ
75

・5
0

粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

開
示

1
1
/
2
8

1
1
/
3
0

62
5

11
/2

1

生
活

衛
生

施
設

管
理

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
の

事
業

者
選

定
に

か
か

る
文

書
(入

札
結

果
)

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

生
活

衛
生

施
設

管
理

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
の

事
業

者
選

定
に

か
か

る
文

書
(入

札
結

果
)

（食
品

衛
生

施
設

及
び

環
境

衛
生

施
設

に
係

る
管

理
シ

ス
テ

ム
を

最
初

に
構

築
す

る
際

の
入

札
価

格
等

に
関

す
る

文
書

）

不
存

在
1
2
/
2

84



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

11
/2

2

　
熊

本
市

住
宅

協
会

の
廃

止
に

伴
い

熊
本

市
に

贈
与

又
は

移
管

等
を

さ
れ

た
土

地
の

全
リ

ス
ト
(地

先
、

財
産

属
性

、
地

目
、

地
積

等
）

開
示

1
2
/
1
3

1
2
/
2
6

　
熊

本
市

住
宅

協
会

の
廃

止
に

伴
い

熊
本

市
へ

贈
与

又
は

移
管

等
を

さ
れ

た
土

地
の

う
ち

市
が

売
却

し
た

土
地

の
リ

ス
ト
(地

先
、

財
産

属
性

、
地

目
、

地
積

等
）

　
ま

た
、

24
～

27
年

度
に

お
い

て
熊

本
市

住
宅

協
会

の
廃

止
に

伴
い

熊
本

市
へ

の
贈

与
又

は
移

管
等

を
さ

れ
た

土
地

を
売

却
し

た
際

の
議

会
の

議
決

資
料

及
び

そ
の

裏
付

と
な

る
業

務
資

料
と

決
裁

文
書

、
並

び
に

売
却

に
よ

る
歳

入
が

本
予

算
と

し
て

議
決

さ
れ

管
理

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

示
す

資
料

と
そ

の
決

裁
文

書

不
存

在

62
7

11
/2

2

①
熊

本
市

住
宅

協
会

の
廃

止
に

伴
い

熊
本

市
へ

贈
与

又
は

移
管

等
を

さ
れ

た
土

地
の

全
リ

ス
ト
(地

先
、

財
産

属
性

、
地

目
、

地
積

等
）及

び
、

そ
の

う
ち

市
が

売
却

し
た

土
地

の
リ

ス
ト
(地

先
、

地
目

、
地

積
、

落
札

日
、

落
札

者
、

落
札

金
額

等
)

②
24

～
27

年
度

に
お

い
て

①
の

土
地

を
売

却
し

た
際

の
議

会
の

議
決

資
料

及
び

そ
の

裏
付

と
な

る
業

務
資

料
と

決
裁

文
書

並
び

に
売

却
に

よ
る

歳
入

が
本

予
算

と
し

て
議

決
さ

れ
管

理
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
示

す
資

料
と

そ
の

決
裁

文
書

財
政

局
財

務
部

管
財

課

熊
本

市
住

宅
協

会
の

廃
止

に
伴

い
熊

本
市

へ
贈

与
又

は
移

管
等

を
さ

れ
た

土
地

の
全

リ
ス

ト
(地

先
、

財
産

属
性

、
地

目
、

地
積

等
）及

び
、

そ
の

う
ち

市
が

売
却

し
た

土
地

の
リ

ス
ト
(地

先
、

地
目

、
地

積
、

落
札

日
、

落
札

者
、

落
札

金
額

等
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
3

1
2
/
2
6

24
～

27
年

度
に

お
い

て
熊

本
市

住
宅

協
会

の
廃

止
に

伴
い

熊
本

市
へ

の
贈

与
又

は
移

管
等

を
さ

れ
た

土
地

を
売

却
し

た
際

の
議

会
の

議
決

資
料

及
び

そ
の

裏
付

と
な

る
業

務
資

料
と

決
裁

文
書

、
並

び
に

売
却

に
よ

る
歳

入
が

本
予

算
と

し
て

議
決

さ
れ

管
理

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

示
す

資
料

と
そ

の
決

裁
文

書

不
存

在

①
熊

本
市

住
宅

協
会

の
廃

止
に

伴
い

熊
本

市
へ

贈
与

又
は

移
管

等
を

さ
れ

た
土

地
の

全
リ

ス
ト
(地

先
、

財
産

属
性

、
地

目
、

地
積

等
）及

び
、

そ
の

う
ち

市
が

売
却

し
た

土
地

の
リ

ス
ト
(地

先
、

地
目

、
地

積
、

落
札

日
、

落
札

者
、

落
札

金
額

等
)

②
24

～
27

年
度

に
お

い
て

①
の

土
地

を
売

却
し

た
際

の
議

会
の

議
決

資
料

及
び

そ
の

裏
付

と
な

る
業

務
資

料
と

決
裁

文
書

並
び

に
売

却
に

よ
る

歳
入

が
本

予
算

と
し

て
議

決
さ

れ
管

理
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
示

す
資

料
と

そ
の

決
裁

文
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

住
宅

課
62

6

85



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

62
8

11
/2

2

以
下

工
事

及
び

業
務

の
金

入
り

設
計

書
・新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

築
造

(土
木

)工
事

(7
05

工
区

)
・新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

築
造

(管
渠

)工
事

(1
01

工
区

)
・新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ機

械
設

備
工

事
(6

2工
区

)
・新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ電

気
設

備
工

事
(6

3工
区

)
・新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ建

築
付

帯
電

気
設

備
工

事
そ

の
他

工
事

(6
8工

区
)【

総
合

評
価

方
式

】
・新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ建

築
工

事
(1

48
工

区
)

【総
合

評
価

方
式

】
・新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

空
調

換
気

そ
の

他
設

備
工

事
(8

3工
区

)
・新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

地
質

調
査

業
務

委
託

(第
22

1
号

)
・新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

詳
細

設
計

外
業

務
委

託
(2

20
号

)

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

以
下

工
事

及
び

業
務

の
金

入
り

設
計

書
・新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

築
造

(土
木

)工
事

(7
05

工
区

)
・新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

築
造

(管
渠

)工
事

(1
01

工
区

)
・新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ機

械
設

備
工

事
(6

2工
区

)
・新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ電

気
設

備
工

事
(6

3工
区

)
・新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ建

築
付

帯
電

気
設

備
工

事
そ

の
他

工
事

(6
8工

区
)【

総
合

評
価

方
式

】
・新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ建

築
工

事
(1

48
工

区
)

【総
合

評
価

方
式

】
・新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

空
調

換
気

そ
の

他
設

備
工

事
(8

3工
区

)
・新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

地
質

調
査

業
務

委
託

(第
22

1
号

)
・新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

詳
細

設
計

外
業

務
委

託
(2

20
号

)

開
示

1
2
/
1
2

1
2
/
1
5

62
9

11
/2

4

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)下
硯

川
地

区
舗

装
工

事
(第

1回
変

更
)の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)下
硯

川
地

区
舗

装
工

事
(第

1回
変

更
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
2
8

1
1
/
2
9

63
0

11
/2

4

区
画

道
路

6-
8号

線
道

路
整

備
そ

の
他

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

区
画

道
路

6-
8号

線
道

路
整

備
そ

の
他

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
2
8

1
1
/
2
8

63
1

11
/2

4

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

が
国

庫
補

助
金

に
施

設
整

備
に

係
る

申
請

書
類

健
康

福
祉

局
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

が
国

庫
補

助
金

に
施

設
整

備
に

係
る

申
請

書
類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
4号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

1
2
/
1

1
2
/
6

63
2

11
/2

4

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

が
平

成
26

年
度

か
ら

平
成

28
年

度
に

給
付

さ
れ

た
施

設
整

備
に

係
る

補
助

金
の

額
に

つ
い

て
の

資
料

(特
養

・特
定

・ｸ
ﾞ

ﾙ
ｰ

ﾌ
ﾟﾎ

ｰ
ﾑ

等
の

施
設

ご
と

に
)

健
康

福
祉

局
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
○

が
給

付
さ

れ
た

施
設

整
備

に
係

る
補

助
金

の
額

に
つ

い
て

の
資

料
(特

養
・特

定
・ｸ

ﾞﾙ
ｰ

ﾌ
ﾟﾎ

ｰ
ﾑ

等
の

施
設

ご
と

に
)

開
示

1
2
/
1

1
2
/
6

63
3

11
/2

4

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-0
26

、
S
40

-0
99

・全
部

･復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

15
、

03
-3

24
・全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-0
26

、
S
40

-0
99

・全
部

･復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

15
、

03
-3

24
・全

部
 ･

協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
2
/
5

1
2
/
2
0

86



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

63
4

11
/2

5

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

6年
10

月
25

日
～

20
16

年
11

月
24

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

6年
10

月
25

日
～

20
16

年
11

月
24

日
開

示
1
1
/
2
9

1
2
/
2

63
5

11
/2

5

生
活

衛
生

施
設

管
理

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
の

事
業

者
選

定
に

か
か

る
文

書
(入

札
結

果
)

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

医
療

政
策

課

生
活

衛
生

施
設

管
理

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
の

事
業

者
選

定
に

か
か

る
文

書
(入

札
結

果
)

（食
品

衛
生

施
設

及
び

環
境

衛
生

施
設

に
係

る
管

理
シ

ス
テ

ム
を

最
初

に
構

築
す

る
際

の
入

札
価

格
等

に
関

す
る

文
書

）

不
存

在
1
2
/
5

63
6

11
/2

5

生
活

衛
生

施
設

管
理

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
の

事
業

者
選

定
に

か
か

る
文

書
(入

札
結

果
)

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

動
物

愛
護

セ
ン

タ
ー

生
活

衛
生

施
設

管
理

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
の

事
業

者
選

定
に

か
か

る
文

書
(入

札
結

果
)

不
存

在
1
1
/
2
9

63
7

11
/2

5
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
54

-0
18

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
54

-0
18

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
5

1
2
/
6

63
8

11
/2

8

都
市

計
画

事
業

江
津

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟそ

の
他

電
気

設
備

工
事

(6
01

0工
区

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

江
津

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟそ

の
他

電
気

設
備

工
事

(6
01

0工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
1

1
2
/
5

63
9

11
/2

9

(熊
本

地
震

関
連

)西
原

小
学

校
屋

内
運

動
場

外
壁

復
旧

そ
の

他
工

事
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

(熊
本

地
震

関
連

)西
原

小
学

校
屋

内
運

動
場

外
壁

復
旧

そ
の

他
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
1
2

1
2
/
1
2

64
0

11
/2

9
管

渠
長

寿
命

化
対

策
（城

東
B

地
区

外
）管

渠
更

生
工

事
（第

18
-2

82
03

工
区

）の
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

管
渠

長
寿

命
化

対
策

（城
東

B
地

区
外

）管
渠

更
生

工
事

（第
18

-2
82

03
工

区
）の

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
7

1
2
/
8

64
1

11
/2

9

建
築

基
準

法
施

行
令

第
13

条
の

21
項

に
「・

・・
街

区
で

特
定

行
政

庁
が

指
定

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

街
区

の
接

す
る

道
路

を
前

面
道

路
と

み
な

す
。

」と
あ

り
、

熊
本

市
東

区
西

原
2丁

目
内

の
道

路
に

つ
い

て
、

こ
の

指
定

が
な

さ
れ

た
決

裁
文

書
及

び
指

定
の

理
由

や
根

拠
を

示
す

業
務

資
料

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

建
築

基
準

法
施

行
令

第
13

1条
の

2第
1項

に
あ

る
街

区
の

指
定

に
つ

い
て

、
熊

本
市

東
区

西
原

2丁
目

内
の

道
路

の
街

区
の

指
定

が
な

さ
れ

た
決

裁
文

書
及

び
指

定
の

理
由

や
根

拠
を

示
す

業
務

資
料

不
存

在
1
2
/
2

64
2

11
/2

9

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

66
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
21

6工
区

)の
最

終
変

更
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

66
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
21

6工
区

)の
最

終
変

更
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
1

1
2
/
5

64
3

11
/2

9

市
道

上
立

田
第

14
1号

線
外

1路
線

災
害

復
旧

工
事

(側
溝

改
修

)の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
震

災
土

木
施

設
対

策
課

市
道

上
立

田
第

14
1号

線
外

1路
線

災
害

復
旧

工
事

(側
溝

改
修

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
2

1
2
/
9

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

64
4

11
/2

9

(熊
本

地
震

関
連

)龍
田

小
学

校
屋

内
運

動
場

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

施
設

課

(熊
本

地
震

関
連

)龍
田

小
学

校
屋

内
運

動
場

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
2

1
2
/
2

64
5

11
/2

9
北

区
植

木
町

岩
野

国
道

3号
線

付
近

φ
10

0粍
配

水
管

布
設

他
1件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

北
区

植
木

町
岩

野
国

道
3号

線
付

近
φ

10
0粍

配
水

管
布

設
他

1件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
1

1
2
/
1
9

64
6

11
/2

9

●
南

総
企

発
第

11
6号

平
成

28
年

10
月

31
日

付
決

定
書

の
謄

本
に

つ
い

て
（送

付
）に

係
る

・平
成

16
年

に
公

募
応

募
原

稿
を

個
人

の
同

意
を

得
て

公
表

済
み

で
あ

り
、

そ
の

後
何

ら
か

の
支

障
が

発
生

し
、

弊
害

が
現

実
に

起
こ

り
、

事
務

事
業

に
支

障
を

及
ぼ

し
た

か
？

の
実

績
も

調
査

せ
ず

、
い

た
ず

ら
に

予
測

を
恐

れ
、

現
実

績
と

の
比

較
も

な
く

、
熊

本
市

政
執

行
判

断
を

曇
ら

せ
る

答
申

と
な

っ
て

い
る

。
ま

た
、

地
裁

判
決

と
千

葉
市

答
申

を
も

と
に

熊
本

市
は

応
募

者
の

同
意

を
得

て
公

開
し

て
お

り
、

何
を

も
っ

て
同

列
に

扱
う

こ
と

が
で

き
な

い
と

言
え

る
の

か
？

の
わ

か
る

法
的

根
拠

等
・平

成
16

年
に

公
募

応
募

原
稿

を
公

開
し

た
影

響
等

の
実

績
結

果
等

の
調

査
等

を
欠

落
さ

せ
た

ま
ま

答
申

を
作

成
し

た
の

か
？

の
欠

落
し

て
も

良
い

と
し

て
免

責
可

能
と

す
る

法
的

根
拠

等

南
区

役
所

区
民

部
総

務
企

画
課

●
南

総
企

発
第

11
6号

平
成

28
年

10
月

31
日

付
決

定
書

の
謄

本
に

つ
い

て
（送

付
）に

係
る

・平
成

16
年

に
公

募
応

募
原

稿
を

個
人

の
同

意
を

得
て

公
表

済
み

で
あ

り
、

そ
の

後
何

ら
か

の
支

障
が

発
生

し
、

弊
害

が
現

実
に

起
こ

り
、

事
務

事
業

に
支

障
を

及
ぼ

し
た

か
？

の
実

績
も

調
査

せ
ず

、
い

た
ず

ら
に

予
測

を
恐

れ
、

現
実

績
と

の
比

較
も

な
く

、
熊

本
市

政
執

行
判

断
を

曇
ら

せ
る

答
申

と
な

っ
て

い
る

。
ま

た
、

地
裁

判
決

と
千

葉
市

答
申

を
も

と
に

熊
本

市
は

応
募

者
の

同
意

を
得

て
公

開
し

て
お

り
、

何
を

も
っ

て
同

列
に

扱
う

こ
と

が
で

き
な

い
と

言
え

る
の

か
？

の
わ

か
る

法
的

根
拠

等
・平

成
16

年
に

公
募

応
募

原
稿

を
公

開
し

た
影

響
等

の
実

績
結

果
等

の
調

査
等

を
欠

落
さ

せ
た

ま
ま

答
申

を
作

成
し

た
の

か
？

の
欠

落
し

て
も

良
い

と
し

て
免

責
可

能
と

す
る

法
的

根
拠

等

不
存

在
1
2
/
1
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

64
7

11
/2

9

●
西

総
務

第
96

号
平

成
28

年
10

月
17

日
付

決
定

書
の

謄
本

に
つ

い
て

(送
付

)に
係

る
1　

【参
考

資
料

】平
成

28
年

度
答

申
第

3号
関

係
に

つ
い

て
(1

) 
平

成
16

年
に

公
募

応
募

原
稿

を
公

開
し

た
た

め
に

、
そ

の
後

の
同

種
の

事
務

事
業

の
目

的
が

損
な

わ
れ

、
そ

の
適

正
な

遂
行

に
支

障
を

及
ぼ

し
た

と
す

る
実

例
等

。
(2

) 
熊

本
市

憲
法

・熊
本

市
自

治
基

本
条

例
・基

本
原

則
等

の
「情

報
共

有
・市

民
参

画
・協

働
の

街
づ

く
り

等
」の

理
念

の
基

に
、

熊
本

市
長

等
は

市
政

執
行

等
に

務
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

が
、

「著
作

権
法

第
18

条
第

3項
第

3号
の

規
定

等
」

は
、

そ
の

義
務

は
な

い
等

の
答

申
と

受
け

止
め

ら
れ

る
が

、
そ

の
法

的
根

拠
。

2　
東

京
高

裁
平

成
15

年
5月

28
日

判
決

・平
成

14
年

(行
コ

）第
26

5号
控

訴
審

判
決

・判
例

全
文

等
3　

何
故

、
平

成
16

年
に

公
募

応
募

原
稿

を
公

開
し

た
影

響
等

の
実

績
結

果
等

の
調

査
等

を
欠

落
さ

せ
た

ま
ま

答
申

と
し

た
の

か
？

の
免

責
で

き
る

と
す

る
法

的
根

拠
等

。

西
区

役
所

区
民

部
総

務
企

画
課

●
西

総
務

第
96

号
平

成
28

年
10

月
17

日
付

決
定

書
の

謄
本

に
つ

い
て

(送
付

)に
係

る
1　

【参
考

資
料

】平
成

28
年

度
答

申
第

3号
関

係
に

つ
い

て
(1

) 
平

成
16

年
に

公
募

応
募

原
稿

を
公

開
し

た
た

め
に

、
そ

の
後

の
同

種
の

事
務

事
業

の
目

的
が

損
な

わ
れ

、
そ

の
適

正
な

遂
行

に
支

障
を

及
ぼ

し
た

と
す

る
実

例
等

。
(2

) 
熊

本
市

憲
法

・熊
本

市
自

治
基

本
条

例
・基

本
原

則
等

の
「情

報
共

有
・市

民
参

画
・協

働
の

街
づ

く
り

等
」の

理
念

の
基

に
、

熊
本

市
長

等
は

市
政

執
行

等
に

務
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

が
、

「著
作

権
法

第
18

条
第

3項
第

3号
の

規
定

等
」

は
、

そ
の

義
務

は
な

い
等

の
答

申
と

受
け

止
め

ら
れ

る
が

、
そ

の
法

的
根

拠
。

2　
東

京
高

裁
平

成
15

年
5月

28
日

判
決

・平
成

14
年

(行
コ

）第
26

5号
控

訴
審

判
決

・判
例

全
文

等
3　

何
故

、
平

成
16

年
に

公
募

応
募

原
稿

を
公

開
し

た
影

響
等

の
実

績
結

果
等

の
調

査
等

を
欠

落
さ

せ
た

ま
ま

答
申

と
し

た
の

か
？

の
免

責
で

き
る

と
す

る
法

的
根

拠
等

。

不
存

在
1
2
/
7

64
8

11
/2

9

開
景

発
第

55
2号

平
成

28
年

10
月

21
日

付
決

定
書

の
謄

本
に

つ
い

て
（送

付
）に

係
る

(1
) 

平
成

16
年

に
公

募
応

募
原

稿
を

公
開

し
た

た
め

に
、

そ
の

後
の

同
種

の
事

務
事

業
の

目
的

が
損

な
わ

れ
、

そ
の

適
正

な
遂

行
に

支
障

を
及

ぼ
し

た
と

す
る

実
例

等
。

(2
) 

熊
本

市
憲

法
・熊

本
市

自
治

基
本

条
例

・基
本

原
則

等
の

「情
報

共
有

・市
民

参
画

・協
働

の
街

づ
く

り
等

」の
理

念
の

基
に

、
熊

本
市

長
等

は
市

政
執

行
等

に
務

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
が

、
「著

作
権

法
第

18
条

第
3項

第
3号

の
規

定
等

」
は

、
そ

の
義

務
は

な
い

等
の

答
申

と
受

け
止

め
ら

れ
る

が
、

そ
の

法
的

根
拠

。
3　

何
故

、
平

成
16

年
に

公
募

応
募

原
稿

を
公

開
し

た
影

響
等

の
実

績
結

果
等

の
調

査
等

を
欠

落
さ

せ
た

ま
ま

答
申

と
し

た
の

か
？

の
免

責
で

き
る

と
す

る
法

的
根

拠
等

。

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

開
景

発
第

55
2号

平
成

28
年

10
月

21
日

付
決

定
書

の
謄

本
に

つ
い

て
（送

付
）に

係
る

(1
) 

平
成

16
年

に
公

募
応

募
原

稿
を

公
開

し
た

た
め

に
、

そ
の

後
の

同
種

の
事

務
事

業
の

目
的

が
損

な
わ

れ
、

そ
の

適
正

な
遂

行
に

支
障

を
及

ぼ
し

た
と

す
る

実
例

等
。

(2
) 

熊
本

市
憲

法
・熊

本
市

自
治

基
本

条
例

・基
本

原
則

等
の

「情
報

共
有

・市
民

参
画

・協
働

の
街

づ
く

り
等

」の
理

念
の

基
に

、
熊

本
市

長
等

は
市

政
執

行
等

に
務

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
が

、
「著

作
権

法
第

18
条

第
3項

第
3号

の
規

定
等

」
は

、
そ

の
義

務
は

な
い

等
の

答
申

と
受

け
止

め
ら

れ
る

が
、

そ
の

法
的

根
拠

。
3　

何
故

、
平

成
16

年
に

公
募

応
募

原
稿

を
公

開
し

た
影

響
等

の
実

績
結

果
等

の
調

査
等

を
欠

落
さ

せ
た

ま
ま

答
申

と
し

た
の

か
？

の
免

責
で

き
る

と
す

る
法

的
根

拠
等

。

不
存

在
1
2
/
1
4

64
9

11
/2

9

神
奈

川
県

鎌
倉

市
に

居
住

す
る

「○
○

｣の
名

前
で

の
復

興
城

主
の

申
込

書
経

済
観

光
局

観
光

交
流

部
熊

本
城

総
合

事
務

所

1/
13

復
興

城
主

の
申

込
書

不
存

在
1
/
1
2

65
0

11
/2

9
大

規
模

行
為

届
出

書
様

式
第

3号
(建

物
に

限
る

)
H

28
.6

.1
0～

H
28

.1
1.

28
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
届

出
書

様
式

第
3号

(建
物

に
限

る
)

H
28

.6
.1

0～
H

28
.1

1.
28

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
2
/
9

1
/
1
1

89



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

65
1

11
/3

0

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
安

全
施

設
設

置
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
安

全
施

設
設

置
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
5

1
2
/
7

65
2

11
/3

0

市
道

渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

第
1号

線
(龍

神
橋

)
仮

桟
橋

設
置

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

市
道

渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

第
1号

線
(龍

神
橋

)
仮

桟
橋

設
置

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
1
6

1
2
/
1
6

65
3

11
/3

0

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

-3
38

、
12

-3
39

、
14

-0
47

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

-3
38

、
12

-3
39

、
14

-0
47

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
9

1
2
/
2
1

65
4

11
/3

0
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
第

S
56

-0
53

号
･全

部
 ・

復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

第
S
56

-0
53

号
･全

部
 ・

復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
6

未

65
5

12
/1

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

44
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
23

9工
区

)の
設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

44
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
23

9工
区

)の
設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
6

1
2
/
7

65
6

12
/1

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

01
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

01
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
6

1
2
/
8

65
7

12
/1

平
成

28
年

11
/1

～
11

/3
0ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

美
容

所
の

一
覧

表
。

・施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

28
年

11
/1

～
11

/3
0ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

美
容

所
の

一
覧

表
。

・施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

開
示

1
2
/
7

1
2
/
1
9

郵
送

65
8

12
/1

都
市

計
画

事
業

江
津

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟそ

の
他

機
械

設
備

工
事

(6
00

9工
区

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

江
津

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟそ

の
他

機
械

設
備

工
事

(6
00

9工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
6

1
2
/
1
2

65
9

12
/2

国
有

財
産

の
特

定
図

面
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
セ

ン
タ

ー
総

務
課

熊
本

市
国

有
財

産
特

定
図

開
示

1
2
/
2
1

1
/
1
0

66
0

12
/2

平
成

28
年

11
月

21
日

供
用

開
始

、
県

道
託

麻
北

部
線

及
び

県
道

瀬
田

竜
田

線
道

路
平

面
図

(計
2

枚
)

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

平
成

28
年

11
月

21
日

供
用

開
始

、
県

道
託

麻
北

部
線

及
び

県
道

瀬
田

竜
田

線
道

路
平

面
図

(計
2

枚
)

開
示

1
2
/
6

1
2
/
7

90



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

66
1

12
/2

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-2
67

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-2
67

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
2
/
8

1
2
/
1
3

66
2

12
/2

中
央

区
京

町
2丁

目
○

-○
の

位
置

指
定

道
路

の
場

所
(位

置
)が

不
明

確
で

あ
る

。
こ

の
件

に
つ

い
て

の
苦

情
が

出
さ

れ
、

対
応

し
て

い
る

内
容

に
つ

い
て

わ
か

る
文

書
。

H
26

年
N

o.
7京

町
2丁

目

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

中
央

区
京

町
2丁

目
○

-○
の

位
置

指
定

道
路

の
場

所
(位

置
)が

不
明

確
で

あ
る

。
こ

の
件

に
つ

い
て

の
苦

情
が

出
さ

れ
、

対
応

し
て

い
る

内
容

に
つ

い
て

わ
か

る
文

書
。

H
26

年
N

o.
7京

町
2丁

目

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
9

1
2
/
2
0

66
3

12
/5

県
道

23
1号

託
麻

北
部

線
　

熊
本

市
北

区
龍

田
町

弓
削

～
吉

原
町

　
20

17
年

3月
開

通
予

定
0.

44
km

　
吉

原
橋

架
替

　
の

道
路

平
面

図
1/

50
0～

1/
50

00
程

度
の

縮
尺

で
周

辺
道

路
と

の
関

わ
り

が
わ

か
り

、
方

位
と

縮
尺

が
明

確
な

も
の

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

県
道

23
1号

託
麻

北
部

線
　

熊
本

市
北

区
龍

田
町

弓
削

～
吉

原
町

　
吉

原
橋

架
替

　
の

道
路

平
面

図
開

示
1
2
/
7

1
2
/
1
5

郵
送

66
4

12
/5

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

16
-0

4-
20

4
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

16
-0

4-
20

4
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
8

1
2
/
2
0

66
5

12
/6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
　

第
20

8号
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
　

第
20

8号
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
3

1
/
6

66
6

12
/6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
第

99
-1

67
号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
第

99
-1

67
号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
3

1
2
/
1
4

66
7

12
/6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

64
4号

、
08

年
第

11
0号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

64
4号

、
08

年
第

11
0号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
3

1
2
/
1
5

66
8

12
/7

都
市

計
画

事
業

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

発
電

機
棟

(建
築

)工
事

(6
00

6工
区

)の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

住
宅

部
営

繕
課

都
市

計
画

事
業

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

発
電

機
棟

(建
築

)工
事

(6
00

6工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
9

1
2
/
1
4

66
9

12
/7

都
市

計
画

事
業

江
津

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟそ

の
他

電
気

設
備

工
事

(6
01

0工
区

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

江
津

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟそ

の
他

電
気

設
備

工
事

(6
01

0工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
9

1
2
/
1
3

67
0

12
/7

・一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）花
園

高
架

2号
橋

下
部

工
A

１
橋

台
工

事
・一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
（花

園
工

区
）花

園
高

架
2号

橋
下

部
工

（P
４

）工
事

・一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）和
泉

4
号

跨
道

橋
上

部
工

工
事

・一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

1号
橋

鋼
橋

上
部

工
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

・一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）花
園

高
架

2号
橋

下
部

工
A

１
橋

台
工

事
・一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
（花

園
工

区
）花

園
高

架
2号

橋
下

部
工

（P
４

）工
事

・一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（花
園

工
区

）和
泉

4
号

跨
道

橋
上

部
工

工
事

・一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

1号
橋

鋼
橋

上
部

工
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書

開
示

1
2
/
9

1
2
/
2
6

91



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

67
1

12
/7

一
般

県
道

託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)吉

原
橋

上
部

工
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

一
般

県
道

託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)吉

原
橋

上
部

工
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
8

1
2
/
2
6

67
2

12
/7

市
道

渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

第
1号

線
(龍

神
橋

)
上

部
工

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

市
道

渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

第
1号

線
(龍

神
橋

)
上

部
工

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
1
6

1
2
/
2
6

67
3

12
/7

平
成

25
年

11
月

12
日

付
の

「熊
本

市
食

肉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

と
畜

機
能

移
転

に
関

す
る

助
成

金
決

定
｣に

関
し

、
助

成
申

請
し

た
○

○
○

○
か

ら
施

主
代

行
委

任
を

受
け

た
県

経
済

農
業

協
同

組
合

連
合

会
が

、
豚

大
貫

設
備

と
冷

蔵
設

備
の

随
意

契
約

に
至

っ
た

、
「熊

本
市

食
肉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

と
畜

機
能

移
転

に
関

す
る

協
定

書
」に

お
け

る
「特

段
の

事
情

｣(
第

7
条

)が
わ

か
る

資
料

の
す

べ
て

。

農
水

局
農

政
部

農
業

・ﾌ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

戦
略

課

平
成

25
年

11
月

12
日

付
の

「熊
本

市
食

肉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

と
畜

機
能

移
転

に
関

す
る

助
成

金
決

定
｣に

関
し

、
助

成
申

請
し

た
○

○
○

○
か

ら
施

主
代

行
委

任
を

受
け

た
県

経
済

農
業

協
同

組
合

連
合

会
が

、
豚

大
貫

設
備

と
冷

蔵
設

備
の

随
意

契
約

に
至

っ
た

、
「熊

本
市

食
肉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

と
畜

機
能

移
転

に
関

す
る

協
定

書
」に

お
け

る
「特

段
の

事
情

｣(
第

7
条

)が
わ

か
る

資
料

の
す

べ
て

。

開
示

1
2
/
1
6

未

67
4

12
/7

建
指

発
第

21
6号

H
21

年
5月

27
日

付
で

弊
社

あ
て

に
出

さ
れ

た
指

示
書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

建
指

発
第

21
6号

H
21

年
5月

27
日

付
で

弊
社

あ
て

に
出

さ
れ

た
指

示
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
0

1
/
6

67
5

12
/8

平
成

28
年

度
実

施
の

市
町

村
立

学
校

の
管

理
職

試
験

（校
長

、
副

校
長

、
教

頭
、

主
幹

教
諭

、
指

導
教

諭
、

指
導

主
事

等
）に

関
す

る
も

の
で

、
下

記
の

う
ち

、
該

当
す

る
も

の
や

類
す

る
も

。
・実

施
要

項
、

要
領

、
要

綱
等

・事
前

提
出

書
類

様
式

等
・試

験
問

題
（提

出
論

文
/一

次
筆

記
・論

文
/二

次
筆

記
･論

文
/面

接
の

形
式

等
※

各
時

間
配

分
・論

文
字

数
含

む
）

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部
教

職
員

課

平
成

29
年

度
熊

本
市

立
学

校
管

理
職

等
採

用
選

考
試

験
に

係
る

・実
施

要
領

（小
・中

学
校

用
、

高
等

学
校

用
）

・申
込

書
（小

・中
学

校
校

長
、

教
頭

・主
幹

教
諭

、
高

等
学

校
教

頭
）

・小
・中

学
校

管
理

職
（校

長
）採

用
第

一
次

試
験

問
題

（論
文

課
題

）
・小

・中
学

校
管

理
職

（教
頭

）採
用

第
一

次
試

験
問

題
（択

一
式

、
説

明
・論

述
問

題
）

・高
等

学
校

管
理

職
（教

頭
）採

用
第

一
次

試
験

問
題

（択
一

式
、

説
明

・論
述

問
題

）
・小

・中
学

校
、

高
等

学
校

管
理

職
（教

頭
）採

用
第

二
次

試
験

問
題

（論
文

課
題

）※
【※

小
・中

学
校

、
高

等
学

校
兼

用
】　

　
の

写
し

・個
人

面
接

実
施

内
容

開
示

1
2
/
1
9

1
2
/
2
2

郵
送

67
6

12
/8

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

の
届

出
の

内
、

下
記

の
店

舗
の

周
辺

見
取

図
（1

：2
00

0程
度

）及
び

建
物

配
置

図
（1

：5
00

程
度

）
・(

仮
称

)○
○

○
○

・○
○

○
○

・○
○

○
○

経
済

観
光

局
産

業
部

商
業

金
融

課

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

の
届

出
の

内
、

下
記

の
店

舗
の

周
辺

見
取

図
（1

：2
00

0程
度

）及
び

建
物

配
置

図
（1

：5
00

程
度

）
・(

仮
称

)○
○

○
○

・○
○

○
○

・○
○

○
○

開
示

1
2
/
1
4

1
2
/
1
9

郵
送

67
7

12
/8

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
31

9号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
31

9号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
1
5

1
2
/
2
2

92



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

67
8

12
/8

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
S
41

-0
89

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
41

-0
89

･全
部

・復
元

協
議

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
5

1
2
/
1
6

67
9

12
/9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

.1
1.

11
第

46
9号

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

.1
1.

11
第

46
9号

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
5

1
2
/
1
6

68
0

12
/9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
34

-0
79

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

13
　

02
-0

81
、

H
27

　
15

-4
09

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
34

-0
79

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

13
　

02
-0

81
、

H
27

　
15

-4
09

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
5

1
2
/
1
9

68
1

12
/9

国
道

50
1号

線
の

道
路

計
画

平
面

図
対

象
ｴ

ﾘｱ
：熊

本
市

南
区

浜
口

町
住

居
表

示
：○

番
地

番
：○

番
○

、
○

番
○

、
○

番
○

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

国
道

50
1号

線
（飽

田
ﾊ

ﾞｲ
ﾊ

ﾟｽ
）道

路
修

正
測

量
設

計
業

務
委

託
の

道
路

計
画

平
面

図
開

示
1
2
/
1
6

1
2
/
2
6

郵
送

68
2

12
/1

2

熊
本

駅
南

線
外

道
路

築
造

工
事

（J
R
近

接
）の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

熊
本

駅
南

線
外

道
路

築
造

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
2
1

1
2
/
2
2

68
3

12
/1

2

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
23

-0
01

号
、

S3
7-

03
3号

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-1
48

号
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
23

-0
01

号
、

S3
7-

03
3号

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-1
48

号
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
6

1
2
/
2
2

市
長

へ
の

手
紙

(平
成

27
年

7月
9日

受
付

41
4号

)
に

対
す

る
、

広
聴

課
か

ら
の

事
務

連
絡

文
(広

聴
課

発
第

90
号

)の
中

に
、

市
長

ま
で

拝
見

し
、

と
あ

る
が

、
そ

の
根

拠
が

わ
か

る
資

料
。

昨
年

･一
昨

年
の

市
政

理
念

と
一

緒
と

す
る

新
市

長
の

意
思

表
示

や
理

念
等

の
回

答
等

の
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

。

開
示

1
/
1
3

市
長

へ
の

手
紙

(平
成

27
年

7月
9日

受
付

41
4号

)
に

対
す

る
、

広
聴

課
か

ら
の

事
務

連
絡

文
(広

聴
課

発
第

90
号

)の
中

に
、

昨
年

及
び

一
昨

年
い

た
だ

き
ま

し
た

お
手

紙
と

同
様

と
あ

る
が

、
そ

の
根

拠
が

わ
か

る
資

料
等

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
/
1
3

68
4

12
/1

2

｢市
長

へ
の

手
紙

」受
付

第
41

4号
広

聴
課

平
成

27
年

7月
9日

付
に

対
し

、
広

聴
発

第
90

号
平

成
27

年
8月

18
日

付
「市

長
へ

の
手

紙
に

つ
い

て
｣広

聴
課

長
名

の
公

文
書

を
受

領
し

た
。

・こ
の

文
書

内
容

に
対

す
る

回
答

書
の

｢昨
年

及
び

一
昨

年
｣に

回
答

し
た

と
す

る
回

答
書

。
・新

た
に

熊
本

市
長

が
誕

生
し

て
も

「昨
年

及
び

一
昨

年
の

市
政

理
念

と
一

緒
｣と

す
る

新
大

西
市

長
の

意
思

表
示

理
念

等
の

回
答

書
等

の
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

。
・市

長
ま

で
拝

見
し

、
と

の
事

で
あ

る
が

こ
の

こ
と

が
わ

か
る

根
拠

等
。

・関
係

担
当

課
へ

お
伝

え
い

た
し

ま
し

た
と

の
事

で
あ

る
が

ど
の

よ
う

な
回

答
が

あ
っ

た
と

す
る

根
拠

の
わ

か
る

資
料

。
・関

係
担

当
課

は
、

ど
の

よ
う

な
回

答
書

を
提

出
し

た
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

市
民

局
市

民
生

活
部

広
聴

課
1
/
6

93



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

市
長

へ
の

手
紙

(平
成

27
年

7月
9日

受
付

41
4号

)
に

対
す

る
、

広
聴

課
か

ら
の

事
務

連
絡

文
(広

聴
課

発
第

90
号

)の
中

に
、

関
係

担
当

課
へ

お
伝

え
い

た
し

ま
し

た
の

で
、

と
の

こ
と

で
あ

る
が

、
ど

の
様

な
回

答
が

あ
っ

た
と

す
る

根
拠

の
わ

か
る

資
料

等
。

ま
た

、
担

当
課

は
ど

の
様

な
回

答
書

を
提

出
し

た
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

。

不
存

在

68
5

12
/1

2

｢市
長

へ
の

手
紙

」受
付

第
41

4号
広

聴
課

平
成

27
年

7月
9日

付
に

対
し

、
広

聴
発

第
90

号
平

成
27

年
8月

18
日

付
「市

長
へ

の
手

紙
に

つ
い

て
｣広

聴
課

長
名

の
公

文
書

を
受

領
し

た
。

・こ
の

文
書

内
容

に
対

す
る

回
答

書
の

｢昨
年

及
び

一
昨

年
｣に

回
答

し
た

と
す

る
回

答
書

。
・新

た
に

熊
本

市
長

が
誕

生
し

て
も

「昨
年

及
び

一
昨

年
の

市
政

理
念

と
一

緒
｣と

す
る

新
大

西
市

長
の

意
思

表
示

理
念

等
の

回
答

書
等

の
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

。
・市

長
ま

で
拝

見
し

、
と

の
事

で
あ

る
が

こ
の

こ
と

が
わ

か
る

根
拠

等
。

・関
係

担
当

課
へ

お
伝

え
い

た
し

ま
し

た
と

の
事

で
あ

る
が

ど
の

よ
う

な
回

答
が

あ
っ

た
と

す
る

根
拠

の
わ

か
る

資
料

。
・関

係
担

当
課

は
、

ど
の

よ
う

な
回

答
書

を
提

出
し

た
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

「市
長

へ
の

手
紙

｣平
成

27
年

8月
18

日
付

広
聴

課
第

90
号

に
お

け
る

「五
反

バ
ス

停
・旧

春
日

寺
バ

ス
停

の
復

旧
｣へ

の
回

答
中

、
「昨

年
及

び
一

昨
年

い
た

だ
き

ま
し

た
お

手
紙

と
同

様
の

内
容

で
あ

り
、

す
で

に
お

手
紙

で
回

答
し

た
」と

あ
る

が
、

そ
の

回
答

書
の

開
示

請
求

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
/
5

1
/
2
7

68
6

12
/1

2

｢市
長

へ
の

手
紙

」受
付

第
41

4号
広

聴
課

平
成

27
年

7月
9日

付
に

対
し

、
広

聴
発

第
90

号
平

成
27

年
8月

18
日

付
「市

長
へ

の
手

紙
に

つ
い

て
｣広

聴
課

長
名

の
公

文
書

を
受

領
し

た
。

・こ
の

文
書

内
容

に
対

す
る

回
答

書
の

｢昨
年

及
び

一
昨

年
｣に

回
答

し
た

と
す

る
回

答
書

。
・新

た
に

熊
本

市
長

が
誕

生
し

て
も

「昨
年

及
び

一
昨

年
の

市
政

理
念

と
一

緒
｣と

す
る

新
大

西
市

長
の

意
思

表
示

理
念

等
の

回
答

書
等

の
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

。
・市

長
ま

で
拝

見
し

、
と

の
事

で
あ

る
が

こ
の

こ
と

が
わ

か
る

根
拠

等
。

・関
係

担
当

課
へ

お
伝

え
い

た
し

ま
し

た
と

の
事

で
あ

る
が

ど
の

よ
う

な
回

答
が

あ
っ

た
と

す
る

根
拠

の
わ

か
る

資
料

。
・関

係
担

当
課

は
、

ど
の

よ
う

な
回

答
書

を
提

出
し

た
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

｢市
長

へ
の

手
紙

」受
付

第
41

4号
広

聴
課

平
成

27
年

7月
9日

付
に

対
し

、
広

聴
発

第
90

号
平

成
27

年
8月

18
日

付
「市

長
へ

の
手

紙
に

つ
い

て
｣広

聴
課

長
名

の
公

文
書

を
受

領
し

た
。

・こ
の

文
書

内
容

に
対

す
る

回
答

書
の

｢昨
年

及
び

一
昨

年
｣に

回
答

し
た

と
す

る
回

答
書

。
・新

た
に

熊
本

市
長

が
誕

生
し

て
も

「昨
年

及
び

一
昨

年
の

市
政

理
念

と
一

緒
｣と

す
る

新
大

西
市

長
の

意
思

表
示

理
念

等
の

回
答

書
等

の
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

。
・市

長
ま

で
拝

見
し

、
と

の
事

で
あ

る
が

こ
の

こ
と

が
わ

か
る

根
拠

等
。

・関
係

担
当

課
へ

お
伝

え
い

た
し

ま
し

た
と

の
事

で
あ

る
が

ど
の

よ
う

な
回

答
が

あ
っ

た
と

す
る

根
拠

の
わ

か
る

資
料

。
・関

係
担

当
課

は
、

ど
の

よ
う

な
回

答
書

を
提

出
し

た
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

不
存

在
1
/
6

68
4

12
/1

2

｢市
長

へ
の

手
紙

」受
付

第
41

4号
広

聴
課

平
成

27
年

7月
9日

付
に

対
し

、
広

聴
発

第
90

号
平

成
27

年
8月

18
日

付
「市

長
へ

の
手

紙
に

つ
い

て
｣広

聴
課

長
名

の
公

文
書

を
受

領
し

た
。

・こ
の

文
書

内
容

に
対

す
る

回
答

書
の

｢昨
年

及
び

一
昨

年
｣に

回
答

し
た

と
す

る
回

答
書

。
・新

た
に

熊
本

市
長

が
誕

生
し

て
も

「昨
年

及
び

一
昨

年
の

市
政

理
念

と
一

緒
｣と

す
る

新
大

西
市

長
の

意
思

表
示

理
念

等
の

回
答

書
等

の
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

。
・市

長
ま

で
拝

見
し

、
と

の
事

で
あ

る
が

こ
の

こ
と

が
わ

か
る

根
拠

等
。

・関
係

担
当

課
へ

お
伝

え
い

た
し

ま
し

た
と

の
事

で
あ

る
が

ど
の

よ
う

な
回

答
が

あ
っ

た
と

す
る

根
拠

の
わ

か
る

資
料

。
・関

係
担

当
課

は
、

ど
の

よ
う

な
回

答
書

を
提

出
し

た
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

市
民

局
市

民
生

活
部

広
聴

課
1
/
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

68
7

12
/1

3

平
成

28
年

11
月

1日
～

平
成

28
年

11
月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

28
年

11
月

1日
～

平
成

28
年

11
月

30
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

1
2
/
1
6

1
2
/
2
0

68
8

12
/1

3

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
城

北
十

八
間

櫓
崩

壊
石

垣
撤

去
工

事
の

金
入

り
設

計
書

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

熊
本

城
総

合
事

務
所

熊
本

地
震

に
伴

う
熊

本
城

北
十

八
間

櫓
崩

壊
石

垣
撤

去
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
2
1

1
/
1
1

郵
送

68
9

12
/1

3

必
由

館
高

等
学

校
清

水
ｸ
ﾞﾗ

ｳ
ﾝ

ﾄﾞ
施

設
撤

去
そ

の
他

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

施
設

課

必
由

館
高

等
学

校
清

水
ｸ
ﾞﾗ

ｳ
ﾝ

ﾄﾞ
施

設
撤

去
そ

の
他

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
1
3

1
/
1
1

郵
送

69
0

12
/1

3
事

業
内

高
等

職
業

訓
練

校
(第

一
校

舎
)解

体
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

営
繕

課

事
業

内
高

等
職

業
訓

練
校

(第
一

校
舎

)解
体

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
2
6

1
/
1
1

郵
送

69
1

12
/1

3
競

輪
場

ｻ
ｲ
ﾄﾞ

ｽ
ﾀ
ﾝ

ﾄﾞ
外

部
階

段
部

分
解

体
工

事
の

金
入

り
設

計
書

経
済

観
光

局
産

業
部

競
輪

事
務

所

競
輪

場
ｻ

ｲ
ﾄﾞ

ｽ
ﾀ
ﾝ

ﾄﾞ
外

部
階

段
部

分
解

体
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
2
0

1
/
1
1

郵
送

69
2

12
/1

4

都
市

計
画

事
業

中
部

汚
水

1号
幹

線
及

び
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

23
1工

区
)の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

中
部

汚
水

1号
幹

線
及

び
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

23
1工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
4

1
/
5

69
3

12
/1

4

熊
本

地
震

後
の

震
災

関
連

死
に

関
す

る
文

書
･資

料
一

式
政

策
局

復
興

部
生

活
再

建
支

援
課

取
り

下
げ

69
4

12
/1

4
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
56

-1
62

-u
･全

部
 ・

復
元

協
議

書
・白

黒
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
56

-1
62

-u
･全

部
 ・

復
元

協
議

書
・白

黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
2
/
2
2

1
2
/
2
7

69
5

12
/1

4
西

区
池

亀
町

○
番

地
付

近
φ

20
0粍

配
水

管
布

設
替

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

維
持

管
理

部
管

路
維

持
課

西
区

池
亀

町
○

番
地

付
近

φ
20

0粍
配

水
管

布
設

替
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
1
9

1
/
4

郵
送

69
6

12
/1

5

千
原

台
高

等
学

校
外

擁
壁

外
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

千
原

台
高

等
学

校
外

擁
壁

外
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
1
5

1
2
/
1
6

69
7

12
/1

5

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
法

成
寺

線
舗

装
工

事
（そ

の
1）

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

鉄
道

高
架

関
連

整
備

室

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
法

成
寺

線
舗

装
工

事
（そ

の
1）

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
2
1

1
2
/
2
2

95



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

69
8

12
/1

5

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

地
区

舗
装

工
事

(そ
の

2)
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

地
区

舗
装

工
事

(そ
の

2)
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
2
0

1
2
/
2
2

69
9

12
/1

5

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
道

路
改

良
工

事
(そ

の
4)

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
セ

ン
タ

ー
高

規
格

道
路

建
設

推
進

課

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
道

路
改

良
工

事
(そ

の
4)

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
2
/
2
0

1
2
/
2
2

70
0

12
/1

5

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

12
1号

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

12
1号

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
1
6

1
2
/
1
9

70
1

12
/1

5

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-1
84

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-1
84

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
1
2
/
2
6

1
2
/
2
7

1.
ど

の
よ

う
な

熊
本

市
交

通
政

策
案

を
策

定
す

る
の

か
が

わ
か

る
資

料
等

。
1.

ど
の

よ
う

な
熊

本
市

交
通

政
策

案
を

策
定

す
る

の
か

が
わ

か
る

資
料

等
。

開
示

1
/
1
2

1
/
2
7

4.
こ

の
バ

ス
運

行
ﾙ

ｰ
ﾄ(

現
在

の
春

日
寺

前
バ

ス
停

を
通

過
す

る
ﾙ

ｰ
ﾄ)

に
対

し
て

熊
本

市
補

助
金

支
給

年
間

額
は

ど
れ

だ
け

か
が

わ
か

る
資

料
等

。

4.
こ

の
バ

ス
運

行
ﾙ

ｰ
ﾄ(

現
在

の
春

日
寺

前
バ

ス
停

を
通

過
す

る
ﾙ

ｰ
ﾄ)

に
対

し
て

熊
本

市
補

助
金

支
給

年
間

額
は

ど
れ

だ
け

か
が

わ
か

る
資

料
等

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

1
/
1
2

1
/
2
7

2.
2)

「5
反

｣「
春

日
寺

前
」両

バ
ス

停
の

復
活

に
つ

い
て

、
熊

本
市

公
共

交
通

基
本

条
例

理
念

等
に

よ
っ

て
、

左
折

可
能

に
な

る
は

ず
な

の
に

何
故

、
交

通
政

策
総

室
等

は
、

十
分

な
可

能
条

件
に

対
す

る
説

明
を

し
な

か
っ

た
の

か
の

わ
か

る
根

拠
と

な
る

資
料

等
。

3.
早

急
に

両
バ

ス
停

の
復

活
を

実
現

す
べ

き
で

あ
る

。
熊

本
市

公
共

交
通

基
本

条
例

理
念

等
を

遵
法

遵
守

し
な

く
て

も
良

い
と

す
る

熊
本

市
公

共
交

通
理

念
等

、
そ

の
他

の
法

的
根

拠
等

が
わ

か
る

根
拠

等

2.
2)

「5
反

｣「
春

日
寺

前
」両

バ
ス

停
の

復
活

に
つ

い
て

、
熊

本
市

公
共

交
通

基
本

条
例

理
念

等
に

よ
っ

て
、

左
折

可
能

に
な

る
は

ず
な

の
に

何
故

、
交

通
政

策
総

室
等

は
、

十
分

な
可

能
条

件
に

対
す

る
説

明
を

し
な

か
っ

た
の

か
の

わ
か

る
根

拠
と

な
る

資
料

等
。

3.
早

急
に

両
バ

ス
停

の
復

活
を

実
現

す
べ

き
で

あ
る

。
熊

本
市

公
共

交
通

基
本

条
例

理
念

等
を

遵
法

遵
守

し
な

く
て

も
良

い
と

す
る

熊
本

市
公

共
交

通
理

念
等

、
そ

の
他

の
法

的
根

拠
等

が
わ

か
る

根
拠

等

12
/1

5

不
存

在
1
/
1
2

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室
70

2

96



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4.
こ

の
バ

ス
運

行
ﾙ

ｰ
ﾄ(

現
在

の
春

日
寺

前
バ

ス
停

を
通

過
す

る
ﾙ

ｰ
ﾄ)

の
公

共
交

通
バ

ス
運

行
の

定
時

制
遅

延
増

減
維

持
の

熊
本

市
に

お
け

る
許

容
範

囲
の

わ
か

る
資

料
等

及
び

バ
ス

通
行

は
困

難
と

考
え

て
い

る
と

の
産

交
の

発
言

に
対

し
、

同
調

す
る

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

5.
熊

本
市

公
共

交
通

基
本

条
例

理
念

等
を

遵
法

遵
守

し
な

く
て

も
良

い
と

す
る

他
の

優
越

法
的

根
拠

等
の

資
料

6.
現

行
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄに

お
け

る
春

日
寺

前
、

電
気

検
定

所
前

バ
ス

停
間

の
バ

ス
停

新
設

を
検

討
計

画
し

た
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等

4.
こ

の
バ

ス
運

行
ﾙ

ｰ
ﾄ(

現
在

の
春

日
寺

前
バ

ス
停

を
通

過
す

る
ﾙ

ｰ
ﾄ)

の
公

共
交

通
バ

ス
運

行
の

定
時

制
遅

延
増

減
維

持
の

熊
本

市
に

お
け

る
許

容
範

囲
の

わ
か

る
資

料
等

及
び

バ
ス

通
行

は
困

難
と

考
え

て
い

る
と

の
産

交
の

発
言

に
対

し
、

同
調

す
る

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

5.
熊

本
市

公
共

交
通

基
本

条
例

理
念

等
を

遵
法

遵
守

し
な

く
て

も
良

い
と

す
る

他
の

優
越

法
的

根
拠

等
の

資
料

6.
現

行
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄに

お
け

る
春

日
寺

前
、

電
気

検
定

所
前

バ
ス

停
間

の
バ

ス
停

新
設

を
検

討
計

画
し

た
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等

2.
2)

「5
反

｣「
春

日
寺

前
」両

バ
ス

停
の

復
活

に
つ

い
て

、
熊

本
市

公
共

交
通

基
本

条
例

理
念

等
に

よ
っ

て
、

左
折

可
能

に
な

る
は

ず
な

の
に

何
故

、
十

分
な

可
能

条
件

に
対

す
る

説
明

を
し

な
か

っ
た

の
か

が
わ

か
る

資
料

等
。

2.
2)

「5
反

｣「
春

日
寺

前
」両

バ
ス

停
の

復
活

に
つ

い
て

、
熊

本
市

公
共

交
通

基
本

条
例

理
念

等
に

よ
っ

て
、

左
折

可
能

に
な

る
は

ず
な

の
に

何
故

、
十

分
な

可
能

条
件

に
対

す
る

説
明

を
し

な
か

っ
た

の
か

が
わ

か
る

資
料

等
。

開
示

1
/
1
2

1
/
2
7

1.
春

日
住

民
・交

通
弱

者
に

対
し

て
ど

の
よ

う
な

対
策

を
策

定
す

る
の

か
が

わ
か

る
資

料
等

2.
1）

「五
反

」「
春

日
寺

前
」両

バ
ス

停
の

復
活

に
つ

い
て

、
放

置
･無

視
し

て
も

よ
い

と
す

る
法

的
根

拠
等

が
わ

か
る

資
料

等
3.

熊
本

市
公

共
交

通
基

本
条

例
理

念
等

を
遵

法
遵

守
し

な
く

て
も

よ
い

と
す

る
熊

本
市

公
共

交
通

理
念

等
、

そ
の

他
法

的
根

拠
が

わ
か

る
資

料
等

1.
春

日
住

民
・交

通
弱

者
に

対
し

て
ど

の
よ

う
な

対
策

を
策

定
す

る
の

か
が

わ
か

る
資

料
等

2.
1）

「五
反

」「
春

日
寺

前
」両

バ
ス

停
の

復
活

に
つ

い
て

、
放

置
･無

視
し

て
も

よ
い

と
す

る
法

的
根

拠
等

が
わ

か
る

資
料

等
3.

熊
本

市
公

共
交

通
基

本
条

例
理

念
等

を
遵

法
遵

守
し

な
く

て
も

よ
い

と
す

る
熊

本
市

公
共

交
通

理
念

等
、

そ
の

他
法

的
根

拠
が

わ
か

る
資

料
等

70
3

続
き

12
/1

5

4.
以

前
の

北
岡

陸
橋

の
撤

去
に

伴
う

迂
回

付
替

え
道

路
に

お
い

て
は

、
列

車
本

数
が

現
在

よ
り

大
幅

に
多

か
っ

た
が

バ
ス

運
行

が
な

さ
れ

て
い

た
。

そ
れ

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

踏
切

の
存

在
を

理
由

に
バ

ス
通

行
は

困
難

と
し

た
バ

ス
事

業
者

の
発

言
に

対
し

同
調

す
る

根
拠

等
が

わ
か

る
資

料
等

5.
熊

本
市

公
共

交
通

基
本

条
例

理
念

等
を

遵
法

遵
守

し
な

く
て

も
よ

い
と

す
る

他
の

優
越

的
根

拠
等

の
資

料
等

6.
.現

行
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄに

お
け

る
春

日
寺

前
、

電
気

検
定

所
前

バ
ス

停
間

の
バ

ス
停

新
設

を
検

討
計

画
し

た
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

4.
以

前
の

北
岡

陸
橋

の
撤

去
に

伴
う

迂
回

付
替

え
道

路
に

お
い

て
は

、
列

車
本

数
が

現
在

よ
り

大
幅

に
多

か
っ

た
が

バ
ス

運
行

が
な

さ
れ

て
い

た
。

そ
れ

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

踏
切

の
存

在
を

理
由

に
バ

ス
通

行
は

困
難

と
し

た
バ

ス
事

業
者

の
発

言
に

対
し

同
調

す
る

根
拠

等
が

わ
か

る
資

料
等

5.
熊

本
市

公
共

交
通

基
本

条
例

理
念

等
を

遵
法

遵
守

し
な

く
て

も
よ

い
と

す
る

他
の

優
越

的
根

拠
等

の
資

料
等

6.
.現

行
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄに

お
け

る
春

日
寺

前
、

電
気

検
定

所
前

バ
ス

停
間

の
バ

ス
停

新
設

を
検

討
計

画
し

た
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等

70
4

12
/1

6
大

規
模

行
為

届
出

書
の

様
式

第
3号

（平
成

28
年

9月
11

日
～

10
月

10
日

届
出

分
）※

建
築

物
に

限
る

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
28

年
9月

11
日

～
10

月
10

日
届

出
分

）※
建

築
物

に
限

る

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
2
/
1
2

1
/
6

12
/1

5

不
存

在
1
/
1
2

不
存

在
1
/
1
2

70
3

12
/1

5
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室
70

2

97



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

70
5

12
/1

6

・平
成

28
年

度
の

熊
本

市
職

員
採

用
試

験
に

お
い

て
実

施
さ

れ
た

、
全

職
種

の
一

次
合

格
最

低
点

、
二

次
合

格
最

低
点

。
※

民
間

経
験

者
試

験
は

三
次

合
格

最
低

点
ま

で
・平

成
28

年
度

の
熊

本
市

職
員

採
用

試
験

（上
級

職
、

初
級

職
、

民
間

経
験

者
の

各
試

験
）に

お
い

て
実

施
さ

れ
た

、
各

集
団

討
論

の
課

題
内

容

人
事

委
員

会
事

務
局

・平
成

28
年

度
の

熊
本

市
職

員
採

用
試

験
に

お
い

て
実

施
さ

れ
た

、
全

職
種

の
一

次
合

格
最

低
点

、
二

次
合

格
最

低
点

。
※

民
間

経
験

者
試

験
は

三
次

合
格

最
低

点
ま

で
・平

成
28

年
度

の
熊

本
市

職
員

採
用

試
験

（上
級

職
、

初
級

職
、

民
間

経
験

者
の

各
試

験
）に

お
い

て
実

施
さ

れ
た

、
各

集
団

討
論

の
課

題
内

容

開
示

1
2
/
2
1

1
/
6

郵
送

70
6

12
/1

6

「騒
音

規
制

法
に

基
づ

く
特

定
施

設
の

設
置

」に
関

す
る

受
理

済
届

出
書

の
う

ち
、

騒
音

規
制

法
施

行
令

別
表

第
一

の
二

：空
気

圧
縮

機
（原

動
機

の
定

格
出

力
が

七
.五

キ
ロ

ワ
ッ

ト
以

上
の

も
の

に
限

る
)に

該
当

す
る

全
て

の
特

定
施

設
設

置
届

出
書

(様
式

第
1)

、
お

よ
び

特
定

施
設

の
数

等
の

変
更

届
出

書
。

届
出

済
工

場
お

よ
び

事
業

所
の

事
業

所
名

・所
在

地
・施

設
の

種
類

・空
気

圧
縮

機
の

型
式

･設
置

年
月

日
等

の
事

項
(開

示
可

能
な

限
り

)

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

政
策

課

騒
音

規
制

法
に

お
け

る
「特

定
施

設
」で

あ
る

「空
気

圧
縮

機
」届

出
施

設
中

の
下

記
情

報
（対

象
地

域
:熊

本
市

全
域

）
・事

業
所

名
・所

在
地

・施
設

の
種

類
・空

気
圧

縮
機

の
型

式
・設

置
年

月
日

開
示

1
/
4

1
/
2
0

郵
送

70
7

12
/1

6
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
49

-1
38

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・白
黒

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
49

-1
38

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・白
黒

希
望

開
示

1
2
/
2
6

未

70
8

12
/1

6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

37
1号

、
15

年
第

19
9号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
第

37
1号

、
15

年
第

19
9号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
6

1
2
/
2
6

70
9

12
/1

6
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
熊

本
県

指
令

(建
)第

31
号

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・白
黒

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
(建

)第
31

号
･全

部
 ・

復
元

協
議

書
・白

黒
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
2
/
2
6

1
/
6

71
0

12
/1

6

鶯
川

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
震

災
土

木
施

設
対

策
課

鶯
川

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
2
/
1
9

1
2
/
2
0

71
1

12
/1

6
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
H

24
-0

30
･全

部
 ・

復
元

協
議

書
・白

黒
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
24

-0
30

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・白
黒

希
望

開
示

1
2
/
2
7

1
/
6

71
2

12
/1

9
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
43

-4
12

･カ
ラ

ー
希

望
　

指
定

書
、

申
請

書
、

実
測

図

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
43

-4
12

･カ
ラ

ー
希

望
　

指
定

書
、

申
請

書
、

実
測

図

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
7

1
/
1
3

71
3

12
/1

9
熊

本
市

本
庁

舎
非

常
用

自
家

発
電

設
備

設
置

工
事

(平
成

26
年

3月
26

日
公

告
)

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

設
備

課

熊
本

市
本

庁
舎

非
常

用
自

家
発

電
設

備
設

置
工

事
(平

成
26

年
3月

26
日

公
告

)
開

示
1
/
6

1
/
1
3

98



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

71
4

12
/1

9

・南
部

送
水

場
機

械
設

備
据

付
工

事
(H

28
.2

.2
4公

告
)

・秋
田

配
水

場
電

気
設

備
更

新
他

1件
工

事
(H

26
.1

0.
15

公
告

)
・秋

田
配

水
場

非
常

用
発

電
機

設
備

据
付

工
事

(H
27

.3
.2

5公
告

)
・南

部
送

水
場

調
整

池
築

造
工

事
・南

部
送

水
場

電
気

設
備

設
置

工
事

(H
28

.2
.3

公
告

)
上

記
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

・南
部

送
水

場
機

械
設

備
据

付
工

事
(H

28
.2

.2
4公

告
)

・秋
田

配
水

場
電

気
設

備
更

新
他

1件
工

事
(H

26
.1

0.
15

公
告

)
・秋

田
配

水
場

非
常

用
発

電
機

設
備

据
付

工
事

(H
27

.3
.2

5公
告

)
・南

部
送

水
場

調
整

池
築

造
工

事
・南

部
送

水
場

電
気

設
備

設
置

工
事

(H
28

.2
.3

公
告

)
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
2
6

1
/
1
3

71
5

12
/1

9

・都
市

計
画

事
業

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
-2

-1
系

反
応

ﾀ
ﾝ

ｸ
機

械
設

備
工

事
(5

3工
区

)（
H

26
.8

．
13

公
告

）
・都

市
計

画
事

業
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

機
械

濃
縮

機
機

械
設

備
そ

の
他

工
事

(5
7工

区
)（

H
26

.1
0．

15
公

告
）

・都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
-2

系
反

応
ﾀ

ﾝ
ｸ
機

械
設

備
そ

の
他

工
事

(6
6工

区
)（

H
27

.2
．

24
公

告
）

・都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

重
力

濃
縮

機
械

設
備

そ
の

他
工

事
(5

9工
区

)（
H

26
.1

0．
15

公
告

）
・都

市
計

画
事

業
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

消
化

ガ
ス

発
電

設
備

設
置

工
事

(5
2工

区
)（

H
26

.8
．

13
公

告
）

上
記

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

・都
市

計
画

事
業

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
-2

-1
系

反
応

ﾀ
ﾝ

ｸ
機

械
設

備
工

事
(5

3工
区

)（
H

26
.8

．
13

公
告

）
・都

市
計

画
事

業
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

機
械

濃
縮

機
機

械
設

備
そ

の
他

工
事

(5
7工

区
)（

H
26

.1
0．

15
公

告
）

・都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
-2

系
反

応
ﾀ

ﾝ
ｸ
機

械
設

備
そ

の
他

工
事

(6
6工

区
)（

H
27

.2
．

24
公

告
）

・都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

重
力

濃
縮

機
械

設
備

そ
の

他
工

事
(5

9工
区

)（
H

26
.1

0．
15

公
告

）
・都

市
計

画
事

業
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

消
化

ガ
ス

発
電

設
備

設
置

工
事

(5
2工

区
)（

H
26

.8
．

13
公

告
）

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
/
5

1
/
1
3

71
5

続
き

12
/1

9

・都
市

計
画

事
業

城
南

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

水
処

理
機

械
設

備
工

事
(5

0工
区

)（
H

26
.6

．
11

公
告

）
・都

市
計

画
事

業
城

南
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

水
処

理
電

気
設

備
工

事
(5

1工
区

)（
H

26
.7

．
2公

告
）

・都
市

計
画

事
業

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

最
初

沈
殿

池
夾

雑
物

除
去

装
置

機
械

設
備

そ
の

他
工

事
（5

5
工

区
)(

H
26

.9
.2

4公
告

）
・都

市
計

画
事

業
南

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

脱
水

汚
泥

貯
留

設
備

機
械

設
備

工
事

(6
1工

区
)（

H
26

.9
．

24
公

告
）

・都
市

計
画

事
業

南
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

脱
水

汚
泥

貯
留

設
備

電
気

設
備

工
事

(6
2工

区
)（

H
26

.1
0．

15
公

告
）

上
記

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

・都
市

計
画

事
業

城
南

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

水
処

理
機

械
設

備
工

事
(5

0工
区

)（
H

26
.6

．
11

公
告

）
・都

市
計

画
事

業
城

南
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

水
処

理
電

気
設

備
工

事
(5

1工
区

)（
H

26
.7

．
2公

告
）

・都
市

計
画

事
業

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

最
初

沈
殿

池
夾

雑
物

除
去

装
置

機
械

設
備

そ
の

他
工

事
（5

5
工

区
)(

H
26

.9
.2

4公
告

）
・都

市
計

画
事

業
南

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

脱
水

汚
泥

貯
留

設
備

機
械

設
備

工
事

(6
1工

区
)（

H
26

.9
．

24
公

告
）

・都
市

計
画

事
業

南
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

脱
水

汚
泥

貯
留

設
備

電
気

設
備

工
事

(6
2工

区
)（

H
26

.1
0．

15
公

告
）

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
/
5

1
/
1
3

99



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

71
5

続
き

12
/1

9

・都
市

計
画

事
業

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
-2

-2
系

反
応

ﾀ
ﾝ

ｸ
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

(5
01

0工
区

)
（H

27
.9

．
25

公
告

）
・都

市
計

画
事

業
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
-2

-2
系

反
応

ﾀ
ﾝ

ｸ
機

械
設

備
工

事
(5

00
9工

区
)（

H
27

.8
．

12
公

告
）

・都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

機
械

濃
縮

そ
の

他
電

気
設

備
工

事
(5

00
6工

区
)（

H
27

.8
．

12
公

告
）

・都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

機
械

濃
縮

機
械

設
備

そ
の

他
工

事
(5

00
5工

区
)（

H
27

.8
．

12
公

告
）

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

・都
市

計
画

事
業

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
-2

-2
系

反
応

ﾀ
ﾝ

ｸ
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

(5
01

0工
区

)
（H

27
.9

．
25

公
告

）
・都

市
計

画
事

業
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
-2

-2
系

反
応

ﾀ
ﾝ

ｸ
機

械
設

備
工

事
(5

00
9工

区
)（

H
27

.8
．

12
公

告
）

・都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

機
械

濃
縮

そ
の

他
電

気
設

備
工

事
(5

00
6工

区
)（

H
27

.8
．

12
公

告
）

・都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

機
械

濃
縮

機
械

設
備

そ
の

他
工

事
(5

00
5工

区
)（

H
27

.8
．

12
公

告
）

開
示

1
/
5

1
/
1
3

71
5

続
き

12
/1

9

・都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

場
内

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

機
械

設
備

工
事

(5
00

7工
区

)（
H

27
.8

．
12

公
告

）
・都

市
計

画
事

業
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
系

場
内

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

電
気

設
備

工
事

(5
00

8工
区

)（
H

27
.9

．
25

公
告

）
・都

市
計

画
事

業
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

B
系

消
化

槽
加

温
設

備
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

(5
00

1工
区

)
（H

27
.6

．
10

公
告

）
・都

市
計

画
事

業
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

非
常

用
発

電
設

備
そ

の
他

工
事

(5
00

2工
区

)（
H

27
.6

．
10

公
告

）
・都

市
計

画
事

業
平

田
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ場

計
装

及
び

遠
方

監
視

制
御

電
気

設
備

工
事

(5
01

1工
区

)
（H

27
.9

．
2公

告
）

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

・都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

A
系

場
内

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

機
械

設
備

工
事

(5
00

7工
区

)（
H

27
.8

．
12

公
告

）
・都

市
計

画
事

業
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

A
系

場
内

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

電
気

設
備

工
事

(5
00

8工
区

)（
H

27
.9

．
25

公
告

）
・都

市
計

画
事

業
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

B
系

消
化

槽
加

温
設

備
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

(5
00

1工
区

)
（H

27
.6

．
10

公
告

）
・都

市
計

画
事

業
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

非
常

用
発

電
設

備
そ

の
他

工
事

(5
00

2工
区

)（
H

27
.6

．
10

公
告

）
・都

市
計

画
事

業
平

田
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ場

計
装

及
び

遠
方

監
視

制
御

電
気

設
備

工
事

(5
01

1工
区

)
（H

27
.9

．
2公

告
）

開
示

1
/
5

1
/
1
3

71
6

12
/1

9

・水
運

用
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

子
局

電
気

設
備

更
新

外
１

件
工

事
(平

成
26

年
3月

26
日

公
告

）
・健

軍
水

源
地

外
2箇

所
流

量
計

取
替

工
事

(平
成

26
年

9月
16

日
公

告
）

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
運

用
課

・水
運

用
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

子
局

電
気

設
備

更
新

外
１

件
工

事
(平

成
26

年
3月

26
日

公
告

）
・健

軍
水

源
地

外
2箇

所
流

量
計

取
替

工
事

(平
成

26
年

9月
16

日
公

告
）

開
示

1
2
/
2
6

1
/
1
3

71
7

12
/1

9
・平

成
27

年
度

下
津

留
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ場

流
量

計
更

新
工

事
上

下
水

道
局

維
持

管
理

部
水

再
生

課

・平
成

27
年

度
下

津
留

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

流
量

計
更

新
工

事
開

示
1
/
1
1

1
/
1
3

71
8

12
/2

0

熊
本

市
内

の
全

小
・中

学
校

に
お

け
る

図
書

購
入

予
算

額
及

び
そ

の
振

り
分

け
基

準
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

学
務

課

平
成

２
８

年
度

小
中

学
校

図
書

購
入

予
算

額
及

び
配

当
額

概
要

資
料

開
示

1
2
/
2
2

1
2
/
2
8

71
9

12
/2

0

市
道

渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

第
1号

線
(龍

神
橋

)
上

部
工

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

市
道

渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

第
1号

線
(龍

神
橋

)
上

部
工

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
6

1
/
1
6

100



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

72
0

12
/2

0

一
般

県
道

託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)吉

原
橋

上
部

工
工

事
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

一
般

県
道

託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)吉

原
橋

上
部

工
工

事
開

示
1
2
/
2
2

1
/
1
6

72
1

12
/2

0

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

-2
28

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

-2
18

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

-2
28

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
08

-2
18

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
7

1
/
1
2

72
2

12
/2

1

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

-3
56

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

-3
56

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
2
7

1
/
5

72
3

12
/2

1
■

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

　
S
44

.1
1.

11
第

46
9号

立
会

証
明

書
等

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

.1
1.

11
第

46
9号

立
会

証
明

書
等

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
7

1
2
/
2
8

72
4

12
/2

2

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

12
0号

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

12
0号

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
4

1
/
5

72
5

12
/2

2

熊
本

駅
南

線
外

道
路

築
造

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

鉄
道

高
架

関
連

整
備

室

熊
本

駅
南

線
外

道
路

築
造

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
2
7

1
/
5

72
6

12
/2

2

熊
本

市
民

病
院

が
労

働
基

準
監

督
署

か
ら

交
付

さ
れ

た
是

正
報

告
書

、
指

導
票

及
び

同
院

が
同

署
へ

提
出

し
た

是
正

報
告

書
な

ど
の

報
告

書
。

時
季

を
問

わ
ず

す
べ

て
。

少
な

く
と

も
20

09
年

3月
、

20
10

年
7月

頃
に

是
正

勧
告

を
受

け
た

事
実

が
あ

る
。

及
び

同
院

の
最

新
の

３
６

協
定

病
院

局
熊

本
市

民
病

院 事
務

局
総

務
課

熊
本

市
民

病
院

が
労

働
基

準
監

督
署

か
ら

交
付

さ
れ

た
是

正
報

告
書

、
指

導
票

及
び

同
院

が
提

出
し

た
是

正
報

告
書

な
ど

の
報

告
書

の
全

て
並

び
に

同
院

の
最

新
の

３
６

協
定

に
つ

い
て

開
示

1
/
1
7

1
/
2
3

郵
送

72
7

12
/2

2

谷
尾

崎
川

改
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
セ

ン
タ

ー
河

川
公

園
整

備
課

谷
尾

崎
川

改
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
2
/
2
7

1
/
5

72
8

12
/2

2

旅
館

業
営

業
許

可
施

設
リ

ス
ト
（施

設
名

、
施

設
電

話
番

号
、

住
所

、
部

屋
数

、
登

録
者

名
、

営
業

の
種

類
、

登
録

日
)

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

２
８

年
１

２
月

２
２

日
現

在
で

熊
本

市
内

に
存

在
す

る
旅

館
業

法
許

可
施

設
に

関
す

る
以

下
の

項
目

項
目

：施
設

名
称

、
電

話
番

号
、

施
設

所
在

地
、

部
屋

数
、

許
可

申
請

書
、

営
業

種
別

、
許

可
日

開
示

1
/
1
1

1
/
3
0

101



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

72
9

12
/2

6

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

6年
11

月
25

日
～

20
16

年
12

月
26

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

6年
11

月
25

日
～

20
16

年
12

月
26

日
開

示
1
/
4

1
/
1
0

73
0

12
/2

7

二
本

木
5丁

目
第

1号
橋

橋
梁

補
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

二
本

木
5丁

目
第

1号
橋

橋
梁

補
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
4

1
/
5

73
1

12
/2

7

無
田

口
町

他
排

水
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
農

水
局

農
政

部
南

農
業

振
興

課

無
田

口
町

他
排

水
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
4

1
/
1
2

73
2

12
/2

7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（管

建
）第

12
6号

、
(計

建
）第

41
号

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
（管

建
）第

12
6号

、
(計

建
）第

41
号

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
1
/
5

1
/
5

73
3

12
/2

7

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

93
号

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

93
号

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
4

1
/
5

73
4

12
/2

7
秋

津
川

水
管

橋
φ

13
50

粍
可

と
う

管
取

替
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

秋
津

川
水

管
橋

φ
13

50
粍

可
と

う
管

取
替

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
2
8

1
/
5

73
5

12
/2

7

区
画

道
路

6-
2号

線
外

2路
線

道
路

整
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

区
画

道
路

6-
2号

線
外

2路
線

道
路

整
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
5

1
/
6

73
6

12
/2

7

都
市

計
画

事
業

阿
高

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

22
8工

区
)の

設
計

変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

阿
高

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

22
8工

区
)の

設
計

変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
1
0

1
/
1
0

73
7

12
/2

8

所
島

排
水

路
災

害
復

旧
工

事
(2

工
区

)の
金

入
り

設
計

書
農

水
局

農
政

部
東

農
業

振
興

課

所
島

排
水

路
災

害
復

旧
工

事
(2

工
区

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
1
0

1
/
1
6

73
8

12
/2

8

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

93
号

)総
合

評
価

方
式

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

93
号

)総
合

評
価

方
式

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
5

1
/
6

73
9

12
/2

8
温

泉
水

使
用

の
検

針
業

務
に

関
す

る
協

定
書

の
写

し
上

下
水

道
局

総
務

部
料

金
課

温
泉

水
使

用
の

検
針

業
務

に
関

す
る

協
定

書
の

写
し

開
示

1
/
1
0

1
/
1
6

102



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

74
0

1/
4

平
成

28
年

12
/1

～
12

/3
1ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

美
容

所
の

一
覧

表
。

・施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

28
年

12
/1

～
12

/3
1ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

美
容

所
の

一
覧

表
。

・施
設

名
称

・施
設

所
在

地
・電

話
番

号
・確

認
年

月
日

・開
設

者
名

開
示

1
/
1
0

1
/
1
9

郵
送

74
1

1/
5

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

17
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（5
20

1工
区

）の
設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

17
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（5
20

1工
区

）の
設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
1
0

1
/
1
2

74
2

1/
5

力
合

中
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

施
設

課

力
合

中
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
5

1
/
2
5

74
3

1/
5

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-2
65

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-2
65

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
1
/
1
1

未

74
4

1/
6

都
市

計
画

事
業

舞
尾

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

24
0工

区
)設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

舞
尾

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

24
0工

区
)設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
1
7

1
/
1
9

74
5

1/
6

一
般

県
道

託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)旧

橋
撤

去
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

一
般

県
道

託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)旧

橋
撤

去
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
1
0

1
/
1
3

74
6

1/
6

21
街

区
宅

地
造

成
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

植
木

中
央

土
地

区
画

整
理

事
業

所

21
街

区
宅

地
造

成
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
1
1

1
/
1
2

74
7

1/
6

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
58

-0
42

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
58

-0
42

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
/
1
1

1
/
1
3

74
8

1/
6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-6
46

（0
1、

02
、

03
、

12
、

13
）

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-6
46

（0
1、

02
、

03
、

12
、

13
）

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
/
1
1

1
/
1
8

医
療

法
第

25
条

第
1項

の
規

定
に

基
づ

く
立

入
検

査
要

綱
の

第
2表

検
査

表
（○

○
○

○
の

平
成

13
年

度
以

降
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

1
/
2
7

2
/
2

上
記

検
査

表
の

う
ち

平
成

13
年

度
～

平
成

17
年

度
及

び
平

成
20

年
度

分
不

存
在

1
/
2
7

75
0

1/
10

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
補

助
金

要
望

調
査

の
一

覧
平

成
28

年
度

調
査

(高
齢

者
関

係
施

設
)

健
康

福
祉

局
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
補

助
金

要
望

調
査

の
一

覧
平

成
28

年
度

調
査

(高
齢

者
関

係
施

設
)

開
示

1
/
1
7

1
/
1
9

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

医
療

政
策

課
74

9
1/

10

医
療

法
第

25
条

第
1項

の
規

定
に

基
づ

く
立

入
検

査
要

綱
の

第
2表

検
査

表
（○

○
○

○
の

平
成

13
年

度
以

降
)
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

75
1

1/
10

長
嶺

中
学

校
外

1校
冷

暖
設

備
工

事
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

長
嶺

中
学

校
外

1校
冷

暖
設

備
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
1
1

1
/
1
2

75
2

1/
10

熊
本

市
役

所
で

の
報

酬
等

の
源

泉
徴

収
事

務
に

か
か

る
ﾏ

ｲ
ﾅ

ﾝ
ﾊ

ﾞｰ
の

取
扱

い
に

つ
い

て
の

基
準

、
通

知
等

会
計

総
室

源
泉

徴
収

事
務

に
か

か
る

特
定

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
つ

い
て

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

4号
　

公
共

の
安

全
等

に
関

す
る

情
報

6号
　

事
務

事
業

に
関

す
る

情
報

1
/
2
7

1
/
3
1

75
3

1/
10

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

51
年

度
　

S5
1-

06
4

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

51
年

度
　

S5
1-

06
4

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
/
1
3

1
/
1
8

75
4

1/
10

施
工

ﾌ
ﾟﾛ

ｾ
ｽ
ﾁ

ｪ
ｯ
ｸ
ﾘｽ

ﾄ
一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
(池

上
工

区
)島

崎
地

区
付

替
道

路
改

良
工

事

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

施
工

ﾌ
ﾟﾛ

ｾ
ｽ
ﾁ

ｪ
ｯ
ｸ
ﾘｽ

ﾄ
一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
(池

上
工

区
)島

崎
地

区
付

替
道

路
改

良
工

事
開

示
1
/
1
9

1
/
2
0

75
5

1/
11

市
道

　
杉

上
東

西
線

舗
装

打
換

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
セ

ン
タ

ー
城

南
地

域
整

備
室

市
道

　
杉

上
東

西
線

舗
装

打
換

工
事

の
金

入
り

設
計

書

開
示

1
/
1
1

1
/
1
6

75
6

1/
11

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)花
園

高
架

2号
橋

下
部

工
A

1橋
台

工
事

の
設

計
金

額
の

工
事

費
区

分

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)花
園

高
架

2号
橋

下
部

工
A

1橋
台

工
事

の
設

計
金

額
の

工
事

費
区

分
開

示
1
/
1
3

1
/
1
7

75
7

1/
11

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
付

替
道

路
改

良
工

事
の

設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
付

替
道

路
改

良
工

事
の

設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

開
示

1
/
1
3

1
/
1
7

75
8

1/
11

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
道

路
改

良
工

事
(そ

の
5)

の
設

計
金

額
の

工
事

費
区

分
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
セ

ン
タ

ー
高

規
格

道
路

建
設

推
進

課

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
道

路
改

良
工

事
(そ

の
5)

の
設

計
金

額
の

工
事

費
区

分

開
示

1
/
1
7

1
/
1
7

75
9

1/
11

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
28

年
10

月
11

日
～

11
月

10
日

届
出

分
）※

建
築

物
に

限
る

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
28

年
10

月
11

日
～

11
月

10
日

届
出

分
）※

建
築

物
に

限
る

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
/
2
3

1
/
2
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

76
0

1/
11

熊
本

市
戸

島
ふ

れ
あ

い
広

場
指

定
管

理
者

公
募

に
係

る
戸

島
ふ

れ
あ

い
広

場
管

理
運

営
共

同
企

業
体

が
提

出
し

た
申

請
書

類
の

う
ち

、
事

業
計

画
書

(様
式

第
2号

)、
企

画
事

業
実

施
計

画
書

(様
式

2-
2）

、
収

支
予

算
書

(様
式

3-
1、

3-
2、

3-
3）

、
職

員
配

置
・組

織
体

制
計

画
書

(様
式

第
8号

)、
添

付
書

類

環
境

局
資

源
循

環
部

廃
棄

物
計

画
課

熊
本

市
戸

島
ふ

れ
あ

い
広

場
指

定
管

理
者

公
募

に
係

る
戸

島
ふ

れ
あ

い
広

場
管

理
運

営
共

同
企

業
体

が
提

出
し

た
申

請
書

類
の

う
ち

、
事

業
計

画
書

(様
式

第
2号

)、
企

画
事

業
実

施
計

画
書

(様
式

2-
2）

、
収

支
予

算
書

(様
式

3-
1、

3-
2、

3-
3）

、
職

員
配

置
・組

織
体

制
計

画
書

(様
式

第
8号

)、
添

付
書

類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
/
1
9

1
/
2
4

76
1

1/
12

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

11
9号

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

11
9号

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
1
3

1
/
1
6

76
2

1/
12

・平
成

28
年

9月
1日

か
ら

平
成

28
年

12
月

31
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

・平
成

28
年

9月
1日

か
ら

平
成

28
年

12
月

31
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
/
2
5

2
/
2

郵
送

76
3

1/
12

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
(建

指
）第

H
28

-0
25

号
･全

部
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

市
指

令
(建

指
）第

H
28

-0
25

号
･全

部
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
/
1
7

1
/
2
0

76
4

1/
12

清
水

中
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

施
設

課

清
水

中
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
2
0

1
/
2
5

76
5

1/
12

白
川

河
川

激
甚

災
害

対
策

特
別

緊
急

(掘
削

そ
の

14
）工

事
外

合
併

に
伴

う
公

共
下

水
道

管
渠

移
設

工
事

(第
18

-2
83

22
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

白
川

河
川

激
甚

災
害

対
策

特
別

緊
急

(掘
削

そ
の

14
）工

事
外

合
併

に
伴

う
公

共
下

水
道

管
渠

移
設

工
事

(第
18

-2
83

22
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
1
6

1
/
2
3

76
6

1/
12

熊
本

市
が

平
成

6年
に

道
路

拡
張

の
た

め
下

記
の

土
地

を
購

入
し

た
際

の
土

地
の

売
主

及
び

売
却

金
の

受
取

人
及

び
売

却
の

経
緯

が
わ

か
る

書
類

。
熊

本
市

新
土

河
原

町
○

-○

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

用
地

課

取
り

下
げ

76
7

1/
12

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

21
-0

9-
22

9、
H

15
-0

3-
30

1～
30

2、
H

18
-0

6-
30

5
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

21
-0

9-
22

9、
H

15
-0

3-
30

1～
30

2、
H

18
-0

6-
30

5
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
/
1
6

1
/
2
6

76
8

1/
12

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
49

-0
68

、
S
39

-1
40

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
49

-0
68

、
S
39

-1
40

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
/
1
8

1
/
1
9

76
9

1/
13

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

12
2号

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

12
2号

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
2
0

1
/
2
3

105



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

77
0

1/
13

平
成

28
年

12
月

1日
～

平
成

28
年

12
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

28
年

12
月

1日
～

平
成

28
年

12
月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

1
/
1
8

1
/
3
0

77
1

1/
13

城
南

ｽ
ﾏ

ｰ
ﾄI

C
道

路
平

面
図

20
17

年
1月

現
在

（P
D

F
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
、

C
D

-R
）

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

城
南

ｽ
ﾏ

ｰ
ﾄI

C
道

路
平

面
図

（P
D

F
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
）

開
示

1
/
2
5

1
/
3
1

77
2

1/
16

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

93
、

78
、

77
、

75
号

)
の

金
入

り
設

計
書

(4
件

)
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

93
、

78
、

77
、

75
号

)
の

金
入

り
設

計
書

(4
件

)
開

示
1
/
2
0

1
/
3
1

77
3

1/
16

西
山

中
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

施
設

課

西
山

中
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
2
0

1
/
2
3

77
4

1/
16

託
麻

中
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

施
設

課

託
麻

中
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
1
7

1
/
2
3

77
5

1/
16

平
成

28
年

度
熊

本
市

職
員

採
用

試
験

（上
級

職
等

、
初

級
職

等
）及

び
採

用
選

考
試

験
(上

級
職

等
、

免
許

資
格

職
、

身
体

障
が

い
者

対
象

、
民

間
企

業
等

経
験

者
等

対
象

）に
か

か
る

文
書

1　
第

一
次

試
験

、
第

二
次

試
験

に
お

け
る

合
格

者
の

最
低

点
及

び
最

高
点

及
び

試
験

種
目

別
最

低
点

及
び

最
高

点
2　

第
一

次
試

験
に

お
け

る
試

験
種

目
別

平
均

点
及

び
基

準
点

3　
第

二
次

試
験

に
お

け
る

口
述

試
験

・論
(作

)文
試

験
の

基
準

点
未

満
者

数
及

び
消

防
身

体
検

査
不

合
格

者
数

人
事

委
員

会
事

務
局

平
成

28
年

度
熊

本
市

職
員

採
用

試
験

（上
級

職
等

、
初

級
職

等
）及

び
採

用
選

考
試

験
(上

級
職

等
、

免
許

資
格

職
、

身
体

障
が

い
者

対
象

、
民

間
企

業
等

経
験

者
等

対
象

）に
か

か
る

文
書

1　
第

一
次

試
験

、
第

二
次

試
験

に
お

け
る

合
格

者
の

最
低

点
及

び
最

高
点

及
び

試
験

種
目

別
最

低
点

及
び

最
高

点
2　

第
一

次
試

験
に

お
け

る
試

験
種

目
別

平
均

点
及

び
基

準
点

3　
第

二
次

試
験

に
お

け
る

口
述

試
験

・論
(作

)文
試

験
の

基
準

点
未

満
者

数
及

び
消

防
身

体
検

査
不

合
格

者
数

開
示

1
/
2
6

1
/
3
1

郵
送

77
6

1/
16

大
和

団
地

汚
水

管
渠

改
修

工
事

(第
18

-2
86

04
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

大
和

団
地

汚
水

管
渠

改
修

工
事

(第
18

-2
86

04
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
3

3
/
1
3

77
7

1/
16

市
道

に
関

す
る

共
同

排
水

設
備

助
成

金
制

度
を

利
用

し
た

申
請

書
類

一
式

(当
初

)
該

当
道

路
：熊

本
市

北
区

清
水

万
石

3丁
目

○
番

○

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

計
画

調
整

課

熊
本

市
北

区
清

水
万

石
3丁

目
○

番
○

の
市

道
に

関
す

る
共

同
排

水
設

備
助

成
金

制
度

を
利

用
し

た
申

請
書

類
一

式
(当

初
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
/
2
0

1
/
3
1

77
8

1/
16

尾
ノ

上
団

地
３

棟
外

壁
改

修
工

事
(防

水
工

事
)の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

住
宅

課

尾
ノ

上
団

地
３

棟
外

壁
改

修
工

事
(防

水
工

事
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
1
7

1
/
1
8

106



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

77
9

1/
17

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
60

、
12

、
25

　
指

令
第

48
号

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
60

、
12

、
25

　
指

令
第

48
号

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
/
2
0

1
/
2
3

78
0

1/
17

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
第

55
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

(写
真

不
要

)

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
05

年
第

55
5号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

(写
真

不
要

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
/
1
9

1
/
2
0

78
1

1/
18

都
市

計
画

道
路

　
小

町
通

り
線

外
１

路
線

道
路

整
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

都
市

計
画

道
路

　
小

町
通

り
線

外
１

路
線

道
路

整
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
1
9

1
/
1
9

78
2

1/
18

熊
本

西
環

状
線

道
路

平
面

図
２

０
１

７
年

1月
現

在
（P

D
F
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
･C

D
-R

）
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
セ

ン
タ

ー
高

規
格

道
路

建
設

推
進

課

熊
本

西
環

状
線

道
路

平
面

図
２

０
１

７
年

1月
現

在

開
示

1
/
2
0

1
/
2
5

78
3

1/
18

動
植

物
園

(駐
車

場
)災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

動
植

物
園

動
植

物
園

(駐
車

場
)災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
2
3

1
/
2
6

78
4

1/
18

準
用

河
川

五
双

川
井

樋
堰

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
震

災
土

木
施

設
対

策
課

準
用

河
川

五
双

川
井

樋
堰

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
2
3

1
/
2
6

78
5

1/
18

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

７
８

号
、

第
１

１
８

号
)

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

７
８

号
、

第
１

１
８

号
)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
2
3

1
/
2
6

78
6

1/
19

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
付

替
道

路
改

良
工

事
そ

の
2の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
付

替
道

路
改

良
工

事
そ

の
2の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
2
3

2
/
1
6

78
7

1/
19

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
33

-0
38

、
S
33

-0
36

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
33

-0
38

、
S
33

-0
36

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
/
2
0

1
/
2
4

78
8

1/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
　

第
39

2号
(0

01
～

00
6）

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
　

第
39

2号
(0

01
～

00
6）

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
/
2
4

未

78
9

1/
19

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
28

年
　

第
16

-3
11

号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
28

年
　

第
16

-3
11

号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
/
2
4

1
/
2
7

79
0

1/
19

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

-0
60

（0
1～

04
）

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

-0
60

（0
1～

04
）

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
/
2
4

1
/
2
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

79
1

1/
19

都
市

計
画

事
業

坪
井

川
第

3排
水

区
雨

水
調

整
池

遮
水

壁
築

造
工

事
(そ

の
3)

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
河

川
課

都
市

計
画

事
業

坪
井

川
第

3排
水

区
雨

水
調

整
池

遮
水

壁
築

造
工

事
(そ

の
3)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
2
6

1
/
2
7

79
2

1/
20

花
陵

中
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

施
設

課

花
陵

中
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
2
3

1
/
2
5

79
3

1/
20

託
麻

中
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

施
設

課

託
麻

中
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
2
3

1
/
2
5

79
4

1/
20

熊
本

市
東

区
健

軍
本

町
○

番
、

○
番

、
○

番
、

○
番

の
土

地
に

お
け

る
、

消
防

法
の

危
険

物
施

設
(地

下
、

地
上

ﾀ
ﾝ

ｸ
な

ど
）設

置
の

有
無

に
つ

い
て

記
録

が
存

在
す

る
場

合
は

、
設

置
或

い
は

廃
止

届
出

書
の

内
容

に
つ

い
て

消
防

局
総

務
部

総
務

課

熊
本

市
東

区
健

軍
本

町
○

番
、

○
番

、
○

番
、

○
番

の
土

地
に

お
け

る
、

消
防

法
の

危
険

物
施

設
(地

下
、

地
上

ﾀ
ﾝ

ｸ
な

ど
）設

置
の

有
無

に
つ

い
て

記
録

が
存

在
す

る
場

合
は

、
設

置
或

い
は

廃
止

届
出

書
の

内
容

に
つ

い
て

不
存

在
2
/
1

79
5

1/
20

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

31
4号

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

31
4号

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
/
2
7

1
/
3
0

79
6

1/
20

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
　

第
45

号
（0

4～
06

、
15

）
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

年
　

第
45

号
（0

4～
06

、
15

）
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
/
2
7

2
/
3

79
7

1/
20

三
和

中
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

施
設

課

三
和

中
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
3
1

2
/
1

79
8

1/
23

国
指

定
史

跡
熊

本
藩

主
細

川
家

墓
所

妙
解

寺
跡

唐
門

他
部

材
格

納
工

事
の

金
入

り
設

計
書

経
済

観
光

局
文

化
・ｽ

ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
交

流
部

文
化

振
興

課

国
指

定
史

跡
熊

本
藩

主
細

川
家

墓
所

妙
解

寺
跡

唐
門

他
部

材
格

納
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
3
0

2
/
2

79
9

1/
23

県
指

定
重

要
文

化
財

旧
細

川
刑

部
邸

地
震

被
害

応
急

対
策

工
事

の
金

入
り

設
計

書
経

済
観

光
局

観
光

交
流

部
熊

本
城

総
合

事
務

所

県
指

定
重

要
文

化
財

旧
細

川
刑

部
邸

地
震

被
害

応
急

対
策

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
2
7

2
/
2

80
0

1/
23

熊
本

市
東

区
健

軍
本

町
○

番
、

○
番

、
○

番
、

○
番

の
土

地
に

お
け

る
、

大
気

汚
染

防
止

法
の

排
出

施
設

設
置

の
有

無
に

つ
い

て
記

録
が

存
在

す
る

場
合

は
、

設
置

或
い

は
廃

止
届

出
書

の
内

容
に

つ
い

て

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

政
策

課

熊
本

市
東

区
健

軍
本

町
○

番
、

○
番

、
○

番
、

○
番

の
土

地
に

お
け

る
、

大
気

汚
染

防
止

法
の

排
出

施
設

設
置

の
有

無
に

つ
い

て
記

録
が

存
在

す
る

場
合

は
、

設
置

或
い

は
廃

止
届

出
書

の
内

容
に

つ
い

て

不
存

在
1
/
2
6

80
1

1/
24

(熊
本

地
震

関
連

)託
麻

西
小

学
校

外
1校

屋
内

運
動

場
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

(熊
本

地
震

関
連

)託
麻

西
小

学
校

外
1校

屋
内

運
動

場
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
2
5

1
/
3
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

80
2

1/
25

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-3
05

-7
･全

部
 ・

復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-3
05

-7
･全

部
 ・

復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
1
/
2
7

2
/
1

80
3

1/
25

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(四
方

寄
工

区
)舗

装
工

事
の

金
入

り
設

計
書

(設
計

変
更

後
)

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

取
り

下
げ

80
4

1/
25

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-1
34

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-1
34

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
/
2
7

1
/
3
0

80
5

1/
26

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

6年
12

月
27

日
～

20
17

年
1月

26
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

6年
12

月
27

日
～

20
17

年
1月

26
日

開
示

1
/
3
1

2
/
6

80
6

1/
26

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

28
-1

6-
39

3
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

28
-1

6-
39

3
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
/
3
0

2
/
3

80
7

1/
26

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
50

-1
11

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
50

-1
11

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
/
3
0

1
/
3
1

80
8

1/
27

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
56

-0
25

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
56

-0
25

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
/
3
0

2
/
1

80
9

1/
27

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

12
8号

、
16

年
第

22
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

12
8号

、
16

年
第

22
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
/
3
0

2
/
1

81
0

1/
27

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

10
年

第
24

8号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

10
年

第
24

8号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
1
/
3
0

2
/
3

81
1

1/
27

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

40
1号

　
　

　
　

　
熊

本
県

指
令

(管
建

）第
11

2号
　

　
　

　
　

熊
本

県
指

令
(建

指
）第

H
25

-0
31

号
･全

部
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

40
1号

　
　

　
　

　
熊

本
県

指
令

(管
建

）第
11

2号
　

　
　

　
　

熊
本

県
指

令
(建

指
）第

H
25

-0
31

号
･全

部
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
1

2
/
6

81
2

1/
27

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
52

-4
80

-U
･全

部
 ・

復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

36
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
52

-4
80

-U
･全

部
 ・

復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

36
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
2
/
1

2
/
2

81
3

1/
27

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

13
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

年
第

13
3号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
1

2
/
2

109



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

81
4

1/
30

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
付

替
道

路
改

良
工

事
の

設
計

変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
付

替
道

路
改

良
工

事
の

設
計

変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
6

2
/
7

81
5

1/
30

熊
本

城
二

の
丸

広
場

付
近

φ
10

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

熊
本

城
二

の
丸

広
場

付
近

φ
10

0粍
配

水
管

布
設

替
他

1件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
1

2
/
2

81
6

1/
30

市
道

小
糸

山
町

明
徳

町
第

1号
線

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
震

災
土

木
施

設
対

策
課

市
道

小
糸

山
町

明
徳

町
第

1号
線

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2

2
/
2
3

81
7

1/
30

市
道

上
熊

本
2丁

目
花

園
1丁

目
第

1号
線

外
1路

線
舗

装
補

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

市
道

上
熊

本
2丁

目
花

園
1丁

目
第

1号
線

外
1路

線
舗

装
補

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
2

2
/
2
3

81
8

1/
30

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

-0
15

、
S
44

-5
64

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

-0
15

、
S
44

-5
64

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
2

未

81
9

1/
30

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(四
方

寄
工

区
)舗

装
工

事
の

金
入

り
設

計
書

(設
計

変
更

後
)

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(四
方

寄
工

区
)舗

装
工

事
の

金
入

り
設

計
書

(設
計

変
更

後
)

開
示

2
/
6

2
/
7

82
0

1/
30

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

-1
17

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

-1
17

･全
部

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
2

2
/
1
0

82
1

1/
30

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
11

5号
･全

部
・協

定
書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
06

年
11

5号
･全

部
・協

定
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
2

2
/
7

82
2

1/
30

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

53
1号

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

53
1号

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
2

2
/
6

82
3

1/
30

市
道

花
園

4丁
目

第
1号

線
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

（変
更

前
）

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課

市
道

花
園

4丁
目

第
1号

線
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

（変
更

前
）

開
示

2
/
6

2
/
7

82
4

1/
31

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

-2
29

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

-2
29

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
7

2
/
7

82
5

1/
31

東
区

水
源

2丁
目

泉
ヶ

丘
公

園
付

近
φ

15
0・

10
0・

75
粍

配
水

管
布

設
替

他
3件

工
事

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

東
区

水
源

2丁
目

泉
ヶ

丘
公

園
付

近
φ

15
0・

10
0・

75
粍

配
水

管
布

設
替

他
3件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
7

2
/
8

110



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

82
6

1/
31

南
区

城
南

町
下

宮
地

○
番

地
付

近
φ

10
0・

75
・

50
粍

配
水

管
布

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

南
区

城
南

町
下

宮
地

○
番

地
付

近
φ

10
0・

75
・

50
粍

配
水

管
布

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
3

2
/
8

82
7

2/
1

平
成

29
年

1/
1～

1/
31

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
一

覧
表

。
・施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

年
月

日
・開

設
者

名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

1/
1～

1/
31

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
一

覧
表

。
・施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

年
月

日
・開

設
者

名

開
示

2
/
2

2
/
1
5

郵
送

82
8

2/
2

龍
田

小
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

施
設

課

龍
田

小
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2

2
/
8

82
9

2/
2

一
般

県
道

戸
島

熊
本

線
(長

嶺
南

工
区

)舗
装

補
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

一
般

県
道

戸
島

熊
本

線
(長

嶺
南

工
区

)舗
装

補
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
1
6

2
/
1
6

83
0

2/
2

熊
本

市
内

に
あ

る
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
所

に
関

す
る

情
報 ①

屋
号

②
氏

名
③

住
所

④
電

話
番

号

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

熊
本

市
内

に
あ

る
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
所

に
関

す
る

情
報 ①

屋
号

②
氏

名
③

住
所

④
電

話
番

号
開

示
2
/
8

2
/
1
4

83
1

2/
3

春
日

6丁
目

(熊
本

駅
南

線
)φ

30
0・

20
0・

15
0粍

配
水

管
布

設
替

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

春
日

6丁
目

(熊
本

駅
南

線
)φ

30
0・

20
0・

15
0粍

配
水

管
布

設
替

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
1
4

2
/
1
6

83
2

2/
3

産
業

廃
棄

物
の

処
理

結
果

表
熊

本
市

西
区

松
尾

1丁
目

○
-○

、
○

-○
、

○
環

境
局

資
源

循
環

部
ご

み
減

量
推

進
課 事

業
ご

み
対

策
室

産
業

廃
棄

物
の

処
理

結
果

表
熊

本
市

西
区

松
尾

1丁
目

○
-○

、
○

-○
、

○
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2号
　

個
人

情
報

2
/
1
6

2
/
2
0

83
3

2/
3

熊
本

市
西

区
松

尾
2丁

目
工

事
位

置
図

、
平

面
縦

断
図

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

熊
本

市
西

区
松

尾
2丁

目
（旧

:熊
本

市
西

区
松

尾
町

上
松

尾
地

内
）

工
事

位
置

図
、

平
面

縦
断

図
開

示
2
/
2
1

2
/
2
2

83
4

2/
6

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
51

-0
67

、
S
49

-0
19

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
51

-0
67

、
S
49

-0
19

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
8

2
/
1
3

83
5

2/
6

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-3
04

、
14

-2
05

、
07

-2
57

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-3
04

、
14

-2
05

、
07

-2
57

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
8

2
/
1
3

111



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

平
成

27
、

28
年

度
に

亘
り

「西
区

街
づ

く
り

懇
話

会
」が

開
催

さ
れ

、
そ

の
席

上
で

議
論

さ
れ

公
募

委
員

の
発

案
･発

言
に

よ
っ

て
、

西
区

ま
ち

づ
く

り
計

画
が

策
定

さ
れ

、
実

際
に

西
区

事
業

計
画

が
遂

行
施

行
さ

れ
た

事
案

に
つ

い
て

完
遂

さ
れ

た
す

べ
て

の
項

目
の

開
示

請
求

。
5.

「市
政

だ
よ

り
・2

月
号

」を
み

る
に

、
※

応
募

原
稿

は
返

却
し

ま
せ

ん
。

選
考

書
類

と
し

て
取

扱
い

公
開

や
ほ

か
の

目
的

で
の

使
用

は
し

ま
せ

ん
の

で
、

自
分

の
考

え
を

自
由

に
お

書
き

く
だ

さ
い

と
あ

る
が

1）
今

ま
で

に
、

応
募

原
稿

を
返

却
し

た
り

公
開

し
た

か
ど

う
か

の
わ

か
る

業
務

執
行

記
録

簿
等

の
開

示
請

求

西
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

の
公

募
に

関
し

て
、

今
ま

で
に

応
募

原
稿

を
返

却
し

た
り

、
公

開
し

た
か

ど
う

か
の

わ
か

る
業

務
執

行
記

録
簿

等
。

不
存

在
2
/
2
4

１
．

開
催

さ
れ

た
年

月
日

時
・場

所
・出

席
者

名
・

役
職

名
。

但
し

、
２

・３
・４

に
関

係
す

る
発

言
・議

題
提

議
発

案
等

が
あ

っ
た

も
の

と
す

る
時

の
み

。
2.

懇
話

会
席

上
・氏

名
･公

募
委

員
の

発
言

・議
題

提
議

発
案

等
の

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

会
議

録
等

3.
西

区
役

所
と

し
て

公
募

委
員

の
発

言
・議

題
提

議
発

案
等

に
よ

り
区

の
事

業
計

画
の

中
に

立
案

策
定

さ
れ

た
と

す
る

す
べ

て
の

事
業

項
目

の
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
資

料
等

4.
こ

の
事

業
計

画
が

、
区

の
事

業
と

し
て

ど
の

よ
う

に
施

行
さ

れ
、

そ
の

効
果

と
予

算
執

行
額

等
の

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

資
料

西
区

役
所

区
民

部
総

務
企

画
課

83
6

・平
成

28
年

度
西

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
委

員
名

簿
・平

成
28

年
度

西
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

参
加

管
理

職
等

名
簿

・第
2回

西
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

議
事

録
(要

旨
)

抜
粋

・第
3回

西
区

フ
ェ

ス
タ

「健
康

と
復

興
」実

施
概

要
・平

成
28

年
度

西
区

ま
ち

づ
く

り
事

業
年

間
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
・個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
3条

、
第

5
条

、
第

11
条

・熊
本

市
自

治
基

本
条

例
第

26
条

・熊
本

市
情

報
公

開
条

例
第

7条
第

2号
、

第
6号

開
示

2
/
2
4

3
/
3
1

2/
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5.
2）

熊
本

市
憲

法
・熊

本
自

治
基

本
条

例
(最

高
規

範
性

)第
41

条
　

他
の

条
例

規
則

等
の

制
定

改
廃

、
解

釈
及

び
運

用
に

当
た

っ
て

は
、

こ
の

条
例

に
定

め
る

事
項

を
最

大
限

尊
重

し
整

合
性

を
図

り
ま

す
。

各
種

計
画

の
策

定
、

見
直

し
及

び
運

用
に

お
い

て
も

同
様

と
し

ま
す

。
2市

民
、

市
議

会
及

び
市

長
等

は
こ

の
条

例
を

尊
重

し
本

市
の

自
治

の
推

進
に

努
め

ま
す

。
と

条
例

理
念

を
謡

っ
て

い
る

。
つ

ま
り

(自
治

の
基

本
理

念
)第

3条
(4

)情
報

共
有

、
信

頼
及

び
協

働
に

よ
る

市
政

･ま
ち

づ
く

り
の

推
進

(自
治

運
営

の
基

本
原

則
)第

4条
(1

)情
報

共
有

の
原

則
　

市
政

ま
ち

づ
く

り
に

関
す

る
情

報
を

共
有

す
る

こ
と

。
(3

)協
働

の
原

則
　

協
働

に
よ

り
市

政
・ま

ち
づ

く
り

が
行

わ
れ

る
こ

と
。

の
最

高
規

範
性

・条
例

理
念

が
謡

っ
て

い
る

が
、

「公
開

や
ほ

か
の

目
的

で
の

使
用

は
し

ま
せ

ん
｣と

の
西

区
懇

話
会

公
募

委
員

の
募

集
要

項
を

公
文

書
市

政
だ

よ
り

2月
号

に
記

載
さ

れ
て

い
る

内
容

は
、

熊
本

市
憲

法
・熊

本
市

自
治

基
本

条
例

・条
例

理
念

等
最

高
規

範
性

・条
例

に
抵

触
す

る
内

容
と

思
わ

れ
る

。
西

総
務

第
96

号
諮

問
第

6号
答

申
を

み
て

も
、

熊
本

市
憲

法
・熊

本
市

自
治

基
本

条
例

・
最

高
規

範
性

等
の

条
例

理
念

と
他

の
条

例
・判

例
等

と
の

整
合

性
に

つ
い

て
は

な
ん

ら
審

議
さ

れ
て

お
ら

ず
、

判
例

が
出

た
後

に
も

拘
ら

ず
・熊

本
市

の
別

の
主

幹
課

で
は

公
開

し
て

お
り

、
西

総
企

発
第

12
9号

で
は

・1
）平

成
16

年
に

公
募

応
募

原
稿

を
公

開
し

た
た

め
に

、
そ

の
後

の
同

種
の

事
務

事
業

の
目

的
が

損
な

わ
れ

、
そ

の
適

正
な

執
行

に
支

障
を

及
ぼ

し
た

と
す

る
事

例
等

の
開

示
請

求
に

対
し

て
不

存
在

と
の

事
で

あ
っ

た
。

こ
の

欠
落

内
容

の
答

申
を

根
拠

を
持

っ
て

正
当

性
を

主
張

し
て

い
る

の
で

は
な

い
と

思
う

が
、

熊
本

市
憲

法
・熊

本
市

自
治

基
本

条
例

・最
高

規
範

性
等

の
条

例
理

念
等

に
抵

触
し

な
い

と
す

る
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

・法
的

条
例

等
の

開
示

請
求

。

西
区

役
所

区
民

部
総

務
企

画
課

83
6

・平
成

28
年

度
西

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
委

員
名

簿
・平

成
28

年
度

西
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

参
加

管
理

職
等

名
簿

・第
2回

西
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

議
事

録
(要

旨
)

抜
粋

・第
3回

西
区

フ
ェ

ス
タ

「健
康

と
復

興
」実

施
概

要
・平

成
28

年
度

西
区

ま
ち

づ
く

り
事

業
年

間
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
・個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
3条

、
第

5
条

、
第

11
条

・熊
本

市
自

治
基

本
条

例
第

26
条

・熊
本

市
情

報
公

開
条

例
第

7条
第

2号
、

第
6号

開
示

2
/
2
4

3
/
3
1

2/
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

平
成

27
、

28
年

度
に

亘
り

「南
区

街
づ

く
り

懇
話

会
」が

開
催

さ
れ

、
そ

の
席

上
で

議
論

さ
れ

公
募

委
員

の
発

案
･発

言
に

よ
っ

て
、

南
区

ま
ち

づ
く

り
計

画
が

策
定

さ
れ

、
実

際
に

南
区

事
業

計
画

が
遂

行
施

行
さ

れ
た

事
案

に
つ

い
て

完
遂

さ
れ

た
す

べ
て

の
項

目
の

開
示

請
求

。
5.

「市
政

だ
よ

り
・2

月
号

」を
み

る
に

、
※

応
募

原
稿

は
返

却
し

ま
せ

ん
。

選
考

書
類

と
し

て
取

扱
い

公
開

や
ほ

か
の

目
的

で
の

使
用

は
し

ま
せ

ん
の

で
、

自
分

の
考

え
を

自
由

に
お

書
き

く
だ

さ
い

と
あ

る
が

1）
今

ま
で

に
、

応
募

原
稿

を
返

却
し

た
り

公
開

し
た

か
ど

う
か

の
わ

か
る

業
務

執
行

記
録

簿
等

の
開

示
請

求

南
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

の
公

募
に

関
し

て
、

今
ま

で
に

応
募

原
稿

を
返

却
し

た
り

、
公

開
し

た
か

ど
う

か
の

わ
か

る
業

務
執

行
記

録
簿

等
。

不
存

在
2
/
2
4

１
．

開
催

さ
れ

た
年

月
日

時
・場

所
・出

席
者

名
・

役
職

名
。

但
し

、
２

・３
・４

に
関

係
す

る
発

言
・議

題
提

議
発

案
等

が
あ

っ
た

も
の

と
す

る
時

の
み

。
2.

懇
話

会
席

上
・氏

名
･公

募
委

員
の

発
言

・議
題

発
案

等
の

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

会
議

録
等

3.
南

区
役

所
と

し
て

公
募

委
員

の
発

議
提

案
に

よ
る

事
業

計
画

の
す

べ
て

4.
こ

の
事

業
計

画
が

、
区

の
事

業
と

し
て

ど
の

よ
う

に
施

行
さ

れ
、

そ
の

効
果

と
予

算
執

行
額

等
の

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

資
料

・平
成

27
年

度
南

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
委

員
一

覧
・平

成
28

年
度

南
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

委
員

一
覧

・平
成

27
年

度
第

三
回

南
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

議
事

録
抜

粋
・平

成
27

年
度

第
四

回
南

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
議

事
録

抜
粋

・平
成

28
年

度
第

二
回

南
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

議
事

録
抜

粋
・平

成
28

年
度

南
区

ま
ち

づ
く

り
推

進
事

業
一

覧
・南

区
ま

ち
づ

く
り

推
進

事
業

概
要

(抜
粋

)
・個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
3条

、
第

5
条

、
第

11
条

の
規

定
・熊

本
市

自
治

基
本

条
例

第
26

条
の

規
定

・熊
本

市
情

報
公

開
条

例
第

7条
第

2号
、

第
6号

の
規

定

開
示

83
7

2
/
2
4

3
/
3
1

2/
6

南
区

役
所

区
民

部
総

務
企

画
課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5.
2）

熊
本

市
憲

法
・熊

本
自

治
基

本
条

例
(最

高
規

範
性

)第
41

条
　

他
の

条
例

規
則

等
の

制
定

改
廃

、
解

釈
及

び
運

用
に

当
た

っ
て

は
、

こ
の

条
例

に
定

め
る

事
項

を
最

大
限

尊
重

し
整

合
性

を
図

り
ま

す
。

各
種

計
画

の
策

定
、

見
直

し
及

び
運

用
に

お
い

て
も

同
様

と
し

ま
す

。
2市

民
、

市
議

会
及

び
市

長
等

は
こ

の
条

例
を

尊
重

し
本

市
の

自
治

の
推

進
に

努
め

ま
す

。
と

条
例

理
念

を
謡

っ
て

い
る

。
つ

ま
り

(自
治

の
基

本
理

念
)第

3条
(4

)情
報

共
有

、
信

頼
及

び
協

働
に

よ
る

市
政

･ま
ち

づ
く

り
の

推
進

(自
治

運
営

の
基

本
原

則
)第

4条
(1

)情
報

共
有

の
原

則
　

市
政

ま
ち

づ
く

り
に

関
す

る
情

報
を

共
有

す
る

こ
と

。
(3

)協
働

の
原

則
　

協
働

に
よ

り
市

政
・ま

ち
づ

く
り

が
行

わ
れ

る
こ

と
。

の
最

高
規

範
性

・条
例

理
念

が
謡

っ
て

い
る

が
、

「公
開

や
ほ

か
の

目
的

で
の

使
用

は
し

ま
せ

ん
｣と

の
南

区
懇

話
会

公
募

委
員

の
募

集
要

項
を

公
文

書
市

政
だ

よ
り

2月
号

に
記

載
さ

れ
て

い
る

内
容

は
、

熊
本

市
憲

法
・熊

本
市

自
治

基
本

条
例

・条
例

理
念

等
最

高
規

範
性

・条
例

に
抵

触
す

る
内

容
と

思
わ

れ
る

。
南

総
企

発
第

11
6号

決
定

書
　

審
議

会
の

答
申

を
み

て
も

、
熊

本
市

憲
法

・熊
本

市
自

治
基

本
条

例
・最

高
規

範
性

等
の

条
例

理
念

と
他

の
条

例
・判

例
等

と
の

整
合

性
に

つ
い

て
は

な
ん

ら
審

議
さ

れ
て

お
ら

ず
、

判
例

が
出

た
後

に
も

拘
ら

ず
・熊

本
市

の
別

の
主

幹
課

で
は

公
開

し
て

お
り

、
南

総
企

発
第

14
0号

で
は

・1
）平

成
16

年
に

公
募

応
募

原
稿

を
公

開
し

た
た

め
に

、
そ

の
後

の
同

種
の

事
務

事
業

の
目

的
が

損
な

わ
れ

、
そ

の
適

正
な

執
行

に
支

障
を

及
ぼ

し
た

と
す

る
事

例
等

の
開

示
請

求
に

対
し

て
不

存
在

と
の

事
で

あ
っ

た
。

こ
の

欠
落

内
容

の
答

申
を

根
拠

を
持

っ
て

正
当

性
を

主
張

し
て

い
る

の
で

は
な

い
と

思
う

が
、

熊
本

市
憲

法
・熊

本
市

自
治

基
本

条
例

・最
高

規
範

性
等

の
条

例
理

念
等

に
抵

触
し

な
い

と
す

る
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

・法
的

条
例

等
の

開
示

請
求

。

83
8

2/
7

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

99
号

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

99
号

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
1
4

2
/
2
1

・平
成

27
年

度
南

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
委

員
一

覧
・平

成
28

年
度

南
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

委
員

一
覧

・平
成

27
年

度
第

三
回

南
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

議
事

録
抜

粋
・平

成
27

年
度

第
四

回
南

区
ま

ち
づ

く
り

懇
話

会
議

事
録

抜
粋

・平
成

28
年

度
第

二
回

南
区

ま
ち

づ
く

り
懇

話
会

議
事

録
抜

粋
・平

成
28

年
度

南
区

ま
ち

づ
く

り
推

進
事

業
一

覧
・南

区
ま

ち
づ

く
り

推
進

事
業

概
要

(抜
粋

)
・個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
3条

、
第

5
条

、
第

11
条

の
規

定
・熊

本
市

自
治

基
本

条
例

第
26

条
の

規
定

・熊
本

市
情

報
公

開
条

例
第

7条
第

2号
、

第
6号

の
規

定

開
示

83
7

2
/
2
4

3
/
3
1

2/
6

南
区

役
所

区
民

部
総

務
企

画
課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

83
9

2/
7

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

10
1号

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

10
1号

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
8

2
/
2
7

84
0

2/
7

20
16

/9
/1

5新
設

届
出

○
○

○
○

20
16

/1
0/

17
(仮

称
)新

設
届

出
○

○
○

○
20

16
/1

1/
17

新
設

届
出

○
○

○
○

20
16

/1
1/

25
新

設
届

出
○

○
○

○
20

17
/1

/2
5新

設
届

出
○

○
○

○
の

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

に
係

る
届

出
一

式
の

う
ち

、
基

本
届

出
事

項
に

つ
い

て
記

載
さ

れ
た

概
要

部
分

及
び

添
付

資
料

中
の

周
辺

見
取

図
、

店
舗

の
配

置
図

。

経
済

観
光

局
産

業
部

商
業

金
融

課

20
16

/9
/1

5新
設

届
出

○
○

○
○

20
16

/1
0/

17
(仮

称
)新

設
届

出
○

○
○

○
20

16
/1

1/
17

新
設

届
出

○
○

○
○

20
16

/1
1/

25
新

設
届

出
○

○
○

○
20

17
/1

/2
5新

設
届

出
○

○
○

○
の

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

に
係

る
届

出
一

式
の

う
ち

、
基

本
届

出
事

項
に

つ
い

て
記

載
さ

れ
た

概
要

部
分

及
び

添
付

資
料

中
の

周
辺

見
取

図
、

店
舗

の
配

置
図

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

2
/
1
6

2
/
2
2

84
1

2/
7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-1
28

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-1
28

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
1
3

2
/
1
5

84
2

2/
7

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ部

舗
装

工
事

の
設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
セ

ン
タ

ー
高

規
格

道
路

建
設

推
進

課

一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ

ﾀ
ｰ

線
ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ部

舗
装

工
事

の
設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書

開
示

2
/
1
0

2
/
2
2

84
3

2/
7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

第
S
52

-1
11

号
･全

部
 ・

復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
第

04
-3

05
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

第
S
52

-1
11

号
･全

部
 ・

復
元

協
議

書
・カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
第

04
-3

05
号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
1
3

2
/
1
5

84
4

2/
7

都
市

計
画

事
業

井
芹

川
第

8・
10

排
水

区
浸

水
対

策
施

設
基

本
設

計
外

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

河
川

課

都
市

計
画

事
業

井
芹

川
第

8・
10

排
水

区
浸

水
対

策
施

設
基

本
設

計
外

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
1
0

2
/
1
0

84
5

2/
7

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）谷
尾

崎
高

架
橋

外
詳

細
設

計
業

務
委

託
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
セ

ン
タ

ー
高

規
格

道
路

建
設

推
進

課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）谷
尾

崎
高

架
橋

外
詳

細
設

計
業

務
委

託
の

金
入

設
計

書

開
示

2
/
9

2
/
1
0

84
6

2/
9

平
成

29
年

1月
1日

～
平

成
29

年
1月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

1月
1日

～
平

成
29

年
1月

31
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

2
/
1
3

2
/
1
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

84
7

2/
9

都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

中
央

監
視

制
御

設
備

工
事

(6
8工

区
)の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

中
央

監
視

制
御

設
備

工
事

(6
8工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
1
3

2
/
1
6

郵
送

84
8

2/
9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-5
82

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-5
82

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
1
5

2
/
1
5

84
9

2/
9

・南
区

城
南

町
坂

野
～

舞
原

φ
30

0粍
配

水
管

布
設

工
事

(３
工

区
)

・東
区

尾
ノ

上
２

丁
目

(自
衛

隊
通

り
）付

近
φ

80
0

粍
配

水
管

布
設

替
他

１
件

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

・南
区

城
南

町
坂

野
～

舞
原

φ
30

0粍
配

水
管

布
設

工
事

(３
工

区
)

・東
区

尾
ノ

上
２

丁
目

(自
衛

隊
通

り
）付

近
φ

80
0

粍
配

水
管

布
設

替
他

１
件

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

2
/
1
4

2
/
1
7

85
0

2/
9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-5
45

　
14

-1
00

　
14

-2
30

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

-5
45

　
14

-1
00

　
14

-2
30

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
1
5

2
/
1
7

病
院

名
：○

○
○

○
住

所
：熊

本
市

清
水

亀
井

町
○

-○
上

記
病

院
の

・廃
院

日
・正

式
所

在
地

・正
式

名
称

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

2
/
1
6

2
/
1
7

郵
送

病
院

名
：○

○
○

○
住

所
：熊

本
市

清
水

亀
井

町
○

-○
上

記
病

院
の

医
療

記
録

の
引

継
の

有
無

不
存

在
2
/
1
6

85
2

2/
10

熊
本

市
に

お
け

る
食

品
衛

生
法

に
基

づ
く

許
可

業
種

す
べ

て
の

施
設

一
覧

平
成

28
年

9月
1日

か
ら

平
成

28
年

12
月

31
日

の
間

に
新

規
で

許
可

を
受

け
た

全
業

種
の

施
設

す
べ

て
（す

で
に

廃
業

し
て

い
る

施
設

は
除

く
）

項
目

：店
名

、
店

住
所

、
店

電
話

番
号

、
申

請
者

名
（申

請
者

が
法

人
の

場
合

は
、

法
人

住
所

、
法

人
電

話
番

号
、

法
人

代
表

者
名

）、
許

可
日

、
許

可
満

了
日

、
業

種
、

業
態

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

熊
本

市
に

お
け

る
食

品
衛

生
法

に
基

づ
く

許
可

業
種

す
べ

て
の

施
設

一
覧

平
成

28
年

9月
1日

か
ら

平
成

28
年

12
月

31
日

の
間

に
新

規
で

許
可

を
受

け
た

全
業

種
の

施
設

す
べ

て
（す

で
に

廃
業

し
て

い
る

施
設

は
除

く
）

項
目

：店
名

、
店

住
所

、
店

電
話

番
号

、
申

請
者

名
（申

請
者

が
法

人
の

場
合

は
、

法
人

住
所

、
法

人
電

話
番

号
、

法
人

代
表

者
名

）、
許

可
日

、
許

可
満

了
日

、
業

種
、

業
態

開
示

2
/
1
6

2
/
2
3

郵
送

85
3

2/
10

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

-1
24

、
08

-1
04

、
15

-4
60

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

-1
24

、
08

-1
04

、
15

-4
60

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
1
6

2
/
1
7

85
4

2/
10

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
１

６
年

度
第

39
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
１

６
年

度
第

39
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
1
6

2
/
2
0

85
5

2/
10

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
51

-1
28

･全
部

 ・
カ

ラ
ー

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
51

-1
28

･全
部

 ・
カ

ラ
ー

希
望

開
示

2
/
1
6

2
/
2
4

85
6

2/
13

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

21
-0

9-
18

3、
H

14
-0

2-
43

7
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

21
-0

9-
18

3、
H

14
-0

2-
43

7
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
1
6

2
/
2
1

85
7

2/
13

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-1
42

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-1
42

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
1
6

2
/
2
1

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

医
療

政
策

課
85

1
2/

10

病
院

名
：○

○
○

○
住

所
：熊

本
市

清
水

亀
井

町
○

-○
上

記
病

院
の

・廃
院

日
・正

式
所

在
地

・正
式

名
称

・医
療

記
録

の
引

継
の

有
無
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

85
8

2/
14

国
道

26
6号

(舗
装

)災
害

復
旧

工
事

(そ
の

3)
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課

国
道

26
6号

(舗
装

)災
害

復
旧

工
事

(そ
の

3)
の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
2
3

2
/
2
3

85
9

2/
14

市
道

龍
田

陣
内

2丁
目

第
12

号
線

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
震

災
土

木
施

設
対

策
課

市
道

龍
田

陣
内

2丁
目

第
12

号
線

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
1
7

2
/
1
7

86
0

2/
14

(熊
本

地
震

関
連

)龍
田

西
小

学
校

擁
壁

外
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

(熊
本

地
震

関
連

)龍
田

西
小

学
校

擁
壁

外
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
1
4

2
/
1
5

86
1

2/
14

平
成

28
年

度
平

成
さ

く
ら

支
援

学
校

植
栽

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

施
設

課

平
成

28
年

度
平

成
さ

く
ら

支
援

学
校

植
栽

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
1
4

3
/
1

86
2

2/
14

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
第

12
2号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
第

12
2号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
1
6

2
/
1
7

86
3

2/
15

平
成

28
年

度
健

軍
水

源
地

構
内

樹
木

移
植

等
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

平
成

28
年

度
健

軍
水

源
地

構
内

樹
木

移
植

等
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
1
6

3
/
1

86
4

2/
15

下
記

の
平

成
28

年
度

工
事

の
金

入
り

設
計

書
・水

前
寺

競
技

場
ﾌ
ｨｰ

ﾙ
ﾄﾞ

芝
改

修
工

事
(そ

の
2)

・水
前

寺
江

津
湖

公
園

(神
水

本
町

地
区

）整
備

工
事

・小
楠

公
園

災
害

復
旧

工
事

・花
立

5丁
目

公
園

災
害

復
旧

工
事

・戸
島

南
鶴

公
園

外
2公

園
災

害
復

旧
工

事

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

河
川

公
園

整
備

課

下
記

の
平

成
28

年
度

工
事

の
金

入
り

設
計

書
・水

前
寺

競
技

場
ﾌ
ｨｰ

ﾙ
ﾄﾞ

芝
改

修
工

事
(そ

の
2)

・水
前

寺
江

津
湖

公
園

(神
水

本
町

地
区

）整
備

工
事

・小
楠

公
園

災
害

復
旧

工
事

・花
立

5丁
目

公
園

災
害

復
旧

工
事

・戸
島

南
鶴

公
園

外
2公

園
災

害
復

旧
工

事

開
示

2
/
1
7

3
/
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

86
5

2/
15

下
記

の
平

成
28

年
度

工
事

の
金

入
り

設
計

書
・水

前
寺

江
津

湖
公

園
(広

木
地

区
内

木
橋

復
旧

）災
害

復
旧

工
事

・水
前

寺
江

津
湖

公
園

(出
水

地
区

）災
害

復
旧

工
事

・立
田

古
閑

山
開

公
園

災
害

復
旧

工
事

・稗
田

公
園

災
害

復
旧

工
事

・小
峰

墓
地

災
害

復
旧

工
事

・坪
井

川
緑

地
災

害
復

旧
工

事
・城

の
鼻

公
園

外
2公

園
災

害
復

旧
工

事
・竹

崎
公

園
災

害
復

旧
工

事
・柿

原
公

園
災

害
復

旧
工

事
・水

前
寺

江
津

湖
公

園
(上

江
津

地
区

）災
害

復
旧

工
事

(そ
の

1)
・水

前
寺

江
津

湖
公

園
(上

江
津

地
区

）災
害

復
旧

工
事

(そ
の

2)
・水

前
寺

江
津

湖
公

園
(上

江
津

地
区

）災
害

復
旧

工
事

(そ
の

3)

都
市

建
設

局
土

木
部

震
災

土
木

施
設

対
策

課

下
記

の
平

成
28

年
度

工
事

の
金

入
り

設
計

書
・水

前
寺

江
津

湖
公

園
(広

木
地

区
内

木
橋

復
旧

）災
害

復
旧

工
事

・水
前

寺
江

津
湖

公
園

(出
水

地
区

）災
害

復
旧

工
事

・立
田

古
閑

山
開

公
園

災
害

復
旧

工
事

・稗
田

公
園

災
害

復
旧

工
事

・小
峰

墓
地

災
害

復
旧

工
事

・坪
井

川
緑

地
災

害
復

旧
工

事
・城

の
鼻

公
園

外
2公

園
災

害
復

旧
工

事
・竹

崎
公

園
災

害
復

旧
工

事
・柿

原
公

園
災

害
復

旧
工

事
・水

前
寺

江
津

湖
公

園
(上

江
津

地
区

）災
害

復
旧

工
事

(そ
の

1)
・水

前
寺

江
津

湖
公

園
(上

江
津

地
区

）災
害

復
旧

工
事

(そ
の

2)
・水

前
寺

江
津

湖
公

園
(上

江
津

地
区

）災
害

復
旧

工
事

(そ
の

3)

開
示

2
/
1
7

3
/
1

86
6

2/
15

平
成

28
年

度
塚

原
古

墳
公

園
四

阿
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

城
南

地
域

整
備

室

平
成

28
年

度
塚

原
古

墳
公

園
四

阿
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
1
7

3
/
1

86
7

2/
15

平
成

28
年

度
動

植
物

園
(駐

車
場

)災
害

復
旧

工
事

及
び

動
植

物
園

(植
物

園
施

設
)災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

動
植

物
園

平
成

28
年

度
動

植
物

園
(駐

車
場

)災
害

復
旧

工
事

及
び

動
植

物
園

(植
物

園
施

設
)災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
2
2

3
/
1

86
8

2/
15

下
記

の
平

成
28

年
度

工
事

の
金

入
り

設
計

書
・植

木
中

央
公

園
造

成
そ

の
他

工
事

(1
工

区
)

・植
木

中
央

公
園

造
成

そ
の

他
工

事
(2

工
区

)
・瑞

巌
寺

公
園

災
害

復
旧

工
事

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

河
川

公
園

整
備

課

下
記

の
平

成
28

年
度

工
事

の
金

入
り

設
計

書
・植

木
中

央
公

園
造

成
そ

の
他

工
事

(1
工

区
)

・植
木

中
央

公
園

造
成

そ
の

他
工

事
(2

工
区

)
・瑞

巌
寺

公
園

災
害

復
旧

工
事

開
示

2
/
2
0

3
/
1

86
9

2/
15

平
成

28
年

度
熊

本
地

震
に

伴
う

熊
本

城
櫨

方
門

周
辺

外
1件

石
垣

撤
去

工
事

の
金

入
り

設
計

書
経

済
観

光
局

文
化

・ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ

交
流

部
熊

本
城

調
査

研
究

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

28
年

度
熊

本
地

震
に

伴
う

熊
本

城
櫨

方
門

周
辺

外
1件

石
垣

撤
去

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
1
7

3
/
1

87
0

2/
15

平
成

28
年

度
熊

本
地

震
に

伴
う

熊
本

城
内

県
立

美
術

館
南

側
園

路
工

事
の

金
入

り
設

計
書

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

熊
本

城
総

合
事

務
所

平
成

28
年

度
熊

本
地

震
に

伴
う

熊
本

城
内

県
立

美
術

館
南

側
園

路
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
1
7

3
/
1

87
1

2/
15

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）花
園

高
架

1号
橋

下
部

工
（P

6、
P
7）

工
事

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）花
園

高
架

1号
橋

下
部

工
（P

6、
P
7）

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
1
7

2
/
1
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

87
2

2/
15

熊
本

城
天

守
閣

復
旧

整
備

工
事

(そ
の

1)
の

金
入

り
設

計
書

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

熊
本

城
総

合
事

務
所

取
り

下
げ

87
3

2/
15

竜
神

橋
道

路
計

画
図

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

竜
神

橋
道

路
計

画
図

開
示

2
/
2
8

3
/
6

87
4

2/
15

・(
仮

称
)南

消
防

署
城

南
出

張
所

庁
舎

建
設

機
械

設
備

工
事

・鐙
田

団
地

上
水

道
引

込
工

事
・峠

の
茶

屋
公

園
ﾄｲ

ﾚ
新

築
給

排
水

衛
生

電
気

設
備

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

設
備

課

・(
仮

称
)南

消
防

署
城

南
出

張
所

庁
舎

建
設

機
械

設
備

工
事

・鐙
田

団
地

上
水

道
引

込
工

事
・峠

の
茶

屋
公

園
ﾄｲ

ﾚ
新

築
給

排
水

衛
生

電
気

設
備

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

2
/
2
1

3
/
3

87
5

2/
15

・帯
山

西
小

学
校

受
水

槽
改

修
そ

の
他

工
事

・小
島

小
学

校
受

水
槽

改
修

そ
の

他
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

・帯
山

西
小

学
校

受
水

槽
改

修
そ

の
他

工
事

・小
島

小
学

校
受

水
槽

改
修

そ
の

他
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
1
7

3
/
3

87
6

2/
15

私
の

建
築

物
(平

成
10

年
9月

11
日

確
認

番
号

第
10

12
74

号
)の

完
了

検
査

日
報

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

私
の

建
築

物
(平

成
10

年
9月

11
日

確
認

番
号

第
10

12
74

号
)の

完
了

検
査

日
報

開
示

2
/
2
0

2
/
2
2

87
7

2/
16

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
28

年
11

月
11

日
～

12
月

10
日

届
出

分
）※

建
築

物
に

限
る

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
28

年
11

月
11

日
～

12
月

10
日

届
出

分
）※

建
築

物
に

限
る

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
2
/
2
2

2
/
2
8

87
8

2/
16

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

23
5号

の
計

画
図

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
第

23
5号

の
計

画
図

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
1
6

2
/
1
7

87
9

2/
16

平
成

28
年

9月
1日

か
ら

28
年

12
月

31
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
（可

能
で

あ
れ

ば
、

電
磁

的
記

録
の

交
付

を
希

望
）

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

政
策

課

平
成

28
年

9月
1日

か
ら

28
年

12
月

31
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
（可

能
で

あ
れ

ば
、

電
磁

的
記

録
の

交
付

を
希

望
）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
2
8

3
/
1
3

郵
送

88
0

2/
16

昭
和

59
年

7月
4日

確
認

申
請

番
号

（確
認

番
号

61
3号

）の
仮

使
用

申
請

の
検

査
日

報

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

昭
和

59
年

7月
4日

確
認

申
請

番
号

（確
認

番
号

61
3号

）の
仮

使
用

申
請

の
検

査
日

報

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
2
1

2
/
2
2

88
1

2/
16

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

-4
69

･全
部

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
44

-4
69

･全
部

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
2
1

2
/
2
2

88
2

2/
16

都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

消
化

ガ
ス

発
電

設
備

設
置

工
事

(5
2工

区
)の

入
札

結
果

(技
術

評
価

点
の

点
数

内
訳

）

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

消
化

ガ
ス

発
電

設
備

設
置

工
事

(5
2工

区
)の

入
札

結
果

(技
術

評
価

点
の

点
数

内
訳

）
開

示
2
/
2
7

3
/
6

郵
送

88
3

2/
17

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

96
号

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

96
号

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2
4

2
/
2
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

88
4

2/
17

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

22
年

度
10

-3
58

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

22
年

度
10

-3
58

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
2
1

2
/
2
2

88
5

2/
17

政
務

活
動

費
の

不
適

正
支

出
を

巡
り

、
20

16
年

8
月

の
○

○
○

○
の

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
後

、
発

覚
し

た
6件

（6
人

・5
万

45
35

円
）の

返
還

事
案

の
内

訳
内

訳
の

具
体

的
内

容
は

、
議

員
名

と
金

額
、

支
出

内
容

議
会

事
務

局
総

務
課

20
16

年
8月

の
○

○
○

○
の

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
後

、
政

務
活

動
費

の
返

還
の

あ
っ

た
６

議
員

の
返

還
事

案
の

内
訳

（議
員

名
、

金
額

、
支

出
内

容
）

開
示

2
/
2
2

3
/
6

郵
送

88
6

2/
17

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

77
号

)・
(第

78
号

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

77
号

)・
(第

78
号

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2
7

2
/
2
7

88
7

2/
17

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

-4
95

、
12

-1
76

、
10

-3
19

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
00

-4
95

、
12

-1
76

、
10

-3
19

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
2
1

2
/
2
4

88
8

2/
20

都
市

計
画

道
路

北
環

状
道

路
整

備
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

都
市

計
画

道
路

北
環

状
道

路
整

備
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2
0

2
/
2
7

88
9

2/
20

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

52
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

52
8号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
2
/
2
3

未

89
0

2/
20

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

96
号

）・
(第

99
号

)・
(第

10
1号

)・
(第

11
8号

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

96
号

）・
(第

99
号

)・
(第

10
1号

)・
(第

11
8号

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2
3

未

89
1

2/
20

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

96
号

）の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

96
号

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2
4

2
/
2
7

89
2

2/
20

(熊
本

地
震

関
連

)飽
田

西
小

学
校

・力
合

小
学

校
屋

内
運

動
場

外
壁

ｸ
ﾗ
ｯ
ｸ
そ

の
他

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

(熊
本

地
震

関
連

)飽
田

西
小

学
校

・力
合

小
学

校
屋

内
運

動
場

外
壁

ｸ
ﾗ
ｯ
ｸ
そ

の
他

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2
1

2
/
2
3

89
3

2/
20

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-4
87

、
11

-1
46

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-4
87

、
11

-1
46

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
2
1

2
/
2
2

①
熊

本
市

災
害

弔
慰

金
等

支
給

審
査

委
員

会
が

認
定

し
た

「熊
本

地
震

関
連

死
」の

そ
れ

ぞ
れ

の
死

亡
原

因
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

5号
　

審
議

、
検

討
に

関
す

る
情

報
3
/
1
0

3
/
1
0

②
う

ち
「医

療
機

関
の

機
能

低
下

・停
止

」が
原

因
だ

っ
た

人
は

、
そ

の
医

療
機

関
名

。
不

存
在

3
/
1
0

89
4

2/
20

①
熊

本
市

災
害

弔
慰

金
等

支
給

審
査

委
員

会
が

認
定

し
た

「熊
本

地
震

関
連

死
」の

そ
れ

ぞ
れ

の
死

亡
原

因
。

②
う

ち
「医

療
機

関
の

機
能

低
下

・停
止

」が
原

因
だ

っ
た

人
は

、
そ

の
医

療
機

関
名

。

政
策

局
復

興
部

生
活

再
建

支
援

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

89
5

2/
20

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
51

-0
91

･全
部

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
51

-0
91

･全
部

開
示

2
/
2
3

2
/
2
4

89
6

2/
21

熊
本

市
下

の
ｸ
ﾘｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞ所

一
覧

表
知

り
た

い
情

報
(ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
が

あ
る

場
合

)
１

．
ｸ
ﾘｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞ所

の
名

称
、

所
在

　
2.

廃
止

さ
れ

て
い

る
場

合
は

廃
止

日
　

3.
一

般
ｸ
ﾘｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞ所

、
取

次
店

の
区

分
　

4.
洗

浄
剤

の
区

分
健

康
福

祉
局

保
健

衛
生

部
生

活
衛

生
課

有
3/

23

・平
成

29
年

2月
21

日
現

在
の

ｸ
ﾘｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞ業

法
に

基
づ

く
届

出
事

項
（平

成
4年

以
降

）1
.名

称
2.

廃
止

日
3.

処
理

所
及

び
取

次
所

の
区

分
・ｸ

ﾘｰ
ﾆ

ﾝ
ｸ
ﾞ所

の
ﾄﾞ

ﾗ
ｲ
機

情
報

・使
用

す
る

溶
剤

の
種

類
・熊

本
県

地
下

水
保

全
要

綱
第

7条
に

基
づ

く
届

出
書

（安
全

管
理

計
画

書
及

び
変

更
、

対
象

化
学

物
質

廃
止

報
告

書
。

以
下

「届
出

書
」と

略
）の

写
し

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
2
/
2
3

3
/
2
9

89
7

2/
21

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
52

8号
、

D
-6

･全
部

・協
定

書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
52

8号
、

D
-6

･全
部

・協
定

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
2
/
2
3

2
/
2
4

89
8

2/
21

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

41
7号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

41
7号

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
2
3

2
/
2
7

89
9

2/
21

旅
館

業
法

(昭
和

23
年

法
律

第
13

8号
)第

3条
第

1
項

の
許

可
証

申
請

書
の

控
え

所
在

地
　

熊
本

市
西

区
二

本
木

2丁
目

○
-○

許
可

　
指

令
(生

衛
)第

10
8号

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

次
の

施
設

に
係

る
許

可
申

請
時

の
申

請
書

類
等

一
式

の
写

し
所

在
地

　
熊

本
市

西
区

二
本

木
2丁

目
○

-○
名

　
 称

　
○

○
○

○
許

可
日

　
平

成
23

年
7月

27
日

指
令

（生
衛

）第
10

8号

開
示

3
/
2

3
/
6

90
0

2/
21

①
24

主
資

評
第

19
4号

平
成

24
年

11
月

2日
付

の
資

料
②

24
主

資
評

第
19

4号
平

成
24

年
11

月
2日

付
の

別
添

資
料

③
24

主
資

評
第

19
4号

平
成

24
年

11
月

2日
付

の
回

答
文

書
す

べ
て

、
又

は
主

資
評

第
19

4号
の

回
答

を
取

り
ま

と
め

た
資

料
（東

京
都

主
税

局
資

産
税

部
が

各
市

町
村

宛
に

送
っ

た
資

料
)

財
政

局
税

務
部

課
税

管
理

課

①
24

主
資

評
第

19
4号

平
成

24
年

11
月

2日
付

の
資

料
②

24
主

資
評

第
19

4号
平

成
24

年
11

月
2日

付
の

別
添

資
料

③
24

主
資

評
第

19
4号

平
成

24
年

11
月

2日
付

の
回

答
文

書
す

べ
て

、
又

は
主

資
評

第
19

4号
の

回
答

を
取

り
ま

と
め

た
資

料

開
示

3
/
2

3
/
8

郵
送

90
1

2/
22

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

97
号

）の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

97
号

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2
3

2
/
2
7

90
2

2/
22

天
明

漁
港

水
産

生
産

基
盤

整
備

事
業

既
設

構
造

物
撤

去
工

事
の

金
入

り
設

計
書

農
水

局
農

政
部

水
産

振
興

セ
ン

タ
ー

天
明

漁
港

水
産

生
産

基
盤

整
備

事
業

既
設

構
造

物
撤

去
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
2
7

2
/
2
8

122



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

90
3

2/
22

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）工
事

用
道

路
設

置
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）工
事

用
道

路
設

置
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

2
/
2
8

3
/
2

90
4

2/
22

動
植

物
園

正
面

ｹ
ﾞｰ

ﾄ他
災

害
復

旧
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
経

済
観

光
局

観
光

交
流

部
動

植
物

園

動
植

物
園

正
面

ｹ
ﾞｰ

ﾄ他
災

害
復

旧
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2

未

90
5

2/
22

動
植

物
園

正
面

ｹ
ﾞｰ

ﾄ他
災

害
復

旧
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
経

済
観

光
局

観
光

交
流

部
動

植
物

園

動
植

物
園

正
面

ｹ
ﾞｰ

ﾄ他
災

害
復

旧
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2

3
/
3

90
6

2/
22

特
定

給
食

施
設

一
覧

（申
請

日
現

在
に

お
け

る
最

新
の

も
の

)
項

目
、

施
設

名
、

施
設

所
在

地
、

連
絡

先
、

委
託

先
、

食
数

、
業

種
種

別

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

特
定

給
食

施
設

一
覧

（申
請

日
現

在
に

お
け

る
最

新
の

も
の

)
項

目
、

施
設

名
、

施
設

所
在

地
、

連
絡

先
、

委
託

先
、

食
数

開
示

3
/
1

3
/
1
0

郵
送

90
7

2/
22

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
建

第
83

号
･全

部
・復

元
協

議
書

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
建

第
83

号
･全

部
・復

元
協

議
書

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
2
7

3
/
9

90
8

2/
22

管
渠

長
寿

命
化

対
策

(城
東

F
地

区
外

）管
渠

更
生

工
事

(第
18

-2
82

07
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

管
渠

長
寿

命
化

対
策

(城
東

F
地

区
外

）管
渠

更
生

工
事

(第
18

-2
82

07
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
1

3
/
1

90
9

2/
22

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
42

-2
22

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
42

-2
22

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
2
7

3
/
2

91
0

2/
23

熊
本

市
の

上
・下

水
道

管
へ

結
合

す
る

「私
設

管
」

の
図

面
と

全
関

係
者

が
わ

か
る

資
料

1.
熊

本
市

帯
山

4丁
目

○
-○

・○
-○

他
（○

○
○

○
辺

り
）

2.
公

共
下

水
道

布
設

申
請

書
類

(私
道

)一
式

(熊
本

市
中

央
区

帯
山

4丁
目

○
-○

地
先

）
3.

私
道

に
関

す
る

共
同

排
水

設
備

助
成

金
制

度
を

利
用

し
た

申
請

書
類

一
式

(熊
本

市
中

央
区

帯
山

4丁
目

○
-○

地
先

）

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

計
画

調
整

課

熊
本

市
の

上
・下

水
道

管
へ

結
合

す
る

「私
設

管
」

の
図

面
と

全
関

係
者

が
わ

か
る

資
料

1.
熊

本
市

帯
山

4丁
目

○
-○

・○
-○

他
（○

○
○

○
辺

り
）

2.
公

共
下

水
道

布
設

申
請

書
類

(私
道

)一
式

(熊
本

市
中

央
区

帯
山

4丁
目

○
-○

地
先

）
3.

私
道

に
関

す
る

共
同

排
水

設
備

助
成

金
制

度
を

利
用

し
た

申
請

書
類

一
式

(熊
本

市
中

央
区

帯
山

4丁
目

○
-○

地
先

）

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
2
/
2
8

未

91
1

2/
24

市
道

渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

第
1号

線
函

渠
布

設
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

市
道

渡
鹿

4丁
目

黒
髪

5丁
目

第
1号

線
函

渠
布

設
工

事
(そ

の
2)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2
8

3
/
6

91
2

2/
24

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

-4
29

、
06

-0
51

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

-4
29

、
06

-0
51

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
2
8

3
/
1

91
3

2/
24

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

年
第

13
9号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

年
第

13
9号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
2
/
2
8

3
/
3

123



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

91
4

2/
27

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

53
-0

94
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

53
-0

94
･全

部
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
2
8

3
/
1

91
5

2/
27

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-3
32

、
01

-3
33

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-3
32

、
01

-3
33

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
3
/
2

3
/
3

●
第

14
回

熊
本

駅
周

辺
地

域
ま

ち
づ

く
り

推
進

協
議

会
が

平
成

29
年

2月
6日

(月
)に

開
催

さ
れ

た
と

報
道

さ
れ

た
が

、
そ

の
時

の
会

議
録

等
の

開
示

請
求 1.

熊
本

市
に

よ
る

配
布

資
料

等
に

基
づ

く
各

項
目

毎
の

説
明

議
事

録
等

2.
出

席
者

全
員

に
よ

る
質

疑
応

答
等

の
議

事
録

3.
こ

の
協

議
会

は
、

一
般

市
民

等
の

傍
聴

は
可

能
だ

っ
た

の
か

、
非

公
開

会
合

だ
っ

た
の

か
。

傍
聴

可
能

で
あ

っ
た

な
ら

、
ど

の
よ

う
な

広
報

等
で

一
般

市
民

等
へ

の
情

報
提

供
を

し
た

の
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

、
ま

た
、

非
公

開
で

あ
っ

た
な

ら
、

そ
の

非
公

開
と

す
る

根
拠

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

１
　

第
14

回
熊

本
駅

周
辺

地
域

ま
ち

づ
く

り
推

進
協

議
会

に
お

け
る

、
熊

本
市

に
よ

る
説

明
の

議
事

録 ２
　

協
議

会
の

傍
聴

に
関

し
て

、
ど

の
よ

う
な

広
報

や
情

報
提

供
を

行
っ

た
か

が
わ

か
る

資
料

３
　

公
募

委
員

が
1名

欠
落

し
て

い
る

理
由

が
わ

か
る

資
料

４
　

図
面

か
ら

大
屋

根
が

消
え

て
い

る
理

由
の

根
拠

が
わ

か
る

資
料

５
　

熊
本

駅
白

川
口

駅
前

広
場

に
お

け
る

大
屋

根
の

維
持

管
理

費

不
存

在
3
/
1
4

4.
熊

本
駅

周
辺

地
域

ま
ち

づ
く

り
推

進
協

議
会

・
委

員
構

成
と

し
て

公
募

委
員

(5
名

)市
民

代
表

と
あ

る
が

、
委

員
名

簿
に

は
4名

の
登

録
に

な
っ

て
い

る
が

、
1名

欠
落

と
な

っ
て

い
る

。
そ

の
理

由
の

わ
か

る
資

料
の

開
示

請
求

。
5.

熊
本

駅
白

川
口

駅
前

広
場

ｿ
ﾞｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞ(
案

)の
図

式
を

見
れ

ば
、

1）
森

都
心

プ
ラ

ザ
へ

の
跨

線
橋

(ｴ
ﾚ
ﾍ

ﾞｰ
ﾀ
ｰ

付
）

の
施

設
は

そ
の

ま
ま

残
存

す
る

事
に

な
っ

て
い

る
が

、
市

電
停

留
所

の
大

屋
根

は
撤

去
さ

れ
て

い
る

。
そ

の
撤

去
す

る
理

由
の

根
拠

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2）

跨
線

橋
(ｴ

ﾚ
ﾍ

ﾞｰ
ﾀ
ｰ

付
）施

設
の

新
設

投
資

額
と

年
間

維
持

管
理

費
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

(本
体

と
ｴ

ﾚ
ﾍ

ﾞｰ
ﾀ
ｰ

毎
の

数
値

）
3）

市
電

乗
降

口
・大

屋
根

施
設

の
新

設
投

資
額

と
維

持
管

理
費

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

１
　

第
14

回
熊

本
駅

周
辺

地
域

ま
ち

づ
く

り
推

進
協

議
会

に
お

け
る

、
出

席
者

全
員

の
質

疑
応

答
等

の
議

事
録

２
　

熊
本

駅
白

川
口

駅
前

広
場

に
お

け
る

跨
線

橋
(ｴ

ﾚ
ﾍ

ﾞｰ
ﾀ
ｰ

付
）の

新
設

投
資

額
３

　
熊

本
駅

白
川

口
駅

前
広

場
に

お
け

る
跨

線
橋

(ｴ
ﾚ
ﾍ

ﾞｰ
ﾀ
ｰ

付
）の

年
間

維
持

管
理

費
４

　
熊

本
駅

白
川

口
駅

前
広

場
に

お
け

る
大

屋
根

の
新

設
投

資
額

開
示

3
/
1
4

3
/
3
1

91
7

3/
1

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
S
42

-0
16

、
S
60

-0
68

･全
部

・協
定

書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
S
42

-0
16

、
S
60

-0
68

･全
部

・協
定

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
3

3
/
8

91
8

3/
1

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-2
26

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
02

-2
26

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
3

3
/
6

91
6

2/
28

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

124



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

91
9

3/
1

平
成

29
年

2/
1～

2/
28

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
一

覧
表

。
・施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

年
月

日
・開

設
者

名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

2/
1～

2/
28

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
一

覧
表

。
・施

設
名

称
・施

設
所

在
地

・電
話

番
号

・確
認

年
月

日
・開

設
者

名

開
示

3
/
3

3
/
1
3

郵
送

92
0

3/
1

熊
本

市
い

じ
め

防
止

等
対

策
委

員
会

が
20

17
年

2
月

28
日

に
熊

本
市

教
育

委
員

会
に

提
出

し
た

「熊
本

市
立

中
学

校
に

お
け

る
重

大
事

態
に

係
る

調
査

報
告

書
」

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部
総

合
支

援
課

熊
本

市
い

じ
め

防
止

等
対

策
委

員
会

が
20

17
年

2
月

28
日

に
熊

本
市

教
育

委
員

会
に

報
告

し
た

「熊
本

市
立

中
学

校
に

お
け

る
重

大
事

態
に

係
る

調
査

報
告

書
」

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

6号
　

事
務

事
業

に
関

す
る

情
報

3
/
2
2

4
/
3

92
1

3/
1

東
区

若
葉

1丁
目

(ﾋ
ﾟｱ

ｸ
ﾚ
ｽ
)付

近
φ

15
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

東
区

若
葉

1丁
目

(ﾋ
ﾟｱ

ｸ
ﾚ
ｽ
)付

近
φ

15
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
6

3
/
6

92
2

3/
1

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-1
06

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
39

-1
06

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
3

3
/
1
0

92
3

3/
1

迎
町

交
差

点
北

側
φ

30
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1

件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

迎
町

交
差

点
北

側
φ

30
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1

件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
3

3
/
1
4

92
4

3/
2

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

年
33

1号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
09

年
33

1号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
3

3
/
7

92
5

3/
2

特
定

給
食

施
設

一
覧

（申
請

日
現

在
に

お
け

る
最

新
の

も
の

)
項

目
、

施
設

名
、

施
設

所
在

地
、

連
絡

先
、

委
託

先
、

食
数

、
業

種
種

別

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部
健

康
教

育
課

特
定

給
食

施
設

一
覧

（申
請

日
現

在
に

お
け

る
最

新
の

も
の

)
項

目
、

施
設

名
、

施
設

所
在

地
、

連
絡

先
、

委
託

先
、

食
数

、
業

種
種

別

開
示

3
/
7

3
/
1
0

郵
送

92
6

3/
2

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
54

-1
08

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
54

-1
08

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
6

3
/
1
0

92
7

3/
2

境
界

承
認

書
①

申
請

地
:熊

本
市

西
区

春
日

2丁
目

○
番

、
○

番
○

（西
土

証
第

29
号

)平
成

26
年

6月
20

日
)

②
申

請
地

:熊
本

市
西

区
春

日
2丁

目
○

番
（西

土
証

第
30

号
)平

成
26

年
6月

20
日

)

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

総
務

課

境
界

承
認

書
①

申
請

地
:熊

本
市

西
区

春
日

2丁
目

○
番

、
○

番
○

（西
土

証
第

29
号

)
②

申
請

地
:熊

本
市

西
区

春
日

2丁
目

○
番

（西
土

証
第

30
号

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
1
0

3
/
1
7

92
7-

2
3/

2
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

01
年

第
27

5号
･全

部
・協

定
書

(上
申

書
)・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

年
第

27
5号

･全
部

・協
定

書
(上

申
書

)・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
6

3
/
7

92
8

3/
3

公
園

事
故

に
対

す
る

対
応

ﾏ
ﾆ

ｭ
ｱ

ﾙ
都

市
建

設
局

土
木

部
公

園
課

公
園

事
故

に
対

す
る

対
応

ﾏ
ﾆ

ｭ
ｱ

ﾙ
不

存
在

3
/
3

92
9

3/
3

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

21
9号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
07

年
第

21
9号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
6

3
/
7

93
0

3/
3

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

04
年

第
66

6号
、

07
年

第
15

6号
、

13
年

第
1号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

04
年

第
66

6号
、

07
年

第
15

6号
、

13
年

第
1号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
3
/
7

3
/
1
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

93
1

3/
6

熊
本

市
指

定
保

存
樹

木
指

定
番

号
28

1号
が

指
定

さ
れ

て
い

た
期

間
が

わ
か

る
文

書
環

境
局

環
境

推
進

部
環

境
共

生
課

熊
本

市
指

定
保

存
樹

木
指

定
番

号
28

1号
が

指
定

さ
れ

て
い

た
期

間
が

わ
か

る
文

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2号
　

個
人

情
報

3
/
1
5

3
/
2
9

郵
送

93
2

3/
6

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
48

-1
97

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
48

-1
97

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
7

3
/
1
3

93
3

3/
6

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）2
号

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
新

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

高
規

格
道

路
建

設
推

進
課

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

（池
上

工
区

）2
号

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
新

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
8

3
/
1
0

93
4

3/
7

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

12
年

度
01

-0
59

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

12
年

度
01

-0
59

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
3
/
9

3
/
1
5

93
5

3/
7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
42

-0
99

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

02
-3

38
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
42

-0
99

･全
部

 ・
復

元
協

議
書

・カ
ラ

ー
希

望
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

02
-3

38
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
9

3
/
1
3

93
6

3/
7

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
54

-1
08

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
54

-1
08

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
9

3
/
1
3

93
7

3/
8

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

の
届

出
の

内
、

下
記

の
店

舗
の

周
辺

見
取

図
（1

：2
00

0程
度

）及
び

建
物

配
置

図
・○

○
○

○
・○

○
○

○

経
済

観
光

局
産

業
部

商
業

金
融

課

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

の
届

出
の

内
、

下
記

の
店

舗
の

周
辺

見
取

図
（1

：2
00

0程
度

）及
び

建
物

配
置

図
（1

：5
00

程
度

）
・○

○
○

○
・○

○
○

○

開
示

3
/
1
5

3
/
2
4

郵
送

93
8

3/
8

平
成

29
年

2月
1日

～
平

成
29

年
2月

28
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

29
年

2月
1日

～
平

成
29

年
2月

28
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

項
目

：施
設

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

開
設

者
氏

名
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

3
/
1
3

3
/
1
5

93
9

3/
8

・東
町

中
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

・湖
東

中
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

・東
町

中
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

・湖
東

中
学

校
外

1校
冷

暖
房

設
備

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
1
5

未

126



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

94
0

3/
8

下
記

事
業

者
と

熊
本

市
と

の
間

で
締

結
さ

れ
た

｢
請

負
契

約
｣又

は
｢業

務
委

託
契

約
｣等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
対

象
年

度
：平

成
24

年
～

28
年

度
事

業
者

1.
財

団
法

人
○

○
○

○
　

理
事

　
○

○
○

○
2.

財
団

法
人

○
○

○
○

　
熊

本
支

店
長

　
○

○
○

○ 3.
不

動
産

鑑
定

士
　

○
○

○
○

財
政

局
財

務
部

管
財

課

下
記

事
業

者
と

熊
本

市
と

の
間

で
締

結
さ

れ
た

｢
請

負
契

約
｣又

は
｢業

務
委

託
契

約
｣等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
対

象
年

度
：平

成
24

年
～

28
年

度
事

業
者

1.
財

団
法

人
○

○
○

○
　

理
事

　
○

○
○

○
2.

財
団

法
人

○
○

○
○

　
熊

本
支

店
長

　
○

○
○

○ 3.
不

動
産

鑑
定

士
　

○
○

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
3
/
2
7

4
/
3

郵
送

94
1

3/
8

下
記

事
業

者
と

熊
本

市
と

の
間

で
締

結
さ

れ
た

｢
請

負
契

約
｣又

は
｢業

務
委

託
契

約
｣等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
対

象
年

度
：平

成
24

年
～

28
年

度
事

業
者

1.
財

団
法

人
○

○
○

○
　

理
事

　
○

○
○

○
2.

財
団

法
人

○
○

○
○

　
熊

本
支

店
長

　
○

○
○

○ 3.
不

動
産

鑑
定

士
　

○
○

○
○

財
政

局
税

務
部

納
税

課

財
団

法
人

○
○

○
○

　
熊

本
支

所
と

｢請
負

契
約

｣
又

は
｢業

務
委

託
契

約
｣等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2号
　

個
人

情
報

3
/
1
3

4
/
3

郵
送

94
2

3/
8

下
記

事
業

者
と

熊
本

市
と

の
間

で
締

結
さ

れ
た

｢
請

負
契

約
｣又

は
｢業

務
委

託
契

約
｣等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
対

象
年

度
：平

成
24

年
～

28
年

度
事

業
者

1.
財

団
法

人
○

○
○

○
　

理
事

　
○

○
○

○
2.

財
団

法
人

○
○

○
○

　
熊

本
支

店
長

　
○

○
○

○ 3.
不

動
産

鑑
定

士
　

○
○

○
○

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

新
ﾎ

ｰ
ﾙ

開
設

準
備

室

財
団

法
人

○
○

○
○

　
熊

本
支

所
と

｢請
負

契
約

｣
又

は
｢業

務
委

託
契

約
｣等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
<対

象
年

度
>平

成
24

年
～

28
年

度
<事

業
者

>
財

団
法

人
○

○
○

○
　

熊
本

支
所

長
　

○
○

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
3

4
/
3

郵
送

94
3

3/
8

下
記

事
業

者
と

熊
本

市
と

の
間

で
締

結
さ

れ
た

｢
請

負
契

約
｣又

は
｢業

務
委

託
契

約
｣等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
対

象
年

度
：平

成
24

年
～

28
年

度
事

業
者

1.
財

団
法

人
○

○
○

○
　

理
事

　
○

○
○

○
2.

財
団

法
人

○
○

○
○

　
熊

本
支

店
長

　
○

○
○

○ 3.
不

動
産

鑑
定

士
　

○
○

○
○

経
済

観
光

局
文

化
・ｽ

ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
交

流
部

ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
振

興
課

下
記

事
業

者
と

熊
本

市
と

の
間

で
締

結
さ

れ
た

｢
請

負
契

約
｣又

は
｢業

務
委

託
契

約
｣等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
<対

象
年

度
>平

成
24

年
～

28
年

度
<事

業
者

>
財

団
法

人
○

○
○

○
　

熊
本

支
所

長
　

○
○

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
7

4
/
3

郵
送

127



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

94
4

3/
8

下
記

事
業

者
と

熊
本

市
と

の
間

で
締

結
さ

れ
た

｢
請

負
契

約
｣又

は
｢業

務
委

託
契

約
｣等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
対

象
年

度
：平

成
24

年
～

28
年

度
事

業
者

1.
財

団
法

人
○

○
○

○
　

理
事

　
○

○
○

○
2.

財
団

法
人

○
○

○
○

　
熊

本
支

店
長

　
○

○
○

○ 3.
不

動
産

鑑
定

士
　

○
○

○
○

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

都
心

活
性

推
進

課

下
記

事
業

者
と

熊
本

市
と

の
間

で
締

結
さ

れ
た

｢
請

負
契

約
｣又

は
｢業

務
委

託
契

約
｣等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
<対

象
年

度
>平

成
24

年
～

28
年

度
<事

業
者

>
財

団
法

人
○

○
○

○
　

熊
本

支
所

長
　

○
○

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
3
/
2
2

4
/
3

郵
送

94
5

3/
8

下
記

事
業

者
と

熊
本

市
と

の
間

で
締

結
さ

れ
た

｢
請

負
契

約
｣又

は
｢業

務
委

託
契

約
｣等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
対

象
年

度
：平

成
24

年
～

28
年

度
事

業
者

1.
財

団
法

人
○

○
○

○
　

理
事

　
○

○
○

○
2.

財
団

法
人

○
○

○
○

　
熊

本
支

店
長

　
○

○
○

○ 3.
不

動
産

鑑
定

士
　

○
○

○
○

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

用
地

課

下
記

事
業

者
と

熊
本

市
と

の
間

で
締

結
さ

れ
た

｢
請

負
契

約
｣又

は
｢業

務
委

託
契

約
｣等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
対

象
年

度
：平

成
24

年
～

28
年

度
事

業
者

1.
財

団
法

人
○

○
○

○
　

理
事

　
○

○
○

○
2.

財
団

法
人

○
○

○
○

　
熊

本
支

店
長

　
○

○
○

○ 3.
不

動
産

鑑
定

士
　

○
○

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
3
/
1
5

4
/
3

郵
送

94
6

3/
8

下
記

事
業

者
と

熊
本

市
と

の
間

で
締

結
さ

れ
た

｢
請

負
契

約
｣又

は
｢業

務
委

託
契

約
｣等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
対

象
年

度
：平

成
24

年
～

28
年

度
事

業
者

1.
財

団
法

人
○

○
○

○
　

理
事

　
○

○
○

○
2.

財
団

法
人

○
○

○
○

　
熊

本
支

店
長

　
○

○
○

○ 3.
不

動
産

鑑
定

士
　

○
○

○
○

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

植
木

地
域

整
備

室

下
記

事
業

者
と

熊
本

市
と

の
間

で
締

結
さ

れ
た

｢
請

負
契

約
｣又

は
｢業

務
委

託
契

約
｣等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
対

象
年

度
：平

成
24

年
～

28
年

度
事

業
者

1.
財

団
法

人
○

○
○

○
　

理
事

　
○

○
○

○
2.

財
団

法
人

○
○

○
○

　
熊

本
支

店
長

　
○

○
○

○ 3.
不

動
産

鑑
定

士
　

○
○

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
4

4
/
3

郵
送

94
7

3/
8

下
記

事
業

者
と

熊
本

市
と

の
間

で
締

結
さ

れ
た

｢
請

負
契

約
｣又

は
｢業

務
委

託
契

約
｣等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
対

象
年

度
：平

成
24

年
～

28
年

度
事

業
者

1.
財

団
法

人
○

○
○

○
　

理
事

　
○

○
○

○
2.

財
団

法
人

○
○

○
○

　
熊

本
支

店
長

　
○

○
○

○ 3.
不

動
産

鑑
定

士
　

○
○

○
○

交
通

局
総

務
課

下
記

事
業

者
と

熊
本

市
と

の
間

で
締

結
さ

れ
た

｢
請

負
契

約
｣又

は
｢業

務
委

託
契

約
｣等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
対

象
年

度
：平

成
24

年
～

28
年

度
事

業
者

1.
財

団
法

人
○

○
○

○
　

理
事

　
○

○
○

○
2.

財
団

法
人

○
○

○
○

　
熊

本
支

店
長

　
○

○
○

○ 3.
不

動
産

鑑
定

士
　

○
○

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
3

4
/
3

郵
送

94
8

3/
9

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（保

険
料

等
の

記
載

が
あ

る
面

の
み

)
・平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

29
年

2月
15

日
契

約
分 ・保

険
料

10
万

円
以

上
の

契
約

・民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

政
策

局
総

合
政

策
部

国
際

課

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
29

年
2月

15
日

契
約

の
損

害
保

険
証

券
の

写
し

開
示

3
/
1
7

3
/
2
8

郵
送

128



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

94
9

3/
9

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（保

険
料

等
の

記
載

が
あ

る
面

の
み

)
・平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

29
年

2月
15

日
契

約
分 ・保

険
料

10
万

円
以

上
の

契
約

・民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

財
政

局
財

務
部

管
財

課

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
29

年
2月

15
日

契
約

の
損

害
保

険
証

券
の

写
し

開
示

3
/
1
3

3
/
2
8

郵
送

95
0

3/
9

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（保

険
料

等
の

記
載

が
あ

る
面

の
み

)
・平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

29
年

2月
15

日
契

約
分 ・保

険
料

10
万

円
以

上
の

契
約

・民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

市
民

局
市

民
生

活
部

地
域

活
動

推
進

課

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
29

年
2月

15
日

契
約

の
損

害
保

険
証

券
の

写
し

開
示

3
/
1
0

3
/
2
8

郵
送

95
1

3/
9

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（保

険
料

等
の

記
載

が
あ

る
面

の
み

)
・平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

29
年

2月
15

日
契

約
分 ・保

険
料

10
万

円
以

上
の

契
約

・民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

健
康

福
祉

局
福

祉
部

健
康

福
祉

政
策

課

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
29

年
2月

15
日

契
約

の
損

害
保

険
証

券
の

写
し

不
存

在
3
/
1
4

95
2

3/
9

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（保

険
料

等
の

記
載

が
あ

る
面

の
み

)
・平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

29
年

2月
15

日
契

約
分 ・保

険
料

10
万

円
以

上
の

契
約

・民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

環
境

局
環

境
推

進
部

環
境

共
生

課

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
29

年
2月

15
日

契
約

の
損

害
保

険
証

券
の

写
し

開
示

3
/
1
0

3
/
2
8

郵
送

95
3

3/
9

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（保

険
料

等
の

記
載

が
あ

る
面

の
み

)
・平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

29
年

2月
15

日
契

約
分 ・保

険
料

10
万

円
以

上
の

契
約

・民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

環
境

局
環

境
推

進
部

水
保

全
課

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
29

年
2月

15
日

契
約

の
損

害
保

険
証

券
の

写
し

開
示

3
/
1
0

3
/
2
8

郵
送

95
4

3/
9

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（保

険
料

等
の

記
載

が
あ

る
面

の
み

)
・平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

29
年

2月
15

日
契

約
分 ・保

険
料

10
万

円
以

上
の

契
約

・民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

環
境

局
資

源
循

環
部

東
部

環
境

工
場

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
29

年
2月

15
日

契
約

の
損

害
保

険
証

券
の

写
し

開
示

3
/
1
4

3
/
2
8

郵
送

95
5

3/
9

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（保

険
料

等
の

記
載

が
あ

る
面

の
み

)
・平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

29
年

2月
15

日
契

約
分 ・保

険
料

10
万

円
以

上
の

契
約

・民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

経
済

観
光

局
産

業
部

商
業

金
融

課

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
29

年
2月

15
日

契
約

の
損

害
保

険
証

券
の

写
し

開
示

3
/
1
3

3
/
2
8

郵
送

129



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

95
6

3/
9

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（保

険
料

等
の

記
載

が
あ

る
面

の
み

)
・平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

29
年

2月
15

日
契

約
分 ・保

険
料

10
万

円
以

上
の

契
約

・民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

経
済

観
光

局
産

業
部

競
輪

事
務

所

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
29

年
2月

15
日

契
約

の
損

害
保

険
証

券
の

写
し

開
示

3
/
1
0

3
/
2
8

郵
送

95
7

3/
9

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（保

険
料

等
の

記
載

が
あ

る
面

の
み

)
・平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

29
年

2月
15

日
契

約
分 ・保

険
料

10
万

円
以

上
の

契
約

・民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

熊
本

城
総

合
事

務
所

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
29

年
2月

15
日

契
約

の
損

害
保

険
証

券
の

写
し

開
示

3
/
9

3
/
2
8

郵
送

95
8

3/
9

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（保

険
料

等
の

記
載

が
あ

る
面

の
み

)
・平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

29
年

2月
15

日
契

約
分 ・保

険
料

10
万

円
以

上
の

契
約

・民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

植
木

中
央

土
地

区
画

整
理

事
業

所

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
29

年
2月

15
日

契
約

の
損

害
保

険
証

券
の

写
し

開
示

3
/
1
4

3
/
2
8

郵
送

95
9

3/
9

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（保

険
料

等
の

記
載

が
あ

る
面

の
み

)
・平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

29
年

2月
15

日
契

約
分 ・保

険
料

10
万

円
以

上
の

契
約

・民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
29

年
2月

15
日

契
約

の
損

害
保

険
証

券
の

写
し

開
示

3
/
1
0

3
/
2
8

郵
送

96
0

3/
9

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（保

険
料

等
の

記
載

が
あ

る
面

の
み

)
・平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

29
年

2月
15

日
契

約
分 ・保

険
料

10
万

円
以

上
の

契
約

・民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

都
市

建
設

局
建

築
住

宅
部

建
築

政
策

課

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
29

年
2月

15
日

契
約

の
損

害
保

険
証

券
の

写
し

開
示

3
/
1
5

3
/
2
8

郵
送

96
1

3/
9

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（保

険
料

等
の

記
載

が
あ

る
面

の
み

)
・平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

29
年

2月
15

日
契

約
分 ・保

険
料

10
万

円
以

上
の

契
約

・民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

都
市

建
設

局
土

木
部

土
木

総
務

課

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
29

年
2月

15
日

契
約

の
損

害
保

険
証

券
の

写
し

開
示

3
/
9

3
/
2
8

郵
送

96
2

3/
9

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（保

険
料

等
の

記
載

が
あ

る
面

の
み

)
・平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

29
年

2月
15

日
契

約
分 ・保

険
料

10
万

円
以

上
の

契
約

・民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

総
務

課

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
29

年
2月

15
日

契
約

の
損

害
保

険
証

券
の

写
し

開
示

3
/
1
6

3
/
2
8

郵
送

130



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

96
3

3/
9

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（保

険
料

等
の

記
載

が
あ

る
面

の
み

)
・平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

29
年

2月
15

日
契

約
分 ・保

険
料

10
万

円
以

上
の

契
約

・民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
学

務
課

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
29

年
2月

15
日

契
約

の
損

害
保

険
証

券
の

写
し

開
示

3
/
1
3

3
/
2
8

郵
送

96
4

3/
9

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（保

険
料

等
の

記
載

が
あ

る
面

の
み

)
・平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

29
年

2月
15

日
契

約
分 ・保

険
料

10
万

円
以

上
の

契
約

・民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

交
通

局
電

車
課

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
29

年
2月

15
日

契
約

の
損

害
保

険
証

券
の

写
し

不
存

在
3
/
1
3

96
5

3/
9

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（保

険
料

等
の

記
載

が
あ

る
面

の
み

)
・平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

29
年

2月
15

日
契

約
分 ・保

険
料

10
万

円
以

上
の

契
約

・民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

上
下

水
道

局
総

務
部

総
務

課

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
29

年
2月

15
日

契
約

の
損

害
保

険
証

券
の

写
し

開
示

3
/
1
0

3
/
2
8

郵
送

96
6

3/
9

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（保

険
料

等
の

記
載

が
あ

る
面

の
み

)
・平

成
28

年
4月

1日
～

平
成

29
年

2月
15

日
契

約
分 ・保

険
料

10
万

円
以

上
の

契
約

・民
間

の
保

険
会

社
と

契
約

し
て

い
る

も
の

病
院

局
熊

本
市

民
病

院 事
務

局
総

務
課

平
成

28
年

4月
1日

～
平

成
29

年
2月

15
日

契
約

の
損

害
保

険
証

券
の

写
し

開
示

3
/
2
2

3
/
2
8

郵
送

96
7

3/
9

南
部

送
水

場
場

内
配

管
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

南
部

送
水

場
場

内
配

管
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
1
3

3
/
1
7

96
8

3/
9

迎
町

交
差

点
付

近
φ

30
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1

件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

管
路

維
持

課

迎
町

交
差

点
付

近
φ

30
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1

件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
1
3

3
/
1
7

96
9

3/
9

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

79
号

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
(第

79
号

)の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
1
0

3
/
1
4

97
0

3/
9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
(建

)第
53

号
･全

部
・復

元
協

議
書

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
(建

)第
53

号
･全

部
・復

元
協

議
書

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
1
5

3
/
1
7

97
1

3/
9

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(建

築
物

に
限

る
)

期
間

：H
28

.1
1.

29
～

H
29

.3
.8

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
(建

築
物

に
限

る
)

期
間

：H
28

.1
1.

29
～

H
29

.3
.8

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
3
/
2
3

3
/
3
0

97
2

3/
9

(熊
本

地
震

関
連

)下
益

城
城

南
中

学
校

武
道

場
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

(熊
本

地
震

関
連

)下
益

城
城

南
中

学
校

武
道

場
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
1
0

未
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

97
3

3/
9

植
木

総
合

ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

武
道

場
屋

根
そ

の
他

改
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
経

済
観

光
局

文
化

・ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ

交
流

部
ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
振

興
課

植
木

総
合

ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

武
道

場
屋

根
そ

の
他

改
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
1
7

3
/
1
7

97
4

3/
9

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

年
第

06
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
14

年
第

06
6号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
1
5

3
/
1
7

97
5

3/
9

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-1
23

･全
部

 ・
カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

-3
2

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
45

-1
23

･全
部

 ・
カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
10

-3
2

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

1号
　

法
令

秘
情

報
2号

　
個

人
情

報
3号

　
法

人
等

情
報

6号
　

事
務

事
業

に
関

す
る

情
報

3
/
1
5

3
/
2
1

97
6

3/
9

・砂
取

小
学

校
第

29
棟

渡
り

廊
下

復
旧

そ
の

他
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

・（
熊

本
地

震
関

連
）託

麻
中

学
校

屋
内

運
動

場
水

平
ﾌ
ﾞﾚ

ｰ
ｽ
そ

の
他

復
旧

工
事

・井
芹

中
学

校
屋

内
運

動
場

西
面

及
び

南
面

屋
根

改
修

工
事

（そ
の

2）
・北

部
中

学
校

防
球

ネ
ッ

ト
そ

の
他

移
設

工
事

・隈
庄

小
学

校
防

球
ネ

ッ
ト
そ

の
他

改
修

工
事

・（
熊

本
地

震
関

連
）城

西
中

学
校

・三
和

中
学

校
外

塀
復

旧
工

事
・（

熊
本

地
震

関
連

）託
麻

原
小

学
校

（北
側

）C
B

塀
改

修
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

・砂
取

小
学

校
第

29
棟

渡
り

廊
下

復
旧

そ
の

他
工

事
【余

裕
工

期
あ

り
】

・（
熊

本
地

震
関

連
）託

麻
中

学
校

屋
内

運
動

場
水

平
ﾌ
ﾞﾚ

ｰ
ｽ
そ

の
他

復
旧

工
事

・井
芹

中
学

校
屋

内
運

動
場

西
面

及
び

南
面

屋
根

改
修

工
事

（そ
の

2）
・北

部
中

学
校

防
球

ネ
ッ

ト
そ

の
他

移
設

工
事

・隈
庄

小
学

校
防

球
ネ

ッ
ト
そ

の
他

改
修

工
事

・（
熊

本
地

震
関

連
）城

西
中

学
校

・三
和

中
学

校
外

塀
復

旧
工

事
・（

熊
本

地
震

関
連

）託
麻

原
小

学
校

（北
側

）C
B

塀
改

修
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
1
5

4
/
1
7

97
7

3/
9

・動
植

物
園

管
理

事
務

所
他

災
害

復
旧

工
事

・動
植

物
園

ﾃ
ﾞｨ

ｽ
ｸ
ｵ

ｰ
他

1基
解

体
撤

去
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

経
済

観
光

局
観

光
交

流
部

動
植

物
園

・動
植

物
園

管
理

事
務

所
他

災
害

復
旧

工
事

・動
植

物
園

ﾃ
ﾞｨ

ｽ
ｸ
ｵ

ｰ
他

1基
解

体
撤

去
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
1
5

4
/
1
7

97
8

3/
9

木
原

浄
水

場
外

6件
解

体
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
維

持
管

理
部

水
運

用
課

木
原

浄
水

場
外

6件
解

体
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
1
4

4
/
1
7

97
9

3/
9

平
成

28
年

度
熊

本
地

震
富

合
町

国
町

地
区

他
水

路
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

農
水

局
農

政
部

南
農

業
振

興
課

平
成

28
年

度
熊

本
地

震
富

合
町

国
町

地
区

他
水

路
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
1
3

4
/
1
7

98
0

3/
9

市
道

梶
尾

町
第

52
号

線
他

4路
線

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
震

災
土

木
施

設
対

策
課

市
道

梶
尾

町
第

52
号

線
他

4路
線

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
1
3

4
/
1
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

98
1

3/
9

下
記

事
業

者
と

熊
本

市
と

の
間

で
締

結
さ

れ
た

｢
請

負
契

約
｣又

は
｢業

務
委

託
契

約
｣等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
対

象
年

度
：平

成
24

年
～

28
年

度
事

業
者

1.
財

団
法

人
○

○
○

○
　

理
事

　
○

○
○

○
2.

財
団

法
人

○
○

○
　

熊
本

支
店

長
　

○
○

○
○

3.
不

動
産

鑑
定

士
　

○
○

○
○

経
済

観
光

局
産

業
部

企
業

立
地

推
進

室

下
記

事
業

者
と

熊
本

市
と

の
間

で
締

結
さ

れ
た

｢
請

負
契

約
｣又

は
｢業

務
委

託
契

約
｣等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
対

象
年

度
：平

成
24

年
～

28
年

度
事

業
者

1.
財

団
法

人
○

○
○

○
　

理
事

　
○

○
○

○
2.

財
団

法
人

○
○

○
　

熊
本

支
店

長
　

○
○

○
○

3.
不

動
産

鑑
定

士
　

○
○

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
4

4
/
3

郵
送

98
2

3/
10

帯
山

中
学

校
擁

壁
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

帯
山

中
学

校
擁

壁
災

害
復

旧
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
1
5

4
/
5

98
3

3/
10

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

年
第

08
3号

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
40

年
第

08
3号

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
1
6

3
/
1
7

98
4

3/
10

託
麻

北
部

線
の

供
用

済
み

区
間

（立
田

町
弓

削
交

差
点

南
側

延
長

約
40

0m
）に

つ
い

て
完

成
後

の
道

路
・歩

道
形

状
お

よ
び

周
辺

道
路

と
の

接
続

が
把

握
で

き
る

平
面

図

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

託
麻

北
部

線
の

供
用

済
み

区
間

に
つ

い
て

完
成

後
の

道
路

・歩
道

形
状

お
よ

び
周

辺
道

路
と

の
接

続
が

把
握

で
き

る
平

面
図

開
示

3
/
1
3

3
/
2
7

郵
送

98
5

3/
10

・平
成

29
年

3月
頃

供
用

予
定

　
上

熊
本

駅
西

口
広

場
（上

熊
本

駅
西

口
線

）の
事

業
に

伴
い

開
通

す
る

ロ
ー

タ
リ

ー
お

よ
び

道
路

に
つ

い
て

完
成

後
の

道
路

・歩
道

形
状

お
よ

び
周

辺
道

路
と

の
接

続
が

把
握

で
き

る
平

面
図

・平
成

29
年

3月
頃

供
用

予
定

　
都

市
計

画
道

路
上

熊
本

法
成

寺
線

（延
長

約
1.

0k
m

）に
つ

い
て

完
成

後
の

道
路

・歩
道

形
状

お
よ

び
周

辺
道

路
と

の
接

続
が

把
握

で
き

る
平

面
図

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

・平
成

29
年

3月
頃

供
用

予
定

　
上

熊
本

駅
西

口
広

場
（上

熊
本

駅
西

口
線

）の
事

業
に

伴
い

開
通

す
る

ロ
ー

タ
リ

ー
お

よ
び

道
路

に
つ

い
て

完
成

後
の

道
路

・歩
道

形
状

お
よ

び
周

辺
道

路
と

の
接

続
が

把
握

で
き

る
平

面
図

・平
成

29
年

3月
頃

供
用

予
定

　
都

市
計

画
道

路
上

熊
本

法
成

寺
線

（延
長

約
1.

0k
m

）に
つ

い
て

完
成

後
の

道
路

・歩
道

形
状

お
よ

び
周

辺
道

路
と

の
接

続
が

把
握

で
き

る
平

面
図

開
示

3
/
1
4

3
/
2
7

郵
送

98
6

3/
10

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

42
年

度
　

S4
2-

09
3

･全
部

 ・
カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
20

年
度

　
09

-0
31

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

昭
和

42
年

度
　

S4
2-

09
3

･全
部

 ・
カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
平

成
20

年
度

　
09

-0
31

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
1
6

3
/
1
7

98
7

3/
10

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
細

工
町

線
舗

装
等

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
細

工
町

線
舗

装
等

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
1

3
/
2
2

98
8

3/
10

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
（第

11
6号

）の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
（第

11
6号

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
1
4

3
/
2
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

98
9

3/
10

平
成

28
年

度
の

初
級

（高
等

程
度

）採
用

試
験

の
事

務
職

、
学

校
事

務
職

、
技

術
職

（土
木

、
機

械
、

電
気

）、
消

防
職

、
救

急
救

命
士

の
一

次
合

格
及

び
二

次
合

格
の

最
低

点

人
事

委
員

会
事

務
局

平
成

28
年

度
の

初
級

（高
等

程
度

）採
用

試
験

の
事

務
職

、
学

校
事

務
職

、
技

術
職

（土
木

、
機

械
、

電
気

）、
消

防
職

、
救

急
救

命
士

の
一

次
合

格
及

び
二

次
合

格
の

最
低

点

開
示

3
/
1
5

4
/
3

99
0

3/
13

秋
津

地
区

水
路

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
農

水
局

農
政

部
東

農
業

振
興

課

秋
津

地
区

水
路

災
害

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
1
6

3
/
2
2

99
1

3/
13

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

40
7号

、
12

年
第

14
9号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

年
第

40
7号

、
12

年
第

14
9号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
1
6

3
/
1
7

99
2

3/
14

都
市

計
画

事
業

中
部

汚
水

1号
幹

線
及

び
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(6

23
0工

区
)の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

中
部

汚
水

1号
幹

線
及

び
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(6

23
0工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
3
1

4
/
3

99
3

3/
14

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
第

32
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
03

年
第

32
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
1
6

3
/
1
7

99
4

3/
14

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
S
43

-1
92

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
S
43

-1
92

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
3
/
1
6

3
/
1
7

99
5

3/
14

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
B

－
1　

2-
19

8
･全

部
・協

定
書

・白
黒

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
B

－
1　

2-
19

8
･全

部
・協

定
書

・白
黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
1
7

3
/
2
3

99
6

3/
14

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

11
-9

9-
18

5、
H

25
-1

3-
05

9
･全

部
・協

定
書

・白
黒

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

11
-9

9-
18

5、
H

25
-1

3-
05

9
･全

部
・協

定
書

・白
黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
1
7

3
/
2
3

99
7

3/
14

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
(建

)第
12

4号
･全

部
・復

元
協

議
書

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

熊
本

県
指

令
(建

)第
12

4号
･全

部
・復

元
協

議
書

 ・
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
2
1

3
/
2
2

99
8

3/
15

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

22
-1

0-
37

3
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
H

22
-1

0-
37

3
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
2
1

3
/
2
3

99
9

3/
15

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
第

42
号

･全
部

・協
定

書
・白

黒

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
15

年
第

42
号

･全
部

・協
定

書
・白

黒
開

示
3
/
2
1

3
/
2
9

10
00

3/
15

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
48

-1
22

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
48

-1
22

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
2

3
/
2
4

10
01

3/
16

南
区

南
高

江
6丁

目
○

番
付

近
φ

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

5件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

南
区

南
高

江
6丁

目
○

番
付

近
φ

75
・5

0粍
配

水
管

布
設

替
他

5件
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
2
2

3
/
2
7

10
02

3/
16

南
区

城
南

町
築

地
（築

地
公

民
館

）付
近

φ
10

0
粍

配
水

管
布

設
替

他
2件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

南
区

城
南

町
築

地
（築

地
公

民
館

）付
近

φ
10

0
粍

配
水

管
布

設
替

他
2件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
2

3
/
2
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

10
03

3/
16

西
区

横
手

1丁
目

付
近

φ
15

0・
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
水

道
整

備
課

西
区

横
手

1丁
目

付
近

φ
15

0・
75

・5
0粍

配
水

管
布

設
替

他
1件

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
1
7

3
/
2
7

10
04

3/
16

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
28

年
12

月
11

日
～

平
成

29
年

1月
10

日
届

出
分

）※
建

築
物

に
限

る

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3号
（平

成
28

年
12

月
11

日
～

平
成

29
年

1月
10

日
届

出
分

）※
建

築
物

に
限

る

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
3
/
2
3

4
/
4

10
05

3/
17

熊
本

市
東

区
新

生
1丁

目
○

に
所

在
し

た
建

物
の

自
費

解
体

費
用

の
償

還
金

交
付

決
定

額
の

内
訳

が
わ

か
る

書
類

(受
付

番
号

16
12

24
75

4）

環
境

局
資

源
循

環
部

震
災

廃
棄

物
対

策
課

熊
本

市
東

区
新

生
1丁

目
○

に
所

在
し

た
建

物
の

自
費

解
体

費
用

の
償

還
金

交
付

決
定

額
の

内
訳

が
わ

か
る

書
類

(受
付

番
号

16
12

24
75

4）
開

示
3
/
2
3

3
/
2
4

10
06

3/
17

下
記

事
業

者
と

熊
本

市
と

の
間

で
締

結
さ

れ
た

「請
負

契
約

」又
は

「業
務

委
託

契
約

書
」等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
（対

象
年

度
）平

成
24

年
～

28
年

度
（事

業
者

）
1.

税
理

士
法

人
○

○
○

○
代

表
○

○
○

○
2.

同
上

社
員

税
理

士
○

○
○

○
（○

○
○

○
）

3.
（有

）○
○

○
○

代
表

取
締

役
○

○
○

○
又

は
、

上
記

3事
業

者
が

熊
本

市
契

約
政

策
課

に
業

者
登

録
し

て
あ

る
こ

と
が

わ
か

る
文

書
。

総
務

局
契

約
管

理
部

契
約

政
策

課

下
記

事
業

者
と

熊
本

市
と

の
間

で
締

結
さ

れ
た

「請
負

契
約

」又
は

「業
務

委
託

契
約

書
」等

の
写

し
、

及
び

同
契

約
に

基
づ

き
熊

本
市

が
支

払
っ

た
費

用
の

明
細

の
写

し
（対

象
年

度
）平

成
24

年
～

28
年

度
（事

業
者

）
1.

税
理

士
法

人
○

○
○

○
代

表
○

○
○

○
2.

同
上

社
員

税
理

士
○

○
○

○
（○

○
○

○
）

3.
（有

）○
○

○
○

代
表

取
締

役
○

○
○

○
又

は
、

上
記

3事
業

者
が

熊
本

市
契

約
政

策
課

に
業

者
登

録
し

て
あ

る
こ

と
が

わ
か

る
文

書
。

不
存

在
3
/
2
1

10
07

3/
17

（対
象

年
度

）平
成

24
年

～
28

年
度

（事
業

者
）

1.
税

理
士

法
人

○
○

○
○

代
表

○
○

○
○

2.
同

上
社

員
税

理
士

○
○

○
○

（○
○

○
○

）
3.

（有
）○

○
○

○
代

表
取

締
役

○
○

○
○

相
手

方
登

録
情

報
に

お
い

て
、

上
記

業
者

の
内

容
が

記
載

さ
れ

て
い

る
部

分
の

開
示

請
求

。

会
計

総
室

（対
象

年
度

）平
成

24
年

～
28

年
度

（事
業

者
）

1.
税

理
士

法
人

○
○

○
○

代
表

○
○

○
○

2.
同

上
社

員
税

理
士

○
○

○
○

（○
○

○
○

）
3.

（有
）○

○
○

○
代

表
取

締
役

○
○

○
○

相
手

方
登

録
情

報
に

お
い

て
、

上
記

業
者

の
内

容
が

記
載

さ
れ

て
い

る
部

分
の

開
示

請
求

。

不
存

在
3
/
2
1

10
08

3/
17

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

年
第

29
4号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
12

年
第

29
4号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
2
2

3
/
2
8

10
09

3/
17

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

57
2号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

57
2号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
3
/
2
2

未

10
10

3/
17

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
54

-1
08

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
54

-1
08

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
2
7

4
/
5

10
11

3/
21

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
04

-0
24

、
S4

5-
09

9、
S
35

-0
20

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
04

-0
24

、
S4

5-
09

9、
S
35

-0
20

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
3
/
2
7

3
/
2
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

10
12

3/
22

熊
本

市
に

お
け

る
食

品
衛

生
法

に
基

づ
く

許
可

業
種

す
べ

て
の

施
設

一
覧

平
成

29
年

1月
1日

か
ら

平
成

29
年

2月
28

日
の

間
に

新
規

で
許

可
を

受
け

た
全

業
種

の
施

設
す

べ
て

（す
で

に
廃

業
し

て
い

る
施

設
は

除
く

）
項

目
：店

名
、

店
住

所
、

店
電

話
番

号
、

申
請

者
名

（申
請

者
が

法
人

の
場

合
は

、
法

人
住

所
、

法
人

電
話

番
号

、
法

人
代

表
者

名
）、

許
可

日
、

許
可

満
了

日
、

業
種

、
業

態

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

食
品

保
健

課

熊
本

市
に

お
け

る
食

品
衛

生
法

に
基

づ
く

許
可

業
種

す
べ

て
の

施
設

一
覧

平
成

29
年

1月
1日

か
ら

平
成

29
年

2月
28

日
の

間
に

新
規

で
許

可
を

受
け

た
全

業
種

の
施

設
す

べ
て

（す
で

に
廃

業
し

て
い

る
施

設
は

除
く

）
項

目
：店

名
、

店
住

所
、

店
電

話
番

号
、

申
請

者
名

（申
請

者
が

法
人

の
場

合
は

、
法

人
住

所
、

法
人

電
話

番
号

、
法

人
代

表
者

名
）、

許
可

日
、

許
可

満
了

日
、

業
種

、
業

態

開
示

3
/
2
7

4
/
4

郵
送

10
13

3/
22

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
58

-0
38

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

カ
ラ

ー
希

望
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

02
年

第
18

8号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
58

-0
38

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

カ
ラ

ー
希

望
■

道
路

の
判

定
判

定
番

号
　

02
年

第
18

8号
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
2
7

4
/
3

10
14

3/
23

熊
本

市
内

全
域

の
理

容
所

･美
容

所
の

下
記

情
報 最

初
の

許
可

年
月

日
を

問
わ

ず
、

現
在

営
業

中
で

あ
る

既
存

全
施

設
の

開
設

確
認

書
に

係
る

下
記

項
目

①
営

業
所

名
（屋

号
）②

営
業

所
在

地
③

営
業

所
電

話
番

号
④

営
業

者
（申

請
者

）氏
名

⑤
代

表
者

氏
名

（営
業

が
法

人
の

場
合

に
限

る
）⑥

最
初

の
開

設
年

月
日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

熊
本

市
内

全
域

の
理

容
所

･美
容

所
の

下
記

情
報 最

初
の

許
可

年
月

日
を

問
わ

ず
、

現
在

営
業

中
で

あ
る

既
存

全
施

設
の

開
設

確
認

書
に

係
る

下
記

項
目

①
営

業
所

名
（屋

号
）②

営
業

所
在

地
③

営
業

所
電

話
番

号
④

営
業

者
（申

請
者

）氏
名

⑤
代

表
者

氏
名

（営
業

が
法

人
の

場
合

に
限

る
）⑥

最
初

の
開

設
年

月
日

開
示

3
/
2
8

4
/
6

郵
送

10
15

3/
23

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

18
9号

、
16

年
第

20
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
04

年
第

18
9号

、
16

年
第

20
7号

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
2
7

3
/
3
0

10
16

3/
23

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

-0
90

、
H

10
-0

22
･全

部
・復

元
協

議
書

 ・
カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-3
95

（平
成

13
年

）
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
47

-0
90

、
H

10
-0

22
･全

部
・復

元
協

議
書

 ・
カ

ラ
ー

希
望

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
01

-3
95

（平
成

13
年

）
･全

部
・協

定
書

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
2
8

4
/
5

10
17

3/
23

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
50

-1
01

、
S
51

-1
08

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
50

-1
01

、
S
51

-1
08

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
2
8

3
/
2
9

10
18

3/
23

一
般

県
道

戸
島

熊
本

線
(長

嶺
南

工
区

)舗
装

補
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

一
般

県
道

戸
島

熊
本

線
(長

嶺
南

工
区

)舗
装

補
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
8

4
/
3

10
19

3/
23

平
成

28
年

度
画

図
小

学
校

屋
内

運
動

場
天

井
落

下
防

止
対

策
工

事
の

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

平
成

28
年

度
画

図
小

学
校

屋
内

運
動

場
天

井
落

下
防

止
対

策
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
2
7

3
/
2
8

136



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

10
20

3/
23

（熊
本

地
震

関
連

）桜
木

東
小

学
校

（校
舎

）ﾗ
ﾝ

ﾁ
ﾙ

ｰ
ﾑ

天
井

そ
の

他
復

旧
工

事
（そ

の
2）

の
金

入
り

設
計

書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

（熊
本

地
震

関
連

）桜
木

東
小

学
校

（校
舎

）ﾗ
ﾝ

ﾁ
ﾙ

ｰ
ﾑ

天
井

そ
の

他
復

旧
工

事
（そ

の
2）

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
7

3
/
2
8

10
21

3/
23

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
B

-1
　

12
-1

98
･全

部
・協

定
書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
B

-1
　

12
-1

98
･全

部
・協

定
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
2
8

3
/
2
8

10
22

3/
27

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
46

-0
85

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
46

-0
85

･全
部

・ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2号
　

個
人

情
報

3号
　

法
人

等
情

報
3
/
3
1

4
/
1
0

10
23

3/
27

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
36

-0
75

、
S
38

-0
11

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
36

-0
75

、
S
38

-0
11

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2号

　
個

人
情

報
3
/
3
1

4
/
6

10
24

3/
27

（熊
本

地
震

関
連

）城
南

中
学

校
校

舎
沈

下
そ

の
他

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

施
設

課

（熊
本

地
震

関
連

）城
南

中
学

校
校

舎
沈

下
そ

の
他

復
旧

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
9

3
/
3
0

10
25

3/
28

国
道

50
1号

（近
津

工
区

）舗
装

補
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
セ

ン
タ

ー
道

路
課

国
道

50
1号

（近
津

工
区

）舗
装

補
修

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
3
1

4
/
5

10
26

3/
28

亀
井

水
源

地
～

立
田

山
配

水
地

φ
50

0粍
送

水
管

布
設

替
他

2件
工

事
（1

工
区

）平
成

26
年

度
工

事
変

更
設

計
書

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

亀
井

水
源

地
～

立
田

山
配

水
地

φ
50

0粍
送

水
管

布
設

替
他

2件
工

事
（1

工
区

）平
成

26
年

度
工

事
変

更
設

計
書

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
3
0

4
/
1
1

10
27

3/
29

・植
木

中
央

公
園

造
成

そ
の

他
工

事
（1

工
区

）
（H

28
)

・植
木

中
央

公
園

造
成

そ
の

他
工

事
（2

工
区

）
（H

28
)

上
記

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

セ
ン

タ
ー

河
川

公
園

整
備

課

・植
木

中
央

公
園

造
成

そ
の

他
工

事
（1

工
区

）
（H

28
)

・植
木

中
央

公
園

造
成

そ
の

他
工

事
（2

工
区

）
（H

28
)

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

3
/
3
0

4
/
4

10
28

3/
29

主
要

地
方

道
熊

本
益

城
大

津
線

（東
工

区
）舗

装
補

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

主
要

地
方

道
熊

本
益

城
大

津
線

（東
工

区
）舗

装
補

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
3
1

4
/
1
8

10
29

3/
29

西
部

地
区

道
路

舗
装

災
害

復
旧

工
事

（そ
の

3）
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

西
部

地
区

道
路

舗
装

災
害

復
旧

工
事

（そ
の

3）
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
3
1

4
/
1
8

10
30

3/
29

西
部

地
区

道
路

舗
装

災
害

復
旧

工
事

（そ
の

5）
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

セ
ン

タ
ー

道
路

課

西
部

地
区

道
路

舗
装

災
害

復
旧

工
事

（そ
の

5）
の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
1
3

4
/
1
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

10
31

3/
29

都
市

計
画

事
業

大
和

広
住

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

22
8工

区
）の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

大
和

広
住

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（6

22
8工

区
）の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
3
0

4
/
3

10
32

3/
29

北
区

植
木

町
平

野
国

道
3号

線
植

木
ﾊ

ﾞｲ
ﾊ

ﾟｽ
付

近
φ

15
0・

10
0粍

配
水

管
布

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

水
道

整
備

課

北
区

植
木

町
平

野
国

道
3号

線
植

木
ﾊ

ﾞｲ
ﾊ

ﾟｽ
付

近
φ

15
0・

10
0粍

配
水

管
布

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
4

4
/
1
8

10
33

3/
29

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

-4
58

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
の

判
定

判
定

番
号

　
16

-4
58

･全
部

・協
定

書
・ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
3
1

4
/
3

10
34

3/
30

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
1月

27
日

～
20

17
年

3月
28

日

健
康

福
祉

局
保

健
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

期
間

内
に

新
規

で
開

設
届

を
提

出
さ

れ
た

理
美

容
店

の
一

覧
表

項
目

：店
舗

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

期
間

：2
01

7年
1月

27
日

～
20

17
年

3月
28

日

開
示

4
/
1
0

4
/
1
2

10
35

3/
30

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
28

-0
32

（平
成

29
年

3月
15

日
）

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

H
28

-0
32

（平
成

29
年

3月
15

日
）

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
/
3
1

4
/
3

10
38

3/
30

都
市

計
画

事
業

舞
尾

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
23

2工
区

）の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

舞
尾

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（6
23

2工
区

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
4
/
5

4
/
1
0

10
40

3/
30

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
（第

74
号

）の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

整
備

部
下

水
道

整
備

課

下
水

道
災

害
復

旧
工

事
（第

74
号

）の
金

入
り

設
計

書
開

示
4
/
5

4
/
2
7

10
41

3/
31

海
底

構
造

物
（攪

拌
ブ

ロ
ッ

ク
）及

び
淡

水
防

止
柵

（支
柱

）設
置

工
事

の
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
整

備
部

計
画

調
整

課

海
底

構
造

物
（攪

拌
ブ

ロ
ッ

ク
）及

び
淡

水
防

止
柵

（支
柱

）設
置

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

4
/
5

4
/
1
0

10
42

3/
31

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
46

-0
07

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

■
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
　

S
46

-0
07

･全
部

・復
元

協
議

書
 ・

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

4
/
3

4
/
6
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

1 4/4
平成27年4月1日から平成28年4月4日まで
の私の住民票関係請求書 不存在

市民局
市民生活部
地域政策課

4/13

2 4/4
平成27年4月1日から平成28年4月4日まで
の私の戸籍関係請求書 開示

市民局
市民生活部
地域政策課

4/13 4/20

3 4/4

平成16年以降、私が○○○病院について
相談した内容や相談を受けて処理した内容
がわかる文章、記録 一部開示

2号　評価診断等情
報
5号　国等協力関係
情報
6号　第三者情報

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

5/18 5/19

亡母の介護給付の内容
(平成20年1月～平成20年7月）

不存在 4/21

亡母の介護給付の内容
(平成20年8月～平成24年3月）

開示 4/21
4/27
郵送

5 5/11

平成28年○月○日午前○時○分頃熊本市
西区○○において発生した住宅災害に関
する消防調査書のすべて。 一部開示

4号　公共の安全情
報
5号　国等協力関係
情報
6号　第三者情報

消防局
総務部
総務課

6/10
6/20
郵送

6 5/18

平成28年○月○日にこころの健康ｾﾝﾀｰで
行った私に関する相談記録

開示

健康福祉局
障がい者支援
部
心の健康ｾﾝ
ﾀｰ

6/1
6/21
郵送

7 5/19
平成26年○月○日に発生した、熊本市北区
○○の我が家の火災の火災損害調査書 開示

消防局
総務部
総務課

5/31 6/17

8 5/30

亡母の要支援・要介護の等級等の変更がわ
かる書類

開示

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

6/17 7/4

9 5/31
平成27年4月14日から平成28年5月31日ま
での私の印鑑登録証明書交付請求書 開示

市民局
市民生活部
地域政策課

6/6 未

10 5/31

平成26年○月○日、私の自宅に制服の警
官が来た際に作成された文書に関して熊本
市児童相談所に通知された文書等

不存在
健康福祉局
子ども未来部
児童相談所

6/7

11 6/3

2014年(平成26年)○月○日、亡母が一般社
団法人の介護施設からの要請により○○○
○へ救急搬送された際の、搬送中同乗した
施設職員から聞き取られた内容がわかる書
類（救急活動報告書)

開示
消防局
総務部
総務課

6/13 6/21

12 6/7
平成28年4月1日から平成28年6月7日まで
の私の住民票関係請求書及び婚姻届受理
証明書

開示
市民局
市民生活部
地域政策課

6/16 6/27

13 6/10

火元の関係者の説明内容
・実況見分調書　・出火原因判定書　・り災
証明書、損害届の内容　・その他油性検査
などの検査の鑑定結果

一部開示

4号　公共の安全情
報
5号　国等協力関係
情報
6号　第三者情報

消防局
総務部
総務課

6/30 7/5

14 6/14
平成26年6月25日から平成28年6月14日ま
での私の印鑑登録証明書交付請求書 不存在

市民局
市民生活部
地域政策課

6/24

15 6/16

亡母の平成18年5月1日～平成28年5月20
日までの間にかかる介護保険の要介護･要
支援認定申請に関する書類

一部開示

6号　第三者情報 健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

7/1 7/4

16 6/20
亡母の介護認定審査会及び主治医意見書

開示
西区役所
保健福祉部
福祉課

6/29
6/30
郵送

一部開示
6号　第三者情報

開示

18 6/24
平成28年5月以降の保護決定調書

開示
東区役所
保健福祉部
保護課

7/8 7/21

19 7/1

亡母の平成13年4月1日～平成28年5月28
日までの介護保険要介護度の変遷が確認
できる、Aﾈｯﾄ端末の介護保険認定申請情
報を出力した資料

開示
中央区役所
保健福祉部
福祉課

7/4 7/7

平成27年11月19日から平成28年6月21日ま
での私の住民票関係請求書

7/11 7/12

4 4/13

健康福祉局
福祉部

高齢介護福
祉課

市民局
市民生活部
地域政策課

17 6/22

平成２８年度個人情報開示請求一覧
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

20 7/4

男女共同参画ｾﾝﾀｰはあもにいに私がDV相
談した内容がわかる書類

開示

市民局
市民生活部
男女共同参
画課

7/11 7/29

20-2 7/6
私が相談した、隣家の解体及び撤去につい
ての対応の書類文書一式 一部開示

6号　第三者情報 都市建設局
都市政策部
建築指導課

7/21 7/27

21 7/19

熊本市農業委員会が保有している、私が所
有する熊本市南区○○の農地転用許可申
請書又は届出書等及びその添付資料、関
係書類等一式

不存在
農業委員会
事務局

7/26

22 7/21
平成27年に提出した、私の医療法人の役員
変更届 不存在

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

7/22

23 7/29

西部土木ｾﾝﾀｰと開示請求者間のﾌﾞﾛｯｸ塀
撤去に関する経緯を記載したもの

開示

都市建設局
土木部
西部土木ｾﾝ
ﾀｰ
総務課

8/10 8/16

開示

一部開示

6号　第三者情報

25 8/12

平成25年度熊本市認可外保育施設運営支
援事業実施施設選定項目のﾋﾔﾘﾝｸﾞについ
て、私の評価。

一部開示

2号　評価・診断等
情報

健康福祉局
子ども未来部
保育幼稚園
課

8/22 8/23

26 9/1
平成27年9月1日から平成28年8月31日まで
の私の住民票関係請求書 開示

市民局
市民生活部
地域政策課

9/15 9/27

27 9/1
平成27年4月1日から平成28年8月31日まで
の私の亡妻戸籍関係請求書 開示

市民局
市民生活部
地域政策課

9/15 9/27

28 9/1

平成27年○月○日午前9時30分頃、私が○
○の知人宅で犬に襲われ転倒して、整形外
科に救急搬送された際の救急活動報告書

開示
消防局
総務部
総務課

9/13
9/23
郵送

29 9/9
登録してから後の、平成4、9、10、14、17、18
年以外の1月1日～12月31日までの私の印
鑑証明書の発行履歴がわかるもの

開示
市民局
市民生活部
地域政策課

9/16 9/20

30 9/9
私の印鑑登録を行った履歴のわかるもの

開示
市民局
市民生活部
地域政策課

9/16 9/20

31 9/9
登録してから後の、平成4、9、10、14、17、18
年以外の1月1日～12月31日までの私の印
鑑証明書の発行履歴がわかるもの

開示
市民局
市民生活部
地域政策課

9/16 9/16

32 9/9
私の印鑑登録を行った履歴のわかるもの

開示
市民局
市民生活部
地域政策課

9/16 9/16

33 9/26

平成27年9月1日に申請された亡母の認定
審査会資料
・介護認定審査会資料　・認定調査票
・主治医意見書

開示
西区役所
保健福祉部
福祉課

10/7
10/18
郵送

34 9/27
平成28年9月1日から平成28年9月27日まで
の私の亡妻の住民票関係請求書 不存在

市民局
市民生活部
地域政策課

9/30

35 9/27
平成28年9月1日から平成28年9月27日まで
の私の亡妻の戸籍関係請求書 不存在

市民局
市民生活部
地域政策課

9/30

36 10/11
平成28年8月1日から平成28年10月4日まで
の私の戸籍関係請求書 不存在

市民局
市民生活部
地域政策課

10/21

一部開示
6号　第三者情報

10/28 11/8

開示 10/28 11/8

38 10/19
平成26年10月20日から平成28年10月19日
までの私の印鑑登録証明書交付請求書 開示

市民局
市民生活部
地域政策課

10/24 10/27

8/23

37 10/18

平成27年10月1日から平成28年10月18日ま
での私の住民票関係請求書

市民局
市民生活部
地域政策課

8/31
郵送

24 8/10

平成28年4月10日から平成28年8月10日ま
での私の住民異動届

市民局
市民生活部
地域政策課
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

平成19年7月5日から平成21年7月31日まで
の間にかかる亡父の介護保険の要介護･要
支援認定申請に関する認定調査票、主治医
意見書、要介護認定申請書及び審査会議
事録

不存在

平成21年8月1日から平成23年7月31日まで
の間にかかる亡父の介護保険の要介護･要
支援認定申請に関する認定調査票、主治医
意見書、要介護認定申請書及び審査会議
事録

開示 11/8

40 10/21

平成26年○月○日、平成27年○月○日、○
月○日に東区役所相談窓口において、私が
夫との離婚等について相談した内容がわか
る書類

一部開示

6号　第三者情報
東区役所
保健福祉部
福祉課

11/8 11/11

41 10/21

平成28年○月○日、○月○日、○月○日、
○月○日、○月○日にはあもにい相談室に
おいて、夫との離婚等について相談した内
容がわかる書類

一部開示

6号　第三者情報 市民局
市民生活部
男女共同参
画課

10/25 11/11

自立支援医療(精神通院医療)の診療報酬
明細書及び調剤報酬明細書(平成24年4月
～平成28年9月、ただし、平成24年12月及
び平成28年7月は除く)

開示

自立支援医療(精神通院医療)の診療報酬
明細書及び調剤報酬明細書(平成18年12月
～平成24年3月、平成24年12月及び平成28
年7月)

不存在

43 11/8

私の土地の固定資産証明書に記載のある
土地が小規模住宅用地として課税してありま
す。その土地上にある建物の詳細情報を開
示していただきたい。

不開示

6号　第三者情報
財政局
税務部
課税管理課

10/18

44 11/9

平成28年○月○日に熊本市東区○○で発
生した火災について、①発生場所、建物等
所有者　②覚知から鎮火までの各時間（覚
知、出動、現着、消化開始、鎮圧、鎮火）③
現場到着時の状況　④消防隊の消化活動
内容　⑤出火場所及び出火元　⑥出火原因
⑦出火日時　⑧焼損面積　⑨罹災内容と被
害額　⑩関係者の供述調書

一部開示

6号　第三者情報

消防局
総務部
総務課

11/30 12/5

45 11/10

平成27年○月○日熊本市西区での火災現
場において現場検証の内容がわかるもの。

一部開示

4号　公共の安全情
報
5号　国等協力関係
情報
6号　第三者情報

消防局
総務部
総務課

11/25 12/7

46 11/17

亡父にかかる要介護認定に関する資料
認定期間：平成19年10月11日～平成30年4
月30日

開示
中央区役所
保健福祉部
福祉課

12/7
12/19
郵送

47 11/17
平成27年10月1日から平成28年11月17日ま
での私の住民票関係請求書 不存在

市民局
市民生活部
地域政策課

11/24

48 11/30
平成26年12月1日から平成28年11月30日ま
での私の印鑑登録証明書交付請求書 不存在

市民局
市民生活部
地域政策課

12/5

亡叔父に係る介護保険認定に関する資料
認定期間：平成14年1月15日～平成28年8
月31日(審査会10回)

開示 12/26

亡叔父に係る介護保険認定に関する資料
認定期間：平成14年1月15日～平成28年8
月31日のうち下記審査会の主治医意見書
①平成26年8月12日、②平成24年8月10日、
③平成23年8月23日、④平成22年8月12日、
⑤平成22年3月12日

不開示

2号　評価・診断等
情報

49 12/1
中央区役所
保健福祉部
福祉課

12/21

39 10/20

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

12/21

11/4

42 11/7

健康福祉局
障がい者支援

部
精神保健福

祉室

10/25
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

亡叔父に係る介護保険認定に関する資料
認定期間：平成14年1月15日～平成28年8
月31日のうち⑦平成20年12月25日、⑧平成
19年12月27日、⑨平成18年12月26日、⑩平
成18年1月19日（各表紙、⑩調査票）
認定期間：平成14年1月15日～平成18年1
月31日の審査会資料

不存在

50 12/5

平成28年○月○日に熊本市東区○○で発
生した火災について、①発生場所、建物等
所有者　②覚知から鎮火までの各時間（覚
知、出動、現着、消化開始、鎮圧、鎮火）③
現場到着時の状況　④消防隊の消化活動
内容　⑤出火場所及び出火元　⑥出火原因
⑦出火日時　⑧焼損面積　⑨罹災内容と被
害額　⑩関係者の供述調書

一部開示

6号　第三者情報

消防局
総務部
総務課

12/7 12/16

51 12/7

亡母を被保険者とする介護保険の要介護・
要支援認定申請に関する下記の書類
・平成23年12月9日・平成24年12月9日・平
成25年12月10日審査会
　認定調査票、主治医意見書、要介護認定
申請書、申請時連絡表、審査会議事録
・平成28年1月12日・8月25日審査会
　認定調査票、要介護認定申請書、申請時
連絡表、審査会議事録

一部開示

3号　行政運営情報
6号　第三者情報

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

12/28 1/12

52 12/7
平成27年11月3日から平成28年12月7日ま
での私の印鑑登録証明書交付請求書 開示

市民局
市民生活部
地域政策課

12/13 12/14

53 12/7
平成26年4月1日から平成28年12月7日まで
の私の印鑑登録証明書交付請求書 不存在

市民局
市民生活部
地域政策課

12/13

54 12/15
亡父が平成28年○月○日に医療機関から
別の医療機関に救急搬送された記録(報告
書)

開示
消防局
総務部
総務課

12/27 1/17

55 12/21

児童相談所における息子についての警察の
やり取りに関する文書
児童相談所における息子についての決定等
文書

不開示

4号　公共の安全情
報 健康福祉局

子ども未来部
児童相談所

1/13

56 1/6
亡父が、平成28年○/○、○/○、○/○、○
/○、○/○、○/○に救急搬送された記録 開示

消防局
総務部
総務課

1/13 1/18

57 1/12
私が印鑑登録をした年月日がわかる書類

一部開示
1号　法令秘情報 市民局

市民生活部
地域政策課

1/18 1/19

57-2 1/12

熊本市○○○○町の私の土地を平成6年に
熊本市が道路拡張のため購入した際に、誰
が熊本市に売却し、誰が売却金を受け取っ
たのかわかる書類と、売却の経緯がわかる
書類

一部開示

6号　第三者情報 都市建設局
土木部
西部土木ｾﾝ
ﾀｰ
用地課

1/24 1/26

亡母を被保険者とする介護保険の要介護・
要支援認定申請に関する下記の書類
・平成25年3月5日審査会
　認定調査票、要介護認定申請書、申請時
連絡表、審査会議事録
・平成27年3月11日審査会
　認定調査票、主治医意見書、要介護認定
申請書、申請時連絡表、審査会議事録

一部開示

3号　行政運営情報
6号　第三者情報

1/30 1/30

亡母を被保険者とする介護保険の要介護・
要支援認定申請に関する下記の書類
平成23年4月1日から平成25年3月31日まで
の　認定調査票、要介護認定申請書、申請
時連絡表、審査会議事録

不存在 1/30

59 1/13
建築基準法7条の2第6項の規定による「完
了検査報告書(表紙、第2面）検査済証番号
第12700087号

一部開示
6号　第三者情報 都市建設局

都市政策部
建築指導課

1/20 1/24

60 1/18

亡母の要介護認定開始時からの認定区分と
認定期間の資料

開示

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

1/30 1/31

61 1/20
平成28年4月1日から平成29年1月20日まで
の私の住民票関係請求書 開示

市民局
市民生活部
地域政策課

1/30 1/31

49 12/1
中央区役所
保健福祉部
福祉課

12/21

58 1/13

健康福祉局
福祉部

高齢介護福
祉課
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

62 1/31
平成27年1月31日から平成29年1月31日ま
での私の印鑑登録証明書交付請求書 開示

市民局
市民生活部
地域政策課

2/3 2/3

63 2/2

○○○○と私の○に関することで、トラブル
を起こしていますが、○の入所入院等及び
私の入院に○○○○がかかわっていること
がわかる文書

不存在
北区役所
保健福祉部
福祉課

2/21

64 2/3

○○○○と私の○に関することで、トラブル
を起こしていますが、妻の入所入院等及び
私の入院に○○○○がかかわっていること
がわかる文書 開示

健康福祉局
障がい者支援
部
障がい保健福
祉課
精神保健福
祉室

2/22 2/27

65 2/6
平成28年10月1日から平成29年2月3日まで
の私の住民票関係請求書 一部開示

6号　第三者情報 市民局
市民生活部
地域政策課

2/15 未

66 2/8

甲第9号証を作成した基となった介護予防
支援経過記録に係る私の情報

一部開示

6号　第三者情報 健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

2/13
3/3
郵送

67 2/9
私の子が平成27年12月に南区の保育園を
退園する際にした手続書類 一部開示

6号　第三者情報 南区役所
保健福祉部
保健子ども課

2/13 4/25

68 2/9

私の子が平成27年に交付したﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ通
知カードの再交付申請している手続書類

不存在

市民局
市民生活部
社会保障税
番号制度推
進室

2/17 4/25

69 2/9
平成28年2月10日から平成29年2月9日まで
の私の住民票関係請求書 一部開示

6号　第三者情報 市民局
市民生活部
地域政策課

2/20 未

70 2/15

償還金額の内訳について
それぞれの単価と採用数値がわかるように

開示

環境局
資源循環部
震災廃棄物
対策課

2/20 2/24

71 2/24
平成28年11月20日から平成29年2月24日ま
での私の住民票関係請求書 開示

市民局
市民生活部
地域政策課

3/2 3/3

72 2/27
平成28年1月1日から平成29年2月26日まで
の私の印鑑登録証明書交付請求書 不存在

市民局
市民生活部
地域政策課

3/2

73 3/3
平成28年3月1日から平成29年3月3日まで
の私の住民票関係請求書 開示

市民局
市民生活部
地域政策課

3/10 3/13

74 3/7
私の平成26年度、平成27年度の人事評価
における能力評価結果 開示

総務局
行政管理部
人事課

3/27 3/28

75 3/10

平成24年3月1日から平成28年5月1日まで
の間にかかる、亡父の介護保険の要介護・
要支援認定に関する認定調査票、要介護認
定申請書及び審査会議事録

開示

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

3/30 4/3

76 3/10
私の子のすこやか相談記録及び電話等の
相談記録 開示

北区役所
保健福祉部
保健子ども課

3/27 4/5

77 3/16
私の子の療育手帳の判定(平成○年○月○
日)に係る検査内容、検査結果、判定にいた
る理由がわかる書類

開示
健康福祉局
子ども未来部
児童相談所

4/6 4/10

78 3/24
私の○○○在任期間の人事評価に関する
一切の書類 開示

総務局
行政管理部
人事課

4/13 5/18

79 3/30

平成23年1月1日から平成29年1月10日まで
の間にかかる亡母の介護保険の要介護・要
支援認定申請に関する認定調査票、要介護
認定申請書、審査会議事録、主治医意見書
及び申請時連絡表

開示

健康福祉局
福祉部
高齢介護福
祉課

4/17 4/18

80 3/30

私の○○のことで平成27年(2015年)8月1日
から平成28年12月31日までの、熊本市議会
議員○○○○さんと熊本市教育委員会のや
り取りの記録

不存在

教育委員会
事務局
学校教育部
教職員課

3/31

81 3/30

私の○○のことで平成27年(2015年)8月1日
から平成28年12月31日までの私と熊本市教
育委員会のやり取りの記録 不存在

教育委員会
事務局
学校教育部
健康教育課

4/4
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

82 3/30

私の○○のことで、平成25年8月1日から平
成28年12月31日までの、私と熊本市立帯山
西小学校の当時の校長と教頭、教諭のやり
取りの記録。（○○が○○○○を発症したこ
とについての記録)

不存在

教育委員会
事務局
学校教育部
帯山西小学
校

4/5

83 3/31
○○市での私に係る中央区保護課が保有
する文書一切 一部開示

6号　第三者情報 中央区役所
保健福祉部
保護課

4/6 4/10
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情 個 審 答 申 第 １ 号   

平成２８年６月８日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  高 木 絹 子 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２７年４月２０日付け、平成２７年度諮問第１号で諮問を受けました下記の異議申

立てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

熊本市西区春日校区の避難場所及び避難経路に係る文書等の開示請求拒否決定に対する

異議申立てについて 

  

熊本市情報公開・個人情報保護審議会答申
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、次の文書等を開示請求したことに対し、実施機関が開示

請求拒否（不存在）決定を行ったことについて、当該決定の取消を求めたものである。 

１ 過去豪雨の際に土砂崩れ等の恐れがあるとして別の避難場所を開設した実績があ

るにも関わらず、春日小学校体育館が地震の際の避難場所としてあんしん安全であ

ることがわかる地理的条件等・地形的条件等・法的根拠等の資料等 

２ 災害による停電等で森都心プラザビル機能が麻痺した場合に、森都心プラザビル内

の何階のどの部屋場所にどのような経路で避難可能なのか、何人収容可能なのか等が

わかる図式資料等 

３ 春日４丁目周辺住民等の避難場所への避難ルート行程のわかる地図資料等 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

過去豪雨の際に土砂崩れ等の恐れがあるとして別の避難場所を開設した実績があるに

も関わらず、春日小学校体育館が地震の際の避難場所としてあんしん安全であることが

わかる地理的条件等・地形的条件等・法的根拠等の資料等について、実施機関からの諮

問事項に関する説明書には、春日小学校の校舎及び体育館は耐震性があり、～。避難場

所として使用する際は、地震の規模、避難施設や周辺の被害状況等の安全を確認したう

えで、開設することにしている。とある。 

避難場所は、豪雨等による危険を予知して、早めに避難するのが避難場所である。被

害の状況を見極めてから避難勧告を熊本市は発令するのか？春日小学校体育館の裏手・

万日山の頂上から裾野にかけて、崖崩れ・土砂崩壊等、危険性大は、昭和３０年代の万

日山頂上から中腹にかけて、熊本国体輸送基地・白川操車場・新設の為の土砂掘削搬出

跡地を、現在まで放置した儘の状態であり、危険性大と叫ばれながら、何十年経ってい

るのか・恐ろしい。万日山だけでなく、花岡山も至る所・危険性大として、落石防止・

立ち入り禁止・土砂崩壊危険立ち入り禁止等の看板が、万日山と同様・林立している。

周辺の被害状況等の安全を確認した上で、とは、唖然とさせられる熊本市予防防災理念

諮問第１号 
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である。 

熊本市防災会議でも、減災を盛んに叫び、諸施策に血税が投資されており、「春日小学

校体育館」を地震・高潮・津波の時は大丈夫として土砂だけを外して、「くまもと森都心

プラザ」を地震・高潮・土砂・津波として、土砂を追加しているのであり、地理的条件

等・根拠があるから、指定・許認可しているので、存在する筈である。即刻開示交付す

べきである。と勧告して頂きたい。 

まさか、熊本市民の安心安全を守る防災市政執行が、見切り発車して決定した訳がな

いと信じる。何も不平不満だけを言っているのではない。よって、即刻開示交付すべき

であります。 

また、災害による停電等で森都心プラザビル機能が麻痺した場合に、森都心プラザビ

ル内の何階のどの部屋場所にどのような経路で避難可能なのか、何人収容可能なのか等

がわかる図式資料等については、実施機関からの諮問事項に関する説明書には、避難場

所として使用する際は、災害の規模、避難施設や周辺の被害状況等の安全を確認したう

えで開設することとしており、とあるが、「くまもと森都心プラザ」を熊本市が避難場所

として指定する際は、全ての安全安心基準をマスターしているかを確認点検した上で、

指定を行っている筈であり、この建築物は一階が２金融機関・郵便局が占有し、食料品

等スーパー入居しており、緊急避難の場合、市民が避難所としては使用不可能である。

また、二階は、行政サービス事務所等が占有し、諸機器・通信施設も存在し、自由な空

間としての使用は不可能と思われる。三階・四階は、図書館であり、全てのフロアーに

は、書物が陳列してあり、市民が勝手に入り込む事は不可能である。五階は、プラザホ

ール、多目的室となっており、六階はＡ会議室～Ｄ会議室となっている。各会議室も畳

の部屋はないと思われる。 

崖崩れ・土砂崩壊の時、春日住民はどの会議室に・何処に避難すれば良いのか？それ

も、ホールの冷たい床の上に雑魚寝しろとの市政理念なのか？ 

処が、地上から二階に上がるのにエスカレーターを利用しなければならない。非常階

段は日常は見えない。五階六階には、エレベーターが頼りだが、建物の裏側に２台設置

されているが、緊急災害等停電の場合、どの様な手段で到達出来るのか？今まで、一切

説明はない。 

私が以前、春日小学校正門前から、９０ｍの到達地点に新幹線熊本駅舎が聳えており、

その構内コンコースに避難した方が安心安全だから避難場所として指定したら？と要請

したが、不可能との事であった。「くまもと森都心プラザ」の施設機能が停電等により麻

痺した場合には、そもそも避難場所として開設しないため、文書は保有しないとの事で

あるが、春日校区住民は迷える羊となっても構わないとの市政理念なのか？熊本市では、

年に何度も「熊本市防災会議」（会長・熊本市長）を開催し、熊本市民の災害防止・減災

対策に勤めている筈であり、慎重な選定の上で避難場所指定を執行している筈であり、

指定を取り消す様な杜撰な市政執行が行われるとは、考えられない。即刻開示交付すべ

きであると勧告して頂きたい。 
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そして、春日４丁目周辺住民等の避難場所への避難ルート行程のわかる地図資料等に

ついて、実施機関からの諮問事項に関する説明書には、災害の規模、避難場所や周辺の

被害状況等により、住民がそれぞれの自宅等から避難所までの安全な避難経路を選択す

る必要があることから、市が避難経路を指定することはしていない。 とあるが、熊本市

防災会議（会長・熊本市長）が、毎年何回も開催されているが、「市避難行動要支援者支

援計画」もあり、安全な場所への誘導計画もあり、市が安全な避難経路を確認していな

いとする怠慢・不作為の熊本市職員が現存しているとは、とても思われない。 

春日池上線・幅員３０ｍの古道踏切り周辺を横断するのに、白線もなく、昼間でも命

がけで横断をしなければならないが、熊本市職員は当然安全な渡り方を熟知しておられ

るから、住民の要望も無視し続けられる筈である。即刻開示公布して頂きたい。と勧告

して頂きたい。 

熊本市第６次総合計画基本計画の危機管理の基本方針として、「危機管理」とは、危機

事象発生の可能性に対応し、（１）被害の発生防止や軽減が図れるように備え、とあり、

これらの幅広い危機事象に対応するためには、平常時から危機事象を想定した予防対策

に最善を尽くすとともに、とあり、【基本方針】○危機管理に関する基本的な指針を示し、

総合的な危機管理体制を構築します。○危機事象への対応については、関係機関及び市

民との連携を図ります。ともある。つまり、災害の発生状況を見てから判断すれば良い？

との市政理念は何処にもない。 

当然、森都心プラザの何階のどの部屋に避難しないとの避難場所指定がなされている

筈である。 

更に、事前対策として、熊本市は、平常時から本市に特徴的に見られる自然災害、広

域にまたがる環境被害や様々な危機事象を想定して予防対策に最善を尽くすとともに、

とある。行政の基本的責務は、市民の生命、身体及び財産の安全を確保することです。

そのため、熊本市の有するすべての機能を十分に発揮するとともに、国、県、他の地方

公共団体、その他の関係機関等と相互に連携・協力し、危機事象に係わる対策を総合的

かつ横断的に推進する体制を整えます。とある。更に、熊本市憲法・熊本市自治基本条

例・（危機管理）第２４条 市長等は、市民及び関係機関の連携、協力及び相互支援のも

と、災害等から市民の生命、身体及び財産の安全を確保するよう、危機管理体制の構築

に努めます。との条例理念を遵守する責務があり、「災害が発生してから避難場所を判断

します」との危機管理市政理念の基に職務遂行職員が今も現存しているとは、大西市政

の基想像も出来ない。ただ、不満を述べているのではなく、遵守すべき条例等・実証証

拠に基づく「不存在」があり得ないことを立証している。依って、早急に「不存在」と

取り消して、「開示・交付執行」の「答申」を「勧告」して、春日校区住民の「あんしん・

安全」を確保して頂きたい。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

  実施機関が、請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりであ 
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る。 

 

１ 過去豪雨の際に土砂崩れ等の恐れがあるとして別の避難場所を開設した実績がある

にも関わらず、春日小学校体育館が地震の際の避難場所として安心安全であることが

わかる地理的条件等・地形的条件等・法的根拠等の資料等について 

春日小学校の校舎及び体育館は耐震性があり、市の施設でもあることから熊本市地域防

災計画で、地震の避難場所に指定している。 

避難場所として使用する際は、地震の規模、避難施設や周辺の被害状況等の安全を確認

したうえで、開設することとしている。 

このことについては、申立人からの平成２５年７月５日付けの文書等開示請求に対し、

平成２５年７月１８日付けの文書等開示決定通知書で「平成２４年度熊本市地域防災計

画・資料編」の写しを開示したところであり、地域防災計画の資料はホームページ等でも

公表している。 

避難場所に指定された施設等が、災害発生時に避難場所となり得るかどうかの判断は、

発生した地震の規模、災害時の避難施設や周辺の被害状況等に応じて行っており、今回の

平成２７年２月２３日付けの文書等開示請求で、申立人が開示請求している「春日小学校

(体育館)は地震避難場所としての安心安全な避難場所になり得るとする地理的条件・地形

的条件・法的根拠のわかる資料等」は保有していない。 

 

 ２ 災害による停電等で森都心プラザビル機能が麻痺した場合に、森都心プラザビル内

の何階のどの部屋場所にどのような経路で避難可能なのか、何人収容可能なのか等が

わかる図式資料等について 

避難場所として使用する際は、災害の規模、避難施設や周辺の被害状況等の安全を確認

したうえで開設することとしており、仮に「くまもと森都心プラザ」が停電等で施設機

能が麻痺し、避難場所としての安全性が確保できない場合は、そもそも避難場所として

開設できないこともある。 

避難場所として開設した際の施設利用については、熊本市とくまもと森都心プラザ管理

運営共同企業体が覚書を締結しており、申立人からの平成２５年８月５日付けの文書等

開示請求に対し、平成２５年８月１５日付けの文書等開示決定通知書で「災害等緊急時

における施設利用の協力に関する覚書」の写しを開示したところである。 

「くまもと森都心プラザ」の施設機能が停電等により麻痺した場合には、そもそも避難

場所として開設しないため、申請人が開示請求している「くまもと森都心プラザ」が停

電等で施設機能が麻痺した場合の施設の利用に係る文書は保有していない。 

 

３ 春日４丁目周辺住民等の避難場所への避難ルート行程のわかる地図資料等について 

災害の規模、避難施設や周辺の被害状況等により、住民がそれぞれの自宅等から避難

所までの安全な避難経路を選択する必要があることから、市が避難経路を指定すること
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はしていない。 

したがって、申立人が開示請求している春日４丁目に居住する住民がくまもと森都心

プラザヘの避難ルート行程の地図資料等は、保有していない。 

 

第５ 審議会の判断 

１ 申立人が開示を求めている文書等について 

開示請求書及び異議申立書からすると、申立人が実施機関に対し開示を求めている文

書等は、熊本市西区春日校区の避難所及び避難経路に係る次の文書等であって、既に公

表されているもの又は開示されているもの以外のもの（以下「本件文書等」という。）を

いうと解される。 

(1) 過去豪雨の際に土砂崩れ等の恐れがあるとして別の避難場所を開設した実績が

あるにも関わらず、春日小学校体育館が地震の際の避難場所として安全であること

が確認できる地理的条件等・地形的条件等・法的根拠等（以下「本件文書Ⅰ」とい

う。） 

(2) 災害による停電等で森都心プラザビル機能が麻痺した場合に、森都心プラザビル

内の何階のどの部屋場所にどのような経路で避難可能なのか、何人収容可能なのか

等が確認できる図式資料等（以下「本件文書Ⅱ」という。） 

(3) 春日４丁目周辺住民等の避難場所への避難ルート行程を示す地図資料等（以下

「本件文書Ⅲ」という。） 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

当審議会は、条例に基づき請求拒否（不存在）の妥当性を判断するものであり、事業等

の是非については判断しない。 

 

 ３ 本件文書等の存否について 

  (1) 本件文書Ⅰについて 

   実施機関は、市域に係る災害対策として、災害の予防、災害応急対策及び災害復旧

について定めた熊本市地域防災計画において、災害の発生又はおそれがある場合に危

険を回避するための一時的な避難場所（以下「指定緊急避難場所」という。）の１つに、

春日小学校体育館を指定している。 

   指定緊急避難場所の指定にあたっては、熊本市地域防災計画及び災害対策基本法（昭

和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）等に規定される安全性等の一定の基準

を満たす必要があり、新たに指定緊急避難場所の指定を行う際には、指定の可否につ

き、当該事務の所管課においてこの基準を満たしていることの確認を以って決裁が行

われ、その後熊本市防災会議において審議及び承認がなされる。 

   指定基準を満たしていることの確認は、指定緊急避難場所の候補が、国又は熊本県

が作成又は公表している土砂災害危険箇所マップや高潮・浸水想定区域図等において
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指定されている土砂特別災害区域等や洪水・高潮の浸水域等の区域内に所在するもの

ではないか否か、耐震工事が完了しているか否か等により行われる。この確認は国又

は熊本県が作成又は公表している図面等を根拠資料として容易に行うことが可能であ

るため、新たに資料の作成等は行われないとのことである。 

   熊本市地域防災計画及び法等に規定される指定基準、そしてその指定基準を満たし

ているか否かの確認を行うにあたって基にする土砂災害危険箇所マップ等については、

指定緊急避難場所の安全性を示すものである。しかし、これらの文書は一般に公表さ

れているものであるため、本件文書等には該当しない。また、指定緊急避難場所の指

定の手続きにおいて、実施機関が新たな資料の作成を行わないことについても、県が

作成又は公表している図面等を根拠資料としているためであり、不合理な点はないと

認められる。 

   したがって、本件文書Ⅰは存在するとは認められない。 

  (2) 本件文書Ⅱについて 

   実施機関が前記第４で説明するとおり、発災時に避難場所として森都心プラザを使

用する際の必要な事項については、実施機関と森都心プラザの指定管理者との間で「災

害等緊急時における施設利用の協力に関する覚書」が締結されている。この覚書の中

で、発災時の森都心プラザの具体的な使用箇所については規定されている。しかし、

当該覚書は申立人に対し既に開示済みの文書であるため、本件文書等には該当しない。 

本件文書Ⅱに係る文書等であって実施機関が保有しているものは、この覚書以外に

はなく、また、関係法令等を確認したところ、指定緊急避難場所について使用箇所や

避難経路、収容人数等を記載した文書等の作成を義務付ける規定は確認できなかった。 

   これに対し、申立人は、その求める文書等につき、存在をうかがわせるような事情

を主張しておらず、文書の存在をうかがわせる合理的な理由は認められない。 

   したがって、本件文書Ⅱは存在するとは認められない。 

  (3) 本件文書Ⅲについて 

   本件文書Ⅲが存在しないとする実施機関の説明は前記第４のとおりであり、災害の

規模、避難施設や周辺の被害状況等により、住民がそれぞれの自宅等から避難所まで

の安全な避難経路を選択する必要があることから、実施機関としては、作成及び公表

する災害種別毎のハザードマップにおいて大まかな避難方向を示すのみにとどめ、地

域で予想される災害の特性や地形的特性による危険箇所、避難経路等の確認や、その

確認内容に基づく「地域版ハザードマップ」の作成については町内自治会に対し委ね

ているとのことである。 

町内自治会により作成された地域版ハザードマップは当該町自治会の各戸に配布さ

れるほか、熊本市ホームページにおいて公表されている。しかし、申立人が指摘する

春日４丁目については、未だ地域版ハザードマップが作成されていない。 

以上からすれば、本件文書Ⅲが不存在であるとの実施機関の説明に不合理な点は認

められない。 
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したがって、本件文書Ⅲは存在するとは認められない。 

 

４ 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  高木 絹子 

会長職務代理者  大江 正昭 

委     員  馬場 啓 

委     員  澤田 道夫 

委     員  魚住 弘久 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２７年 ４月２０日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２７年 ５月２７日 熊本市長から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２７年 ６月２９日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２８年 ２月１５日 諮問の審議を行った。 

平成２８年 ３月２４日 諮問、答申案の審議を行った。 

平成２８年 ４月１３日 答申案の審議を行った。 

平成２８年 ６月 ８日 答申案の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 ２ 号   

平成２８年６月８日   

 

 熊本市長 様 

 

                    熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

                       会 長   高  木  絹  子 

 

 

熊本市個人情報保護条例第７条第２項第７号及び同条例第８条第７号の規定に基づく 

諮問について（答申） 

 

平成２８年２月１２日付け車両発第２４２号による諮問については、下記のとおり答申

します。 

 

記 

 

１ 諮問事項 

実施機関が管理する熊本市公用自動車（以下「公用車」という。）へのドライブレコー

ダー設置に伴う、個人情報の本人以外からの収集及び外部提供について 

 

２ 結論 

本件諮問に係る個人情報の本人以外からの収集及び外部提供については、適当なもの

であることを認める。 

なお、当該個人情報の収集及び外部提供にあたっては、次の事項を要望する。 

(1) ドライブレコーダーに搭載される記録媒体については、紛失や盗難に遭わないよう、

厳重に管理すること。 

(2) ドライブレコーダーの利用目的や運用に追加や変更が生じた場合には、必要に応じ

当審議会に諮問を行うこと。 

(3) ドライブレコーダーに記録された情報（以下「記録情報」という。）の外部提供の

際には、記録媒体につき暗号化処理を行う等、記録情報に含まれる個人情報の保護に

関し必要な措置を講じること。 

 

３ 理由 

本件諮問の内容は、公用車へのドライブレコーダーの設置に伴い、公用車運行中の当

該公用車前方の映像が撮影及び記録されることによって、その映像に含まれる不特定多
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数の個人の容姿や音声、車両のナンバープレート等の個人情報が収集されること、また、

公用車運転者が当事者となる交通事故又は自然災害（以下「交通事故等」という。）が発

生した場合に、ドライブレコーダーに記録された個人情報の含まれる映像を捜査機関や

保険会社等に提供することについて、当審議会の意見を聴くものである。 

実施機関は、ドライブレコーダーの運用に際しては、以下の方針で臨むものとしてい

る。 

(1) ドライブレコーダーを設置している公用車には、当該公用車の側面又は背面に、

ドライブレコーダーを設置している旨を表示する。 

(2) 公用車に設置するドライブレコーダーは、一定時間（５０分から１００分）記録

がなされると、交通事故等が発生しない限りは新しいデータが古いデータに上書き

される仕様である。 

(3) 記録情報の利用及び外部提供を以下の場合に限定する。 

 ア 公用車運転者が当事者となる交通事故が発生した場合や自然災害発生時に飛来

物により公用車へ損害が発生した場合の状況把握や原因の分析 

イ 前記アに伴う捜査機関や保険会社等への提供 

ウ 公用者運転者に対する交通事故防止のための研修 

  (4) 記録情報の利用及び外部提供にあたっては、あらかじめ定めておいた操作取扱者

のみが利用又は外部提供を行い、その旨の記録を残す。 

  (5) 外部提供を行うにあたり、記録情報に交通事故等の当事者以外の第三者の個人情

報が含まれる場合には、当該第三者を識別できないよう映像に編集又は加工を施す。 

  (6) 以上の方針を含むドライブレコーダーの運用基準を策定し、全庁的に統一的な取

扱いを行うとともに、当該運用基準を公表し、ドライブレコーダーの運用について

の周知を図る。 

本件諮問に係る個人情報の本人以外からの収集及び外部提供は、交通事故等発生時の

状況把握、事故原因の分析、公用者運転者に対する安全教育に用いることによる安全運

転意識の向上を目的としたものであり、近年、事業用自動車はもとより、各自治体や一

般家庭で使用される自動車への搭載も増加していることを鑑みると、当審議会として公

用車へのドライブレコーダーの設置の必要性については認めるところである。 

条例第７条第２項は、個人情報の収集にあたっては、本人から収集することを原則と

する旨規定しているが、前述したドライブレコーダーの設置の必要性や、ドライブレコ

ーダー撮影の性質上、被撮影者から個別の同意を得ることは現実的に困難であること、

ドライブレコーダーを設置している旨を公用車に表示したうえで走行するという実施機

関の方針を踏まえると、本件諮問に係る個人情報の本人以外からの収集については適正

を欠く個人情報の収集とまではいえないと考えられる。 

また、条例第８条は、個人情報の外部提供を原則行ってはならない旨規定しているが、

記録情報の任意の外部提供は実施機関の職員が交通事故等の当事者となる場合に限定さ
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れること、外部提供を行うにあたり交通事故等の当事者以外の第三者の個人情報につい

ては編集又は加工を施し当該第三者が識別されないようにすること、交通事故等発生時

の状況把握や原因の明確化により、交通事故等の処理を円滑に行うためには、個人の権

利利益を不当に侵害するおそれのない限りで、個人情報が含まれる記録情報を捜査機関

や保険会社へ提供する必要があることから、本件諮問に係る個人情報の外部提供につい

ても適正を欠く個人情報の外部提供とまではいえないと考えられる。 

これらのことから本件諮問に係る個人情報の本人以外からの収集及び外部提供につい

ては、適当であると判断した。 

  なお、本件諮問に関して示された実施機関のドライブレコーダーの運用基準や方針は

概ね適正なものと認められるが、さらなる個人情報の適正な取扱いや保護を図るために、

前記２の結論(1)から(3)の事項を要望する。 
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情 個 審 答 申 第 ３ 号   

平 成 ２ ８ 年 １ ０ 月 １ ２ 日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  高 木 絹 子 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２７年６月３０日付け、平成２７年度諮問第６号で諮問を受けました下記の異議申

立てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

熊本市「南区まちづくり懇話会」の公募委員に応募した全員分の、個人情報を除いた応

募原稿の開示請求拒否決定に対する異議申立てについて 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、熊本市「南区まちづくり懇話会」（以下「懇話会」という。）

の公募委員に応募した全員分の、個人情報を除いた応募原稿を開示請求したことに対し、

実施機関が開示請求拒否（不開示）決定を行ったことについて、当該決定の取消を求めた

ものである。 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

実施機関は応募原稿が条例第７条第２号に該当すると主張するが、題名「南区の魅力

を生かしたまちづくり」に沿った意見を述べるのに、必要以上に個人情報が含まれると

まではいえない。 

また、著作権法第１８条第３項の規定により、著作者は地方公共団体が当該著作物を

情報公開条例の規定により公衆に提供し、又は提示することに同意したとみなされるこ

とからすれば、応募原稿を公にすることにより応募者の人格的利益を害するおそれがあ

るため条例第７条第２号に該当するとの主張、そして応募原稿は公開することを前提に

していないから、熊本市が勝手に公開すれば、応募者と熊本市との信頼を損なうとの主

張は、理由がない。 

更に、応募原稿を公表することを前提にしていなかったと記述しながら、応募者に対

して応募原稿を公表しないことを事前に表明したり、応募者に約束した事実はない。 

応募原稿は条例第７条第６号に該当するとの主張についても、被害妄想も甚だしい。

過去熊本駅周辺地域まちづくり推進協議会の公募委員選考の応募原稿が既に公表されて

いるが、市政業務に何か支障が起こったとの事例は何もない。立証証拠もなく、ただの

予測だけを述べているだけであり、事務処理として、応募者全員に原稿開示の意思確認

も執行せず、ただ悪戯に予測しているだけである。応募者と市の信頼関係が損なわれて、

公募委員応募選考業務の運営に支障を及ぼしたとの事実も無い。 

熊本市憲法・条例理念・（市民の責務）第６条にもある如く、（１）～積極的に参画し、

とあり、（２）市政・まちづくりへの参画に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つ

諮問第６号 
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こと。とあり、自己責任において自己最高の思いを表現した応募原稿内容を記述してお

り、著作権所属も認知しての応募であり、匿名応募原稿公開であれば、誰はばかる事は

無い筈である。 

同じく、（自治運営の基本原則）第４条（１）情報共有の原則 市政・まちづくりに関

する情報を共有すること。とある。市政に認知される程の優秀な応募原稿であれば、広

く市民に公開し、市政運営の糧とするのが、市長等の役割であり、責務である。市政運

営に寄与する優れた応募原稿を、各々の市民の多種多様な表現思いが選考されて、広く

市民に公開公表される事によって、更なる公正公平な市政運営が担保され、各種委員会

の公募委員参画の意義が定義づけられると確信する。（行政手続）第２０条には、市政に

おける公正の確保と透明性の向上を図り、ともあり、応募原稿を隠蔽する必要もない筈

である。私の知人達は、公募委員応募した全員が、公開公表しても何も文句はない・む

しろ積極的に公表すべきだの意見である。 

実施機関は、「～条例第１４条に規定する意見聴取は、第三者の正当な権利利益の保護

に関する不開示情報の規定に該当するかどうかを適切に判断するための調査であるが、

当該情報が不開示情報に明らかに該当するとき又は明らかに該当しないときは行わない

こととしている。」と主張するが、熊本市市政執行で、ある時は公表し、ある時は公表し

ない・都合が悪い時は公開しない、等で、ばらばら・ご都合主義の市政執行では、熊本

市市政理念に明らかに違法性がある。また、熊本市憲法理念に対し不遵守である。 

「～その後判例も出ていることもあり、」とあるが、異議申立書にも添付しているが、

「千葉市情報公開審査会答申第１５号」でも、諸々の事前了承確認後、開示公表が可能

の答申内容となっており、熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問する必要がある

のか、熊本市憲法・熊本市自治基本条例・条例理念等が施行されている熊本市市政執行

行為に対し、遵守遵法しての熊本市市政執行行為の基準確立の現状を見るに、この事例

に対し諮問の必要があるのか？疑問に思う。 

また、東京地裁平成１４年（行ウ）第１１９号文書非開示決定取消請求事件の判決内

容に依って、応募原稿の一方的不開示は、政令指定都市・熊本市市政執行としては杜撰

な市政理念であり、熊本市現局長の市政執行の公募委員応募原稿の開示公表行為を見習

って、熊本市政の公平公正かつ誠実に透明性の高い市政執行情報共有に基づく熊本市健

全化の推進に寄与すべきであると切望します。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

  実施機関が、請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりであ 

る。 

 

１ 当該文書には、与えられたテーマについて、応募者個人のこれまでの活動や社会的

関心、さらにはこれまでの経験に基づく意見、信条、理念等が記載されており、これ

らは応募者個人の人格、思想、社会観と密接に結びついたものである。 
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応募原稿の公開が前提となっていない中で応募者は当該文書を公開することを予想

しておらず、個人識別性のある部分を除いたとしても、個人の人格やその他個人の正

当な利益を害するおそれがある。 

以上から、条例第７条第２号に該当すると判断したものである。 

 

当該文書は、懇話会における公募委員を選考する際に提出されたもので、選考とい

う事務事業に関する情報である。 

懇話会の委員を選考する際に提出してもらう作文については、与えられたテーマに

基づき、応募者個人のこれまでの活動や社会的関心、さらにはこれまでの経験に基づ

く意見、信条、理念等を率直に記述してもらうことにより、より精度の高い人物評価

が行えるものであるが、これが今後公表されるとなると、一般的な意見しか記述しな

くなるなど記載の仕方や表現に違いが出ること、また、応募自体を躊躇する者がでる

ことが容易に推測される。 

よって、市が当該文書を公開すれば、選考という事務事業の目的が損なわれること

になり、今後の同種の事務事業の適正な執行に支障を及ぼすことになる。 

また、申立人は「著作権法第１８条第３項の規定により、公表されていない著作物

を地方公共団体に提供した場合は、公衆に提供し、又は提示することに同意したとみ

なされる。」と主張するが、当該文書は元来公表することを前提としていないため、市

が公表権を有していても、開示すれば、応募者と市との信頼関係が損なわれることと

なり、今後の懇話会の運営に支障を及ぼすおそれがある。 

以上から、条例第７条第６号に該当すると判断したものである。 

 

 ２ 申立人は「同意を得られた応募原稿を開示していただきたい。」と要望するが、条例

第１４条に規定する意見聴取は、第三者の正当な権利利益の保護に関する不開示情報

の規定に該当するかどうかを適切に判断するための調査であるが、当該情報が不開示

情報に明らかに該当するとき又は明らかに該当しないときは行わないこととしている。 

当該文書が条例第７条第２号及び第６号に明らかに該当すると判断したため、当該

手続きは行わなかったものである。 

 

 ３ 熊本駅周辺地域まちづくり推進協議会公募委員選考の応募原稿の開示請求があった

ことに対して、当時は当該小論文が明らかに開示情報に該当するかどうかの判断がで

きなかったため意見聴取を行ったうえで開示しているが、その後裁判例が出ているこ

ともあり、今回は前述したとおりの判断をしたため意見聴取を行わなかったものであ

る。 

 

第５ 審議会の判断 

１ 申立人が開示を求めている文書等について 
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開示請求書及び異議申立書からすると、申立人が実施機関に対し開示を求めている文

書等は、懇話会の公募委員に応募した全員分の、個人情報を除いた応募原稿（以下「本

件文書」という。）である。 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

本件異議申立てに係る判断は、本件文書について、条例、関係法令、関係資料等を総合

的に勘案し、開示決定時を基準時として、実施機関が行った開示決定の妥当性を判断し

たものである。 

また、当審議会は、条例に基づき請求拒否（不開示）の妥当性を判断するものであり、

事業等の是非については判断しない。 

 

 ３ 本件文書について 

  本件文書は、実施機関が懇話会の公募委員を選考するにあたり、「南区の魅力を活かし

たまちづくり」をテーマとして応募者から提出された応募者全員の作文から個人情報を

除いたものである。 

  実施機関は、応募者個人のこれまでの活動や社会的関心、さらには応募者個人の人格、

思想、社会観等と密接に結びついた意見、信条、理念等が記載され、かつ、公開を前提

としていない本件文書が開示されるとなると、個人識別性のある部分を除いたとしても、

個人の人格やその他個人の正当な利益を害するおそれがあるとして、また、選考という

事務事業の適正な執行に支障を及ぼし、応募者と市との信頼関係を損なうとして、本件

文書は条例第７条第２号及び第６号に明らかに該当すると判断し、条例第１４条に基づ

く応募者本人への意見聴取手続きを経ることなく、本件文書を不開示としている。 

  これに対し申立人は、特定の個人が識別できる箇所を除いた部分については、著作権

法第１８条第３項第３号の規定に基づき、本件文書の開示については応募者の同意があ

るものとみなされ、個人の人格やその他個人の正当な利益を害するおそれも、応募者と

市との信頼関係を損なうおそれもないため、実施機関の主張には理由がなく、また、過

去に公募委員の応募原稿を開示されても公募委員の選考事務に支障が生じなかったこと

や、裁判例や他都市の答申の内容を根拠として条例第７条第２号及び第６号該当性を否

定している。 

  よって、以下、実施機関及び申立人の主張を踏まえ、本件文書の条例第７条第２号及

び第６号該当性、条例第１４条、著作権法第１８条第３項並びに申立人が掲げた答申及

び判決につき検討する。 

(1) 条例第７条第２号該当性について 

 本件文書は、実施機関が懇話会の公募委員を選考するにあたり、応募者全員から提

出された作文本文であり、本文以外に、応募者の住所、氏名、年齢、性別、電話番号

等の特定の個人が識別される情報が記載されており、この作文が条例第７条第２号に

規定される個人情報に該当するのは明白である。 
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本件文書は、この作文から、応募者の住所等の、特定の個人が識別され得る情報の

部分を除いたものであり、それがなお条例第７条第２号に該当することとなるのは、

条例第７条第２号ただし書きウの規定により、特定の個人が識別され得る情報の部分

を除いたとしても、なお個人の利益が害されるおそれがあると認められることとなる

場合である。 

よって、本件文書の条例第７条第２号該当性については、本件文書を開示すること

により、個人の利益が害されるおそれがあると認められるといえるか否かにより判断

する。 

本件文書には、実施機関の主張するとおり、応募者個人のこれまでの活動や社会的

関心、さらにはこれまでの経験に基づく意見、信条、理念等が記載されており、これ

らの情報は、応募者個人の人格、思想、社会観と密接に結びついたものである。また、

実施機関は、従来から各種委員を公募しているが、その際応募者に対し、選考資料と

して作文の提出を求めたことも相当数に上り、その一方で、実施機関において作文を

後に開示した例は平成１６年の一例を除き存在しないことが認められる。そうすると、

応募者は作文を提出するにあたり、それが後に公開されることは予想していなかった

と推測される。このような状況下で本件文書を開示した場合には、応募者個人の思想・

信条等に関する情報を社会に対して開示するか否か、開示するとしても社会のどの範

囲に開示すべきかを応募者自らが決するという個人の人格や個人の正当な利益を害す

るおそれがあると認められる。 

以上のとおり、本件文書を開示した場合には、個人の人格や個人の正当な利益を害

するおそれがあるので、本件文書は条例第７条第２号に該当する。 

  (2) 条例第７条第６号該当性について 

   本件文書は、実施機関が懇話会の公募委員を選考するにあたり応募者から提出され

た作文であり、選考という事務事業に関する情報である。 

   実施機関は、従来から各種委員を公募しているが、その際応募者に対し、選考資料

として作文の提出を求めたことも相当数に上り、その一方で、実施機関において作文

を後に開示した例は平成１６年の一例を除き存在しないことが認められる。また、本

件異議申立てにおける委員の公募においても、応募の際に提出された作文の取扱いに

ついては何ら触れておらず、当該作文を公開するとも公開しないとも明記されていな

い。 

   このような状況下で、応募者は自己の提出した作文が開示されることになるとは予

想だにしないのが通常であり、むしろ開示されないことを前提と捉え、作文の内容も

何ら制約されることなく、自由な発想のもとで記述されたものと考えられる。このた

め、本件文書が開示されると、開示されないことを前提と捉え作文を提出した応募者

と市との間の信頼関係を損ねることは明らかである。 

また、本件文書が開示されるとなると、作文に応募者個人の率直な意見や信条、理

念を記載することを避け、文面が無難で一般的、画一的な表現となる可能性は否定で
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きず、的確な人物評価が出来るとは言いがたい。さらに筆跡や記載内容により自身が

特定され、文面に含まれる思想信条等が公にされることを危惧し応募を躊躇する者が

出ることも、論文等を公にすることを常とする学識経験者等と比べて一般市民からの

公募であることを考慮すると、十分に考えられることである。 

したがって、本件文書を開示すると、本件異議申立てに係る選考及び懇話会の運営

のみならず、今後の同種の事務事業の目的が損なわれ、その適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあると認められる。 

以上のことから、本件文書は条例第７条第６号に該当する。 

(3) 条例第１４条について 

   条例第１４条に規定される第三者への意見聴取は、第三者の正当な権利利益を保護

するために、不開示情報に該当するか否かを適切に判断するための手続きであるが、

開示請求に係る文書等が不開示情報に明らかに該当するとき又は明らかに該当しない

ときは行わないこととしている。 

   平成１６年に作文の開示請求があった際、当時、実施機関は、当該作文が条例第７

条第２号に該当するか否かが明確でなかったため意見聴取を行い、応募者全員の承諾

を得たうえで開示している。 

   今回、実施機関は、本件文書が条例第７条第２号に明らかに該当すると判断し、ま

た、同条第６号にも明らかに該当すると判断したため、第三者への意見聴取は行って

いない。さらに、実施機関は、応募者と実施機関との間の信頼関係を重視するととも

に今後も事務事業の適正な執行を確保する観点から、たとえ平成１６年に作文の開示

請求が行われた場合と同様の手続きを経て開示の承諾が得られ条例第７条第２号該当

性がなくなったとしても、本件文書は明らかに条例第７条第６号に該当し、そうであ

る以上は開示をすべきではないと総合的に判断したものである。このため、承諾をと

るための手続きは行っていない。 

   そもそも、条例第１４条は、第三者の正当な権利利益を保護するために、不開示情

報に該当するか否かを適切に判断するために第三者に意見を聴くことができると規定

したものであり、第三者に意見を聴くことを実施機関に義務付けたものではない。既

に述べたとおり、実施機関は、本件文書が条例第７条第２号及び第６号にいう不開示

情報に明らかに該当すると判断したため、本条に規定される手続きを行わなかったも

のであり、条例第１４条の問題は生じない。 

  (4)  著作権法第１８条第３項について 

申立人は、著作権法第１８条第３項第３号の規定を根拠に、本件文書の開示について

は応募者の同意があるものとみなされるため、個人の人格やその他個人の正当な利益を

害するおそれや応募者と市との信頼が損なわれることはない旨主張する。 

しかしながら、そもそも著作権法第１８条第３項第３号の規定は、未公表の著作物を

地方公共団体に提供した場合に、情報公開条例の規定により当該地方公共団体が当該著

作物を公衆に提供又は提示する行為につき、著作者が同意したとみなす規定である。こ
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の規定によって公表についての同意が擬制されるためには、前提として情報公開条例に

よって開示される情報であることが必要である。したがって、本件文書が情報公開条例

によって不開示情報に該当する場合は、著作権法第１８条第３項の適用の余地はないと

言うべきである。これを本件についてみると、上記(1)(2)で述べたとおり、本件文書は

条例第７条第２号及び第６号に該当するので不開示とすべきであり、著作権法第１８条

第３項の問題とはならない。 

  (5) 申立人が掲げた答申及び判決について 

   申立人は、本件文書を開示すべきと主張する根拠の１つとして、平成１２年９月２

５日付け千葉市情報公開審査会答申第１５号（以下「千葉市答申」という。）及び東京

地裁平成１４年９月２７日判決・平成１４年（行ウ）第１１９号（以下「地裁判決」

という。）において、公募委員の応募の際に応募者から提出された小論文につき、個人

が識別される部分や応募者の同意を得られない部分を除いたうえで開示すべきである

との判断がなされていることを掲げている。 

しかし地裁判決は、その後控訴審判決（東京高裁平成１５年５月２８日判決・平成

１４年（行コ）第２６５号）において取り消され、確定した。なお、地裁判決及び千

葉市答申は、専ら応募者と武蔵野市又は千葉市との間の信頼関係が損なわれるか否か

について判断された事案であり、応募者の同意の有無が問題になったところである。

これに対して本件異議申立てにおける不開示の理由は、その一つに、公表されること

で応募を躊躇する者が出ることによって、将来にわたって公募委員の選考という事務

事業に支障を及ぼすことが挙げられている点で異なる。よって、地裁判決及び千葉市

答申の事案と本件異議申立ての事案とを同列に扱うことはできない。   

   以上のことから、申立人が掲げた答申及び判決については、当審議会の判断に影響

を及ぼすものではない。 

 

４ 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  高木 絹子 

会長職務代理者  大江 正昭 

委     員  馬場 啓 

委     員  澤田 道夫 

委     員  魚住 弘久 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２７年 ６月３０日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２７年 ７月３１日 熊本市長から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２７年 ８月３１日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２８年 ２月１５日 諮問の審議を行った。 

平成２８年 ４月１３日 諮問、答申案の審議を行った。 

平成２８年 ６月 ８日 答申案の審議を行った。 

平成２８年 ７月１３日 答申案の審議を行った。 

平成２８年 ８月１０日 答申案の審議を行った。 

平成２８年 ９月１４日 答申案の審議を行った。 

平成２８年１０月１２日 答申案の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 ４ 号   

平成２８年１０月１２日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  高 木 絹 子 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２７年７月１日付け、平成２７年度諮問第７号で諮問を受けました下記の異議申立

てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

熊本市「西区まちづくり懇話会」の公募委員に応募した全員分の、個人情報を除いた応

募原稿の開示請求拒否決定に対する異議申立てについて 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人が熊本市情報公開条例に基づき、熊本市「西区まちづく

り懇話会」（以下「懇話会」という。）の公募委員に応募した全員分の、個人情報を除いた

応募原稿を開示請求したことに対し、実施機関が開示請求拒否（不開示）決定を行ったこ

とについて、当該決定の取消を求めたものである。 

 

第３ 審議会の判断 

  本件異議申立ての経緯の内容は、平成２８年度答申第３号（参照資料別添）の異議申

立ての経緯の内容と同趣旨であり、当審議会としては、前記第３号事件と判断を異にす

るものではない。 

  よって、上記「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  高木 絹子 

会長職務代理者  大江 正昭 

委     員  馬場 啓 

委     員  澤田 道夫 

委     員  魚住 弘久 

 

 

  

諮問第７号 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２７年 ７月 １日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２７年 ８月１３日 熊本市長から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２７年 ９月 ４日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２８年 ２月１５日 諮問の審議を行った。 

平成２８年 ４月１３日 諮問、答申案の審議を行った。 

平成２８年 ６月 ８日 答申案の審議を行った。 

平成２８年 ７月１３日 答申案の審議を行った。 

平成２８年 ８月１０日 答申案の審議を行った。 

平成２８年 ９月１４日 答申案の審議を行った。 

平成２８年１０月１２日 答申案の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 ３ 号   

平成２８年１０月１２日   

 

  熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  高 木 絹 子 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２７年６月３０日付け、平成２７年度諮問第６号で諮問を受けました下記の異議申

立てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

熊本市「南区まちづくり懇話会」の公募委員に応募した全員分の、個人情報を除いた応

募原稿の開示請求拒否決定に対する異議申立てについて 

  

【参照資料】（平成２８年度答申第３号関係） 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、熊本市「南区まちづくり懇話会」（以下「懇話会」という。）

の公募委員に応募した全員分の、個人情報を除いた応募原稿を開示請求したことに対し、

実施機関が開示請求拒否（不開示）決定を行ったことについて、当該決定の取消を求めた

ものである。 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

実施機関は応募原稿が条例第７条第２号に該当すると主張するが、題名「南区の魅力

を生かしたまちづくり」に沿った意見を述べるのに、必要以上に個人情報が含まれると

まではいえない。 

また、著作権法第１８条第３項の規定により、著作者は地方公共団体が当該著作物を

情報公開条例の規定により公衆に提供し、又は提示することに同意したとみなされるこ

とからすれば、応募原稿を公にすることにより応募者の人格的利益を害するおそれがあ

るため条例第７条第２号に該当するとの主張、そして応募原稿は公開することを前提に

していないから、熊本市が勝手に公開すれば、応募者と熊本市との信頼を損なうとの主

張は、理由がない。 

更に、応募原稿を公表することを前提にしていなかったと記述しながら、応募者に対

して応募原稿を公表しないことを事前に表明したり、応募者に約束した事実はない。 

応募原稿は条例第７条第６号に該当するとの主張についても、被害妄想も甚だしい。

過去熊本駅周辺地域まちづくり推進協議会の公募委員選考の応募原稿が既に公表されて

いるが、市政業務に何か支障が起こったとの事例は何もない。立証証拠もなく、ただの

予測だけを述べているだけであり、事務処理として、応募者全員に原稿開示の意思確認

も執行せず、ただ悪戯に予測しているだけである。応募者と市の信頼関係が損なわれて、

公募委員応募選考業務の運営に支障を及ぼしたとの事実も無い。 

熊本市憲法・条例理念・（市民の責務）第６条にもある如く、（１）～積極的に参画し、

とあり、（２）市政・まちづくりへの参画に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つ

諮問第６号 
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こと。とあり、自己責任において自己最高の思いを表現した応募原稿内容を記述してお

り、著作権所属も認知しての応募であり、匿名応募原稿公開であれば、誰はばかる事は

無い筈である。 

同じく、（自治運営の基本原則）第４条（１）情報共有の原則 市政・まちづくりに関

する情報を共有すること。とある。市政に認知される程の優秀な応募原稿であれば、広

く市民に公開し、市政運営の糧とするのが、市長等の役割であり、責務である。市政運

営に寄与する優れた応募原稿を、各々の市民の多種多様な表現思いが選考されて、広く

市民に公開公表される事によって、更なる公正公平な市政運営が担保され、各種委員会

の公募委員参画の意義が定義づけられると確信する。（行政手続）第２０条には、市政に

おける公正の確保と透明性の向上を図り、ともあり、応募原稿を隠蔽する必要もない筈

である。私の知人達は、公募委員応募した全員が、公開公表しても何も文句はない・む

しろ積極的に公表すべきだの意見である。 

実施機関は、「～条例第１４条に規定する意見聴取は、第三者の正当な権利利益の保護

に関する不開示情報の規定に該当するかどうかを適切に判断するための調査であるが、

当該情報が不開示情報に明らかに該当するとき又は明らかに該当しないときは行わない

こととしている。」と主張するが、熊本市市政執行で、ある時は公表し、ある時は公表し

ない・都合が悪い時は公開しない、等で、ばらばら・ご都合主義の市政執行では、熊本

市市政理念に明らかに違法性がある。また、熊本市憲法理念に対し不遵守である。 

「～その後判例も出ていることもあり、」とあるが、異議申立書にも添付しているが、

「千葉市情報公開審査会答申第１５号」でも、諸々の事前了承確認後、開示公表が可能

の答申内容となっており、熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問する必要がある

のか、熊本市憲法・熊本市自治基本条例・条例理念等が施行されている熊本市市政執行

行為に対し、遵守遵法しての熊本市市政執行行為の基準確立の現状を見るに、この事例

に対し諮問の必要があるのか？疑問に思う。 

また、東京地裁平成１４年（行ウ）第１１９号文書非開示決定取消請求事件の判決内

容に依って、応募原稿の一方的不開示は、政令指定都市・熊本市市政執行としては杜撰

な市政理念であり、熊本市現局長の市政執行の公募委員応募原稿の開示公表行為を見習

って、熊本市政の公平公正かつ誠実に透明性の高い市政執行情報共有に基づく熊本市健

全化の推進に寄与すべきであると切望します。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

  実施機関が、請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりであ 

る。 

 

１ 当該文書には、与えられたテーマについて、応募者個人のこれまでの活動や社会的

関心、さらにはこれまでの経験に基づく意見、信条、理念等が記載されており、これ

らは応募者個人の人格、思想、社会観と密接に結びついたものである。 
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応募原稿の公開が前提となっていない中で応募者は当該文書を公開することを予想

しておらず、個人識別性のある部分を除いたとしても、個人の人格やその他個人の正

当な利益を害するおそれがある。 

以上から、条例第７条第２号に該当すると判断したものである。 

 

当該文書は、懇話会における公募委員を選考する際に提出されたもので、選考とい

う事務事業に関する情報である。 

懇話会の委員を選考する際に提出してもらう作文については、与えられたテーマに

基づき、応募者個人のこれまでの活動や社会的関心、さらにはこれまでの経験に基づ

く意見、信条、理念等を率直に記述してもらうことにより、より精度の高い人物評価

が行えるものであるが、これが今後公表されるとなると、一般的な意見しか記述しな

くなるなど記載の仕方や表現に違いが出ること、また、応募自体を躊躇する者がでる

ことが容易に推測される。 

よって、市が当該文書を公開すれば、選考という事務事業の目的が損なわれること

になり、今後の同種の事務事業の適正な執行に支障を及ぼすことになる。 

また、申立人は「著作権法第１８条第３項の規定により、公表されていない著作物

を地方公共団体に提供した場合は、公衆に提供し、又は提示することに同意したとみ

なされる。」と主張するが、当該文書は元来公表することを前提としていないため、市

が公表権を有していても、開示すれば、応募者と市との信頼関係が損なわれることと

なり、今後の懇話会の運営に支障を及ぼすおそれがある。 

以上から、条例第７条第６号に該当すると判断したものである。 

 

 ２ 申立人は「同意を得られた応募原稿を開示していただきたい。」と要望するが、条例

第１４条に規定する意見聴取は、第三者の正当な権利利益の保護に関する不開示情報

の規定に該当するかどうかを適切に判断するための調査であるが、当該情報が不開示

情報に明らかに該当するとき又は明らかに該当しないときは行わないこととしている。 

当該文書が条例第７条第２号及び第６号に明らかに該当すると判断したため、当該

手続きは行わなかったものである。 

 

 ３ 熊本駅周辺地域まちづくり推進協議会公募委員選考の応募原稿の開示請求があった

ことに対して、当時は当該小論文が明らかに開示情報に該当するかどうかの判断がで

きなかったため意見聴取を行ったうえで開示しているが、その後裁判例が出ているこ

ともあり、今回は前述したとおりの判断をしたため意見聴取を行わなかったものであ

る。 

 

第５ 審議会の判断 

１ 申立人が開示を求めている文書等について 
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開示請求書及び異議申立書からすると、申立人が実施機関に対し開示を求めている文

書等は、懇話会の公募委員に応募した全員分の、個人情報を除いた応募原稿（以下「本

件文書」という。）である。 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

本件異議申立てに係る判断は、本件文書について、条例、関係法令、関係資料等を総合

的に勘案し、開示決定時を基準時として、実施機関が行った開示決定の妥当性を判断し

たものである。 

また、当審議会は、条例に基づき請求拒否（不開示）の妥当性を判断するものであり、

事業等の是非については判断しない。 

 

 ３ 本件文書について 

  本件文書は、実施機関が懇話会の公募委員を選考するにあたり、「南区の魅力を活かし

たまちづくり」をテーマとして応募者から提出された応募者全員の作文から個人情報を

除いたものである。 

  実施機関は、応募者個人のこれまでの活動や社会的関心、さらには応募者個人の人格、

思想、社会観等と密接に結びついた意見、信条、理念等が記載され、かつ、公開を前提

としていない本件文書が開示されるとなると、個人識別性のある部分を除いたとしても、

個人の人格やその他個人の正当な利益を害するおそれがあるとして、また、選考という

事務事業の適正な執行に支障を及ぼし、応募者と市との信頼関係を損なうとして、本件

文書は条例第７条第２号及び第６号に明らかに該当すると判断し、条例第１４条に基づ

く応募者本人への意見聴取手続きを経ることなく、本件文書を不開示としている。 

  これに対し申立人は、特定の個人が識別できる箇所を除いた部分については、著作権

法第１８条第３項第３号の規定に基づき、本件文書の開示については応募者の同意があ

るものとみなされ、個人の人格やその他個人の正当な利益を害するおそれも、応募者と

市との信頼関係を損なうおそれもないため、実施機関の主張には理由がなく、また、過

去に公募委員の応募原稿を開示されても公募委員の選考事務に支障が生じなかったこと

や、裁判例や他都市の答申の内容を根拠として条例第７条第２号及び第６号該当性を否

定している。 

  よって、以下、実施機関及び申立人の主張を踏まえ、本件文書の条例第７条第２号及

び第６号該当性、条例第１４条、著作権法第１８条第３項並びに申立人が掲げた答申及

び判決につき検討する。 

(1) 条例第７条第２号該当性について 

 本件文書は、実施機関が懇話会の公募委員を選考するにあたり、応募者全員から提

出された作文本文であり、本文以外に、応募者の住所、氏名、年齢、性別、電話番号

等の特定の個人が識別される情報が記載されており、この作文が条例第７条第２号に

規定される個人情報に該当するのは明白である。 
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本件文書は、この作文から、応募者の住所等の、特定の個人が識別され得る情報の

部分を除いたものであり、それがなお条例第７条第２号に該当することとなるのは、

条例第７条第２号ただし書きウの規定により、特定の個人が識別され得る情報の部分

を除いたとしても、なお個人の利益が害されるおそれがあると認められることとなる

場合である。 

よって、本件文書の条例第７条第２号該当性については、本件文書を開示すること

により、個人の利益が害されるおそれがあると認められるといえるか否かにより判断

する。 

本件文書には、実施機関の主張するとおり、応募者個人のこれまでの活動や社会的

関心、さらにはこれまでの経験に基づく意見、信条、理念等が記載されており、これ

らの情報は、応募者個人の人格、思想、社会観と密接に結びついたものである。また、

実施機関は、従来から各種委員を公募しているが、その際応募者に対し、選考資料と

して作文の提出を求めたことも相当数に上り、その一方で、実施機関において作文を

後に開示した例は平成１６年の一例を除き存在しないことが認められる。そうすると、

応募者は作文を提出するにあたり、それが後に公開されることは予想していなかった

と推測される。このような状況下で本件文書を開示した場合には、応募者個人の思想・

信条等に関する情報を社会に対して開示するか否か、開示するとしても社会のどの範

囲に開示すべきかを応募者自らが決するという個人の人格や個人の正当な利益を害す

るおそれがあると認められる。 

以上のとおり、本件文書を開示した場合には、個人の人格や個人の正当な利益を害

するおそれがあるので、本件文書は条例第７条第２号に該当する。 

  (2) 条例第７条第６号該当性について 

   本件文書は、実施機関が懇話会の公募委員を選考するにあたり応募者から提出され

た作文であり、選考という事務事業に関する情報である。 

   実施機関は、従来から各種委員を公募しているが、その際応募者に対し、選考資料

として作文の提出を求めたことも相当数に上り、その一方で、実施機関において作文

を後に開示した例は平成１６年の一例を除き存在しないことが認められる。また、本

件異議申立てにおける委員の公募においても、応募の際に提出された作文の取扱いに

ついては何ら触れておらず、当該作文を公開するとも公開しないとも明記されていな

い。 

   このような状況下で、応募者は自己の提出した作文が開示されることになるとは予

想だにしないのが通常であり、むしろ開示されないことを前提と捉え、作文の内容も

何ら制約されることなく、自由な発想のもとで記述されたものと考えられる。このた

め、本件文書が開示されると、開示されないことを前提と捉え作文を提出した応募者

と市との間の信頼関係を損ねることは明らかである。 

また、本件文書が開示されるとなると、作文に応募者個人の率直な意見や信条、理

念を記載することを避け、文面が無難で一般的、画一的な表現となる可能性は否定で

178



 

きず、的確な人物評価が出来るとは言いがたい。さらに筆跡や記載内容により自身が

特定され、文面に含まれる思想信条等が公にされることを危惧し応募を躊躇する者が

出ることも、論文等を公にすることを常とする学識経験者等と比べて一般市民からの

公募であることを考慮すると、十分に考えられることである。 

したがって、本件文書を開示すると、本件異議申立てに係る選考及び懇話会の運営

のみならず、今後の同種の事務事業の目的が損なわれ、その適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあると認められる。 

以上のことから、本件文書は条例第７条第６号に該当する。 

(3) 条例第１４条について 

   条例第１４条に規定される第三者への意見聴取は、第三者の正当な権利利益を保護

するために、不開示情報に該当するか否かを適切に判断するための手続きであるが、

開示請求に係る文書等が不開示情報に明らかに該当するとき又は明らかに該当しない

ときは行わないこととしている。 

   平成１６年に作文の開示請求があった際、当時、実施機関は、当該作文が条例第７

条第２号に該当するか否かが明確でなかったため意見聴取を行い、応募者全員の承諾

を得たうえで開示している。 

   今回、実施機関は、本件文書が条例第７条第２号に明らかに該当すると判断し、ま

た、同条第６号にも明らかに該当すると判断したため、第三者への意見聴取は行って

いない。さらに、実施機関は、応募者と実施機関との間の信頼関係を重視するととも

に今後も事務事業の適正な執行を確保する観点から、たとえ平成１６年に作文の開示

請求が行われた場合と同様の手続きを経て開示の承諾が得られ条例第７条第２号該当

性がなくなったとしても、本件文書は明らかに条例第７条第６号に該当し、そうであ

る以上は開示をすべきではないと総合的に判断したものである。このため、承諾をと

るための手続きは行っていない。 

   そもそも、条例第１４条は、第三者の正当な権利利益を保護するために、不開示情

報に該当するか否かを適切に判断するために第三者に意見を聴くことができると規定

したものであり、第三者に意見を聴くことを実施機関に義務付けたものではない。既

に述べたとおり、実施機関は、本件文書が条例第７条第２号及び第６号にいう不開示

情報に明らかに該当すると判断したため、本条に規定される手続きを行わなかったも

のであり、条例第１４条の問題は生じない。 

  (4)  著作権法第１８条第３項について 

申立人は、著作権法第１８条第３項第３号の規定を根拠に、本件文書の開示について

は応募者の同意があるものとみなされるため、個人の人格やその他個人の正当な利益を

害するおそれや応募者と市との信頼が損なわれることはない旨主張する。 

しかしながら、そもそも著作権法第１８条第３項第３号の規定は、未公表の著作物を

地方公共団体に提供した場合に、情報公開条例の規定により当該地方公共団体が当該著

作物を公衆に提供又は提示する行為につき、著作者が同意したとみなす規定である。こ
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の規定によって公表についての同意が擬制されるためには、前提として情報公開条例に

よって開示される情報であることが必要である。したがって、本件文書が情報公開条例

によって不開示情報に該当する場合は、著作権法第１８条第３項の適用の余地はないと

言うべきである。これを本件についてみると、上記(1)(2)で述べたとおり、本件文書は

条例第７条第２号及び第６号に該当するので不開示とすべきであり、著作権法第１８条

第３項の問題とはならない。 

  (5) 申立人が掲げた答申及び判決について 

   申立人は、本件文書を開示すべきと主張する根拠の１つとして、平成１２年９月２

５日付け千葉市情報公開審査会答申第１５号（以下「千葉市答申」という。）及び東京

地裁平成１４年９月２７日判決・平成１４年（行ウ）第１１９号（以下「地裁判決」

という。）において、公募委員の応募の際に応募者から提出された小論文につき、個人

が識別される部分や応募者の同意を得られない部分を除いたうえで開示すべきである

との判断がなされていることを掲げている。 

しかし地裁判決は、その後控訴審判決（東京高裁平成１５年５月２８日判決・平成

１４年（行コ）第２６５号）において取り消され、確定した。なお、地裁判決及び千

葉市答申は、専ら応募者と武蔵野市又は千葉市との間の信頼関係が損なわれるか否か

について判断された事案であり、応募者の同意の有無が問題になったところである。

これに対して本件異議申立てにおける不開示の理由は、その一つに、公表されること

で応募を躊躇する者が出ることによって、将来にわたって公募委員の選考という事務

事業に支障を及ぼすことが挙げられている点で異なる。よって、地裁判決及び千葉市

答申の事案と本件異議申立ての事案とを同列に扱うことはできない。   

   以上のことから、申立人が掲げた答申及び判決については、当審議会の判断に影響

を及ぼすものではない。 

 

４ 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  高木 絹子 

会長職務代理者  大江 正昭 

委     員  馬場 啓 

委     員  澤田 道夫 

委     員  魚住 弘久 
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情 個 審 答 申 第 ５ 号   

平成２８年１０月１２日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  高 木 絹 子 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２７年１０月６日付け、平成２７年度諮問第９号で諮問を受けました下記の異議申

立てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

熊本市「景観審議会」の公募委員に応募した全員分の、個人情報を除いた応募原稿の開

示請求拒否決定に対する異議申立てについて 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人が熊本市情報公開条例に基づき、熊本市「景観審議会」

の公募委員に応募した全員分の、個人情報を除いた応募原稿を開示請求したことに対し、

実施機関が開示請求拒否（不開示）決定を行ったことについて、当該決定の取消を求めた

ものである。 

 

第３ 審議会の判断 

  本件異議申立ての経緯の内容は、平成２８年度答申第３号（参照資料別添）の異議申

立ての経緯の内容と同趣旨であり、当審議会としては、前記第３号事件と判断を異にす

るものではない。 

  よって、上記「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  高木 絹子 

会長職務代理者  大江 正昭 

委     員  馬場 啓 

委     員  澤田 道夫 

委     員  魚住 弘久 

 

 

  

諮問第９号 

183



 

〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２７年１０月 ６日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２７年１１月 ６日 熊本市長から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２７年１２月 ８日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２８年 ２月１５日 諮問の審議を行った。 

平成２８年 ４月１３日 諮問、答申案の審議を行った。 

平成２８年 ６月 ８日 答申案の審議を行った。 

平成２８年 ７月１３日 答申案の審議を行った。 

平成２８年 ８月１０日 答申案の審議を行った。 

平成２８年 ９月１４日 答申案の審議を行った。 

平成２８年１０月１２日 答申案の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 ３ 号   

平成２８年１０月１２日   

 

  熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  高 木 絹 子 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２７年６月３０日付け、平成２７年度諮問第６号で諮問を受けました下記の異議申

立てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

熊本市「南区まちづくり懇話会」の公募委員に応募した全員分の、個人情報を除いた応

募原稿の開示請求拒否決定に対する異議申立てについて 

  

【参照資料】（平成２８年度答申第３号関係） 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、熊本市「南区まちづくり懇話会」（以下「懇話会」という。）

の公募委員に応募した全員分の、個人情報を除いた応募原稿を開示請求したことに対し、

実施機関が開示請求拒否（不開示）決定を行ったことについて、当該決定の取消を求めた

ものである。 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

実施機関は応募原稿が条例第７条第２号に該当すると主張するが、題名「南区の魅力

を生かしたまちづくり」に沿った意見を述べるのに、必要以上に個人情報が含まれると

まではいえない。 

また、著作権法第１８条第３項の規定により、著作者は地方公共団体が当該著作物を

情報公開条例の規定により公衆に提供し、又は提示することに同意したとみなされるこ

とからすれば、応募原稿を公にすることにより応募者の人格的利益を害するおそれがあ

るため条例第７条第２号に該当するとの主張、そして応募原稿は公開することを前提に

していないから、熊本市が勝手に公開すれば、応募者と熊本市との信頼を損なうとの主

張は、理由がない。 

更に、応募原稿を公表することを前提にしていなかったと記述しながら、応募者に対

して応募原稿を公表しないことを事前に表明したり、応募者に約束した事実はない。 

応募原稿は条例第７条第６号に該当するとの主張についても、被害妄想も甚だしい。

過去熊本駅周辺地域まちづくり推進協議会の公募委員選考の応募原稿が既に公表されて

いるが、市政業務に何か支障が起こったとの事例は何もない。立証証拠もなく、ただの

予測だけを述べているだけであり、事務処理として、応募者全員に原稿開示の意思確認

も執行せず、ただ悪戯に予測しているだけである。応募者と市の信頼関係が損なわれて、

公募委員応募選考業務の運営に支障を及ぼしたとの事実も無い。 

熊本市憲法・条例理念・（市民の責務）第６条にもある如く、（１）～積極的に参画し、

とあり、（２）市政・まちづくりへの参画に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つ

諮問第６号 
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こと。とあり、自己責任において自己最高の思いを表現した応募原稿内容を記述してお

り、著作権所属も認知しての応募であり、匿名応募原稿公開であれば、誰はばかる事は

無い筈である。 

同じく、（自治運営の基本原則）第４条（１）情報共有の原則 市政・まちづくりに関

する情報を共有すること。とある。市政に認知される程の優秀な応募原稿であれば、広

く市民に公開し、市政運営の糧とするのが、市長等の役割であり、責務である。市政運

営に寄与する優れた応募原稿を、各々の市民の多種多様な表現思いが選考されて、広く

市民に公開公表される事によって、更なる公正公平な市政運営が担保され、各種委員会

の公募委員参画の意義が定義づけられると確信する。（行政手続）第２０条には、市政に

おける公正の確保と透明性の向上を図り、ともあり、応募原稿を隠蔽する必要もない筈

である。私の知人達は、公募委員応募した全員が、公開公表しても何も文句はない・む

しろ積極的に公表すべきだの意見である。 

実施機関は、「～条例第１４条に規定する意見聴取は、第三者の正当な権利利益の保護

に関する不開示情報の規定に該当するかどうかを適切に判断するための調査であるが、

当該情報が不開示情報に明らかに該当するとき又は明らかに該当しないときは行わない

こととしている。」と主張するが、熊本市市政執行で、ある時は公表し、ある時は公表し

ない・都合が悪い時は公開しない、等で、ばらばら・ご都合主義の市政執行では、熊本

市市政理念に明らかに違法性がある。また、熊本市憲法理念に対し不遵守である。 

「～その後判例も出ていることもあり、」とあるが、異議申立書にも添付しているが、

「千葉市情報公開審査会答申第１５号」でも、諸々の事前了承確認後、開示公表が可能

の答申内容となっており、熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問する必要がある

のか、熊本市憲法・熊本市自治基本条例・条例理念等が施行されている熊本市市政執行

行為に対し、遵守遵法しての熊本市市政執行行為の基準確立の現状を見るに、この事例

に対し諮問の必要があるのか？疑問に思う。 

また、東京地裁平成１４年（行ウ）第１１９号文書非開示決定取消請求事件の判決内

容に依って、応募原稿の一方的不開示は、政令指定都市・熊本市市政執行としては杜撰

な市政理念であり、熊本市現局長の市政執行の公募委員応募原稿の開示公表行為を見習

って、熊本市政の公平公正かつ誠実に透明性の高い市政執行情報共有に基づく熊本市健

全化の推進に寄与すべきであると切望します。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

  実施機関が、請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりであ 

る。 

 

１ 当該文書には、与えられたテーマについて、応募者個人のこれまでの活動や社会的

関心、さらにはこれまでの経験に基づく意見、信条、理念等が記載されており、これ

らは応募者個人の人格、思想、社会観と密接に結びついたものである。 
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応募原稿の公開が前提となっていない中で応募者は当該文書を公開することを予想

しておらず、個人識別性のある部分を除いたとしても、個人の人格やその他個人の正

当な利益を害するおそれがある。 

以上から、条例第７条第２号に該当すると判断したものである。 

 

当該文書は、懇話会における公募委員を選考する際に提出されたもので、選考とい

う事務事業に関する情報である。 

懇話会の委員を選考する際に提出してもらう作文については、与えられたテーマに

基づき、応募者個人のこれまでの活動や社会的関心、さらにはこれまでの経験に基づ

く意見、信条、理念等を率直に記述してもらうことにより、より精度の高い人物評価

が行えるものであるが、これが今後公表されるとなると、一般的な意見しか記述しな

くなるなど記載の仕方や表現に違いが出ること、また、応募自体を躊躇する者がでる

ことが容易に推測される。 

よって、市が当該文書を公開すれば、選考という事務事業の目的が損なわれること

になり、今後の同種の事務事業の適正な執行に支障を及ぼすことになる。 

また、申立人は「著作権法第１８条第３項の規定により、公表されていない著作物

を地方公共団体に提供した場合は、公衆に提供し、又は提示することに同意したとみ

なされる。」と主張するが、当該文書は元来公表することを前提としていないため、市

が公表権を有していても、開示すれば、応募者と市との信頼関係が損なわれることと

なり、今後の懇話会の運営に支障を及ぼすおそれがある。 

以上から、条例第７条第６号に該当すると判断したものである。 

 

 ２ 申立人は「同意を得られた応募原稿を開示していただきたい。」と要望するが、条例

第１４条に規定する意見聴取は、第三者の正当な権利利益の保護に関する不開示情報

の規定に該当するかどうかを適切に判断するための調査であるが、当該情報が不開示

情報に明らかに該当するとき又は明らかに該当しないときは行わないこととしている。 

当該文書が条例第７条第２号及び第６号に明らかに該当すると判断したため、当該

手続きは行わなかったものである。 

 

 ３ 熊本駅周辺地域まちづくり推進協議会公募委員選考の応募原稿の開示請求があった

ことに対して、当時は当該小論文が明らかに開示情報に該当するかどうかの判断がで

きなかったため意見聴取を行ったうえで開示しているが、その後裁判例が出ているこ

ともあり、今回は前述したとおりの判断をしたため意見聴取を行わなかったものであ

る。 

 

第５ 審議会の判断 

１ 申立人が開示を求めている文書等について 
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開示請求書及び異議申立書からすると、申立人が実施機関に対し開示を求めている文

書等は、懇話会の公募委員に応募した全員分の、個人情報を除いた応募原稿（以下「本

件文書」という。）である。 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

本件異議申立てに係る判断は、本件文書について、条例、関係法令、関係資料等を総合

的に勘案し、開示決定時を基準時として、実施機関が行った開示決定の妥当性を判断し

たものである。 

また、当審議会は、条例に基づき請求拒否（不開示）の妥当性を判断するものであり、

事業等の是非については判断しない。 

 

 ３ 本件文書について 

  本件文書は、実施機関が懇話会の公募委員を選考するにあたり、「南区の魅力を活かし

たまちづくり」をテーマとして応募者から提出された応募者全員の作文から個人情報を

除いたものである。 

  実施機関は、応募者個人のこれまでの活動や社会的関心、さらには応募者個人の人格、

思想、社会観等と密接に結びついた意見、信条、理念等が記載され、かつ、公開を前提

としていない本件文書が開示されるとなると、個人識別性のある部分を除いたとしても、

個人の人格やその他個人の正当な利益を害するおそれがあるとして、また、選考という

事務事業の適正な執行に支障を及ぼし、応募者と市との信頼関係を損なうとして、本件

文書は条例第７条第２号及び第６号に明らかに該当すると判断し、条例第１４条に基づ

く応募者本人への意見聴取手続きを経ることなく、本件文書を不開示としている。 

  これに対し申立人は、特定の個人が識別できる箇所を除いた部分については、著作権

法第１８条第３項第３号の規定に基づき、本件文書の開示については応募者の同意があ

るものとみなされ、個人の人格やその他個人の正当な利益を害するおそれも、応募者と

市との信頼関係を損なうおそれもないため、実施機関の主張には理由がなく、また、過

去に公募委員の応募原稿を開示されても公募委員の選考事務に支障が生じなかったこと

や、裁判例や他都市の答申の内容を根拠として条例第７条第２号及び第６号該当性を否

定している。 

  よって、以下、実施機関及び申立人の主張を踏まえ、本件文書の条例第７条第２号及

び第６号該当性、条例第１４条、著作権法第１８条第３項並びに申立人が掲げた答申及

び判決につき検討する。 

(1) 条例第７条第２号該当性について 

 本件文書は、実施機関が懇話会の公募委員を選考するにあたり、応募者全員から提

出された作文本文であり、本文以外に、応募者の住所、氏名、年齢、性別、電話番号

等の特定の個人が識別される情報が記載されており、この作文が条例第７条第２号に

規定される個人情報に該当するのは明白である。 
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本件文書は、この作文から、応募者の住所等の、特定の個人が識別され得る情報の

部分を除いたものであり、それがなお条例第７条第２号に該当することとなるのは、

条例第７条第２号ただし書きウの規定により、特定の個人が識別され得る情報の部分

を除いたとしても、なお個人の利益が害されるおそれがあると認められることとなる

場合である。 

よって、本件文書の条例第７条第２号該当性については、本件文書を開示すること

により、個人の利益が害されるおそれがあると認められるといえるか否かにより判断

する。 

本件文書には、実施機関の主張するとおり、応募者個人のこれまでの活動や社会的

関心、さらにはこれまでの経験に基づく意見、信条、理念等が記載されており、これ

らの情報は、応募者個人の人格、思想、社会観と密接に結びついたものである。また、

実施機関は、従来から各種委員を公募しているが、その際応募者に対し、選考資料と

して作文の提出を求めたことも相当数に上り、その一方で、実施機関において作文を

後に開示した例は平成１６年の一例を除き存在しないことが認められる。そうすると、

応募者は作文を提出するにあたり、それが後に公開されることは予想していなかった

と推測される。このような状況下で本件文書を開示した場合には、応募者個人の思想・

信条等に関する情報を社会に対して開示するか否か、開示するとしても社会のどの範

囲に開示すべきかを応募者自らが決するという個人の人格や個人の正当な利益を害す

るおそれがあると認められる。 

以上のとおり、本件文書を開示した場合には、個人の人格や個人の正当な利益を害

するおそれがあるので、本件文書は条例第７条第２号に該当する。 

  (2) 条例第７条第６号該当性について 

   本件文書は、実施機関が懇話会の公募委員を選考するにあたり応募者から提出され

た作文であり、選考という事務事業に関する情報である。 

   実施機関は、従来から各種委員を公募しているが、その際応募者に対し、選考資料

として作文の提出を求めたことも相当数に上り、その一方で、実施機関において作文

を後に開示した例は平成１６年の一例を除き存在しないことが認められる。また、本

件異議申立てにおける委員の公募においても、応募の際に提出された作文の取扱いに

ついては何ら触れておらず、当該作文を公開するとも公開しないとも明記されていな

い。 

   このような状況下で、応募者は自己の提出した作文が開示されることになるとは予

想だにしないのが通常であり、むしろ開示されないことを前提と捉え、作文の内容も

何ら制約されることなく、自由な発想のもとで記述されたものと考えられる。このた

め、本件文書が開示されると、開示されないことを前提と捉え作文を提出した応募者

と市との間の信頼関係を損ねることは明らかである。 

また、本件文書が開示されるとなると、作文に応募者個人の率直な意見や信条、理

念を記載することを避け、文面が無難で一般的、画一的な表現となる可能性は否定で
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きず、的確な人物評価が出来るとは言いがたい。さらに筆跡や記載内容により自身が

特定され、文面に含まれる思想信条等が公にされることを危惧し応募を躊躇する者が

出ることも、論文等を公にすることを常とする学識経験者等と比べて一般市民からの

公募であることを考慮すると、十分に考えられることである。 

したがって、本件文書を開示すると、本件異議申立てに係る選考及び懇話会の運営

のみならず、今後の同種の事務事業の目的が損なわれ、その適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあると認められる。 

以上のことから、本件文書は条例第７条第６号に該当する。 

(3) 条例第１４条について 

   条例第１４条に規定される第三者への意見聴取は、第三者の正当な権利利益を保護

するために、不開示情報に該当するか否かを適切に判断するための手続きであるが、

開示請求に係る文書等が不開示情報に明らかに該当するとき又は明らかに該当しない

ときは行わないこととしている。 

   平成１６年に作文の開示請求があった際、当時、実施機関は、当該作文が条例第７

条第２号に該当するか否かが明確でなかったため意見聴取を行い、応募者全員の承諾

を得たうえで開示している。 

   今回、実施機関は、本件文書が条例第７条第２号に明らかに該当すると判断し、ま

た、同条第６号にも明らかに該当すると判断したため、第三者への意見聴取は行って

いない。さらに、実施機関は、応募者と実施機関との間の信頼関係を重視するととも

に今後も事務事業の適正な執行を確保する観点から、たとえ平成１６年に作文の開示

請求が行われた場合と同様の手続きを経て開示の承諾が得られ条例第７条第２号該当

性がなくなったとしても、本件文書は明らかに条例第７条第６号に該当し、そうであ

る以上は開示をすべきではないと総合的に判断したものである。このため、承諾をと

るための手続きは行っていない。 

   そもそも、条例第１４条は、第三者の正当な権利利益を保護するために、不開示情

報に該当するか否かを適切に判断するために第三者に意見を聴くことができると規定

したものであり、第三者に意見を聴くことを実施機関に義務付けたものではない。既

に述べたとおり、実施機関は、本件文書が条例第７条第２号及び第６号にいう不開示

情報に明らかに該当すると判断したため、本条に規定される手続きを行わなかったも

のであり、条例第１４条の問題は生じない。 

  (4)  著作権法第１８条第３項について 

申立人は、著作権法第１８条第３項第３号の規定を根拠に、本件文書の開示について

は応募者の同意があるものとみなされるため、個人の人格やその他個人の正当な利益を

害するおそれや応募者と市との信頼が損なわれることはない旨主張する。 

しかしながら、そもそも著作権法第１８条第３項第３号の規定は、未公表の著作物を

地方公共団体に提供した場合に、情報公開条例の規定により当該地方公共団体が当該著

作物を公衆に提供又は提示する行為につき、著作者が同意したとみなす規定である。こ
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の規定によって公表についての同意が擬制されるためには、前提として情報公開条例に

よって開示される情報であることが必要である。したがって、本件文書が情報公開条例

によって不開示情報に該当する場合は、著作権法第１８条第３項の適用の余地はないと

言うべきである。これを本件についてみると、上記(1)(2)で述べたとおり、本件文書は

条例第７条第２号及び第６号に該当するので不開示とすべきであり、著作権法第１８条

第３項の問題とはならない。 

  (5) 申立人が掲げた答申及び判決について 

   申立人は、本件文書を開示すべきと主張する根拠の１つとして、平成１２年９月２

５日付け千葉市情報公開審査会答申第１５号（以下「千葉市答申」という。）及び東京

地裁平成１４年９月２７日判決・平成１４年（行ウ）第１１９号（以下「地裁判決」

という。）において、公募委員の応募の際に応募者から提出された小論文につき、個人

が識別される部分や応募者の同意を得られない部分を除いたうえで開示すべきである

との判断がなされていることを掲げている。 

しかし地裁判決は、その後控訴審判決（東京高裁平成１５年５月２８日判決・平成

１４年（行コ）第２６５号）において取り消され、確定した。なお、地裁判決及び千

葉市答申は、専ら応募者と武蔵野市又は千葉市との間の信頼関係が損なわれるか否か

について判断された事案であり、応募者の同意の有無が問題になったところである。

これに対して本件異議申立てにおける不開示の理由は、その一つに、公表されること

で応募を躊躇する者が出ることによって、将来にわたって公募委員の選考という事務

事業に支障を及ぼすことが挙げられている点で異なる。よって、地裁判決及び千葉市

答申の事案と本件異議申立ての事案とを同列に扱うことはできない。   

   以上のことから、申立人が掲げた答申及び判決については、当審議会の判断に影響

を及ぼすものではない。 

 

４ 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 
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